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3-1 

第１節  初動体制の確立 
 所  管  □ 危 機 管理 監 、市 民 局 … 防 災班 、避 難 所 支 援 班  □ 総 務 局 … 人 事 動 員班  

□ 地 区 支部  

１  基本方針   

迅 速 か つ 円 滑 な 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る た め 、 金 沢 市 災 害 対 策 本 部 の 組 織 体 制 及 び 所 掌

事 務 等 を 定 め る 。 な お 、 発 災 直 後 の 初 動 期 に お い て は 、 甚 大 な 被 害 が 発 生 し 、 道 路 ・ 交 通

網 の 断 絶 、 停 電 ・ 通 信 途 絶 、 職 員 参 集 が 困 難 な ど 、 業 務 継 続 に 支 障 が 生 じ る 恐 れ が あ る 。

こ う し た 中 で 災 害 応 急 対 策 な ど 必 要 不 可 欠 な 業 務 を 継 続 さ せ る た め 、 具 体 的 な 行 動 を 示 す

防 災 マ ニュ ア ル を 策 定 し て おり 、 本 計 画 と 合 わ せて 活 用 を 図 る こ と とす る 。  

２  組織体制の時系列対応   

（ １ ） 時系 列 活 動 区 分  

災 害 が 発 生 し た 場 合 、 初 期 段 階 で と る べ き 緊 急 措 置 と 、 時 間 の 経 過 と と も に 変 化 す る

状 況 に 応 じ た 的 確 な 応 急 対 策 を 、 機 動 的 、 弾 力 的 に 行 う た め 、 以 下 に 例 示 す る 活 動 区 分

に 留 意 して 、 時 系 列 的 な 本 部体 制 を 組 織 す る 。  

緊 急 時 に お い て は 、 情 報 、 設 備 、 人 員 等 を 最 大 限 に 活 用 し 、 的 確 な 意 思 決 定 と 確 実 な

応 急 対 策を 実 施 で き る 一 貫 した 防 災 体 制 を 構 築 する 。  

表 ３ － １－ １   時 系 列 活 動 区分  

段  階  区   分  期 間  活   動   の   要   旨  

第 1 段 階  警 戒 期  気 象 情 報 覚 知 ～  気 象 、 水 位 監 視 等 の 活 動 を 行 う 。 

第 2 段 階  初 動 期  発 災 ～ 3 日 目 程 度  

市 民 の 生 命 、財 産 を 保 護 し 、消 火・

救 出 救 護 、避 難 収 容 等 に 総 力 を 注 ぐ

活 動 を 行 う 。  

第 3 段 階  収 拾 期  3 日 後 ～ 10 日 目 程 度  
市 民 の 安 全 を 確 保 し 、か つ 人 心 の

安 定 を 図 る た め の 活 動 を 行 う 。  

第 4 段 階  復 旧 期  11 日 目 程 度 以 降  
市 民 の 日 常 生 活 へ の 復 旧 に 向 け

た 応 急 復 旧 活 動 を 行 う 。  

表 ３ － １－ ２  災 害 時 の 応 急対 策 の 流 れ  

 時 間 経 過  考 え 方  応 急 対 策  

警

戒

期 

発 災 前  

（ 気 象 情 報    

覚 知 〜 ）  

・ 情 報 の 収 集 ・ 発 信  

・ 警 戒 体 制 の 確 立  

・ 注 意 報 ・ 警 報 等 の 発

令  

・ 避 難 所 の 開 設 準 備 、

開 設 （ 福 祉 避 難 所 を

含 む ）  

・ 応 急 活 動 の 開 始  

・ 気 象 情 報 ･災 害 情 報 等 の 収 集 ･伝 達 ・ 発 信  

・ 警 戒 区 域 等 へ の 巡 視 、 警 戒  

・ 災 害 対 策 体 制 の 準 備 ・ 確 立  

・ 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保 、  

警 戒 区 域 等 の 発 令 、 伝 達  

・ 避 難 所 の 開 設  

・ 水 防 活 動 の 開 始  

 

 時 間 経 過  考 え 方  応 急 対 策  
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3-2 

初

動

期 

発 災 〜 24 時 間  

・ 初 動 体 制 の 確 立  

・ 消 火 ・ 救 助 ・ 救 出  

・ 避 難 所 の 開 設 （ 福 祉

避 難 所 を 含 む ）  

・ 被 災 状 況 の 把 握  

・ 広 域 応 援 要 請  

・ 応 急 活 動 （ 救 助 ・ 救

出 以 外 ） の 開 始  

・ 避 難 生 活 支 援 の 開 始  

・ 重 要 な 行 事 の 手 続 き  

・ 生 命 の 安 全 確 保 （ 救 助 ･救 急 ･医 療 ）  

・ 水 防 活 動  

・ 災 害 対 策 体 制 の 確 立  

・ 災 害 情 報 の 収 集 ･連 絡  

・ 避 難 所 の 開 設 ､管 理 運 営  

・広 域 応 援 要 請 (自 衛 隊 、消 防 、警 察 、他 自 治 体 な

ど ) 

・ 災 害 医 療 の 継 続 と 救 急 医 療 の 開 始  

・ 二 次 災 害 の 防 止  

・ 災 害 関 連 情 報 の 広 報  

・ 緊 急 輸 送 道 路 の 通 行 確 保 ･交 通 規 制  

・ 障 害 物 除 去   

・ 遺 体 の 収 容 、 搬 送  

・ 道 路 、 河 川 、 橋 梁 等 の 被 害 把 握 、 復 旧   

・ 緊 急 支 援 活 動 の 立 ち 上 げ (給 水 、 食 料 、 生 活 必

需 品 ) 

・ 防 疫 、 検 水 、 食 品 検 査 対 応  

・ ご み 、 し 尿 処 理   

・ 要 配 慮 者 の 保 護 ・ 避 難 生 活 支 援  

24 時 間 ～  

３ 日 目 程 度  

・ 応 急 活 動 （ 救 助 ・ 救

出 以 外 ） の 開 始  

・ 避 難 生 活 支 援 の 開 始  

・ 重 要 な 行 事 の 手 続 き  

・ 社 会 基 盤 施 設 、 ラ イ フ ラ イ ン の 復 旧 促 進  

・ 避 難 所 の 高 機 能 化  

・ 他 自 治 体 等 か ら の 応 援 職 員 受 入 れ   

・ 義 援 金 品 の 受 入 れ   

・ 建 築 物 等 応 急 復 旧   

・ が れ き の 処 理   

・ 衛 生 管 理   

収

拾

期 

３ 日 後 ～  

10 日 目 程 度  

・ 被 災 者 へ の 支 援  

・ 公 有 財 産 管 理  

・ 窓 口 行 政 機 能 の 回 復  

・ 被 災 者 へ の 支 援  

・ 被 災 者 支 援 の 前 提 と

な る 業 務 の 開 始  

 

・ ボ ラ ン テ ィ ア の 受 入 、 運 用  

・ り 災 証 明 書 の 発 行  

・ 救 護 、 防 疫 巡 回 活 動 (感 染 症 予 防 、 消 毒 )  

・ 避 難 所 等 衛 生 監 視  

・ 災 害 対 策 金 銭 事 務   

・ 生 活 困 窮 者 の 保 護 、 支 援  

・ 動 物 保 護   

・ 復 旧 ・ 復 興 体 制 の 立 上 げ (震 災 復 興 本 部 ) 等  

復

旧

期 

11 日 目  

程 度 以 降  

・ 復 旧 ・ 復 興 に 係 る 業

務 の 本 格 化  

・ 被 災 者 へ の 支 援  

・ そ の 他 の 行 政 機 能 の

回 復  

・メ ン タ ル ヘ ル ス 、心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 の ケ

ア 開 始  

・ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 認 定 事 務   

・ 災 害 弔 慰 金 支 給 、 援 護 資 金 貸 付   

・ 中 小 企 業 の 災 害 時 融 資 、 相 談 等  

・ 復 旧 ・ 復 興 に 係 る 業 務  

・ が れ き の 広 域 処 理  

・ 仮 設 住 宅 の 建 設  

（ ２ ） 組織 編 成 の 基 本  

①  危 機管 理 監 の 設 置  

    危 機 管 理 監 は 、 自 然 災 害 ・ 大 規 模 な 事 故 及 び 、 事 件 等 の 様 々 な 事 態 に 対 す る 市 民

の 安 全 安 心 に 関 す る 事 項 を 掌 理 し 、 そ の 事 態 が 発 生 し た 場 合 に お い て は 、 局 長 及 び

そ の 他 の職 員 を 指 揮 監 督 す る。  

②  職 員の 配 置  

こ の 計 画 は 、 金 沢 市 内 に お い て 災 害 が 発 生 し た 場 合 又 は 災 害 発 生 の お そ れ が 大 き

く な っ た場 合 に 、 災 害 対 策 本部 を 中 心 と し た 体 制に 移 行 で き る 体 制 を基 本 と す る 。  

こ の 場 合 、 職 員 は 原 則 と し て 動 員 ・ 配 備 体 制 に 基 づ き 各 所 属 等 に 参 集 し 、 災 害 対

初

動

期 

発 災 〜 24 時 間  

・ 初 動 体 制 の 確 立  

・ 消 火 ・ 救 助 ・ 救 出  

・ 避 難 所 の 開 設 （ 福 祉

避 難 所 を 含 む ）  

・ 被 災 状 況 の 把 握  
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・ 災 害 関 連 情 報 の 広 報  

・ 緊 急 輸 送 道 路 の 通 行 確 保 ･交 通 規 制  

・ 障 害 物 除 去   

・ 遺 体 の 収 容 、 搬 送  

・ 道 路 、 河 川 、 橋 梁 等 の 被 害 把 握 、 復 旧   

・ 緊 急 支 援 活 動 の 立 ち 上 げ (給 水 、 食 料 、 生 活 必

需 品 ) 

・ 防 疫 、 検 水 、 食 品 検 査 対 応  

・ ご み 、 し 尿 処 理   

・ 要 配 慮 者 の 保 護 ・ 避 難 生 活 支 援  

24 時 間 ～  

３ 日 目 程 度  

・ 応 急 活 動 （ 救 助 ・ 救

出 以 外 ） の 開 始  

・ 避 難 生 活 支 援 の 開 始  

・ 重 要 な 行 事 の 手 続 き  

・ 社 会 基 盤 施 設 、 ラ イ フ ラ イ ン の 復 旧 促 進  

・ 避 難 所 の 高 機 能 化  

・ 他 自 治 体 等 か ら の 応 援 職 員 受 入 れ   

・ 義 援 金 品 の 受 入 れ   

・ 建 築 物 等 応 急 復 旧   

・ が れ き の 処 理   

・ 衛 生 管 理   

収

拾

期 

３ 日 後 ～  

10 日 目 程 度  

・ 被 災 者 へ の 支 援  

・ 公 有 財 産 管 理  

・ 窓 口 行 政 機 能 の 回 復  

・ 被 災 者 へ の 支 援  

・ 被 災 者 支 援 の 前 提 と

な る 業 務 の 開 始  

 

・ ボ ラ ン テ ィ ア の 受 入 、 運 用  

・ り 災 証 明 書 の 発 行  

・ 救 護 、 防 疫 巡 回 活 動 (感 染 症 予 防 、 消 毒 )  

・ 避 難 所 等 衛 生 監 視  

・ 災 害 対 策 金 銭 事 務   

・ 生 活 困 窮 者 の 保 護 、 支 援  

・ 動 物 保 護   
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復

旧
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11 日 目  

程 度 以 降  

・ 復 旧 ・ 復 興 に 係 る 業

務 の 本 格 化  

・ 被 災 者 へ の 支 援  

・ そ の 他 の 行 政 機 能 の

回 復  

・メ ン タ ル ヘ ル ス 、心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 の ケ

ア 開 始  

・ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 認 定 事 務   

・ 災 害 弔 慰 金 支 給 、 援 護 資 金 貸 付   

・ 中 小 企 業 の 災 害 時 融 資 、 相 談 等  

・ 復 旧 ・ 復 興 に 係 る 業 務  

・ が れ き の 広 域 処 理  

・ 仮 設 住 宅 の 建 設  

（ ２ ） 組織 編 成 の 基 本  

①  危 機管 理 監 の 設 置  

    危 機 管 理 監 は 、 自 然 災 害 ・ 大 規 模 な 事 故 及 び 、 事 件 等 の 様 々 な 事 態 に 対 す る 市 民

の 安 全 安 心 に 関 す る 事 項 を 掌 理 し 、 そ の 事 態 が 発 生 し た 場 合 に お い て は 、 局 長 及 び

そ の 他 の職 員 を 指 揮 監 督 す る。  

②  職 員の 配 置  

こ の 計 画 は 、 金 沢 市 内 に お い て 災 害 が 発 生 し た 場 合 又 は 災 害 発 生 の お そ れ が 大 き

く な っ た場 合 に 、 災 害 対 策 本部 を 中 心 と し た 体 制に 移 行 で き る 体 制 を基 本 と す る 。  

こ の 場 合 、 職 員 は 原 則 と し て 動 員 ・ 配 備 体 制 に 基 づ き 各 所 属 等 に 参 集 し 、 災 害 対
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策 本 部 等の 事 務 に 従 事 す る 。  

な お 、 災 害 状 況 等 必 要 に 応 じ て 、 地 区 支 部 の 設 置 及 び 地 区 支 部 要 員 の 配 置 な ど 臨

機 の 措 置を と る も の と す る 。  

③  災 害対 策 本 部 準 備 室  

第 １ 次 配 備 又 は 第 ２ 次 配 備 体 制 （ 表 ３ － １ － ５ 参 照 ） の 場 合 、 危 機 管 理 課 を 中 心

と し て 災 害 対 策 本 部 準 備 室 を 設 置 す る こ と と し 、 初 期 情 報 の 収 集 、 体 制 の 増 強 、 災

害 対 策 本 部 へ の 移 行 準 備 を 指 揮 す る 。 ま た 、 状 況 に よ り 安 全 安 心 政 策 会 議 や 危 機 管

理 連 絡 会議 の 開 催 の 連 絡 を 行う 。  

④  大 規模 災 害 の 対 応  

金 沢 市 内 に お い て 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 災 害 発 生 直 後 か ら 数 日 間 程

度 の「 初動 期 組 織 体 制 」と、そ の 後 の「 収 拾 期・復 旧 期 組 織 体 制 」に区 分 し た 組 織 体

制 を 整 える も の と す る 。  

こ の 場 合 、 職 員 は 、 初 動 期 に あ っ て は 指 定 さ れ た 配 備 基 準 に 基 づ き 、 災 害 対 策 本

部 又 は 地区 支 部 に 自 主 参 集 し、災 害 対 策 本 部 又 は地 区 支 部 の 事 務 に 従事 す る 。ま た、

初 動 期 に お い て 、 職 員 の 確 保 が 困 難 な 場 合 、 業 務 継 続 の 観 点 か ら 、 職 員 の 参 集 状 況

を 踏 ま え優 先 度 の 高 い 業 務 を考 慮 し て 動 員 配 置 を実 施 す る も の と す る。  

収 拾 期 、復 旧 期 へ の 時 間 経 過と と も に 、 地 区 支 部体 制 の 縮 小 を 図 る もの と す る 。  

災 害 対 策 本 部 の 部 局 相 互 間 に お い て も 、 初 動 期 、 収 拾 期 、 復 旧 期 の 時 間 経 過 に 応

じ た 連 携、 協 力 体 制 を と る もの と し 、 機 動 的 、 弾力 的 対 応 に 努 め る 。  

 

（ ３ ） 安全 安 心 政 策 会 議 等 の開 催  

 災 害 対 策 本 部 が 設 置 さ れ る 前 の 段 階 と し て 、 状 況 に 応 じ て 「 安 全 安 心 政 策 会 議 」 又 は

「 危 機 管理 連 絡 会 議 」 を 開 催し 、 災 害 応 急 対 策 にか か る 体 制 等 の 調 整を 行 う 。  

①  安 全安 心 政 策 会 議  

市 長 は 、 本 部 の 設 置 に 至 ら な い 規 模 の 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 の お そ れ が あ る 場

合 に、情 報 の 共 有 と 対 応 体 制の 決 定 や 各 部 局 の 総合 調 整 を 行 う た め、「安 全 安 心 政 策

会 議 」を 開 催 す る 。こ の 政 策会 議 は 市 長 が 召 集 し 、副 市 長以 下 各 局 長及 び 企 業 局 長、

教 育 長 、 消 防 長 、 議 会 事 務 局 長 、 市 立 病 院 事 務 局 長 で 構 成 し 、 危 機 管 理 監 が 総 括 す

る 。  

表 ３ － １－ ３  安 全 安 心 政 策会 議  

役 割  
① 事 態 に つ い て の 情 報 収 集 及 び 対 処 方 針 の 決 定  

② 事 態 が 発 生 し て い る 他 の 自 治 体 と の 情 報 共 有 及 び 支 援 等 の 方 針 決 定  

設 置 場 所  災 害 対 策 本 部 室  

構 成  副 市 長 、 各 局 長 等  

事 務 局  危 機 管 理 課  

主 宰  市 長  

 

②  危 機管 理 連 絡 会 議  

危 機 管 理監 は 、本 部 の 設 置 に至 ら な い 規 模 の 災 害が 発 生 し 、又 は 発 生の お そ れ が

あ る 場 合に 、関 係 部 局 の 連 携に よ る 機 能 的 な 対 応措 置 を 実 施 す る た め、関 係 課 の 所

属 長 で 構成 す る 「 危 機 管 理 連絡 会 議 」 を 開 催 す るこ と が で き る 。  

策 本 部 等の 事 務 に 従 事 す る 。  

な お 、 災 害 状 況 等 必 要 に 応 じ て 、 地 区 支 部 の 設 置 及 び 地 区 支 部 要 員 の 配 置 な ど 臨

機 の 措 置を と る も の と す る 。  

③  災 害対 策 本 部 準 備 室  

第 １ 次 配 備 又 は 第 ２ 次 配 備 体 制 （ 表 ３ － １ － ５ 参 照 ） の 場 合 、 危 機 管 理 課 を 中 心

と し て 災 害 対 策 本 部 準 備 室 を 設 置 す る こ と と し 、 初 期 情 報 の 収 集 、 体 制 の 増 強 、 災

害 対 策 本 部 へ の 移 行 準 備 を 指 揮 す る 。 ま た 、 状 況 に よ り 安 全 安 心 政 策 会 議 や 危 機 管

理 連 絡 会議 の 開 催 の 連 絡 を 行う 。  

④  大 規模 災 害 の 対 応  

金 沢 市 内 に お い て 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 災 害 発 生 直 後 か ら 数 日 間 程

度 の「 初 動 期 組織 体 制 」と 、そ の 後 の「 収 拾 期・復 旧 期組 織 体 制 」に 区 分 した 組 織 体

制 を 整 える も の と す る 。  

こ の 場 合 、 職 員 は 、 初 動 期 に あ っ て は 指 定 さ れ た 配 備 基 準 に 基 づ き 、 災 害 対 策 本

部 又 は 地区 支 部 に 自 主 参 集 し、災 害 対 策 本 部 又 は地 区 支 部 の 事 務 に 従事 す る 。ま た、

初 動 期 に お い て 、 職 員 の 確 保 が 困 難 な 場 合 、 業 務 継 続 の 観 点 か ら 、 職 員 の 参 集 状 況

を 踏 ま え優 先 度 の 高 い 業 務 を考 慮 し て 動 員 配 置 を実 施 す る も の と す る。  

収 拾 期 、復 旧 期 へ の 時 間 経 過と と も に 、 地 区 支 部体 制 の 縮 小 を 図 る もの と す る 。  

災 害 対 策 本 部 の 部 局 相 互 間 に お い て も 、 初 動 期 、 収 拾 期 、 復 旧 期 の 時 間 経 過 に 応

じ た 連 携、 協 力 体 制 を と る もの と し 、 機 動 的 、 弾力 的 対 応 に 努 め る 。  

 

（ ３ ） 安全 安 心 政 策 会 議 等 の開 催  

 災 害 対 策 本 部 が 設 置 さ れ る 前 の 段 階 と し て 、 状 況 に 応 じ て 「 安 全 安 心 政 策 会 議 」 又 は

「 危 機 管理 連 絡 会 議 」 を 開 催し 、 災 害 応 急 対 策 にか か る 体 制 等 の 調 整を 行 う 。  

①  安 全安 心 政 策 会 議  

市 長 は 、 本 部 の 設 置 に 至 ら な い 規 模 の 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 の お そ れ が あ る 場

合 に、情 報 の 共 有 と 対 応 体 制の 決 定 や 各 部 局 の 総合 調 整 を 行 う た め、「安 全 安 心 政 策

会 議 」を 開催 す る 。こ の 政 策会 議 は 市 長 が 召 集 し 、副 市 長 以 下 各 局 長及 び 企 業 局 長、

教 育 長 、 消 防 長 、 議 会 事 務 局 長 、 市 立 病 院 事 務 局 長 で 構 成 し 、 危 機 管 理 監 が 総 括 す

る 。  

表 ３ － １－ ３  安 全 安 心 政 策会 議  

役 割  
① 事 態 に つ い て の 情 報 収 集 及 び 対 処 方 針 の 決 定  

② 事 態 が 発 生 し て い る 他 の 自 治 体 と の 情 報 共 有 及 び 支 援 等 の 方 針 決 定  

設 置 場 所  災 害 対 策 本 部 室  

構 成  副 市 長 、 各 局 長 等  

事 務 局  危 機 管 理 課  

主 宰  市 長  

 

②  危 機管 理 連 絡 会 議  

危 機 管 理監 は 、本 部 の 設 置 に至 ら な い 規 模 の 災 害が 発 生 し 、又 は 発 生の お そ れ が

あ る 場 合に 、関 係 部 局 の 連 携に よ る 機 能 的 な 対 応措 置 を 実 施 す る た め、関 係 課 の 所

属 長 で 構成 す る 「 危 機 管 理 連絡 会 議 」 を 開 催 す るこ と が で き る 。  
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表 ３ － １－ ４  危 機 管 理 連 絡会 議  

役 割  
① 事 態 に つ い て の 情 報 収 集 及 び 対 処 方 針 の 決 定  

② 関 係 部 局 、 県 や 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

設 置 場 所  災 害 対 策 本 部 室  

構 成 課  企 画 調 整 課 、 広 報 戦 略 課 、 総 務 課 、 人 事 課 、 文 化 政 策 課 、 産 業 政 策 課 、  

農 業 水 産 振 興 課 、 農 業 基 盤 整 備 課 、 市 民 協 働 推 進 課 、 福 祉 政 策 課 、  

障 害 福 祉 課 、 健 康 政 策 課 、 子 育 て 支 援 課 、 環 境 政 策 課 、 緑 と 花 の 課 、  

建 築 指 導 課 、 道 路 建 設 課 、 道 路 管 理 課 、 河 川 水 防 課 、 危 機 管 理 課 、 教 育 総

務 課 、 生 涯 学 習 課 、 警 防 課 、 企 業 局 安 全 対 策 室 、 そ の 他 の 関 係 課  

事 務 局  危 機 管 理 課  

主 宰  危 機 管 理 監  

３  災害対策本部及び金沢市防災会議   

（ １ ） 災害 対 策 本 部 の 設 置 及び 廃 止  

ア  市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 の お そ れ が 生 じ 、 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る た

め 必 要 があ る と 認 め る と き は、災 害 対 策 基 本 法第 23 条の 2 規 定 に 基づ き 、金 沢 市

災 害 対 策本 部 （ 以 下 「 本 部 」と い う 。） を 設 置 する 。  

  こ の 場 合 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図 り 、 速 や か に 石 川 県 及 び 金 沢 市 防 災 会 議 に

通 知 す る。  

イ  本 部室 は 、第 二 本 庁 舎 ２階（ 災 害 対 策 本 部 室）に 開 設 す る 。ま た、災 害 の 規 模 が

大 き い 場 合 で 災 害 対 策 本 部 室 で の 設 置 が 困 難 で あ る と き は 、 本 部 室 を 第 一 本 庁 舎

新 館 ７ 階全 員 協 議 会 室 に 開 設す る 。庁 舎 が 使 用 不能 の と き は 、市 消 防 局 に 開 設 し 、

通 信 機 器の 確 保 、 災 害 対 策 本部 の 代 替 機 能 の 確 保を 図 る 。  

ウ  市 長 は 、 災 害 の 危 険 が 解 消 し た と き 、 又 は 災 害 発 生 後 に お け る 応 急 措 置 が 概 ね

完 了 し たと 認 め た と き は 、 本部 を 解 散 す る 。  

（ ２ ） 金沢 市 防 災 会 議 で の 総合 調 整  

金 沢 市 防 災 会 議 は 、 市 が 本 部 を 設 置 し た と き は 、 必 要 に 応 じ 連 絡 員 室 を 設 置 し 、 相 互

間 に お ける 災 害 応 急 対 策 の 総合 調 整 を 図 る 。  

金 沢 市 防 災 会 議 の 関 係 委 員 は 、 連 絡 員 室 が 設 置 さ れ た と き は 、 そ の 所 属 機 関 か ら 職 員

を 派 遣 し、 連 絡 員 室 に 常 駐 させ る も の と す る 。  

【 参 照 】資 料 16  金 沢 市 防災 会 議 条 例     資 料 17  金 沢 市 防災 会 議 委 員 名 簿  

４  本部の組織及び運営   

  本 部 の組 織 及 び 運 営 は、「 金 沢 市 災 害 対 策 本 部条 例 」及 び「 金 沢 市 災 害 対策 本 部 運 営 要

綱 」 に 定め る と こ ろ に よ る 。そ の 概 要 は 、 次 の とお り で あ る 。  

表 ３ － １－ ４  危 機 管 理 連 絡会 議  

役 割  
① 事 態 に つ い て の 情 報 収 集 及 び 対 処 方 針 の 決 定  

② 関 係 部 局 、 県 や 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

設 置 場 所  災 害 対 策 本 部 室  

構 成 課  企 画 調 整 課 、 広 報 戦 略 課 、 総 務 課 、 人 事 課 、 文 化 政 策 課 、 産 業 政 策 課 、  

農 業 水 産 振 興 課 、 農 業 基 盤 整 備 課 、 市 民 協 働 推 進 課 、 福 祉 政 策 課 、  

障 害 福 祉 課 、 健 康 政 策 課 、 子 育 て 支 援 課 、 環 境 政 策 課 、 緑 と 花 の 課 、  

建 築 指 導 課 、 道 路 建 設 課 、 道 路 管 理 課 、 河 川 水 防 課 、 危 機 管 理 課 、 教 育 総

務 課 、 生 涯 学 習 課 、 警 防 課 、 企 業 局 安 全 対 策 室 、 そ の 他 の 関 係 課  

事 務 局  危 機 管 理 課  

主 宰  危 機 管 理 監  

３  災害対策本部及び金沢市防災会議   

（ １ ） 災害 対 策 本 部 の 設 置 及び 廃 止  

ア  市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 の お そ れ が 生 じ 、 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る た

め 必 要 があ る と 認 め る と き は、災 害 対 策 基 本 法第 23 条の 2 規 定 に 基づ き 、金 沢 市

災 害 対 策本 部 （ 以 下 「 本 部 」と い う 。） を 設 置 する 。  

  こ の 場 合 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図 り 、 速 や か に 石 川 県 及 び 金 沢 市 防 災 会 議 に

通 知 す る。  

イ  本 部室 は 、第 二 本 庁 舎 ２階（ 災 害 対 策 本 部 室 ）に 開 設す る 。ま た 、災 害 の 規 模 が

大 き い 場 合 で 災 害 対 策 本 部 室 で の 設 置 が 困 難 で あ る と き は 、 本 部 室 を 第 一 本 庁 舎

新 館 ７ 階全 員 協 議 会 室 に 開 設す る 。庁 舎 が 使 用 不能 の と き は 、市 消 防 局 に 開 設 し 、

通 信 機 器の 確 保 、 災 害 対 策 本部 の 代 替 機 能 の 確 保を 図 る 。  

ウ  市 長 は 、 災 害 の 危 険 が 解 消 し た と き 、 又 は 災 害 発 生 後 に お け る 応 急 措 置 が 概 ね

完 了 し たと 認 め た と き は 、 本部 を 解 散 す る 。  

（ ２ ） 金沢 市 防 災 会 議 で の 総合 調 整  

金 沢 市 防 災 会 議 は 、 市 が 本 部 を 設 置 し た と き は 、 必 要 に 応 じ 連 絡 員 室 を 設 置 し 、 相互

間 に お ける 災 害 応 急 対 策 の 総合 調 整 を 図 る 。  

金 沢 市 防 災 会 議 の 関 係 委 員 は 、 連 絡 員 室 が 設 置 さ れ た と き は 、 そ の 所 属 機 関 か ら 職員

を 派 遣 し、 連 絡 員 室 に 常 駐 させ る も の と す る 。  

【 参 照 】資 料 16  金 沢 市 防災 会 議 条 例     資 料 17  金 沢 市 防災 会 議 委 員 名 簿  

４  本部の組織及び運営   

  本 部 の組 織 及 び 運 営 は、「 金 沢 市 災 害 対 策 本 部条 例 」及 び「 金 沢 市災 害 対 策 本 部 運 営 要

綱 」 に 定め る と こ ろ に よ る 。そ の 概 要 は 、 次 の とお り で あ る 。  
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（ １ ） 組     織  

①  本 部  

本 部 に 本部 長 、 副 本 部 長 及 び本 部 員 を 置 く 。  

ア   本 部長  

・  本 部長 は 、 市 長 が 当 た る。  

・  本 部長 は 、 本 部 の 事 務 を総 括 し 、 所 部 の 職 員を 指 揮 監 督 す る 。  

イ   副 本部 長  

・  副 本 部 長 は 、 本 部 長 を 助 け 、 本 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す

る 。  

ウ   本 部員  

・  本 部員 は 、 本 部 長 の 命 を受 け 、 本 部 の 事 務 に従 事 す る 。  

エ  本 部室 員  

・  本 部 室 員は 、 市 民 そ の 他 関 係団 体 か ら 情 報 を 収 集す る と と も に 、 関 係班 の 応 急  

対 策 の 実施 状 況 を 確 認 し 必 要な 連 絡 調 整 を 行 う 。  

オ  本 部連 絡 員  

・  本 部 連 絡員 は 、 各 局 の 災 害 に関 す る 情 報 及 び 応 急対 策 の 実 施 状 況 を とり ま と め  

て 本 部 に報 告 す る と と も に 、本 部 か ら の 連 絡 事 項を 各 局 の 長 に 伝 達 する 。  

カ  地 区支 部 要 員  

・  地 区 支 部 要 員 は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 避 難 所 の 解 錠 等 、 初 動 期 に お け る 活 動

に 従 事 する 。  

②  部  

本 部 長 は、 必 要 と 認 め る と きは 、 本 部 に 部 を 置 くこ と が で き る 。  

ア   部 に部 長 及 び 本 部 員 を 置く 。  

イ   部 長は 、 本 部 長 が 本 部 員の う ち か ら 指 名 す る。  

ウ   部 長は 、 部 の 事 務 を 掌 理す る 。  

③  現 地災 害 対 策 本 部  

本 部 長 は 、 災 害 が 地 域 的 に 限 定 さ れ 個 別 対 応 が 求 め ら れ 必 要 と 認 め る と き は 、 災

害 地 に 現地 災 害 対 策 本 部 を 置く こ と が で き る 。  

現 地 災 害 対 策 本 部 は 、 災 害 現 地 の 状 況 に 沿 っ た 迅 速 な 対 応 の 強 化 を 図 る た め 、 本

部 と の 連 携 を 密 に 確 保 し つ つ 、 現 地 関 係 機 関 と の 調 整 の も と 、 災 害 対 策 業 務 を 遂 行

す る も のと す る 。  

ア   現 地災 害 対 策 本 部 に 現 地災 害 対 策 本 部 長 及 び現 地 災 害 対 策 本 部 員を 置 く 。  

イ   現 地災 害 対 策 本 部 長 は 、本 部 長 が 災 害 対 策 副本 部 長 の う ち か ら 指名 す る 。  

ウ   現 地災 害 対 策 本 部 長 は 、現 地 災 害 対 策 本 部 の事 務 を 掌 理 す る 。  

④  地 区支 部  

本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 本 部 長 が 定 め る 市 の 区 域 ご と に 本 部 の 地 区 支 部

を 置 く こと が で き る 。  

【 参 照 】資 料 18  金 沢 市 災害 対 策 本 部 条 例  

資 料 19  金 沢 市 災 害 対 策 本部 運 営 要 綱  

（ １ ） 組     織  

①  本 部  

本 部 に 本部 長 、 副 本 部 長 及 び本 部 員 を 置 く 。  

ア   本 部長  

・  本 部長 は 、 市 長 が 当 た る。  

・  本 部長 は 、 本 部 の 事 務 を総 括 し 、 所 部 の 職 員を 指 揮 監 督 す る 。  

イ   副 本部 長  

・  副 本 部 長 は 、 本 部 長 を 助 け 、 本 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す

る 。  

ウ   本 部員  

・  本 部員 は 、 本 部 長 の 命 を受 け 、 本 部 の 事 務 に従 事 す る 。  

エ  本 部室 員  

・  本 部 室 員は 、 市 民 そ の 他 関 係団 体 か ら 情 報 を 収 集す る と と も に 、 関 係班 の 応 急  

対 策 の 実施 状 況 を 確 認 し 必 要な 連 絡 調 整 を 行 う 。  

オ  本 部連 絡 員  

・  本 部 連 絡員 は 、 各 局 の 災 害 に関 す る 情 報 及 び 応 急対 策 の 実 施 状 況 を とり ま と め  

て 本 部 に報 告 す る と と も に 、本 部 か ら の 連 絡 事 項を 各 局 の 長 に 伝 達 する 。  

カ  地 区支 部 要 員  

・  地 区 支 部 要 員 は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 避 難 所 の 解 錠 等 、 初 動 期 に お け る 活 動

に 従 事 する 。  

②  部  

本 部 長 は、 必 要 と 認 め る と きは 、 本 部 に 部 を 置 くこ と が で き る 。  

ア   部 に部 長 及 び 本 部 員 を 置く 。  

イ   部 長は 、 本 部 長 が 本 部 員の う ち か ら 指 名 す る。  

ウ   部 長は 、 部 の 事 務 を 掌 理す る 。  

③  現 地災 害 対 策 本 部  

本 部 長 は 、 災 害 が 地 域 的 に 限 定 さ れ 個 別 対 応 が 求 め ら れ 必 要 と 認 め る と き は 、 災

害 地 に 現地 災 害 対 策 本 部 を 置く こ と が で き る 。  

現 地 災 害 対 策 本 部 は 、 災 害 現 地 の 状 況 に 沿 っ た 迅 速 な 対 応 の 強 化 を 図 る た め 、 本

部 と の 連 携 を 密 に 確 保 し つ つ 、 現 地 関 係 機 関 と の 調 整 の も と 、 災 害 対 策 業 務 を 遂 行

す る も のと す る 。  

ア   現 地災 害 対 策 本 部 に 現 地災 害 対 策 本 部 長 及 び現 地 災 害 対 策 本 部 員を 置 く 。  

イ   現 地災 害 対 策 本 部 長 は 、本 部 長 が 災 害 対 策 副本 部 長 の う ち か ら 指名 す る 。  

ウ   現 地災 害 対 策 本 部 長 は 、現 地 災 害 対 策 本 部 の事 務 を 掌 理 す る 。  

④  地 区支 部  

本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 本 部 長 が 定 め る 市 の 区 域 ご と に 本 部 の 地 区 支 部

を 置 く こと が で き る 。  

【 参 照 】資 料 18  金 沢 市 災害 対 策 本 部 条 例  

資 料 19  金 沢 市 災 害 対 策 本部 運 営 要 綱  
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（ ２ ） 本部 の 所 掌 事 務  

本 部 の 所掌 事 務 の 主 な も の は、 次 の と お り で あ る。  

ア  気 象情 報 、 災 害 状 況 そ の他 災 害 応 急 対 策 に 必要 な 情 報 の 収 集 、 伝達  

イ  県 災害 対 策 本 部 等 へ の 要請 、 報 告 等  

ウ  災 害応 急 対 策 を 実 施 す べき 者 に 対 す る 警 戒 区域 の 設 定 等 の 指 示  

エ  住 民等 に 対 す る 避 難 の 指示  

オ  避 難者 等 の 救 護  

カ  交 通確 保 、 緊 急 輸 送 の 実施  

キ  被 災者 等 に 対 す る 食 料 、飲 料 水 及 び 生 活 必 需品 の 確 保 、 配 分  

ク  災 害時 に お け る 医 療 救 護 ･健 康 管 理 活 動 等 に関 す る こ と  

ケ  防 災関 係 機 関 と の 連 携  

コ  自 主防 災 組 織 等 と の 連 携  

サ  消 防非 常 災 害 警 備 要 綱 及び 水 防 計 画 に 基 づ く消 防 ・ 水 防 活 動  

シ  そ の他 災 害 応 急 対 策 の 基本 に 関 す る 事 項  

【 参 照 】資 料 ４   金 沢 市 災 害対 策 本 部 の 事 務 分 掌  

        （ 金 沢 市 災害 対 策 本 部 運 営 要 綱  別 表 第 １ ）  

（ ３）［ 追 加 ］  

 

 

 

（ ３ ） 地区 支 部 要 員 の 任 命  

地 区 支 部 要 員 は 、 職 務 内 容 に 緊 急 性 が あ る こ と か ら 、 各 地 区 支 部 の 近 隣 に 居 住 す る 職

員 （ 対 策 本 部 等 の 初 動 体 制 で 必 要 と な る 職 員 、 市 立 病 院 、 消 防 職 員 、 消 防 団 員 等 の 職 員

を 除 く。） と し 、 事 前 に 任 命す る 。  

な お 、地 区支 部 要 員 の 構 成 は 、原 則 、支 部 長 、副 支部 長 、避 難 所 解 錠要 員 、支 部 員 、校

舎 管 理 員 と し 、 支 部 長 に あ っ て は 原 則 、 課 長 補 佐 級 の 職 員 と し 、 そ の 他 の 要 員 に つ い て

も 職 員 をも っ て 充 て る 。  

（ ４ ） 地区 支 部 の 設 置 と 事 務分 掌  

地 区 支 部は 、大 規 模 な 災 害 が発 生 し た 場 合 に 、災害 初 期 に お い て 迅 速か つ 効 果 的 に 情 報

収 集 等 の災 害 応 急 対 策 を 行 うた め の 配 備 体 制 と して 編 成 す る 。  

①  地 区支 部 の 設 置  

ア  地 区 支 部 は 、 本 部 と 自 主 防 災 組 織 等 と の 連 携 を 図 る 観 点 か ら 、 原 則 と し て 地 区

の 防 災 拠点（ 拠 点 避 難 所 ）と な る 各 小学 校（ 地 区 に よ っ ては 公 民 館 等所 定 の 場 所 ）

に 設 置 する 。  

イ  同 一 地 区 内 に 中 学 校 、 公 民 館 、 市 営 体 育 館 等 の 屋 内 指 定 避 難 所 が あ る 場 合 は 、

状 況 に 応 じ て 地 区 支 部 要 員 を 配 置 し 、 地 区 支 部 に お い て 情 報 を 収 集 、 伝 達 し 、 一

元 化 す るこ と で 地 区 全 体 と して 緊 密 に 連 携 し た 応急 対 策 活 動 を 実 施 する 。  

（ ２ ） 本部 の 所 掌 事 務  

本 部 の 所掌 事 務 の 主 な も の は、 次 の と お り で あ る。  

ア  気 象情 報 、 災 害 状 況 そ の他 災 害 応 急 対 策 に 必要 な 情 報 の 収 集 、 伝達  

イ  県 災害 対 策 本 部 等 へ の 要請 、 報 告 等  

ウ  災 害応 急 対 策 を 実 施 す べき 者 に 対 す る 警 戒 区域 の 設 定 等 の 指 示  

エ  住 民等 に 対 す る 避 難 の 指示  

オ  避 難者 等 の 救 護  

カ  交 通確 保 、 緊 急 輸 送 の 実施  

キ  被 災者 等 に 対 す る 食 料 、飲 料 水 及 び 生 活 必 需品 の 確 保 、 配 分  

ク  災 害時 に お け る 医 療 救 護 ･健 康 管 理 活 動 等 に関 す る こ と  

ケ  防 災関 係 機 関 と の 連 携  

コ  自 主防 災 組 織 等 と の 連 携  

サ  消 防非 常 災 害 警 備 要 綱 及び 水 防 計 画 に 基 づ く消 防 ・ 水 防 活 動  

シ  そ の他 災 害 応 急 対 策 の 基本 に 関 す る 事 項  

【 参 照 】資 料 ４   金 沢 市 災 害対 策 本 部 の 事 務 分 掌  

        （ 金 沢 市 災害 対 策 本 部 運 営 要 綱  別 表 第 １ ）  

（ ３ ） プロ ジ ェ ク ト チ ー ム の設 置  

市 防 災 マ ニ ュ ア ル は 災 害 対 策 本 部 各 班 の 業 務 に つ い て 規 定 し て い る が 、 あ て は ま らな

い 業 務 や 人 員 を 必 要 と す る 業 務 な ど が 生 じ た 場 合 は 、 部 局 横 断 型 の プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム

を 立 上 げ対 応 す る 。  

（ ３）（ ４ ） 地 区 支 部 要 員 の任 命  

地 区 支 部 要 員 は 、 職 務 内 容 に 緊 急 性 が あ る こ と か ら 、 各 地 区 支 部 の 近 隣 に 居 住 す る職

員 （ 対 策 本 部 等 の 初 動 体 制 で 必 要 と な る 職 員 、 市 立 病 院 、 消 防 職 員 、 消 防 団 員 等 の 職 員

を 除 く。） と し 、 事 前 に 任 命す る 。  

な お 、地 区 支 部 要員 の 構 成 は 、原 則 、支 部 長 、副 支 部 長 、避 難 所 解 錠要 員 、支 部 員 、校

舎 管 理 員 と し 、 支 部 長 に あ っ て は 原 則 、 課 長 補 佐 級 の 職 員 と し 、 そ の 他 の 要 員 に つ い て

も 職 員 をも っ て 充 て る 。  

（ ４）（ ５ ） 地 区 支 部 の 設 置と 事 務 分 掌  

地 区 支 部は 、大 規 模 な 災 害 が発 生 し た 場 合 に 、災 害初 期 に お い て 迅 速か つ 効 果 的 に 情 報

収 集 等 の災 害 応 急 対 策 を 行 うた め の 配 備 体 制 と して 編 成 す る 。  

①  地 区支 部 の 設 置  

ア  地 区 支 部 は 、 本 部 と 自 主 防 災 組 織 等 と の 連 携 を 図 る 観 点 か ら 、 原 則 と し て 地 区

の 防 災 拠点（ 拠 点 避 難 所 ）と なる 各 小 学 校（ 地 区 によ っ て は 公 民 館 等所 定 の 場 所 ）

に 設 置 する 。  

イ  同 一 地 区 内 に 中 学 校 、 公 民 館 、 市 営 体 育 館 等 の 屋 内 指 定 避 難 所 が あ る 場 合 は 、

状 況 に 応 じ て 地 区 支 部 要 員 を 配 置 し 、 地 区 支 部 に お い て 情 報 を 収 集 、 伝 達 し 、 一

元 化 す るこ と で 地 区 全 体 と して 緊 密 に 連 携 し た 応急 対 策 活 動 を 実 施 する 。  
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【 参 照 】資 料 12 金 沢 市 指定 避 難 場 所 一 覧 表  

②  地 区支 部 要 員 の 配 置  

   ア  地 区 支 部 要 員 は 、高 齢 者 等 避 難 、避 難指 示 、緊 急 安 全 確 保（ 本 章 第 15 節「 避 難

誘 導 」 参 照 ） が 発 令 さ れ た 場 合 、 又 は 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 緊

急 に 避 難 所 を 開 設 し 、 及 び 運 営 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 事 前 に 指 定 さ れ た 各 避 難

所 に 参 集す る 。  

イ  地 区支 部 要 員 に よ る 地 区支 部 の 活 動 は 概ね 48 時 間 以 内 と し 、その 後 、部 局 体 制

に よ る 地区 支 部 運 営 に 移 行 する 。  

ウ  地 区支 部 要 員 は 、避 難 所 と な る 学 校 の 管 理 者等 と 十 分 協 力 し、連 携 体 制 を と る。 

エ  本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る 場 合 、 避 難 所 と な る 市 施 設 職 員 並 び に (公 財 )金 沢 市 福

祉 サ ー ビス 公 社 、(公 財 )金 沢 市 ス ポ ー ツ 事 業 団 、(公 財 )金 沢 市 文 化振 興 財 団 、(公

財 )金 沢 ま ち づ く り 財 団 、金 沢美 術 工 芸 大 学 及 び公 民 館 な ど の 避 難 所と な る 施 設 職

員 を 地 区支 部 応 援 要 員 と し て協 力 を 要 請 す る 。  

③  事 務分 掌 （ 活 動 内 容 ）  

地 区 支 部 が 所 掌 す る 主 な 事 務 は 、 次 の と お り で あ り 、 災 害 発 生 直 後 に お い て 地 区

内 の 災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 を 図 り 、 本 部 及 び 自 主 防 災 組 織 、 学 校 管 理 者 、 避 難 所 自

治 会 等 と連 携 し て 活 動 を 実 施す る 。  

ア  災 害情 報 の 収 集 ・ 伝 達 活動  

・  地 区内 の 情 報 収 集 、 伝 達  

・  避 難所 開 設 状 況 の 報 告  

・  避 難者 へ の 広 報 活 動  

 災 害 の情 報 、 本 部 か ら の 指示 ・ 伝 達 事 項 の 周 知  

イ  医 療救 護 活 動  

・  医 療救 護 所 が 設 置 さ れ た場 合 の 補 助 活 動  

ウ  二 次災 害 に よ る 避 難 誘 導  

・  避 難所 に 二 次 災 害 の 危 険が 迫 っ た 場 合 に は 他の 避 難 所 へ の 避 難 を誘 導  

エ  避 難所 の 運 営  

・  施 設の 被 害 状 況 の 確 認  

・  避 難者 の 誘 導 、 施 設 使 用箇 所 の 指 定  

・  避 難テ ン ト 、 仮 設 ト イ レ等 の 設 営  

・  避 難者 数 等 の 把 握 と 報 告、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・  食 料、 飲 料 水 、 生 活 必 需物 資 の 請 求 、 受 取 り、 配 布  

・  避 難所 等 の 生 活 環 境 及 び衛 生 状 況 の 管 理  

・  地 区内 の 避 難 所 の 取 り まと め 、 生 活 状 況 等 の把 握 及 び 報 告  

・  避 難者 の 要 望 、 苦 情 相 談  

・  避 難 所 自治 会 、 自 主 防 災 組 織、 ボ ラ ン テ ィ ア 等 との 調 整 、 協 議   な ど  

オ   そ の他  

        ・  死 体 の 検 案 、 安置  

    ・  そ の 他 本 部 が 指示 す る 事 項  

④  地 区支 部 の 廃 止  

災 害 応 急 対 策 の 進 行 及 び 他 の 自 治 体 、 ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 支 援 体 制 の 確 立 等 に 応 じ

【 参 照 】資 料 12 金 沢 市 指定 避 難 場 所 一 覧 表  

②  地 区支 部 要 員 の 配 置  

   ア  地 区 支 部 要 員 は 、高 齢 者 等避 難 、避 難 指 示 、緊 急 安 全 確 保（ 本 章第 15 節「 避 難

誘 導 」 参 照 ） が 発 令 さ れ た 場 合 、 又 は 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 緊

急 に 避 難 所 を 開 設 し 、 及 び 運 営 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 事 前 に 指 定 さ れ た 各 避 難

所 に 参 集す る 。  

イ  地 区支 部 要 員 に よ る 地 区支 部 の 活 動 は 概ね 48 時 間 以 内 と し 、その 後 、部 局 体 制

に よ る 地区 支 部 運 営 に 移 行 する 。  

ウ  地 区支 部 要 員 は 、避 難 所 と な る 学 校 の 管 理 者等 と 十 分 協 力 し、連 携 体 制 を と る。 

エ  本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る 場 合 、 避 難 所 と な る 市 施 設 職 員 並 び に (公 財 )金 沢 市 福

祉 サ ー ビス 公 社 、(公 財 )金 沢 市 ス ポ ー ツ 事 業 団 、(公 財 )金 沢 市 文 化振 興 財 団 、(公

財 )金 沢 ま ち づ く り 財 団 、金 沢 美術 工 芸 大 学 及 び公 民 館 な ど の 避 難 所と な る 施 設 職

員 を 地 区支 部 応 援 要 員 と し て協 力 を 要 請 す る 。  

③  事 務分 掌 （ 活 動 内 容 ）  

地 区 支 部 が 所 掌 す る 主 な 事 務 は 、 次 の と お り で あ り 、 災 害 発 生 直 後 に お い て 地 区

内 の 災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 を 図 り 、 本 部 及 び 自 主 防 災 組 織 、 学 校 管 理 者 、 避 難 所 自

治 会 等 と連 携 し て 活 動 を 実 施す る 。  

ア  災 害情 報 の 収 集 ・ 伝 達 活動  

・  地 区内 の 情 報 収 集 、 伝 達  

・  避 難所 開 設 状 況 の 報 告  

・  避 難者 へ の 広 報 活 動  

 災 害 の情 報 、 本 部 か ら の 指示 ・ 伝 達 事 項 の 周 知  

イ  医 療救 護 活 動  

・  医 療救 護 所 が 設 置 さ れ た場 合 の 補 助 活 動  

ウ  二 次災 害 に よ る 避 難 誘 導  

・  避 難所 に 二 次 災 害 の 危 険が 迫 っ た 場 合 に は 他の 避 難 所 へ の 避 難 を誘 導  

エ  避 難所 の 運 営  

・  施 設の 被 害 状 況 の 確 認  

・  避 難者 の 誘 導 、 施 設 使 用箇 所 の 指 定  

・  避 難テ ン ト 、 仮 設 ト イ レ等 の 設 営  

・  避 難者 数 等 の 把 握 と 報 告、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・  食 料、 飲 料 水 、 生 活 必 需物 資 の 請 求 、 受 取 り、 配 布  

・  避 難所 等 の 生 活 環 境 及 び衛 生 状 況 の 管 理  

・  地 区内 の 避 難 所 の 取 り まと め 、 生 活 状 況 等 の把 握 及 び 報 告  

・  避 難者 の 要 望 、 苦 情 相 談  

・  避 難 所 自治 会 、 自 主 防 災 組 織、 ボ ラ ン テ ィ ア 等 との 調 整 、 協 議   な ど  

オ   そ の他  

        ・  死 体 の 検 案 、 安置  

    ・  そ の 他 本 部 が 指示 す る 事 項  

④  地 区支 部 の 廃 止  

災 害 応 急 対 策 の 進 行 及 び 他 の 自 治 体 、 ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 支 援 体 制 の 確 立 等 に 応 じ
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て 、 本 部の 指 示 に 基 づ き 、 避難 所 の 収 束 等 を め どに 、 順 次 、 地 区 支 部を 廃 止 す る 。  

（ ５ ） 避難 所 解 錠 要 員 の 派 遣と 事 務 分 掌  

避 難 所 解錠 要 員 は 、高 齢 者 等避 難 、避 難 指 示 、緊 急 安 全 確 保（ 本 章第 15 節「避 難 誘 導」

参 照 ） が発 令 さ れ た 場 合 、 担当 す る 避 難 所 へ 向 かい 、 主 に 下 記 の 活 動を 実 施 す る 。  

ア  避 難所 の 施 設 の 解 錠  

イ  避 難所 の 損 傷 状 況 の 確 認  

ウ  初 動期 に お け る 周 辺 の 情報 収 集  

エ  災 害対 策 本 部 と の 連 絡  

オ  避 難者 受 け 入 れ  

カ  地 区支 部 設 置 後 は 、 災 害対 策 本 部 の 指 示 を 受け 、 活 動 に 従 事 す る  

【 参 照 】資 料 48 避 難 所 解錠 要 員 に 関 す る 要 綱  

資 料 49 避 難 所 解 錠 要 員 の職 務 に 関 す る 要 領  

 

（ ６ ） 防災 ア ド バ イ ザ ー の 委嘱   

平 常 時 に お け る 防 災 施 策 の 重 要 性 並 び に 災 害 発 生 時 に お け る 的 確 か つ 迅 速 な 対 応 を 実

践 す る ため 、 学 識 経 験 者 等 の防 災 ア ド バ イ ザ ー を設 置 し 、 危 機 管 理 体制 の 強 化 を 図 る 。  

５  動員・配備体制   

（ １ ） 配備 体 制 基 準  

各 部 局 は 、 災 害 時 に 直 ち に 即 応 で き る よ う 、 平 素 か ら 所 要 の 配 備 体 制 を 確 立 し て お く

も の と する 。  

職 員 は 、 各 課 等 で 定 め る も の の ほ か 、 表 ３ － １ － ５ の 配 備 体 制 基 準 に 基 づ き 、 動 員 指

令 に よ り速 や か に 参 集 し 、 又は 動 員 指 令 を 待 た ずに 自 主 参 集 す る 。  

 

表 ３ － １－ ５   配 備 体 制 基 準（ 金 沢 市 災 害 対 策 本部 運 営 要 綱   別 表 第４ ）  

配 備 体 制  配  備  基  準  配  備  内  容  

第 １ 次 配 備  次 の 各 注 意 報 が ひ と つ 以 上 発 表

さ れ た 場 合 。  

① 大 雨  ② 洪 水  ③ 高 潮  ④ 大 雪  

情 報 収 集 、防 除 活 動 の た め 、土 木 局 配

備 計 画 に 基 づ く 体 制 と す る 。  

 ・ 次 の 各 警 報 が ひ と つ 以 上 発 表

さ れ た 場 合 。  

① 大 雨  ② 洪 水  ③ 高 潮  ④ 大 雪  

⑤ 暴 風 （ 暴 風 雪 ）  

・ 局 地 的 な 災 害 が 発 生 し た 場 合  

 

気 象 警 報 発 表 時 刻 と 同 時 に 災 害 対 策

本 部 準 備 室 を 設 置 し 、 注 意 報 発 表 時 の

構 成 員 の ほ か 、 各 課 の 配 備 計 画 に 基 づ

く 増 員 体 制 と す る 。  

て 、 本 部の 指 示 に 基 づ き 、 避難 所 の 収 束 等 を め どに 、 順 次 、 地 区 支 部を 廃 止 す る 。  

（ ５）（ ６ ） 避 難 所 解 錠 要 員の 派 遣 と 事 務 分 掌  

避 難 所 解錠 要 員 は 、高 齢 者 等避 難 、避 難 指 示 、緊 急 安 全確 保（ 本 章 第 15 節「 避 難 誘 導」

参 照 ） が発 令 さ れ た 場 合 、 担当 す る 避 難 所 へ 向 かい 、 主 に 下 記 の 活 動を 実 施 す る 。  

ア  避 難所 の 施 設 の 解 錠  

イ  避 難所 の 損 傷 状 況 の 確 認  

ウ  初 動期 に お け る 周 辺 の 情報 収 集  

エ  災 害対 策 本 部 と の 連 絡  

オ  避 難者 受 け 入 れ  

カ  地 区支 部 設 置 後 は 、 災 害対 策 本 部 の 指 示 を 受け 、 活 動 に 従 事 す る  

【 参 照 】資 料 48 避 難 所 解錠 要 員 に 関 す る 要 綱  

資 料 49 避 難 所 解 錠 要 員 の職 務 に 関 す る 要 領  

 

（ ６ ） 防災 ア ド バ イ ザ ー の 委嘱   

平 常 時 に お け る 防 災 施 策 の 重 要 性 並 び に 災 害 発 生 時 に お け る 的 確 か つ 迅 速 な 対 応 を 実

践 す る ため 、 学 識 経 験 者 等 の防 災 ア ド バ イ ザ ー を設 置 し 、 危 機 管 理 体制 の 強 化 を 図 る 。  

５  動員・配備体制   

（ １ ） 配備 体 制 基 準  

各 部 局 は 、 災 害 時 に 直 ち に 即 応 で き る よ う 、 平 素 か ら 所 要 の 配 備 体 制 を 確 立 し て おく

も の と する 。  

職 員 は 、 各 課 等 で 定 め る も の の ほ か 、 表 ３ － １ － ５ の 配 備 体 制 基 準 に 基 づ き 、 動 員指

令 に よ り速 や か に 参 集 し 、 又は 動 員 指 令 を 待 た ずに 自 主 参 集 す る 。  

 

表 ３ － １－ ５   配 備 体 制 基 準（ 金 沢 市 災 害 対 策 本部 運 営 要 綱   別 表 第４ ）  

配 備 体 制  配  備  基  準  配  備  内  容  

第 １ 次 配 備  次 の 各 注 意 報 が ひ と つ 以 上 発 表

さ れ た 場 合 。  

① 河 川 氾 濫  ② 大 雨  ③ 土 砂 災 害  

④ 高 潮 ⑤ 大 雪  

情 報 収 集 、防 除 活 動 の た め 、土 木 局 配

備 計 画 に 基 づ く 体 制 と す る 。  

 ・ 次 の 各 警 報 が ひ と つ 以 上 発 表

さ れ た 場 合 。  

① 河 川 氾 濫  ② 大 雨  ③ 大 雪  

④ 暴 風 （ 暴 風 雪 ）  

・ 局 地 的 な 災 害 が 発 生 し た 場 合  

気 象 警 報 発 表 時 刻 と 同 時 に 災 害 対 策

本 部 準 備 室 を 設 置 し 、 注 意 報 発 表 時 の

構 成 員 の ほ か 、 各 課 の 配 備 計 画 に 基 づ

く 増 員 体 制 と す る 。  
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第 ２ 次 配 備  水 防 警 報 河 川 で 水 防 警 報 「 出

動 」が 発 表 さ れ 、広 域 的 な 避 難 指

示 の 発 令 が 予 測 さ れ る 場 合 。  

[追 記 ]  

 

気 象 警 報 発 表 時 の 構 成 員 の ほ か 、 防

災 班 及 び 各 課 の 配 備 計 画 に 基 づ く 増 員

体 制 と す る 。（ 安 全 安 心 政 策 会 議 を 開 催

で き る 体 制 ）  

第 ３ 次 配 備  ・ 特 別 警 報 が 発 表 さ れ た 場 合  

・相 当 規 模 の 災 害 が 発 生 し 、又 は

発 生 が 予 測 さ れ る 場 合 。  

災 害 対 策 本 部 を 設 置 し 、 全 職 員 が 総

力 を あ げ 、災 害 応 急 対 策 活 動 を 行 う 。必

要 に 応 じ て 、地 区 支 部 を 設 置 し 、地 区 支

部 要 員 を 派 遣 す る 。  

（ ２ ）  本 部 職 員 配 備 体 制  

ア  各 配 備 体 制 の 職 員 配 備 は 、 第 １ 編 「 震 災 対 策 計 画 」 に 基 づ く 災 害 対 策 本 部 職 員

配 備 体 制表 に 準 じ て 、 災 害 状況 等 に よ り 適 時 適 切な 配 備 措 置 を と る もの と す る 。  

イ  各 部局 、 地 区 支 部 は 、 適時 に 職 員 の 配 備 状 況を 本 部 に 報 告 す る 。  

【 参 照 】資 料 20  災 害 対 策本 部 職 員 配 備 体 制 表  

資 料 21  職 員 配 備 状 況 報 告書  

（ ３ ） 動員 計 画  

①  勤 務時 間 内  

職 員 は 、 次 の 動 員 指 令 に よ り 配 備 体 制 基 準 等 に 基 づ き あ ら か じ め 定 め ら れ た 所 属

等 に つ き、 必 要 な 任 務 を 遂 行す る 。  

 

 

図 ３ － １－ １  勤 務 時 間 内 動員 の 連 絡 系 統  

 

ア  連 絡の 方 法  

・  庁 内放 送 、 有 線 電 話 、 同報 防 災 無 線 等  

イ  庁 内放 送 文  

・  金 沢市 内 で 大 規 模 な 災 害が 発 生 し た 場 合 に 放送 す る 。  

 

 

 

 

 

 

②  勤 務時 間 外 （ 自 主 参 集 ）  

職 員 は 、 動 員 指 令 又 は テ レ ビ ・ ラ ジ オ 情 報 等 に よ り 災 害 の 発 生 を 知 っ た と き は 、

配 備 体 制 基 準 等 に 基 づ い て 所 属 部 署 に 参 集 (自 主 参 集 )し 、 あ ら か じ め 定 め ら れ た 任

第 ２ 次 配 備  水 防 警 報 河 川 で 水 防 警 報 「 出

動 」が 発 表 さ れ 、広 域 的 な 避 難 指

示 の 発 令 が 予 測 さ れ る 場 合 。  

次 の 各 警 報 が ひ と つ 以 上 発 表

さ れ た 場 合 。  

①  土 砂 災 害  ② 高 潮  

気 象 警 報 発 表 時 の 構 成 員 の ほ か 、 防

災 班 及 び 各 課 の 配 備 計 画 に 基 づ く 増 員

体 制 と す る 。（ 安 全 安 心 政 策 会 議 を 開 催

で き る 体 制 ）  

第 ３ 次 配 備  ・ 特 別 警 報 が 発 表 さ れ た 場 合  

・相 当 規 模 の 災 害 が 発 生 し 、又 は

発 生 が 予 測 さ れ る 場 合 。  

災 害 対 策 本 部 を 設 置 し 、 全 職 員 が 総

力 を あ げ 、災 害 応 急 対 策 活 動 を 行 う 。必

要 に 応 じ て 、地 区 支 部 を 設 置 し 、地 区 支

部 要 員 を 派 遣 す る 。  

（ ２ ）  本 部 職 員 配 備 体 制  

ア  各 配 備 体 制 の 職 員 配 備 は 、 第 １ 編 「 震 災 対 策 計 画 」 に 基 づ く 災 害 対 策 本 部 職 員

配 備 体 制表 に 準 じ て 、 災 害 状況 等 に よ り 適 時 適 切な 配 備 措 置 を と る もの と す る 。  

イ  各 部局 、 地 区 支 部 は 、 適時 に 職 員 の 配 備 状 況を 本 部 に 報 告 す る 。  

【 参 照 】資 料 20  災 害 対 策本 部 職 員 配 備 体 制 表  

資 料 21  職 員 配 備 状 況 報 告書  

（ ３ ） 動員 計 画  

①  勤 務時 間 内  

職 員 は 、 次 の 動 員 指 令 に よ り 配 備 体 制 基 準 等 に 基 づ き あ ら か じ め 定 め ら れ た 所 属

等 に つ き、 必 要 な 任 務 を 遂 行す る 。  

 

 

図 ３ － １－ １  勤 務 時 間 内 動員 の 連 絡 系 統  

 

ア  連 絡の 方 法  

・  庁 内放 送 、 有 線 電 話 、 同報 防 災 無 線 等  

イ  庁 内放 送 文  

・  金 沢市 内 で 大 規 模 な 災 害が 発 生 し た 場 合 に 放送 す る 。  

 

 

 

 

 

 

②  勤 務時 間 外 （ 自 主 参 集 ）  

職 員 は 、 動 員 指 令 又 は テ レ ビ ・ ラ ジ オ 情 報 等 に よ り 災 害 の 発 生 を 知 っ た と き は 、

配 備 体 制 基 準 等 に 基 づ い て 所 属 部 署 に 参 集 (自 主 参 集 )し 、 あ ら か じ め 定 め ら れ た 任
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危 機 管 理課 よ り 連 絡 し ま す 。  

只 今 、 金沢 市 に 大 規 模 な 災 害が 発 生 し ま し た 。  

各 局 は 、直 ち に 災 害 応 急 活 動を 実 施 せ よ 。  

（ 以 下 、繰 り 返 し ）     

危 機 管 理課 よ り 連 絡 し ま す 。  

只 今 、 金沢 市 に 大 規 模 な 災 害が 発 生 し ま し た 。  

各 局 は 、直 ち に 災 害 応 急 活 動を 実 施 せ よ 。  

（ 以 下 、繰 り 返 し ）     
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務 を 遂 行す る 。  

（ ４ ） 参集 時 の 留 意 事 項  

①  参 集者 の 服 装 及 び 携 行 品  

応 急 活 動 に 便 利 で 安 全 な 服 装 と し 、 手 拭 、 水 筒 、 食 料 、 懐 中 電 灯 等 の 必 要 な 用 具

を で き る限 り 携 行 す る 。  

②  参 集途 上 の 情 報 収 集 及 び報 告  

職 員 は 、 参 集 途 上 に お い て 可 能 な 限 り 災 害 状 況 等 の 把 握 に 努 め 、 参 集 後 直 ち に 参

集 場 所 の責 任 者 に 報 告 す る 。  

（ ５ ） 消防 局 の 配 備 体 制  

金 沢 市 消 防 非 常 災 害 警 備 要 綱 、 非 常 災 害 時 等 に お け る 招 集 及 び 体 制 に 関 す る 要 領 に よ

り 配 備 する 。  

６  意思決定手続き   

本 部 長 （市 長 ） に 事 故 が あ る場 合 に お け る 職 務 の代 理 順 位 は 、 次 の とお り と す る 。  

表 ３ － １－ ６  本 部 長 の 職 務の 代 理 順 位  

代 理 順 位  職      名  

第 １ 位  副 本 部 長 （ 第 １ 副 市 長 ）  

第 ２ 位  副 本 部 長 （ 第 ２ 副 市 長 ）  

７  職員の勤務ローテーションの確立と健康管理   

（ １ ） 職員 や 家 族 の 安 否 確 認  

職 員 は 、 自 宅 又 は 自 分 が い る 地 域 で 相 当 規 模 の 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 原 則 と し て

本 人 が 所属 の 課 へ 報 告 す る 。報 告 事 項 は 、 本 人 、家 族 及 び 家 屋 の 被 災状 況 と す る 。  

ま た 、 勤 務 中 の 発 災 時 に は 、 早 期 に 、 状 況 に 応 じ て 職 員 を 交 代 で 帰 宅 さ せ 、 家 族 等 の

安 否 や 被害 状 況 の 確 認 を さ せる と と も に 、 周 辺 の被 災 状 況 を 調 査 し 報告 さ せ る 。  

（ ２ ） 勤務 ロ ー テ ー シ ョ ン の確 立 と 健 康 管 理  

職 員 の 応 急 対 策 に 従 事 す る 期 間 が 長 期 に わ た る と き は 、 動 員 計 画 に 沿 っ た 勤 務 ロ ー テ

ー シ ョ ンを 確 立 し 、 職 員 を 適宣 交 代 さ せ る な ど して 心 身 の 健 康 管 理 に万 全 を 期 す 。  

８  災害救助法の適用   

災 害 救 助法 に 定 め る 救 助 の 概要 は 、 次 の と お り であ る 。  

務 を 遂 行す る 。  

（ ４ ） 参集 時 の 留 意 事 項  

①  参 集者 の 服 装 及 び 携 行 品  

応 急 活 動 に 便 利 で 安 全 な 服 装 と し 、 手 拭 、 水 筒 、 食 料 、 懐 中 電 灯 等 の 必 要 な 用 具

を で き る限 り 携 行 す る 。  

②  参 集途 上 の 情 報 収 集 及 び報 告  

職 員 は 、 参 集 途 上 に お い て 可 能 な 限 り 災 害 状 況 等 の 把 握 に 努 め 、 参 集 後 直 ち に 参

集 場 所 の責 任 者 に 報 告 す る 。  

（ ５ ） 消防 局 の 配 備 体 制  

金 沢 市 消 防 非 常 災 害 警 備 要 綱 、 非 常 災 害 時 等 に お け る 招 集 及 び 体 制 に 関 す る 要 領 によ

り 配 備 する 。  

６  意思決定手続き   

本 部 長 （市 長 ） に 事 故 が あ る場 合 に お け る 職 務 の代 理 順 位 は 、 次 の とお り と す る 。  

表 ３ － １－ ６  本 部 長 の 職 務の 代 理 順 位  

代 理 順 位  職      名  

第 １ 位  副 本 部 長 （ 第 １ 副 市 長 ）  

第 ２ 位  副 本 部 長 （ 第 ２ 副 市 長 ）  

７  職員の勤務ローテーションの確立と健康管理   

（ １ ） 職員 や 家 族 の 安 否 確 認  

職 員 は 、 自 宅 又 は 自 分 が い る 地 域 で 相 当 規 模 の 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 原 則 と して

本 人 が 所属 の 課 へ 報 告 す る 。報 告 事 項 は 、 本 人 、家 族 及 び 家 屋 の 被 災状 況 と す る 。  

ま た 、 勤 務 中 の 発 災 時 に は 、 早 期 に 、 状 況 に 応 じ て 職 員 を 交 代 で 帰 宅 さ せ 、 家 族 等の

安 否 や 被害 状 況 の 確 認 を さ せる と と も に 、 周 辺 の被 災 状 況 を 調 査 し 報告 さ せ る 。  

（ ２ ） 勤務 ロ ー テ ー シ ョ ン の確 立 と 健 康 管 理  

職 員 の 応 急 対 策 に 従 事 す る 期 間 が 長 期 に わ た る と き は 、 動 員 計 画 に 沿 っ た 勤 務 ロ ーテ

ー シ ョ ンを 確 立 し 、 職 員 を 適宣 交 代 さ せ る な ど して 心 身 の 健 康 管 理 に万 全 を 期 す 。  

８  災害救助法の適用   

災 害 救 助法 に 定 め る 救 助 の 概要 は 、 次 の と お り であ る 。  
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（ １ ） 適用 基 準 （ 災 害 救 助 法施 行 令 第 1 条 第 1 項）  

ア  住 家が 滅 失 し た 世 帯 の 数が 、 本 市 の 区 域 内で 150 世 帯 以 上 に 達 した と き  

イ  ア の基 準 に 達 し な い が 、石 川 県 内 の 被 害 世 帯の 数 が 1,500 世 帯 以上 で 、 本 市 の

被 害 世 帯の 数 が 75 世 帯 以 上に 達 し た と き  

ウ  ア 、イ の 基 準 に 達 し な いが 、 石 川 県 内 の 被 害世 帯 の 数 が 7,000 世 帯 以 上 に 達 し

た 場 合 で 、 市 町 の 被 害 世 帯 が 多 数 で あ り 、 か つ 特 に 救 助 を 必 要 と す る と き 又 は 、

災 害 が 隔 絶 し た 地 域 に 発 生 し 、 被 災 者 の 救 護 が 著 し く 困 難 で あ り 、 か つ 多 数 の 世

帯 の 住 家が 滅 失 し た と き  

エ  多 数の 者 が 生 命 身 体 に 危害 を 受 け 、 又 は 受 ける お そ れ が 生 じ た とき  

（ 注 ） 被害 世 帯 の 換 算 は 、 次の と お り 。  

ⅰ  住 家の 全 壊 （ 焼 ） 又 は 流失 は 、 １ 世 帯 を 滅 失１ 世 帯 と す る 。  

ⅱ  住 家の 半 壊 又 は 半 焼 は 、２ 世 帯 を 滅 失 １ 世 帯と 換 算 す る 。  

ⅲ  住 家の 床 上 浸 水 、 土 砂 のた い 積 等 は 、 ３ 世 帯を 滅 失 １ 世 帯 と 換 算す る 。  

（ ２ ） 適用 手 続  

ア  市 長 は 、 災 害 の 程 度 が 災 害 救 助 法 の 適 用 基 準 に 達 し 又 は 達 す る 見 込 み で あ る と

き は 、 直ち に 知 事 に 対 し 状 況を 報 告 し 、 災 害 救 助法 に よ る 救 助 の 要 請を 行 う 。  

イ  知 事 は 、 災 害 救 助 法 を 適 用 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 に 協

議 又 は 報告 し 、 市 長 及 び 関 係機 関 に 指 示 す る 。  

ウ  市 長は 、災 害 救 助 法 が 適用 さ れ 知 事 か ら 委 任さ れ て い る 救 助 を 実施 し た と き は、

そ の 状 況を 直 ち に 知 事 に 報 告す る 。  

エ  知 事 は 、 救 助 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 災 害 救 助 法 に 定 め る と こ

ろ に よ り、従 事 命 令 又 は 協 力命 令 、施 設 の 管 理・使 用 、物 資 の 保 管・収 容 を 行 う こ

と が で きる 。  

（ ３ ） 救助 項 目  

救 助 項 目 は 次 の と お り で あ り 、 そ の 実 施 は そ れ ぞ れ の 災 害 応 急 対 策 計 画 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 な お 、 石 川 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 に よ り 、 ク 以 外 の 項 目 は 、 市 長 に 委 任 さ れ

て い る 。  

ア  避 難所 の 設 置  

イ  炊 出し 及 び 食 品 の 給 与  

ウ  飲 料水 の 供 給  

エ  被 服寝 具 そ の 他 生 活 必 需品 の 給 与  

オ  医 療及 び 助 産  

カ  救 出  

キ  障 害物 の 除 去  

ク  住 宅の 応 急 修 理 、 応 急 仮設 住 宅 の 設 置  

ケ  学 用品 の 給 与  

コ  死 体の 捜 索 ・ 処 理 、 埋 葬  

 

（ １ ） 適用 基 準 （ 災 害 救 助 法施 行 令 第 1 条 第 1 項）  

ア  住 家が 滅 失 し た 世 帯 の 数が 、 本 市 の 区 域 内で 150 世 帯 以 上 に 達 した と き  

イ  ア の基 準 に 達 し な い が 、石 川 県 内 の 被 害 世 帯の 数 が 1,500 世 帯 以上 で 、 本 市 の

被 害 世 帯の 数 が 75 世 帯 以 上に 達 し た と き  

ウ  ア 、イ の 基 準 に 達 し な いが 、 石 川 県 内 の 被 害世 帯 の 数 が 7,000 世 帯 以 上 に 達 し

た 場 合 で 、 市 町 の 被 害 世 帯 が 多 数 で あ り 、 か つ 特 に 救 助 を 必 要 と す る と き 又 は 、

災 害 が 隔 絶 し た 地 域 に 発 生 し 、 被 災 者 の 救 護 が 著 し く 困 難 で あ り 、 か つ 多 数 の 世

帯 の 住 家が 滅 失 し た と き  

エ  多 数の 者 が 生 命 身 体 に 危害 を 受 け 、 又 は 受 ける お そ れ が 生 じ た とき  

（ 注 ） 被害 世 帯 の 換 算 は 、 次の と お り 。  

ⅰ  住 家の 全 壊 （ 焼 ） 又 は 流失 は 、 １ 世 帯 を 滅 失１ 世 帯 と す る 。  

ⅱ  住 家の 半 壊 又 は 半 焼 は 、２ 世 帯 を 滅 失 １ 世 帯と 換 算 す る 。  

ⅲ  住 家の 床 上 浸 水 、 土 砂 のた い 積 等 は 、 ３ 世 帯を 滅 失 １ 世 帯 と 換 算す る 。  

（ ２ ） 適用 手 続  

ア  市 長 は 、 災 害 の 程 度 が 災 害 救 助 法 の 適 用 基 準 に 達 し 又 は 達 す る 見 込 み で あ る と

き は 、 直ち に 知 事 に 対 し 状 況を 報 告 し 、 災 害 救 助法 に よ る 救 助 の 要 請を 行 う 。  

イ  知 事 は 、 災 害 救 助 法 を 適 用 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 に 協

議 又 は 報告 し 、 市 長 及 び 関 係機 関 に 指 示 す る 。  

ウ  市 長は 、災 害 救 助 法 が 適用 さ れ 知 事 か ら 委 任さ れ て い る 救 助 を 実施 し た と き は、

そ の 状 況を 直 ち に 知 事 に 報 告す る 。  

エ  知 事 は 、 救 助 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 災 害 救 助 法 に 定 め る と こ

ろ に よ り 、従 事 命令 又 は 協 力命 令 、施 設 の 管 理・使 用 、物 資 の 保 管・収 容 を 行う こ

と が で きる 。  

（ ３ ） 救助 項 目  

救 助 項 目 は 次 の と お り で あ り 、 そ の 実 施 は そ れ ぞ れ の 災 害 応 急 対 策 計 画 に 定 め る とこ

ろ に よ る 。 な お 、 石 川 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 に よ り 、 ク 以 外 の 項 目 は 、 市 長 に 委 任 さ れ

て い る 。  

ア  避 難所 の 設 置  

イ  炊 出し 及 び 食 品 の 給 与  

ウ  飲 料水 の 供 給  

エ  被 服寝 具 そ の 他 生 活 必 需品 の 給 与  

オ  医 療及 び 助 産  

カ  救 出  

キ  障 害物 の 除 去  

ク  住 宅の 応 急 修 理 、 応 急 仮設 住 宅 の 設 置  

ケ  学 用品 の 給 与  

コ  死 体の 捜 索 ・ 処 理 、 埋 葬  
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第２節  事前措置・応急措置 

所  管  
□危機管理監、市 民 局 … 防 災班  □ 総 務 局 … 人 事動 員 班    

□ 土 木 局 ･･･河 川 ・ が け 地 対策 班  

 

 

※ 変 更 無し  
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第３節  気象業務法に定める予報･注意報･警報等 
所  管   □ 気 象 台  □ 石 川 県  □ 消防 局  

１  基本方針   

 

気 象 庁 は 、 災 害 の 予 防 、 交 通 の 安 全 確 保 、 産 業 の 興 隆 等 、 公 共 の 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る  

た め 、気 象 業務 法（ 昭 和 27 年 法 律第 165 号 ）に 基 づ き 、気 象 、地 象 、水 象等 に つ い て の注  

意 報 、警 報 、[追記 ]、特 別警 報 、更 に は 噴 火 警 報等 の 情 報 等 を 発 表 する 。市 は 、こ の 情 報に

つ い て 、  「 石 川 県 総 合 防 災情 報 シ ス テ ム 」 等 によ り 把 握 す る 。  

２  予報 ､注意報 ､警報の細分区域   

表 ３ － ３－ １  予 報 ､注 意 報 ､警 報 の 細 分 区 域  

石

川

県 

一 次 細 分区 域  二 次 細 分区 域  

加   賀  

金 沢 市 、小 松 市 、加 賀 市 、か ほ く 市 、白 山 市、

能 美 市 、  

野 々 市 市、 川 北 町 、 津 幡 町 、内 灘 町  

能   登  

七 尾 市 、輪 島 市 、 珠 洲 市 、 羽咋 市 、 志 賀 町 、

宝 達 志 水町 、  

中 能 登 町、 穴 水 町 、 能 登 町  

沿 岸 の 海域（ 海 岸 線 か ら 概ね 20 海 里〔 約 37km〕以 内 の 水 域 ） 

注 ） 一 次 細 分 区 域 と は 、 天 気 予 報 を 行 う 区 域 、 二 次 細 分 区 域 と は 、 警 報 ・ 注 意 報 の 発 表

に 用 い る区 域 。  

注 ) 大 雨や 洪 水 な ど の 警 報 が発 表 さ れ た 場 合 、 テレ ビ や ラ ジ オ に よ る放 送 な ど で は 、  

  重 要な 内 容 を 簡 潔 か つ 効果 的 に 伝 え ら れ る よう 、 こ れ ま で ど お り市 町 を ま と め た  

  地 域の 名 称 を 用 い る 場 合が あ る 。  

 

 市 町 を ま と め た 地 域 の 名 称  

  加 賀 北 部 ・ ・ ・ 金 沢 市 、 か ほ く 市 、 津 幡 町 、 内 灘 町  

  加 賀 南 部 ・ ・ ・ 小 松 市 、 加 賀 市 、 白 山 市 、 能 美 市 、 野 々 市 市 、 川 北 町  

  能 登 北 部 ・ ・ ・ 輪 島 市 、 珠 洲 市 、 穴 水 町 、 能 登 町  

  能 登 南 部 ・ ・ ・ 七 尾 市 、 羽 咋 市 、 志 賀 町 、 宝 達 志 水 町 、 中 能 登 町  

３  種類及び発表基準   

（ １ ） 警戒 レ ベ ル を 用 い た 防災 情 報 の 提 供  

警 戒 レ ベル と は 、災 害 発 生 のお そ れ の 高 ま り に 応じ て「 居 住 者 等 が とる べ き 行 動 」を

５ 段 階 に分 け 、「 居 住 者 等 がと る べ き 行 動」と「 当 該 行動 を 居 住 者 等に 促 す 情 報 」と を

関 連 付 ける も の で あ る 。  

第３節  気象業務法に定める予報･注意報･警報等 
所  管   □ 気 象 台  □ 石 川 県  □ 消防 局  

１  基本方針   

気 象 庁 は 、 災 害 の 予 防 、 交 通 の 安 全 確 保 、 産 業 の 興 隆 等 、 公 共 の 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る

た め 、気 象 業 務 法（ 昭 和 27 年 法 律第 165 号 ）に 基 づ き 、気 象 、地 象 、水 象 等 に つ い て の注

意 報 、警 報 、危 険 警 報 、特 別 警 報 、更 に は 噴 火 警報 等 の 情 報 等 を 発 表す る 。市 は 、こ の 情 報

に つ い て、「 石 川 県 総 合 防 災情 報 シ ス テ ム 」 等 によ り 把 握 す る 。  

２  予報 ､注意報 ､警報の細分区域   

表 ３ － ３－ １  予 報 ､注 意 報 ､警 報 の 細 分 区 域  

石

川

県 

一 次 細 分区 域  二 次 細 分区 域  

加   賀  

金 沢 市 、小 松 市 、加 賀 市 、か ほ く 市 、白 山 市、

能 美 市 、  

野 々 市 市、 川 北 町 、 津 幡 町 、内 灘 町  

能   登  

七 尾 市 、輪 島 市 、 珠 洲 市 、 羽咋 市 、 志 賀 町 、

宝 達 志 水町 、  

中 能 登 町、 穴 水 町 、 能 登 町  

沿 岸 の 海域（ 海 岸 線 か ら 概ね 20 海 里〔 約 37km〕以 内 の 水 域 ） 

注 ）一 次 細 分 区域 と は 、天 気 予 報 を行 う 区 域 、二 次 細 分区 域 と は 、警 報・注 意 報 の 発 表 に

用 い る 区域 。  

注 ) 大 雨や 土 砂 災 害 な ど の 警報 が 発 表 さ れ た 場 合、テ レ ビ や ラ ジ オ によ る 放 送 な ど で は、 

  重 要な 内 容 を 簡 潔 か つ 効果 的 に 伝 え ら れ る よう 、 こ れ ま で ど お り市 町 を ま と め た  

  地 域の 名 称 を 用 い る 場 合が あ る 。  

 

 市 町 を ま と め た 地 域 の 名 称  

  加 賀 北 部 ・ ・ ・ 金 沢 市 、 か ほ く 市 、 津 幡 町 、 内 灘 町  

  加 賀 南 部 ・ ・ ・ 小 松 市 、 加 賀 市 、 白 山 市 、 能 美 市 、 野 々 市 市 、 川 北 町  

  能 登 北 部 ・ ・ ・ 輪 島 市 、 珠 洲 市 、 穴 水 町 、 能 登 町  

  能 登 南 部 ・ ・ ・ 七 尾 市 、 羽 咋 市 、 志 賀 町 、 宝 達 志 水 町 、 中 能 登 町  

３  種類及び発表基準   

（ １ ） 警戒 レ ベ ル を 用 い た 防災 情 報 の 提 供  

警 戒 レ ベ ル と は 、 災 害 発 生 の お そ れ の 高 ま り に 応 じ て 「 居 住 者 等 が と る べ き 行 動 」を

５ 段 階 に分 け 、「 居 住 者 等 がと る べ き 行 動 」と「 当 該 行 動 を 居 住 者 等に 促 す 情 報 」とを 関

連 付 け るも の で あ る 。  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-14 

「 居 住 者等 が と る べ き 行 動」、「 行 動 を 居 住 者 等 に促 す 情 報 」及 び「 行 動 を と る 際 の判

断 に 参 考と な る 情 報（ 警 戒 レ ベ ル 相当 情 報）」を そ れ ぞ れ 警 戒 レ ベ ルに 対 応 さ せ る こ と

で 、 出 さ れ た 情 報 か ら と る べ き 行 動 を 直 感 的 に 理 解 で き る よ う 、 災 害 の 切 迫 度 に 応 じ

て ， ５ 段階 の 警 戒 レ ベ ル に より 提 供 す る 。  

な お、居 住 者 等 に は「 自ら の 命 は 自 ら が 守 る」と い う 意 識 を 持 ち、避 難 指 示 等 が 発令

さ  れ た 場 合 は も ち ろ ん の こと 、発 令 さ れ る 前 であ っ て も 行 政 等 が 出す 防 災 気 象 情 報に

十 分 留  意 し 、 災 害 が 発 生 する 前 に 自 ら の 判 断 で自 発 的 に 避 難 す る こと が 望 ま れ る 。  

（ ２ ） 特別 警 報 、 警 報 、 注 意報 等 の 種 類 及 び 発 表の 基 準  

大 雨 や 強 風 な ど の 気 象 現 象 に よ っ て 、 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が 著 し く 大 き い 場

合 に  は「 特 別 警 報 」が 、重 大 な災 害 が 起 こ る おそ れ の あ る と き に は「警 報 」が 、災 害

が 起 こ る  お そ れ の あ る と きに は「 注 意 報 」が 、現 象 の 危 険 度 と 雨 量 、風 速 、潮 位 等の

予 想 値 を時 間  帯 ご と に 明 示し て 、県 内 の 市 町 ごと に 発 表 さ れ る 。ま た 、土砂 災 害 や 低

地 の 浸 水 、中 小 河  川 の 増 水・氾 濫 、竜 巻 等 に よる 激 し い 突 風 、落 雷 等 に つ い て は 、実

際 に 危 険度 が 高 ま っ て  い る 場 所 が「 危 険 度 分 布」等 で 発 表 さ れ る。な お 、大 雨 や 洪 水

等 の 警 報等 が 発 表 さ れ た 場  合 の テ レ ビ や ラ ジ オに よ る 放 送 等 で は 、重 要 な 内 容 を 簡潔

か つ 効 果的 に 伝 え ら れ る よ う 、 こ れ ま で ど お り市 町 を ま と め た 地 域の 名 称 用 い る 場 合

が あ る 。  

 

表 ３ － ３－ ２  特 別 警 報 ・ 警報 ・ 注 意 報 の 概 要  

種   類  概   要  

特 別 警 報  

大 雨 、 大雪 、 暴 風 、 暴 風 雪 、波 浪 、 高 潮 が 特 に 異常 で あ る た め

重 大 な 災害 の 起 こ る お そ れ が著 し く 大 き い 場 合 、そ の 旨 を 警 告

し て 行 う予 報  

警 報  
大 雨 、 洪水 、 大 雪 、 暴 風 、 暴風 雪 、 波 浪 、 高 潮 によ っ て 重 大 な

災 害 の 起こ る お そ れ が あ る 場合 、 そ の 旨 を 警 告 して 行 う 予 報  

注 意 報  
大 雨 、 洪水 、 大 雪 、 強 風 、 風雪 、 波 浪 、 高 潮 等 によ っ て 災 害 が

起 こ る おそ れ が あ る 場 合 に 、そ の 旨 を 注 意 し て 行う 予 報  

 

 

表 ３ － ３－ ３  予 報 ､注 意 報 種類 及 び 発 表 基 準   

種      類   発     表     基     準   

特

別

警

報

 

大 雨 特 別 警 報  台 風 や 集 中 豪 雨 に よ り 、 数 十 年 に 一 度 の 降 雨 量 と な る 大 雨 が 予

想 さ れ 、 若 し く は 、 数 十 年 に 一 度 の 強 度 の 台 風 や 同 程 度 の 温 帯

低 気 圧 に よ り 大 雨 に な る と 予 想 さ れ る 場 合 災 害 が す で に 発 生

し て い る 状 況 で あ り 、 命 を 守 る た め の 最 善 の 行 動 を と る 必 要 が

あ る こ と を 示 す 警 戒 レ ベ ル ５ に 相 当   

暴 風 特 別 警 報  数 十 年 に 一 度 の 強 度 の 台 暴 風 が 吹 く と 予 想 さ れ る 場 合   

「 居 住 者 等 が と る べ き 行 動 」、「 当 該 行 動 を 居 住 者 等 に 促 す 情 報 」 及 び 「 当 該 行 動 を と

る 際 の 判断 に 参 考 と な る 情 報（ 警 戒 レ ベ ル 相 当 情報 ）」を そ れ ぞ れ 警戒 レ ベ ル に 対 応 さ せ

る こ と で 、 出 さ れ た 情 報 か ら と る べ き 行 動 を 直 感 的 に 理 解 で き る よ う 、 災 害 の 切 迫 度 に

応 じ て 、５ 段 階 の 警 戒 レ ベ ルに よ り 提 供 さ れ る 。  

な お 、 居 住 者 等 に は 「 自 ら の 命 は 自 ら が 守 る 」 と い う 意 識 を 持 ち 、 避 難 情 報 が 発 令さ

れ た 場 合 は も ち ろ ん の こ と 、 発 令 さ れ る 前 で あ っ て も 行 政 等 が 出 す 防 災 情 報 に 十 分 留 意

し 、 災 害が 発 生 す る 前 に 自 らの 判 断 で 自 発 的 に 避難 す る こ と が 望 ま れる 。  

（ ２ ） 特別 警 報 、 危 険 警 報 、警 報 、 注 意 報  

気 象 現 象 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と き な ど に は 「 注 意 報 」 が 、 重 大 な 災害

が 発 生 す る お そ れ が あ る と き な ど に は 「 警 報 」 が 、 重 大 な 災 害 等 が 起 こ る お そ れ が 大 き

い 危 険 な 状 況 で あ る と き に は 警 報 の 一 種 と し て 「 危 険 警 報 」 が 、 予 想 さ れ る 現 象 が 特 に

異 常 で あ る た め 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ が 著 し く 大 き い と き に は 「 特 別 警 報 」 が 、

都 道 府 県内 の 市 町 村 ご と（ ＊ ）に 発 表 さ れ る 。ま た 、土 砂 災 害 や 低 い土 地 の 浸 水 、中 小 河

川 の 増 水 ･氾 濫 、竜 巻 等 に よる 激 し い 突 風 、落 雷 等 に よ り 実 際 に 危 険度 が 高 ま っ て い る 場

所 は「 キ キ ク ル 」や「 雷 ナ ウ キ ャ ス ト」、「 竜 巻 ナ ウ キ ャ スト 」等 で 発 表 さ れ る 。な お 、大

雨 の 警 報 等 が 発 表 さ れ た 場 合 の テ レ ビ や ラ ジ オ に よ る 放 送 等 で は 、 市 町 村 等 を ま と め た

地 域 の 名称 が 用 い ら れ る 場 合が あ る 。  

 

表 ３ － ３－ ２  特 別 警 報 ・ 警報 ・ 注 意 報 の 概 要  

種   類  概   要  

特 別 警 報  

大 雨 、 大雪 、 暴 風 、 暴 風 雪 、波 浪 、 高 潮 が 特 に 異常 で あ る た め

重 大 な 災害 の 起 こ る お そ れ が著 し く 大 き い 場 合 、そ の 旨 を 警 告

し て 行 う予 報  

危 険 警 報   

警 報  
大 雨 、 洪水 、 大 雪 、 暴 風 、 暴風 雪 、 波 浪 、 高 潮 によ っ て 重 大 な

災 害 の 起こ る お そ れ が あ る 場合 、 そ の 旨 を 警 告 して 行 う 予 報  

注 意 報  
大 雨 、 洪水 、 大 雪 、 強 風 、 風雪 、 波 浪 、 高 潮 等 によ っ て 災 害 が

起 こ る おそ れ が あ る 場 合 に 、そ の 旨 を 注 意 し て 行う 予 報  

 

表 ３ － ３－ ３  特 別 警 報 ・ 危険 警 報 ・ 警 報 ・ 注 意報 の 名 称 と 概 要  

（ 警 戒 レベ ル 相 当 情 報 ）  

警報等の名称等  概   要  

レ ベ ル ５  
特 別 警 報  
（ 警 戒  
レ ベ ル ５に

相 当 ）  

レ ベ ル ５  
大 雨 特 別警 報  

大 雨 に よる 重 大 な 浸 水 害 等 ※ 1 が切 迫 ま た は

既 に 発 生し て い る お そ れ が 大き く 、 身 の 安 全

の 確 保 が必 要 な 場 合 に 発 表  
レ ベ ル ５  
土 砂 災 害特 別 警

報  

大 雨 に よる 重 大 な 土 砂 災 害 が切 迫 ま た は 既 に

発 生 し てい る お そ れ が 大 き く、 身 の 安 全 の 確

保 が 必 要な 場 合 に 発 表  
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高 潮 特 別 警 報  風 や 同 程 度 の 温 帯 低 気 圧

に よ り   

高 潮 に な る と 予 想 さ れ る 場 合 避 難 が

必 要 と さ れ る 警 戒 レ ベ ル  

４ に 相 当   

波 浪 特 別 警 報  高 波 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

暴 風 雪 特 別 警

報   

数 十 年 に 一 度 の 強 度 の 台 風 と 同 程 度 の 温 帯 低 気 圧 に よ り 、 雪 を

伴 う 暴 風 が 吹 く と 予 想 さ れ る 場 合   

大 雪 特 別 警 報  数 十 年 に 一 度 の 降 雪 量 と な る 大 雪 が 予 想 さ れ る 場 合   

種      類   発     表     基     準   

 

 

 

 

 

 

 

 

警  

 

 

 

 

報  

 

一

般

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の  

 

 

 

 

気  

 

象  

 

警  

 

報  

暴 風 警 報   暴 風 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想
さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

平 均 風 速 が 陸 上 で 20 m/s 以 上 、 海 上 で 2 5 m/s 以 上 に

な る と 予 想 さ れ る 場 合   

暴 風 雪 警 報   雪 を 伴 っ た 暴 風 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が
あ る と 予 想 さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

雪 を 伴 い 、 平 均 風 速 が 陸 上 で 2 0m/ s 以 上 、 海 上 で

25m/ s 以 上 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

大 雨 警 報   

※ 3  

  

（ 浸 水 害 ）   

（ 土 砂 災 害 ）  

  

大 雨 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想
さ れ る 場 合 具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ
る 。   

・ 表 面 雨 量 指 数 が 13   

・ 土 壌 雨 量 指 数 が 1 0 2 に 到 達 す る と 予 想 さ れ る 場 合 高

齢 者 等 の 避 難 が 必 要 と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ３ に 相 当   

大 雪 警 報   大 雪 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想
さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

12 時 間 の 降 雪 の 深 さ が 平 地 で 2 5cm 以 上 、 山 地 で 5 5cm  

以 上 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

地 面 現 象 警 報  ※ 1 

  

大 雨 、 大 雪 等 に よ る 山 崩 れ 、 地 す べ り 、 な だ れ 等 に よ

っ て 、重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ る

場 合   

高 潮 警 報   東 京 湾 平 均 海 面 上 の 1.3ｍ 以 上 （ 東 京 湾 平 均 海 面 と は

海 抜 0ｍ の こ と ） 避 難 が 必 要 と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ４ に

相 当   

※ ４  
レ ベ ル ５  
氾 濫 特 別警 報  
※ ３  

河 川 ※ 2 氾 濫に よ る 重 大 な 災害 が 切 迫 ま た は

既 に 発 生し て い る お そ れ が 大き く 、 身 の 安 全

の 確 保 が必 要 な 場 合 に 発 表  

レ ベ ル ５  
高 潮 特 別警 報  

高 潮 に よる 重 大 な 浸 水 害 等 が切 迫 ま た は 既 に

発 生 し てい る お そ れ が 大 き く、 身 の 安 全 の 確

保 が 必 要な 場 合 に 発 表  

レ ベ ル ４  
危 険 警 報  
（ 警 戒 レベ

ル ４ に 相

当 ）  

レ ベ ル ４  
大 雨 危 険警 報  

大 雨 に よる 重 大 な 浸 水 害 等 ※ 1 が起 こ る お そ

れ が 大 きい 危 険 な 状 況 の 場 合に 発 表  
レ ベ ル ４  
土 砂 災 害危 険 警

報  
※ ４  

大 雨 に よる 重 大 な 土 砂 災 害 が起 こ る お そ れ が

大 き い 危険 な 状 況 の 場 合 に 発表  

レ ベ ル ４  
氾 濫 危 険警 報  
※ ３  

河 川 ※ 2 氾 濫に よ る 重 大 な 災害 が 起 こ る お そ

れ が 大 きい 危 険 な 状 況 の 場 合に 発 表  

レ ベ ル ４  
高 潮 危 険警 報  

高 潮 に よる 重 大 な 災 害 が 起 こる お そ れ が 大 き

い 危 険 な状 況 の 場 合 に 発 表  

レ ベ ル ３警

報  
（ 警 戒 レベ

ル ３ に 相

当 ）  

レ ベ ル ３  
大 雨 警 報  

大 雨 に よる 重 大 な 浸 水 害 等 ※ 1 が起 こ る お そ

れ が あ る場 合 に 発 表  
レ ベ ル ３  
土 砂 災 害警 報 ※

４  

大 雨 に よる 重 大 な 土 砂 災 害 が起 こ る お そ れ が

あ る 場 合に 発 表  

レ ベ ル ３  
氾 濫 警 報※ ３  

河 川 ※ 2 氾 濫に よ る 重 大 な 災害 が 起 こ る お そ

れ が あ る場 合 に 発 表  
レ ベ ル ３  
高 潮 警 報  

高 潮 に よる 重 大 な 災 害 が 起 こる お そ れ が あ る

場 合 に 発表  

レ ベ ル ２注

意 報  
（ 警 戒 レベ

ル ２ ）  

レ ベ ル ２  
大 雨 注 意報  

大 雨 に よる 浸 水 害 等 ※ 1 が 起 こ るお そ れ の あ

る 場 合 に発 表  
レ ベ ル ２  
土 砂 災 害注 意 報  
※ ４  

大 雨 に よる 土 砂 災 害 が 起 こ るお そ れ の あ る 場

合 に 発 表  

レ ベ ル ２  
氾 濫 注 意報  
※ ３  

河 川 ※ 2 氾 濫に よ る 災 害 が 起こ る お そ れ の あ

る 場 合 に発 表  

レ ベ ル ２  
高 潮 注 意報  

高 潮 に よる 重 大 な 災 害 が 起 こる お そ れ が 大 き

く 、 一 定時 間 以 内 に 避 難 が 必要 な 状 況 と な る

場 合 に 発表  
※ １ 大 雨 の 注 意 報 ・ 警 報 等 は 、 内 水 氾 濫 に よ る 浸 水 害 及 び 大 雨 や 融 雪 に よ る 洪 水 予 報 河 川

以 外 の 河川 の 外 水 氾 濫 を 対 象に 発 表 さ れ る 。  
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波 浪 警 報   風 浪 、 う ね り 等 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が
あ る と 予 想 さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。 有 義 波

高 が 5ｍ 以 上 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

浸 水 警 報   

※ 1  

大 雨 、 洪 水 等 に よ る 浸 水 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る

お そ れ が あ る と 予 想 さ れ る 場 合   

洪 水 警 報   洪 水 に よ っ て 重 大 な 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想
さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

流 域 雨 量 指 数 又 は 複 合 基 準（ 表 面 雨 量 指 数 、流 域 雨 量
指 数 の 組 み 合 わ せ に よ る も の ） が 以 下 の 基 準 値 に 到
達 す る と 予 想 さ れ る 場 合 （ 括 弧 内 が 複 合 基 準 値 ）   

・ 犀 川 流 域 ＝ 3 0. 6・ 安 原 川 流 域 ＝ 7 .3   

・ 十 人 川 流 域 ＝ 8 .4（ 13、 8. 2）   

・ 伏 見 川 流 域 ＝ 12 .5（ 14 ､9 .0）・ 高 橋 川 流 域 ＝ 9（ 8､ 8.1）

・ 大 野 川 流 域 ＝ 1 8. 1( 8,15 .2 )・ 金 腐 川 流 域 ＝ 8. 8  

・ 森 下 川 流 域 ＝ 19 .2・ 浅 野 川 流 域 ＝ 2 0.6（ 12 ､12 .1） 高

齢 者 等 の 避 難 が 必 要 と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ３ に 相 当   

水 適

防 合

活 す

動 る

の も

利 の

用 ※

に ２  

水 防 活 動 用 気 象 警 報   一 般 の 利 用 に 適 合 す る 大 雨 警 報 に 同 じ   

  

水 防 活 動 用 高 潮 警 報   一 般 の 利 用 に 適 合 す る 高 潮 警 報 に 同 じ   

  

水 防 活 動 用 洪 水 警 報   一 般 の 利 用 に 適 合 す る 洪 水 警 報 に 同 じ   

  

  

種      類   発     表     基     準   

 

 

 

注   

 

 

 

 

 

意  

一

般

の

利

用

に

適

合

す

る

 

気  

 

象  

 

注  

 

意  

 

報  

強 風 注 意 報   強 風 に よ っ て 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

平 均 風 速 が 陸 上 で 12 m/s 以 上（ た だ し 、輪 島 特 別 地

域 気 象 観 測 所 の 観 測 値 で は 1 5m /s 以 上 ） 海 上 で

15m/ s 以 上 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

風 雪 注 意 報   雪 を 伴 っ た 強 風 に よ っ て 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合 具 体
的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

平 均 風 速 が 陸 上 で 1 2 m/s 以 上 （ た だ し 、 輪 島 特 別
地 域 気 象 観 測 所 の 観 測 値 で は 15 m/s 以 上 ）   

海 上 で 1 5m /s 以 上 に な る と 予 想 さ れ 、 雪 を 伴 う 場

合   

※ ２ 洪 水予 報 河 川 を 対 象  

※ ３ 洪 水 予 報 河 川 に 発 表 す る 洪 水 注 意 報 は レ ベ ル ２ 氾 濫 注 意 報 の 名 称 を 、 洪 水 警 報 （ 洪 水

危 険 警 報を 除 く 。）は レ ベ ル３ 氾 濫 警 報 の 名 称 を、洪 水 危 険 警 報 は レベ ル ４ 氾 濫 危 険 警

報 の 名 称を 、 洪 水 特 別 警 報 はレ ベ ル ５ 氾 濫 特 別 警報 の 名 称 を 、 そ れ ぞれ 用 い て 行 う 。  

※ ４ 土 砂 崩 れ 注 意 報 は レ ベ ル ２ 土 砂 災 害 注 意 報 の 名 称 を 、 土 砂 崩 れ 警 報 （ 土 砂 崩 れ 危 険 警

報 を 除 く。）は レ ベ ル ３ 土 砂災 害 警 報 の 名 称 を、土 砂 崩 れ 危 険 警 報 はレ ベ ル ４ 土 砂 災 害

危 険 警 報 の 名 称 を 、 土 砂 崩 れ 特 別 警 報 は レ ベ ル ５ 土 砂 災 害 特 別 警 報 の 名 称 を 、 そ れぞ

れ 用 い て行 う 。  

 

（ 警 戒 レベ ル 相 当 情 報 以 外 ）  

警報等の名称等  概   要  

特 別 警 報  

大 雪 特 別警 報  
大 雪 が 特 に 異 常 で あ る た め 重 大 な 災 害 が 発 生 す る

お そ れ が著 し く 大 き い と 予 想さ れ た と き に 発 表 。  

暴 風 特 別警 報  
暴 風 が 特 に 異 常 で あ る た め 重 大 な 災 害 が 発 生 す る

お そ れ が著 し く 大 き い と 予 想さ れ た と き に 発 表 。  

暴 風 雪 特 別 警

報  

雪 を 伴 う 暴 風 が 特 に 異 常 で あ る た め 重 大 な 災 害 が

発 生 す る お そ れ が 著 し く 大 き い と 予 想 さ れ た と き

に 発 表 。「 暴 風 に よ る 重 大 な 災 害 」 に 加 え て 「 雪 を

伴 う こ とに よ る 視 程 障 害 等 によ る 重 大 な 災 害 」の お

そ れ に つい て も 警 戒 を 呼 び かけ る 。  

波 浪 特 別警 報  
高 い 波 が 特 に 異 常 で あ る た め 重 大 な 災 害 が 発 生 す

る お そ れが 著 し く 大 き い と 予想 さ れ た と き に 発 表 。 

警 報  

大 雪 警 報  
大 雪 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と

予 想 さ れた と き に 発 表 。   

暴 風 警 報  
暴 風 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と

予 想 さ れた と き に 発 表 。   

暴 風 雪 警報  

雪 を 伴 う 暴 風 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ

が あ る と 予 想 さ れ た と き に 発 表 。「 暴 風 に よ る 重 大

な 災 害 」に 加え て「 雪 を 伴 うこ と に よ る 視 程 障 害等

に よ る 重大 な 災 害 」の お そ れに つ い て も 警 戒 を 呼び

か け る 。  

波 浪 警 報  
高 い 波 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る

と 予 想 され た と き に 発 表 。   

注 意 報  

大 雪 注 意報  
大 雪 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想 さ

れ た と きに 発 表 。   

強 風 注 意報  
強 風 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想 さ

れ た と きに 発 表 。   

風雪注意報  
雪 を 伴 う 強 風 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ

ると予想されたと きに発表。「強風に よる災害」に
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大 雨 注 意 報   大 雨 に よ っ て 被 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ
る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

表 面 雨 量 指 数 が 8  又 は 土 壌 雨 量 指 数 が 86   

に 到 達 す る と 予 想 さ れ る 場 合 避 難 に 備 え ハ ザ ー ド

マ ッ プ 等 に よ り 災 害 リ ス ク 等 を 再 確 認 す る な ど 、 自

ら の 避 難 行 動 の 確 認 が 必 要 と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ２ で

あ る 。   

大 雪 注 意 報   大 雪 に よ っ て 被 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ
る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

12 時 間 の 降 雪 の 深 さ が 平 地 で 15 cm 以 上   

            山 地 で 35cm 以 上 に な る と 予 想 さ れ る

場 合   

雷 注 意 報   落 雷 等 に よ り 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合   

濃 霧 注 意 報   濃 霧 に よ っ て 交 通 機 関 等 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ
れ が あ る と 予 想 さ れ る 場 合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

濃 霧 に よ っ て 視 程 が 陸 上 で 1 00 m 以 下 海 上 で 50 0m

以 下 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

乾 燥 注 意 報   空 気 が 乾 燥 し 、 火 災 の 危 険 が 大 き い と 予 想 さ れ る 場
合   

具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

最 小 湿 度 40％ 以 下 で 、 実 効 湿 度 6 5％ 以 下 に な る と

予 想 さ れ る 場 合   

な だ れ 注 意

報   

な だ れ が 発 生 し て 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合 具 体 的 に
は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

・ 24 時 間 の 降 雪 の 深 さ が 5 0cm 以 上 あ っ て 気 温 の 変
化 の 大 き い 場 合 （ 昇 温 ）   

・ 積 雪 が 10 0cm 以 上 あ っ て 金 沢 地 方 気 象 台 の 日 平 均

気 温 5℃ 以 上 、 又 は 昇 温 率 （ ＋ 3℃ /日 ） が 大 き い と

き （ た だ し 、 0℃ 以 上 に な る と 予 想 さ れ る 場 合 ）   

着 氷 （ 雪 ）  

注 意 報   

主 と し て 通 信 線 、 送 配 電 線 に 対 す る 着 雪 と 船 舶 を 対

象 と す る 着 氷 に よ る 被 害 が 起 こ る と 予 想 さ れ る 場 合  

加えて「雪を伴うことによる視程障害 等による災

害」のおそれにつ いても注意を呼び かける。  

波浪注意報  
高 い 波 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予

想されたときに発 表。  

濃霧注意報  
濃 い 霧 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予

想されたときに発 表。   

雷注意報  

落 雷 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想

されたときに発表 。また、発達した雷雲の下で発

生することの多い 竜巻等の突風や「ひょう」によ

る災害への注意喚 起が付加される場 合あり。急な

強い雨への注意も 雷注意報で呼びか ける。   

乾燥注意報  
空 気 の 乾 燥 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る

と予想されたとき に発表。具体的には、火災の危

険が大きい気象条 件が予想されたと きに発表。   
な だ れ 注 意

報  
「なだれ」により災害が発生するおそ れがあると

予想されたときに 発表。   

着氷注意報  

著 し い 着 氷 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る

と予想されたとき に発表。具体的には、通信線や

送電線、船体等への被害が発生するお それがある

ときに発表。   

着雪注意報  

著 し い 着 雪 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る

と予想されたとき に発表。具体的には、通信線や

送電線、船体等への被害が発生するお それがある

ときに発表される 。   

融雪注意報  
融 雪 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想

されたときに発表 。具体的には、浸水 害、土砂災

害等が発生 するお それがあるときに 発表。   

霜注意報  

霜 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想 さ

れたときに発表。具体的には、早霜や晩霜により

農 作 物 へ の 被 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と き に

発表。  

低温注意報  

低 温 に よ り 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想

されたときに発表 。具体的には、低温による農作

物等への著しい被 害や、冬季の水道管凍結や破裂

に よ る 著 し い 被 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と き

に発表。  
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霜 注 意 報   早 霜 、 晩 霜 等 に よ っ て 農 作 物 に 著 し い 被 害 が 予 想 さ
れ る 場 合 具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ
る 。   

早 霜 、 晩 霜 期 に 最 低 気 温 が 3℃ 以 下 に な る と 予 想 さ
れ る 場 合   

種      類   発     表     基     準   
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低 温 注 意 報  低 温 の た め 農 作 物 等 に 著 し い 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合
具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

夏 期 に お い て 最 低 気 温 1 7℃ 以 下 が 2 日 以 上 継 続 す る

と 予 想 さ れ る 場 合 、冬 期 に お い て 最 低 気 温 － 4℃ 以 下

に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

地 面 現 象 注 意 報   

※ 1  

大 雨 、 大 雪 等 に よ る 山 崩 れ 、 地 す べ り 等 に よ っ て 、

災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ る 場 合   

高 潮 注 意 報   東 京 湾 平 均 海 面 上 の 0. 8ｍ 以 上 （ 東 京 湾 平 均 海 面 と

は 海 抜 0ｍ の こ と ） 高 潮 警 報 に 切 り 替 え る 可 能 性 に

言 及 さ れ て い な い 場 合 は 、 避 難 に 備 え ハ ザ ー ド マ ッ

プ 等 に よ り 災 害 リ ス ク 等 を 再 確 認 す る な ど 、 自 ら の

避 難 行 動 の 確 認 が 必 要 と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ２ で あ

る 。 高 潮 警 報 に 切 り 替 え る 可 能 性 が 高 い 旨 に 言 及 さ

れ て い る 場 合 は 高 齢 者 等 の 避 難 が 必 要 と さ れ る 警 戒

レ ベ ル ３ に 相 当   

波 浪 注 意 報   風 浪 、 う ね り 等 に よ っ て 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る

と 予 想 さ れ る 場 合 具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る

場 合 で あ る 。   

有 義 波 高 が 3ｍ 以 上 に な る と 予 想 さ れ る 場 合   

融 雪 注 意 報   融 雪 に よ っ て 被 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ

る 場 合 具 体 的 に は 、次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。

積 雪 地 域 の 日 平 均 気 温 が 1 3℃ 以 上 と 予 想 さ れ る 場

合 、 又 は 積 雪 地 域 の 日 平 均 気 温 が 1 0℃ 以 上 で 、 か つ

日 降 水 量 が 2 0mm 以 上 と 予 想 さ れ る 場 合   

浸 水 注 意 報  ※ 1  大 雨 、 洪 水 等 に よ る 浸 水 に よ っ て 災 害 が 起 こ る お そ

れ が あ る と 予 想 さ れ る 場 合   

  洪 水 注 意 報   洪 水 に よ っ て 災 害 が 起 こ る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ

水防活動の利用

に適合する警

報・注意報  

一般の利用に

適合する警

報・注意報  

概   要  

水防活動用  

気象警報  

レベル３大雨

警報  

大 雨 に よ り 重 大 な 浸 水 害 が 発 生 す

る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ た と き

に発表される。  

レベル４大雨

危険警報  

大 雨 に よ る 重 大 な 浸 水 害 が 起 こ る

お そ れ が 大 き い と 予 想 さ れ た と き

に発表される。  

レベル５大雨

特別警報  

大 雨 に よ る 重 大 な 浸 水 害 が 発 生 す

る お そ れ が 著 し く 大 き い と 予 想 さ

れたときに発表さ れる。  

水防活動用  

津波警報  

津波警報  

津 波 に よ り 沿 岸 部 や 川 沿 い に お い

て 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ が

あ る と 予 想 さ れ た と き に 発 表 さ れ

る。  

津波特別警報

（大津波警報

の名称で発

表）  

津 波 に よ り 沿 岸 部 や 川 沿 い に お い

て 重 大 な 災 害 が 発 生 す る お そ れ が

著 し く 大 き い と 予 想 さ た と き に 発

表される。  

水防活動用  

高潮警報  

レベル３高潮

警報  

台 風 や 低 気 圧 等 に よ る 海 面 の 異 常

な 上 昇 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 す

る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ た と き

に発表される。  

レベル４高潮

危険警報  

台 風 や 低 気 圧 等 に よ る 異 常 な 海 面

の 上 昇 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 す

る お そ れ が 大 き い と 予 想 さ れ た と

きに発表される。  

レベル５高潮

特別警報  

台 風 や 低 気 圧 等 に よ る 海 面 の 上 昇

が 特 に 異 常 で あ る た め 重 大 な 災 害

が 発 生 す る お そ れ が 著 し く 大 き い

と予想されたとき に発表される。  

水防活動用  

洪水警報  

レベル３氾濫

警報又はレベ

ル３大雨警報  

大雨、河川の上流域での降雨、融雪

等による河川の増 水により、重大な

災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 予

想されたときに発 表される。  

レベル４氾濫

危険警報又は

レベル４大雨

危険警報  

大雨、河川の上流域での降雨、融雪

等による河川の増 水により、重大な

災 害 が 発 生 す る お そ れ が 大 き い と

きに発表される。  
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る 場 合   

注  

一

般

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の  

 具 体 的 に は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。   

流 域 雨 量 指 数 又 は 複 合 基 準 （ 表 面 雨 量 指 数 、 流 域 雨

量 指 数 の 組 み 合 わ せ に よ る も の ） が 以 下 の 基 準 値 に

到 達 す る と 予 想 さ れ る 場 合 （ 括 弧 内 が 複 合 基 準 値 ）  

・ 犀 川 流 域 ＝ 2 4. 4（ 8 ､19. 5）   

・ 安 原 川 流 域 ＝ 5 .8（ 8､4. 6）   

・ 十 人 川 流 域 ＝ 5 .1（ 7､8）   

・ 伏 見 川 流 域 ＝ 1 0（ 8 ､5.8）   

・ 高 橋 川 流 域 ＝ 7 .2（ 8､5. 8）   

・ 大 野 川 流 域 ＝ 1 2. 9（ 8、 1 0.3）   

・ 金 腐 川 流 域 ＝ 7（ 7 ､ 4.1）   

・ 森 下 川 流 域 ＝ 1 5. 3（ 8、 1 2.2）   

・ 浅 野 川 流 域 ＝ 1 6. 4（ 9､ 10 .9）   

避 難 に 備 え ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 に よ り 災 害 リ ス ク 等 を

再 確 認 す る な ど 、 自 ら の 避 難 行 動 の 確 認 が 必 要 と さ

れ る 警 戒 レ ベ ル ２ で あ る 。   

水 ２ 適

防 合 活

 

す 動

 

る の

 

も 利

 

の 用

 

※  

水 防 活 動 用 気 象 注

意 報   

一 般 の 利 用 に 適 合 す る 大 雨 注 意 報 に 同 じ   

水 防 活 動 用 高 潮 注

意 報   

一 般 の 利 用 に 適 合 す る 高 潮 注 意 報 に 同 じ   

  

水 防 活 動 用 洪 水 注

意 報   

一 般 の 利 用 に 適 合 す る 洪 水 注 意 報 に 同 じ   

  

 

（ 注 ）1 特 別 警 報の 発 表 に あた っ て は 、降 水 量 、積 雪 量 、台 風 の 中 心気 圧 、最 大 風 速

な ど に つ  い て 過 去 の 災 害 事例 に 照 ら し て 算 出 した 客 観 的 な 指 標 を 設け 、こ れ ら の 実況

お よ び 予想  に 基 づ い て 判 断す る 。  2 発 表 基 準に 記 載 し た 数 値 は 、石 川 県 に お け る過

去 の 災 害頻 度 と 気 象 条 件 と の関 係 を 調  査 し て 決め た も の で あ り 、気 象 要 素 に よ っ て災

害 を 予 想す る 際 の 目 安 で あ る 。 3（ 1）※ 1 こ の注 意 報 、警 報 は 標 題を 用 い な い で 、そ

の 注 意 報事 項 及 び 警 報 事 項 を 、気  象 注 意 報 、警 報 に 含 め て 行 う 。 （ 2）※ 2 水 防 活動

レベル５氾濫

特別警報又は

レベル５大雨

特別警報  

大雨、河川の上流域での降雨、融雪

等による河川の増 水により、災害が

切 迫 ま た は 既 に 発 生 し て い る お そ

れが著しく大きく、身の安全の確保

が必要な場合に発 表される。  

水防活動用  

気象注意報  

レベル２大雨

注意報  

大 雨 に よ り 浸 水 害 が 発 生 す る お そ

れ が あ る と 予 想 さ れ た と き に 発 表

される。  

水防活動用  

津波注意報  
津波注意報  

津 波 に よ り 沿 岸 部 に お い て 災 害 が

発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ

たときに発表され る。  

水防活動用  

高潮注意報  

レベル２高潮

注意報  

台 風 や 低 気 圧 等 に よ る 海 面 の 異 常

な 上 昇 に よ り 重 大 な 災 害 が 予 想 さ

れたときに発表さ れる。  

水防活動用  

洪水注意報  

レベル２氾濫

注意報又はレ

ベル２大雨注

意報  

大雨、河川の上流域での降雨、融雪

等による河川の増 水により、災害が

発 生 す る お そ れ が あ る と 予 想 さ れ

たときに発表され る。  

※ 水 防 活 動 の 利 用 に 適 合 す る （ 水 防 活 動 用 ） 注 意 報 及 び 警 報 の 名 称 及 び 概 要 は 上 記 の と お

り で あ り 、 一 般 の 利 用 に 適 合 す る 注 意 報 、 警 報 警 報 、 危 険 警 報 及 び 特 別 警 報 を も っ て 代

え る 。 なお 、 水 防 活 動 の 利 用に 適 合 す る 特 別 警 報は 設 け ら れ て い な い。  

 

（ ３ ） 警報 等 の 発 表 基 準  

  警 報等 の 発 表 基 準 や 50 年 に 一 度 の 値 は 、気 象 庁 に お い て 随 時 見直 し を 行 っ て い る 。最

新 の 値 につ い て は 気 象 庁 ホ ーム ペ ー ジ を 参 照 す るこ と 。  

 

表 ３ － ３－ ４  雨 に 関 す る 金沢 市 の 50 年 に 一 度の 値 （ 令 和 ４ 年 ３月 24 日 現 在 ）  

地 域  50 年に 一 度 の 値  

都 道 府 県  
府 県 予

報 区  

一 次 細

分 区 分  

市 町 村 等 を ま

と め た 地 域  

二 次 細

分 区 分  
R48 R03 SW1 

石 川 県  石 川 県  加 賀  加 賀 北 部  
金 沢

市  
349 138 213 

に

意 

報 
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の 利 用 に適 合 す る 注 意 報 、警 報 は 一般 の 注 意 報 、警 報 のう ち 水 防 に  関 す る も の を 用 い

て 行 い 水防 活 動 用 の 語 は 用 いな い 。 4 注 意 報 、警 報は 、そ の 種 類 にか か わ ら ず 解 除 さ

れ る ま で継 続 さ れ る 。 ま た 、新 た な 注  意 報 、 警報 に 切 り 替 え ら れ る。  5 ※ 3 大 雨警

報 に は 括弧 を 付 し て 、大 雨警 報（ 土 砂 災 害）、大 雨 警 報（ 浸 水 害 ）と し て 、 特 に 警 戒 す

べ き 事 項が 明 記 さ れ る 。 6 風 に 関 す る 基 準 に つい て は 、金 沢 、輪 島 の 両気 象 官 署 と も

観 測 機 器が 高 所 に 設 置 し て  あ る た め、官 署 に お ける 値 は 、こ れ と は 別に 設 定 し て い る。 

7 表 面 雨 量 指 数 は 、 降 雨 に よ る 浸 水 災 害 発 生 の 危 険 性 を 示 す 指 標 で 、 地 表 面 に 貯 まっ

て  い る 雨 水 の 量 を 示 す 指 数。 降 水 短 時 間 予 報 をも と に 、 1 ㎞ 四 方 の領 域 ご と に 算 出す

る 。 8 土 壌 雨 量 指 数 は 、降 雨 によ る 土 砂 災 害 発生 の 危 険 性 を 示 す 指標 で 、土 壌 中 に 貯

ま っ て  い る 雨 水 の 量 を 示 す指 数 。 解 析 雨 量 、 降水 短 時 間 予 報 を も とに 、 1 ㎞ 四 方 の領

域 ご と に  算 出 す る 。  9 流 域 雨 量 指 数 は 、 降 雨に よ る 洪 水 災 害 発 生の 危 険 性 を 示 す指

標 で、対 象 と な る 地 域・  時 刻 に存 在 す る 流 域 の雨 水 の 量 を 示 す 指 数。解 析 雨 量 、降 水

短 時 間 予報 を も と に 、 1 ㎞  四 方 の 領 域 ご と に 算出 す る 。  10 地 震 や 火山 の 噴 火 等 、 不

測 の 事 態に よ り 気 象 災 害 に かか わ る 諸 条 件 が 変 化し 、通 常  の 基 準 を適 用 す る こ と が 適

切 で な い状 態 と な る こ と が ある 。こ の よ う な 場 合は 、非 常 措  置 と し て 基 準 の み に と ら

わ れ な い警 報・注 意 上 の 運 用を 行 う こ と が あ る 。ま た 、こ の よ  う な 状 態 が あ る 程 度 長

期 間 継 続す る と 考 え ら れ る 場合 に は 、特 定 の 警 報・注意 報 に つ い  て 、対 象 地 域 を 必 要

最 小 限 の範 囲 に 限 定 し て「 暫 定 基準 」を 設 定 し 、通 常よ り 低 い 基 準  で 運 用 す る こ と が

あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ ） R48： 48 時 間 降 水 量 (mm )、 R0 3： 3 時 間 降 水 量 (mm)、 SWI： 土 壌 雨 量 指 数 （ Soil W a t e r  I n d e x）。   

注 ２ ）「 50 年 に 一 度 の 値 」 と は 、 再 現 期 間 50 年 の 確 率 値 の こ と 。 R48、 R03、 SWI  い ず れ も 各 市 町 村 に

か か る 5km 格 子 の 値 の 平 均 を と っ た も の  

注 ３ ） 大 雨 特 別 警 報 は 、 50 年 に 一 度 の 値 以 上 と な っ た ５ km 格 子 が ま と ま っ て 出 現 し た 際 に 発 表 す

る 。（ た だ し 、 R03 は 150m m 以 上 と な っ た 格 子 を カ ウ ン ト 対 象 と す る 。）  

個 々 の 市 町 村 で 50 年 に 一 度 の 値 以 上 と な っ た ５ km 格 子 が 出 現 す る こ と の み で 発 表 す る わ け で は な い

こ と に 留 意 。  

参 考 ） https : / / w w w . j m a . g o . j p / j m a / k i s h o u / k n o w / t o k u b e t s u - k e i h o / s a n k o / 1 - 5 0 a m e . p d f # p a g e = 3 8  

 

表 ３ － ３－ ５  金 沢 市 の 50 年 に 一 度 の 積 雪 深 と既 往 最 深 積 雪 （ 令 和３ 年 10 月 28 日現

在 ）  

都 道 府 県予 報 区  地 点 名  50 年に 一 度 の 積 雪 深

(cm) 

既 往 最 深積 雪 深

(cm) 

石 川 県  金 沢  136 181 

注 １ ）“ ※ ” が 付 い て い る 地 点 は 、現 在 積 雪 深 の 観 測 を 行 っ て い な い も の で 、50 年 に 一 度 の 値 は “ － ”

と し て い る 。   

注 ２ ） デ ー タ 不 足 の た め 、 50 年 に 一 度 の 値 が 算 出 で き な い 地 点 は 、 値 を “ － ” と し て い る 。   

注 ３ ） “ ＊ ” が 付 い て い る 地 点 は 、 積 雪 深 ゼ ロ の 年 も あ り 、 50 年 に 一 度 の 値 の 信 頼 性 が 低 い た め 、 参

考 値 と し て 扱 う 。   

注 ４ ） 50 年 に 一 度 の 値 は 過 去 の 観 測 デ ー タ か ら 推 定 し た 値 。   

注 ５ ） 大 雪 特 別 警 報 は 、 府 県 程 度 の 広 が り で 50 年 に 一 度 の 値 と な る 現 象 を 対 象 。  

個 々 の 地 点 で 50 年 に 一 度 の 値 と な る こ と の み で 特 別 警 報 と な る わ け で は な い こ と に 留 意  

参 考 ） https : / / w w w . j m a . g o . j p / j m a / k i s h o u / k n o w / t o k u b e t s u - k e i h o / s a n k o / 1 - 5 0 y u k i . p d f # p a g e = 6  
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表 ３ － ３－ ６  金 沢 市 の 特 別警 報 の 指 標 及 び 危 険警 報 ・ 警 報 ・ 注 意 報発 表 基 準  

令 和 ８ 年 ５ 月 28 日 現 在  

金 沢 市  

府 県 予 報 区  石 川 県  

一 次 細 分 区 域  加 賀  

市 町 村 等 を ま

と め た 地 域  

加 賀 北 部  

特 別 警

報  

レ ベ ル ５ 大 雨  

表 面 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － １ の レ ベ ル ５ 大 雨 特 別 警 報 の 基 準 値 以

上 と な る 1 k m 格 子 が お お む ね 3 0 個 以 上 ま と ま っ

て 出 現 し 、さ ら に 激 し い 雨 が 降 り 続 く と 予 想 さ れ

る 場 合  

流 域 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － ２ の レ ベ ル ５ 大 雨 特 別 警 報 の 基 準 値 以

上 と な る 1 k m 格 子 が お お む ね 2 0 個 以 上 ま と ま っ

て 出 現 し 、さ ら に 激 し い 雨 が 降 り 続 く と 予 想 さ れ

る 場 合  

レ ベ ル ５ 土 砂

災 害  

6 0 分 雨 量 及 び 土

壌 雨 量 指 数 基 準  

別 紙 ２ － １ の 基 準 値 以 上 と な る 1 k m 格 子 が お お む

ね 1 0 個 以 上 ま と ま っ て 出 現 し 、 さ ら に 激 し い 雨

が 降 り 続 く と 予 想 さ れ る 場 合  

レ ベ ル ５ 高 潮  

水 位 （ 高 潮 予 報

区 間 に 限 る ） 又

は 潮 位  

別 紙 ４ の レ ベ ル ５ 高 潮 特 別 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

暴 風  中 心 気 圧 9 3 0 h P a 以 下 又 は 最 大 風 速 5 0 m / s 以 上 の 台 風 や 同 程 度 の 温

帯 低 気 圧 に よ り 暴 風 が 吹 く と 予 想 さ れ る 場 合  

暴 風 雪  
中 心 気 圧 9 3 0 h P a 以 下 又 は 最 大 風 速 5 0 m / s 以 上 の 台 風 と 同 程 度 の 温

帯 低 気 圧 に よ り 雪 を 伴 う 暴 風 が 吹 く と 予 想 さ れ る 場 合  

大 雪  
府 県 程 度 の 広 が り を も っ て 5 0 年 に 一 度 の 積 雪 深 と な り 、 か つ 、 そ

の 後 も 警 報 級 の 降 雪 が 丸 一 日 程 度 以 上 続 く と 予 想 さ れ る 場 合  

波 浪  中 心 気 圧 9 3 0 h P a 以 下 又 は 最 大 風 速 5 0 m / s 以 上 の 台 風 や 同 程 度 の 温

帯 低 気 圧 に よ り 高 波 に な る と 予 想 さ れ る 場 合  

危 険 警

報  

レ ベ ル ４ 大 雨  

表 面 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － ３ の 対 象 格 子 に お い て 別 紙 １ － １ の レ

ベ ル ４ 大 雨 危 険 警 報 の 基 準 値 に 到 達 す る こ と が

予 想 さ れ る 場 合  

流 域 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － ４ の 対 象 河 川 の 格 子 に お い て 別 紙 １ －

２ の レ ベ ル ４ 大 雨 危 険 警 報 の 基 準 値 に 到 達 す る

こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

レ ベ ル ４ 土 砂

災 害  

6 0 分 雨 量 及 び 土

壌 雨 量 指 数 基 準  

別 紙 ２ － ２ の レ ベ ル ４ 土 砂 災 害 危 険 警 報 の 基 準

値 に 到 達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合（ お お む ね ２

時 間 先 ま で に 基 準 値 に 到 達 す る こ と が 予 想 さ れ

る 場 合 に 発 表 ）  
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レ ベ ル ４ 高 潮  

水 位 （ 高 潮 予 報

区 間 に 限 る ） 又

は 潮 位  

別 紙 ４ の レ ベ ル ４ 高 潮 危 険 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合（ 基 準 値 に 到 達 す る こ

と が 予 想 さ れ る 場 合 に 、お お む ね ６ 時 間 前 ま で に

発 表 ）  

警 報  

レ ベ ル ３ 大 雨  

表 面 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － １ の レ ベ ル ３ 大 雨 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

流 域 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － ２ の レ ベ ル ３ 大 雨 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

複 合 基 準 ＊ 1  別 紙 １ － ２ の レ ベ ル ３ 大 雨 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

レ ベ ル ３ 土 砂

災 害  

6 0 分 雨 量 及 び 土

壌 雨 量 指 数 基 準  

別 紙 ２ － ２ の レ ベ ル ４ 土 砂 災 害 危 険 警 報 の 基 準

値 に 到 達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合（ お お む ね ３

～ ６ 時 間 先 に 基 準 値 に 到 達 す る こ と が 予 想 さ れ

る 場 合 に 発 表 ）  

レ ベ ル ３ 高 潮  

水 位 （ 高 潮 予 報

区 間 に 限 る ） 又

は 潮 位  

別 紙 ４ の レ ベ ル ４ 高 潮 危 険 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合（ 基 準 値 に 到 達 す る こ

と が 予 想 さ れ る 場 合 に 、 お お む ね 1 2 時 間 前 ま で

に 発 表 ）  

暴 風  平 均 風 速  
陸 上  2 0 m / s  

海 上  2 5 m / s  

暴 風 雪  平 均 風 速  
陸 上  2 0 m / s   雪 を 伴 う  

海 上  2 5 m / s   雪 を 伴 う  

大 雪  降 雪 の 深 さ  
平 地  1 2 時 間 降 雪 の 深 さ 2 5 c m  

山 地  1 2 時 間 降 雪 の 深 さ 5 5 c m  

波 浪  有 義 波 高  5 . 0 m  

注 意 報  

レ ベ ル ２ 大 雨  

表 面 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － １ の レ ベ ル ２ 大 雨 注 意 報 の 基 準 値 に 到

達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

流 域 雨 量 指 数 基

準  

別 紙 １ － ２ の レ ベ ル ２ 大 雨 注 意 報 の 基 準 値 に 到

達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

複 合 基 準 ＊ 1  別 紙 １ － ２ の レ ベ ル ２ 大 雨 注 意 報 の 基 準 値 に 到

達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

レ ベ ル ２ 土 砂

災 害  

6 0 分 雨 量 及 び 土

壌 雨 量 指 数 基 準  

別 紙 ２ － ３ の レ ベ ル ２ 土 砂 災 害 注 意 報 の 基 準 値

に 到 達 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合  

レ ベ ル ２ 高 潮  

水 位 （ 高 潮 予 報

区 間 に 限 る ） 又

は 潮 位  

別 紙 ４ の レ ベ ル ４ 高 潮 危 険 警 報 の 基 準 値 に 到 達

す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合（ 基 準 値 に 到 達 す る こ

と が 予 想 さ れ る 場 合 に 、 お お む ね 1 8 時 間 前 ま で

に 発 表 ）  

強 風  平 均 風 速  陸 上  1 2 m / s ＊ 2  
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海 上  1 5 m / s  

風 雪  平 均 風 速  
陸 上  1 2 m / s ＊ 2   雪 を 伴 う  

海 上  1 5 m / s   雪 を 伴 う  

大 雪  降 雪 の 深 さ  
平 地  1 2 時 間 降 雪 の 深 さ 1 5 c m  

山 地  1 2 時 間 降 雪 の 深 さ 3 5 c m  

波 浪  有 義 波 高  3 . 0 m  

雷  落 雷 等 に よ り 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合  

融 雪  
① 積 雪 地 域 の 日 平 均 気 温 が 1 3℃ 以 上  

② 積 雪 地 域 の 日 平 均 気 温 が 1 0℃ 以 上 、 か つ 日 降 水 量 が 2 0 m m 以 上  

濃 霧  視 程  
陸 上  1 0 0 m  

海 上  5 0 0 m  

乾 燥  最 小 湿 度 4 0％ で 、 実 効 湿 度 6 5％  

な だ れ  

① 2 4 時 間 降 雪 の 深 さ が 5 0 c m 以 上 あ っ て 気 温 の 変 化 の 大 き い 場 合

（ 昇 温 ）  

② 積 雪 が 1 0 0 c m 以 上 あ っ て 金 沢 地 方 気 象 台 の 日 平 均 気 温 5℃ 以 上 、

又 は 昇 温 率 （ + 3℃ /日 ） が  

  大 き い と き （ た だ し 、 ０ ℃ 以 上 ）  

低 温  

夏 期 ： 最 低 気 温 1 7℃ 以

下 が 2 日 以 上 継 続 冬

期：最 低 気 温 － 4℃ 以 下  

霜  早 霜 ・ 晩 霜 期 に  最 低 気 温 3℃ 以 下  

着 氷 ・ 着 雪  著 し い 着 氷 （ 雪 ） が 予 想 さ れ る 場 合  

レ ベ ル ５ 氾 濫 特 別 警

報・レ ベ ル ４ 氾 濫 危 険

警 報・レ ベ ル ３ 氾 濫 警

報 ・ レ ベ ル  

２ 氾 濫 注 意 報 の 発 表

対 象 と な る 河 川 予 報

区 の う ち 、金 沢 市 に 関

係 す る 河 川 予 報 区 名

及 び 基 準 観 測 所 名  

別 紙 ３  

＊ 1 表 面 雨 量 指 数 と 流 域 雨 量 指 数 の 組 み 合 わ せ に よ る 基 準 値 を 表 し て い ま す 。  

＊ 2 金 沢 地 方 気 象 台 の 観 測 値 は 15ｍ /ｓ を 目 安 と す る 。  

参 考 ） https : / / w w w . j m a . g o . j p / j m a / k i s h o u / k n o w / k i j u n _ n e w / i s h i k a w a / k i j u n _ 1 7 2 0 1 0 0 . p d f  

【 特 別 警 報 の 指 標 及 び 危 険 警 報 ・ 警 報 ・ 注 意 報 発 表 基 準 一 覧 表 の 解 説 】  

（ 1） 本 表 は 、 気 象 ・ 土 砂 災 害  ・ 土 潮 ・ 土 浪  に 関 す る 特 別 警 報 の 指 標 及 び 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 の 発 表 基 準

を 一 覧 表 に 示 し た も の で あ る 。 地 震 動 土 津 浪 土 火 山 に 関 す る 警 報 の 発 表 基 準 は 、 別 の 資 料 を 参 照 の こ  と 。 
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（ 2）特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 の 定 義 は 以 下 の と お り で あ る 。特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報（ 河

川 氾 濫 に 関 す る も の を 除 く 。） は 、 気 象 要 素 が 本 表 の 指 標 又 は 基 準 に 達 す る と 予 想 さ れ る 市 町 村  等 に 対 し

て 発 表 す る 。 ア  特 別 警 報：予 想 さ れ る 現 象 が 特 に 異 常 で あ る た め 重 大 な 害  の 起 こ る お そ れ が 著 し く 大 き

い 旨 を 警 告 し て 行 う      予 報  

 イ  危 険 警 報 ： 重 大 な 害  が 起 こ る お そ れ が 大 き い 危 険 な 状 況 で あ る 旨 を 警 告 し て 行 う 予 報   

ウ  警 報：重 大 な 害  が 起 こ る お そ れ の あ る 旨 を 警 告 し て 行 う 予 報  エ  注 意 報：害  が 起 こ る お そ れ の あ る 旨

を 注 意 し て 行 う 予 報  

（ 3） 大 雪 、 浪  の 警 報 土 注 意 報 、 暴 風 警 報 、 暴 風 雪 警 報 、 強 風 注 意 報 及 び 風 雪 注 意 報 で は 、 基 準 に お け る 「 … 以

上 」 の 「 以 上 」 を 省 略 し た 。 ま た 、 乾 燥 注 意 報 及 び 濃 霧 注 意 報 で は 、 基 準 に お け る 「 … 以 下 」 の  「 以 下 」

を 省 略 し た 。  な お 、 上 記 以 外 の 注 意 報 で は 、 基 準 の 表 記 が 多 岐 に わ た る た め 、 省 略 は 行 っ て い な い 。  

（ 4） 表 中 に お い て 、 発 表 官 署 が 警 報 土 注 意 報 の 本 文 中 で 用 い る 「 平 地 、 山 地 」 等 の 地 域 名 で 基 準 値 を 記 述 す る

場 合 が あ る 。  

（ 5） 表 中 に お い て 、 対 象 の 市 町 村 等 で 現 象 が 発 現 し な い 特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 に つ い て は そ の 欄

を 斜 線 で 、 ま た 現 象 に よ る 害  が 極 め て 稀 で あ り 、 害  と の 関 係 が 不 明 確 で あ る た め 具 体 的 な 基 準  を 定 め て い な

い 特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 に つ い て は そ の 欄 を 空 白 で 、 そ れ ぞ れ 示 し て い る 。  

（ 6）地 震 や 火 山 の 噴 火 等 、不 測 の 事 態 に よ り 気 象 害  に か か わ る 諸 条 件 が 変 化 し 、通 常 の 基 準 を 適 用 す る こ と が

適 切 で な い 状 態 と な る こ と が あ る 。こ の よ う な 場 合 は 、非 常 措 置 と し て 基 準 の み に と ら わ れ な い  危 険 警 報

土 警 報 土 注 意 報 の 運 用 を 行 う こ と が あ る 。 ま た 、 こ の よ う な 状 態 が あ る 程 度 長 期 間 継 続 す る と 考 え ら れ る

場 合 に は 、 特 定 の 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 に つ い て 、 対 象 地 域 を 必 要 最 小 限 の 範 囲 に 限 定  し て 「 暫 定 基

準 」 を 設 定 し 、 通 常 よ り 低 い 基 準 で 運 用 す る こ と が あ る 。  

（ 7） 大 雨 に 関 す る 特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 の 表 面 雨 量 指 数 の 基 準 値 は 市 町 村 等 の 域 内 に お い て 単 一

の 値 を と り （ 別 紙 １ － １ ）、 流 域 雨 量 指 数 の 基 準 値 は 河 川 ご と に 1k m 四 方 の 格 子 毎 に 設 定 し て い る  （ 別 紙

１ － ２ ）。た だ し 、レ ベ ル ４ 大 雨 危 険 警 報 の 表 面 雨 量 指 数 基 準 に お け る 対 象 格 子 は 別 紙 １ － ３ を 、流 域 雨 量

指 数 基 準 に お け る 対 象 河 川 の 格 子 は 別 紙 １ － ４ を 参 照 の こ と 。 レ ベ ル ３ 大 雨 警 報 土 レ ベ ル ２  大 雨 注 意 報

の 複 合 基 準 は 、 表 面 雨 量 指 数 と 流 域 雨 量 指 数 の 組 み 合 わ せ に よ る 基 準 値 を 示 し て い る （ 別 紙 １ － ２ ）。  

（ 8） 砂 災 害  に 関 す る 特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 注 意 報 の 60 分 雨 量 及 び 砂 壌 雨 量 指 数 の 組 み 合 わ せ の 基 準 値 は ・

1k m・ 四 方 の 格 子 毎 に 設 定 し て い る （ 別 紙 ２ － １ ～ ２ － ３ ）。  

（ 9） 河 川 氾 濫 に 関 す る 特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 は 、 河 川 予 報 区 単 位 で 発 表 す る 。 河 川 氾 濫 に 関 す る

特 別 警 報 土 危 険 警 報 土 警 報 土 注 意 報 の 発 表 対 象 と な る 河 川 予 報 区 の う ち 、 当 該 市 町 村 に 関 係 す る 河  川 予

報 区 名 及 び 基 準 観 測 所 名 を 別 紙 ３ に 示 し て い る 。  
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（ 10）潮・に 関 す る 特 別 警 報 土 危 険 警 報 の 基 準 値 に 用 い る・位 又 は 水 位 (※ )は 一 般 に 潮 さ を 示 す「 標 潮 」で 表 す 。

「 標 潮 」の 基 準 面 と し て 東 京 湾 平 均 海 面（ TP）を 用 い る が 、島 嶼 部 な ど 一 部 で は 国 砂 地 理 院 に よ  る 潮 さ の

基 準 面 あ る い は ・ MS L（ 平 均 ・ 位 ） 等 を 用 い る 。  ※ ・ 位 に 浪 の 打 上 げ 潮 を 加 え た 海 面 の 潮 さ 。 潮 ・ 予 報 海

岸 に 指 定 さ れ た 海 岸 で は 、・ 位 と 水 位 の い ず れ か の 基 準 値 に 達 す る と 予 想 さ れ る 場 合 に 潮 い 方 の 警 戒 レ ベ

ル の 相 当 情 報 を 発 表 す る 。  

※ 別 紙 １ － １ ～ 別 紙 ３ に つ い て は 、 以 下 の 気 象 庁 ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 す る こ と 。  

http s : / / w w w . j m a . g o . j p / j m a / k i s h o u / k n o w / k i j u n _ n e w / i s h i k a w a . h t m l 

 

（ ４ ） 土砂 災 害 、 浸 水 、 洪 水の 危 険 度 分 布 等  

危 険 度 分布 等 の 概 要  

種   類  概   要  

土 砂 キ キク ル  

 

大 雨 に よ る 土 砂 災 害 発 生 の 危 険 度 の 高 ま り の 予 測

を 、 地 図上 で １ km 四 方 の 領域 ご と に ５ 段 階 に 色分

け し て 示 す 情 報 。 最 大 ６ 時 間 先 ま で の 雨 量 分 布 及

び 土 壌 雨 量 指 数 の 組 み 合 わ せ の 予 測 を 用 い て 常 時

10 分 ご と に 更新 し て お り 、土 砂 災 害 の 警 報 等 が発

表 さ れ た と き に 、 危 険 度 が 高 ま っ て い る 場 所 を 面

的 に 確 認す る こ と が で き る 。  

・「 災害 切 迫 」（ 黒 ）：命 の 危 険 が あ り 直 ち に 身 の安

全 を 確 保 す る 必 要 が あ る と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ５ に

相 当 。  

・「 危険 」（ 紫 ）：危 険 な 場 所か ら 避 難 す る 必 要 があ

る と さ れる 警 戒 レ ベ ル ４ に 相当 。  

・「 警戒 」（ 赤 ）：高 齢 者 等 が危 険 な 場 所 か ら 避 難す

る 必 要 があ る と さ れ る 警 戒 レベ ル ３ に 相 当 。  

・「 注意 」（ 黄 ）：ハ ザ ー ド マッ プ に よ る 災 害 リ スク

の 再 確 認 等 、 避 難 に 備 え 自 ら の 避 難 行 動 の 確 認 が

必 要 と され る 警 戒 レ ベ ル ２ に相 当 。  

浸 水 キ キク ル  

 

短 時 間 強 雨 に よ る 浸 水 害 発 生 の 危 険 度 の 高 ま り の

予 測 を 、地 図 上 で １ km 四 方 の 領 域ご と に ５ 段 階に

色 分 け し て 示 す 情 報 。 １ 時 間 先 ま で の 表 面 雨 量 指

数 の 予 測を 用 い て 常 時 10 分 ご と に 更 新 し て お り、

大 雨 の 警 報 等 が 発 表 さ れ た と き に 、 危 険 度 が 高 ま

っ て い る場 所 を 面 的 に 確 認 する こ と が で き る 。  

・「 災害 切 迫 」（ 黒 ）：命 の 危 険 が あ り 直 ち に 身 の安

全 を 確 保 す る 必 要 が あ る と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ５ に
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相 当 。  

・「 危険 」（ 紫 ）：危 険 な 場 所か ら 避 難 す る 必 要 があ

る と さ れる 警 戒 レ ベ ル ４ に 相当 。  

・「 警戒 」（ 赤 ）：高 齢 者 等 が危 険 な 場 所 か ら 避 難す

る 必 要 があ る と さ れ る 警 戒 レベ ル ３ に 相 当 。  

・「 注意 」（ 黄 ）：ハ ザ ー ド マッ プ に よ る 災 害 リ スク

の 再 確 認 等 、 避 難 に 備 え 自 ら の 避 難 行 動 の 確 認 が

必 要 と され る 警 戒 レ ベ ル ２ に相 当 。  

洪 水 キ キク ル  

 

指 定 河 川 洪 水 予 報 の 発 表 対 象 で は な い 中 小 河 川

（ 水 位 周 知 河 川 及 び そ の 他 河 川 ） の 洪 水 災 害 発 生

の 危 険 度 の 高 ま り の 予 測 を 、 地 図 上 で 河 川 流 路 を

概 ね １ km ご とに ５ 段 階 に 色分 け し て 示 す 情 報 。３

時 間 先 まで の 流 域 雨 量 指 数 の予 測 を 用 い て 常 時 10

分 ご と に 更 新 し て お り 、 大 雨 の 警 報 等 が 発 表 さ れ

た と き に 、 危 険 度 が 高 ま っ て い る 場 所 を 面 的 に 確

認 す る こと が で き る 。  

・「 災害 切 迫 」（ 黒 ）：命 の 危 険 が あ り 直 ち に 身 の安

全 を 確 保 す る 必 要 が あ る と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ５ に

相 当 。  

・「 危険 」（ 紫 ）：危 険 な 場 所か ら 避 難 す る 必 要 があ

る と さ れる 警 戒 レ ベ ル ４ に 相当 。  

・「 警戒 」（ 赤 ）：高 齢 者 等 が危 険 な 場 所 か ら 避 難す

る 必 要 があ る と さ れ る 警 戒 レベ ル ３ に 相 当 。  

・「 注意 」（ 黄 ）：ハ ザ ー ド マッ プ に よ る 災 害 リ スク

の 再 確 認 等 、 避 難 に 備 え 自 ら の 避 難 行 動 の 確 認 が

必 要 と され る 警 戒 レ ベ ル ２ に相 当 。  

流 域 雨 量 指 数 の 予 測

値  

各 河 川 の、上 流 域 で の 降 雨 によ る 、下 流 の 対 象 地点

の 洪 水 危険 度（ 大 河 川 に お いて は 、そ の 支 川 や 下水

道 の 氾 濫な ど の「 湛 水 型 内 水氾 濫 」の 危 険 度 ）の 高

ま り の 予 測 を 、 警 報 等 の 基 準 へ の 到 達 状 況 に 応 じ

て 危 険 度 を 色 分 け し た 時 系 列 で 示 す 情 報 。 流 域 内

に お け る 雨 量 分 布 の 実 況 と ６ 時 間 先 ま で の 予 測

（ 解 析 雨 量 及 び 降 水 短 時 間 予 報 等 ） を 用 い て 常 時

10 分ご と に 更 新 し て い る 。  

（ 参 考 ） 大 雨 キ キ ク

ル  

浸 水 キ キ ク ル と 洪 水 キ キ ク ル を 重 ね 合 わ せ た も

の 。  
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（ ４ ） 早期 注 意 情 報  

５ 日 先 ま で の 警 報 級 の 現 象 の 可 能 性 が ［ 高 ］、［ 中 ］ の ２ 段 階 で 発 表 さ れ る 。 当 日 か  

ら 翌 日 に か け て は 時 間 帯 を 区 切 っ て 、 天 気 予 報 の 対 象 地 域 と 同 じ 発 表 単 位 （ 加 賀 地 方  

な ど ） で 、 ２ 日 先 か ら ５ 日 先 に か け て は 日 単 位 で 、 週 間 天 気 予 報 の 対 象 地 域 と 同 じ 発  

表 単 位 （ 石 川 県 な ど ） で 発 表 さ れ る 。 大 雨 に 関 し て 、 明 日 ま で の 期 間 に [高 ]又 は [中 ] 

が 予 想 さ れ て い る 場 合 は 、 災 害 へ の 心 構 え を 高 め る 必 要 が あ る こ と を 示 す 警 戒 レ ベ ル  

１ で あ る。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 5） 早 期 注 意 情 報 （ 警 報 級の 可 能 性 ）  

５ 日 先 ま で の 警 報 級 の 現 象 の 可 能 性 が ［ 高 ］、［ 中 ］ の ２ 段 階 で 発 表 さ れ る 。 当 日 か ら

明 後 日 にか け て は 時 間 帯 を 区切 っ て 、天 気 予 報 の対 象 地 域 と 同 じ 発 表単 位（ 加 賀・能 登 ）

で、３ 日 先 か ら ５ 日 先 に か けて は 日 単 位 で、週 間 天 気 予 報 の 対 象 地 域と 同 じ 発 表 単 位（ 石

川 県 ）で 発 表 され る 。大 雨 、土 砂 災 害 、高 潮 に 関し て 、[高 ]又 は [中 ]が 予 想 さ れ て い る 場

合 は 、 災害 へ の 心 構 え を 高 める 必 要 が あ る こ と を示 す 警 戒 レ ベ ル １ であ る 。  

 

（ ６ ） 石川 県 気 象 防 災 情 報  

気 象 情 報 の う ち 、 警 戒 レ ベ ル 相 当 情 報 や そ れ 以 外 の 警 報 等 を 補 足 す る 情 報 と し て 、線

状 降 水 帯な ど 顕 著 現 象 が 発 生ま た は 発 生 し つ つ ある 場 合 に「 気 象 防 災速 報 」を 発 表 す る。

気 象 防 災速 報 で 伝 え る 情 報 は以 下 の ５ つ で あ る 。  

 

ア ． 気 象防 災 速 報 （ 記 録 的 短時 間 大 雨 ）  

レ ベ ル ３ 大 雨 警 報 等 を 発 表 中 か つ 大 雨 に よ る 災 害 発 生 の 危 険 度 が 急 激 に 高 ま っ て いる

中 で 、当 該 地 域 に と っ て 数 年に 一 度 程 度 し か 発 生し な い よ う な 猛 烈 な雨（ １ 時 間 降 水 量）

が 観 測 (地 上 の 雨 量 計 に よ る 観 測 )又 は 解 析 (気 象 レ ー ダ ー と 地 上 の 雨 量 計 を 組 み 合 わ せ

て 分 析 )さ れ た 場 合 に 、 気 象 庁 か ら 「 石 川 県 気 象 防 災 速 報 （ 記 録 的 短 時 間 大 雨 ）」 と い う

表 題 の 情報 が 発 表 さ れ る 。  

 

イ ． 気 象防 災 速 報 （ 線 状 降 水帯 発 生 ）  

  大 雨 に よ る 災 害 発 生 の 危 険 度 が 急 激 に 高 ま っ て い る 中 で 、 線 状 降 水 帯 に よ り 非 常 に 激

し い 雨 が同 じ 場 所 で 降 り 続 いて い る と き に は、「 線 状 降 水 帯 」と い う キー ワ ー ド を 使 っ て

解 説 す る「 〇 〇 県 気 象 防 災 速報（ 線 状 降 水 帯 発 生）」と い う 表 題 の 情報 が 気 象 庁 か ら 発 表

さ れ る 。  

 

※  上 記 ア 、イ に 該 当 す る 情報 が 発 表 さ れ た と きは 、土 砂 災 害 及 び 低い 土 地 の 浸 水 や 中 小

河 川 の 増 水 ・ 氾 濫 に よ る 災 害 発 生 に つ な が る よ う な 大 雨 が 降 っ て い る 状 況 で あ り 、実

際 に 災 害発 生 の 危 険 度 が 高 まっ て い る 場 所 を キ キク ル で 確 認 す る 必 要が あ る 。   

 

ウ ． 気 象防 災 速 報 （ 線 状 降 水帯 直 前 予 測 ）  

  線 状 降 水 帯 発 生 の 可 能 性 が 高 ま っ た 場 合 に は 、 線 状 降 水 帯 発 生 の ２ ～ ３ 時 間 前 を 目 標

に 、予 測 情 報 と し て「 石川 県 気 象 防 災 速 報（線 状 降 水 帯 直 前 予 測）」と い う表 題 の 情 報 が

気 象 庁 から 発 表 さ れ る 。  

 

エ ． 気 象防 災 速 報 （ 短 時 間 大雪 ）  

  強 い 降 雪 に よ り 大 規 模 な 交 通 障 害 の 発 生 す る お そ れ が 高 ま り 、 一 層 の 警 戒 が 必 要 と な

る よ う な短 時 間 の 大 雪 と な るこ と が 見 込 ま れ る 場合 に は 、「 石 川 県 気象 防 災 速 報（ 短 時 間

大 雪）」 と い う 表 題 の 情 報 が発 表 さ れ る 。  
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（ ５ ） 全般 気 象 情 報 、 北 陸 地方 気 象 情 報 、 石 川 県気 象 情 報  

気 象 の 予 報 等 に つ い て 、 特 別 警 報 ・ 警 報 ・ 注 意 報 に 先 立 っ て 、 注 意 を 喚 起 す る 場 合  

や 、特別 警 報・警 報・注 意 報 が発 表 さ れ た 後 の 経 過や 予 想 、防 災 上 の 注意 を 解 説 す る  場

合 等 に 発表 さ れ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ６ ） 記録 的 短 時 間 大 雨 情 報  

石 川 県 内 で 大 雨 警 報 発 表 中 に 数 年 に 一 度 程 度 し か 発 生 し な い よ う な 猛 烈 な 短 時 間 の  

大 雨 を 観 測 (地 上 の 雨 量 計 に よ る 観 測 )又 は 解 析 (気 象 レ ー ダ ー と 地 上 の 雨 量 計 を 組 み

合  わ せ た 分 析 )し た と き に 、 府 県 気 象 情 報 の 一 種 と し て 発 表 さ れ る 。 こ の 情 報 が 発 表

さ れ  た と き は 、土 砂 災 害 や低 地 の 浸 水 、中 小 河 川 の増 水・氾 濫 と いっ た 災 害 発 生 に つ

な が る  よ う な 猛 烈 な 雨 が 降っ て い る 状 況 で あ り 、実 際 に 災 害 発 生 の危 険 度 が 高 ま って

い る 場 所  に つ い て 、 警 報 の「 危 険 度 分 布 」 で 確認 す る 必 要 が あ る 。   

 

（ ７ ） 竜巻 注 意 情 報  

積 乱 雲 の 下 で 発 生 す る 竜 巻 、 ダ ウ ン バ ー ス ト 等 に よ る 激 し い 突 風 に 対 し て 注 意 を 呼

び  か け る 情 報 で 、雷 注 意 報が 発 表 さ れ て い る 状況 下 に お い て 竜 巻 等の 激 し い 突 風 の 発

生 し  や す い 気 象 状 況 に な って い る と き に 、加 賀 地 方を 対 象 に 発 表 され る 。な お 、実 際

に 危 険  度 が 高 ま っ て い る 場 所 に つ い て は 竜 巻 発 生 確 度 ナ ウ キ ャ ス ト で 確 認 す る こ と

オ ． 気 象防 災 速 報 （ 竜 巻 注 意／ 竜 巻 目 撃 ）  

積 乱 雲 の 下 で 発 生 す る 竜 巻 、 ダ ウ ン バ ー ス ト 等 に よ る 激 し い 突 風 に 対 し て 注 意 が 呼び

か け ら れ る 情 報 で 、 竜 巻 等 の 激 し い 突 風 の 発 生 し や す い 気 象 状 況 に な っ て い る と き に 、

天 気 予 報の 対 象 地 域 と 同 じ 発表 単 位（ 加 賀・能 登 ）で 気 象 防 災 速 報（ 竜 巻 注意 ）と し て 気

象 庁 か ら 発 表 さ れ る 。 な お 、 実 際 に 危 険 度 が 高 ま っ て い る 場 所 は 竜 巻 発 生 確 度 ナ ウ キ ャ

ス ト で 確認 す る こ と が で き る。  

ま た 、 竜 巻 の 目 撃 情 報 が 得 ら れ た 場 合 に は 、 目 撃 情 報 が あ っ た 地 域 を 示 し 、 そ の 周辺

で 更 な る 竜 巻 等 の 激 し い 突 風 が 発 生 す る お そ れ が 非 常 に 高 ま っ て い る 旨 を 付 加 し た 情 報

が 天 気 予報 の 対 象 地 域 と 同 じ発 表 単 位（ 加 賀・能 登 ）で 気 象 防 災 速 報（ 竜 巻目 撃 ）と し て

発 表 さ れる 。  

こ の 情 報の 有 効 期 間 は 、 発 表か ら 概 ね １ 時 間 で ある 。  

 

（ ７ ） 全般 気 象 解 説 情 報 、 北陸 地 方 気 象 解 説 情 報、 石 川 県 気 象 解 説 情報  

気 象 の 予 報 等 に つ い て 、 警 報 等 に 先 立 っ て 注 意 ・ 警 戒 を 呼 び か け ら れ る 場 合 や 、 警報

等 が 発 表 さ れ た 後 の 経 過 や 予 想 、 防 災 上 の 留 意 点 が 解 説 さ れ る 場 合 等 に 発 表 さ れ る 。 表

題 は、「 気 象 解 説 情 報（ 大 雨・落 雷・突 風）」の よ う に 、（  ）内 に 注 目 さ れる 現 象 の キ ー

ワ ー ド が付 記 さ れ る 。  

気 象 解 説 情 報 の う ち 、 線 状 降 水 帯 に よ る 大 雨 の 可 能 性 が あ る 程 度 高 い こ と が 予 想 され

た 場 合 に 、 大 雨 に 対 す る 心 構 え を 一 段 高 め て い た だ く こ と を 目 的 と し て 、 半 日 程 度 前 か

ら「気 象 解 説 情 報（ 線 状 降 水帯 半 日 前 予 測）」と い う 表題 で 発 表 さ れる 。台 風 に 関 す る 情

報 に つ いて は 「 気 象 解 説 情 報（ 台 風 第 ○ 号）」 と い う 表 題 で 発 表 さ れる 。  

ま た 、 大 雨 や 土 砂 災 害 の 警 戒 を 呼 び か け る 中 で 、 重 大 な 災 害 が 差 し 迫 っ て い る 場 合に

一 層 の 警 戒 を 呼 び か け る な ど 、 気 象 台 が 持 つ 危 機 感 を 端 的 に 伝 え る た め 、 本 文 を 記 述 せ

ず 、 見 出し 文 の み の 全 般 ・ 地方 ・ 府 県 気 象 解 説 情報 が 発 表 さ れ る 場 合が あ る 。  
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が で き る。 また 、竜 巻 の 目 撃情 報 が 得 ら れ た 場 合に は 、目 撃 情 報 が あっ た 地 域 を 示 し、

そ の 周 辺  で 更 な る 竜 巻 等 の 激 し い 突 風 が 発 生 す る お そ れ が 非 常 に 高 ま っ て い る 旨 を

付 加 し た情  報 が 加 賀 地 方 を対 象 に 発 表 さ れ る 。こ の 情報 の 有 効 期 間は 、発 表 か ら 概 ね

１ 時 間 であ る 。  

 

 

 

 

 

 

４  水防法に定める水防警報   

ア  知 事 が 指定 し た 次 の 河 川 に つい て は 、 そ れ ぞ れ 水防 警 報 が 石 川 県 県 央土 木 総

合 事 務 所よ り 発 表 さ れ る。（ 河 北 潟 に つ い て は 、津 幡 土 木 事 務 所 よ り発 表 さ れ

る。）  

表 ３ － ３－ ３  水 防 警 報 が 発表 さ れ る 河 川   

河 川 名   
区  域   

起   点   終   点   

犀  川   大 桑 町          浅 野 川 放 水 路 合 流 点   海   

安 原 川   白 山 市 横 江 町     Ｊ Ｒ 北 陸 本 線 鉄 道 橋 15 0m 上 流   犀 川 合 流 点   

伏 見 川   窪 ２ 丁 目        窪 大 橋   犀 川 合 流 点   

高 橋 川   白 山 市 鶴 来 古 町    平 等 寺 川 合 流 点   伏 見 川 合 流 点   

大 野 川   湊 １ 丁 目       金 沢 港 防 潮 水 門   金 沢 港 大 橋   

浅 野 川   田 上 本 町          浅 野 川 放 水 路   大 野 川 合 流 点   

河 北 潟   か ほ く 市 内 日 角    宇 ノ 気 川 合 流 点   金 沢 港 防 潮 水 門  

金 腐 川   東 長 江 町          大 滝 橋 7 00m 上 流   河 北 潟 合 流 点   

森 下 川   車 町              車 橋   河 北 潟 合 流 点   

津 幡 川   河 北 郡 津 幡 町 杉 瀬  材 木 川 合 流 点   河 北 潟 合 流 点   

宇 ノ 気 川  か ほ く 市 宇 気      塚 越 橋 8 0m 上 流   河 北 潟 合 流 点   

  

 

 

 

イ  水 防 警 報 は 、 各 河 川 の 水 位 の 状 況 に 応 じ て 、 水 防 活 動 の 必 要 が 予 想 さ れ 、 又 は

現 に 水 防 活 動 を 必 要 と す る と き に こ れ を 行 う も の と し 、 概 ね 次 の ４ 段 階 に よ り 必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  水防法に定める水防警報   

ア  国 土 交 通 大 臣 又 は 知 事 が 指 定 し た 次 の 河 川 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 水 防 警 報 が 金

沢 河 川 国道 事 務 所 長 又 は 石 川県 県 央 土 木 総 合 事 務所 長 よ り 発 表 さ れ る。（ 河 北 潟 に

つ い て は、 津 幡 土 木 事 務 所 長よ り 発 表 さ れ る。）  

表 ３ － ３－ ３  水 防 警 報 が 発表 さ れ る 河 川  

   （ア ） 国 土 交 通 大 臣 が水 防 警 報 を 行 う 河 川及 び そ の 区 域  

河 川 名  
区 域  

起 点  終 点  

手 取 川  
左 岸  白 山 市 広 瀬 町 ル の 部 10 番 の ２ 地 先  

右 岸  白 山 市 白 山 町 タ 23 番 地 先  
海 ま で  

   （イ ） 知 事 が 水 防 警 報を 行 う 河 川 及 び そ の区 域  

河 川 名  
区  域  

起   点  終   点  

犀  川  大 桑 町      浅 野 川 放 水 路 合 流 点  海  

安 原 川  白 山 市 横 江 町   ＪＲ北陸本線鉄道橋 150m 上流 犀 川 合 流 点  

伏 見 川  窪 ２ 丁 目     窪 大 橋  犀 川 合 流 点  

高 橋 川  白 山 市 鶴 来 古 町  平 等 寺 川 合 流 点  伏 見 川 合 流 点  

大 野 川  湊 １ 丁 目     金 沢 港 防 潮 水 門  金 沢 港 大 橋  

浅 野 川  田 上 本 町     浅 野 川 放 水 路  大 野 川 合 流 点  

河 北 潟  か ほ く 市 内 日 角  宇 ノ 気 川 合 流 点  金 沢 港 防 潮 水 門  

金 腐 川  東 長 江 町     大 滝 橋 700m 上 流  河 北 潟 合 流 点  

森 下 川  車 町       車 橋  河 北 潟 合 流 点  

津 幡 川  河 北 郡 津 幡 町 杉 瀬  材 木 川 合 流 点  河 北 潟 合 流 点  

宇 ノ 気 川 か ほ く 市 宇 気   塚 越 橋 80m 上 流  河 北 潟 合 流 点  

 

 

イ  水 防 警 報 は 、 各 河 川 の 水 位 の 状 況 に 応 じ て 、 水 防 活 動 の 必 要 が 予 想 さ れ 、 又 は

現 に 水 防 活 動 を 必 要 と す る と き に こ れ を 行 う も の と し 、 概 ね 次 の ４ 段 階 に よ り 必



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-30 

要 な 警 報を 発 表 す る 。  

〔 段   階〕   

ⅰ  準  備 …水 防 団 幹 部 の 出 動 を 行 い ､水 防 資 器 材 の 整 備 点 検 、 堤 防 巡 視 、 水 門

等 の 開 閉の 準 備 を 行 う 必 要 があ る 旨 を 通 知 す る もの   

ⅱ  出  動 …水 防団 員 又 は 消 防団 員 が 出 動 す る 必 要が あ る 旨 を 通 知 す るも の   

ⅲ  状  況 …水 位の 上 昇 、下 降 、最高 水 位 の 大 き さ 、時 刻 等 、水 防 活 動上 必 要 と

す る 水 位の 状 況 並 び に 、越水 、漏 水 、崩 壊 、亀裂 そ の 他 河 川 の 状 況

に よ り 特に 警 戒 を 必 要 と す る事 項 を 通 知 す る も の  

ⅳ  解  除 …水 防活 動 の 解 除 を通 知 す る も の  

ウ  警 報 を 発 表 す る 場 合 の 具体 的 な 基 準 は 、 次 のと お り で あ る 。   

 

表 ３ － ３－ ４  水 防 警 報 発 表の 基 準   

河 川 名  観 測 所 名   地 先 名   位 置   水 防 団 待 機 水 位  氾 濫 注 意 水 位  

犀  川  

※ 1 

下 菊 橋  清 川 町  下 菊 橋    1 . 9 0ｍ     2 . 5 0ｍ   

示 野 橋  袋 畠 町  示 野 橋  2 . 7 0   3 . 2 0   

安 原 川  
長  池  野 々 市 市 長 池  長  池  1 . 0 0   1 . 4 0   

安 原 大 橋  中 屋 町  安 原 大 橋  1 . 6 0   2 . 2 0   

伏 見 川  
山  科  山 科 ３ 丁 目  山  科  0 . 4 0   0 . 6 0   

米  泉  米 泉 町  米  泉  1 . 6 0   2 . 0 0   

高 橋 川  
四 十 万 田 橋  南 四 十 万 ３ 丁 目  四 十 万 田 橋  0 . 4 0   0 . 5 0   

馬  替  馬 替 ２ 丁 目  馬  替  0 . 9 0   1 . 4 0   

大 野 川  機 具 橋  湊 ３ 丁 目  機 具 橋  0 . 7 0   0 . 8 0   

浅 野 川  

※ 2 

天 神 橋  材 木 町  天 神 橋  1 . 3 0   1 . 7 0   

芝 原 橋  羽 場 町  芝 原 橋  1 . 8 0   2 . 1 0   

河 北 潟  

貯 木 場 (内 )  湊 １ 丁 目  貯 木 場 (内 )  0 . 8 0   0 . 9 0   

潟  端  津 幡 町 瀉 端  潟  端  0 . 8 0   0 . 9 0   

八  田  才 田 町  八  田  0 . 8 0   0 . 9 0   

金 腐 川  
御 所 通 学 橋  御 所 町  御 所 通 学 橋  1 . 8 0   2 . 0 0   

金 腐 川 橋  大 浦 町  金 腐 川 橋  2 . 2 0   2 . 8 0   

森 下 川  
薬  師  河 原 市 町  薬  師  2 . 1 0   3 . 1 0   

森 本 大 橋  北 森 本 町  森 本 大 橋  2 . 3 0   2 . 8 0   

 

 

 

 

注 ） ※ 1 犀 川 の 水 防 警 報 （ 準 備 ） に つ い て は 、 以 下 の 基 準 の い ず れ か で 発 表 さ れ る 。  

要 な 警 報を 発 表 す る 。  

〔 段   階 〕  

ⅰ  準  備 … 水 防 団 幹 部 の 出動 を 行 い ､水 防 資 器材 の 整 備 点 検 、堤 防 巡 視 、水 門 等

の 開 閉 の準 備 を 行 う 必 要 が ある 旨 を 通 知 す る も の  

ⅱ  出  動 … 水 防 団 員 又 は 消防 団 員 が 出 動 す る 必要 が あ る 旨 を 通 知 する も の  

ⅲ  状  況 … 水 位 の 上 昇 、 下 降 、 最 高 水 位 の 大 き さ 、 時 刻 等 、 水 防 活 動 上 必 要 と

す る 水 位の 状 況 並 び に 、越 水 、漏 水 、崩 壊 、亀 裂 そ の 他 河 川 の 状 況 に

よ り 特 に警 戒 を 必 要 と す る 事項 を 通 知 す る も の  

ⅳ  解  除 … 水 防 活 動 の 解 除を 通 知 す る も の  

ウ  警 報を 発 表 す る 場 合 の 具体 的 な 基 準 は 、 次 のと お り で あ る 。  

 

表 ３ － ３－ ４  水 防 警 報 発 表の 基 準  

（ ア ） 国土 交 通 大 臣 の 指 定 した 河 川 の 水 位 観 測 所及 び 水 防 団 待 機 水 位、 氾 濫 注 意 水 位  

 

 

 

 

 

 （ イ ）知 事 の 指 定 し た 河 川の 水 位 観 測 所 及 び 水防 団 待 機 水 位 、 氾 濫注 意 水 位  

河 川 名  観 測 所 名  地 先 名  位 置  
水 防 団 待 機

水 位  

氾 濫 注 意

水 位  

犀  川  

※ 1 

下 菊 橋  清 川 町  下 菊 橋    1.90ｍ    2.50ｍ  

示 野 橋  袋 畠 町  示 野 橋  2.70 3.20  

安 原 川  
長  池  野々市市長池 長  池  1.00 1.40  

安 原 大 橋  中 屋 町  安 原 大 橋  1.60 2.20  

伏 見 川  
山  科  山 科 ３ 丁 目  山  科  0.40 0.60  

米  泉  米 泉 町  米  泉  1.60 2.00  

高 橋 川  
四 十 万 田 橋  南四十万３丁目 四 十 万 田 橋  0.40 0.50  

馬  替  馬 替 ２ 丁 目  馬  替  0.90 1.40  

大 野 川  機 具 橋  湊 ３ 丁 目  機 具 橋  0.70 0.80  

浅 野 川  

※ 2 

天 神 橋  材 木 町  天 神 橋  1.30 1.70  

芝 原 橋  羽 場 町  芝 原 橋  1.80 2.10  

河 北 潟  

貯 木 場 (内 ) 湊 １ 丁 目  貯 木 場 (内 ) 0.80 0.90  

潟  端  津 幡 町 瀉 端  潟  端  0.80 0.90  

八  田  才 田 町  八  田  0.80 0.90  

金 腐 川  
御 所 通 学 橋  御 所 町  御 所 通 学 橋  1.80 2.00  

金 腐 川 橋  大 浦 町  金 腐 川 橋  2.20 2.80  

森 下 川  
薬  師  河 原 市 町  薬  師  2.10 3.10  

森 本 大 橋  北 森 本 町  森 本 大 橋  2.30 2.80  

 

注 ） ※ 1 犀 川 の 水 防 警 報 （ 準 備 ） に つ い て は 、 以 下 の 基 準 の い ず れ か で 発 表 さ れ る 。  

河 川 名  観 測 所 名  地 先 名  位 置  
水 防 団 待機

水 位  

氾 濫 注 意水

位  

手 取 川  鶴 来  
白 山 市 鶴来

大 国 町  
鶴 来  0.90m 1.40m 
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      ① 下 菊 橋 に お い て 、 氾 濫 注 意 水 位 (2.5m)に 達 す る か 又 は 達 す る お そ れ が あ る 時  

      ② 示 野 橋 に お い て 、 氾 濫 注 意 水 位 (3.2m)に 達 す る か 又 は 達 す る お そ れ が あ る 時  

      ③ 犀 川 ダ ム の 60 分 雨 量 が 50mm 以 上 を 観 測 し た 時  

※ 2 浅 野 川 の 水 防 警 報 （ 準 備 ） に つ い て は 、 以 下 の 基 準 の い ず れ か で 発 表 さ れ る 。  

①  天 神 橋 に お い て 、 氾 濫 注 意 水 位 (1.7m)に 達 す る か 又 は 達 す る お そ れ が あ る 時  

②  芝 原 橋 が 氾 濫 注 意 水 位 (2.1m)に 達 し た 時  

③ 芝 原 橋 の 60 分 雨 量 が 50mm 以 上 を 観 測 し た 時  

  

エ  水 防 法 第 13 条 第 2 項 に 基 づ き 、 知 事 は 、 県管 理 で あ る 犀 川 水 系及 び 大 野 川 水

系 の 下 表の 河 川 に お い て、避 難 判 断 水 位 等 へ の 水位 の 到 達 情 報 を 通 知及 び 周 知 す

る 河 川 （水 位 情 報 周 知 河 川 ）に 指 定 し て い る 。   

水 位 情 報周 知 河 川 に お け る 水位 情 報 の 発 表 の 基 準は 、 次 の と お り で ある 。   

（ １ ） 氾濫 警 戒 情 報 （ 避 難 判断 水 位 到 達 情 報 ）   

対 象 水 位観 測 所 の 水 位 が 避 難判 断 水 位 に 達 し た とき に 、当 該 水 位 を 管内 に 有 す

る 土 木 総合 事 務 所 長 が 発 表 する 。   

（ ２ ） 氾濫 危 険 情 報 （ 氾 濫 危険 水 位 到 達 情 報 ）   

対 象 水 位観 測 所 の 水 位 が 氾 濫危 険 水 位 に 達 し た とき に 、当 該 河 川 を 管内 に 有 す

る 土 木 総合 事 務 所 が 発 表 す る。   

（ ３ ） 氾 濫 発 生 情 報   

氾 濫 が 発 生 し た と き に 、 当 該河 川 を 管 内 に 有 す る土 木 総 合 事 務 所 が 発表 す る 。 

 

表 ３ － ３－ ５  水 位 情 報 周 知河 川  

水 系

名   
河 川 名  観 測 所 名   所   在   地   

氾  濫  

注 意 水 位  

避 難 判 断  

水 位   
氾  濫  

危 険 水 位  

 

危 険  

水 位  

  

犀  川  高 橋 川  
四 十 万 田 橋  金沢市南四十万３丁目 0.4ｍ   0.5ｍ   0.6ｍ   0.80ｍ 

馬   替   金 沢 市 馬 替 ２ 丁 目  1.4ｍ   1.6ｍ   1.8ｍ   2.14ｍ 

犀  川   
下  菊  橋   金 沢 市 清 川 町   2.5  2.6  2.8  3.20   

示  野  橋   金 沢 市 袋 畠 町   3.2  3.3  3.7  4.60   

伏 見 川  
山   科   金沢市山科３丁目  0.6  0.6  0.9  1.60   

米   泉   金 沢 市 米 泉 町   2.0  3.1  3.5  4.20   

安 原 川  
長   池   野 々 市 市 長 池   1.4  1.7  2.1  2.54   

安 原 大 橋   金 沢 市 中 屋 町   2.2  2.5  2.9  3.70   

大野川  浅 野 川  天  神  橋   金 沢 市 材 木 町   1.7  1.9  2.2  2.70   

大 野 川  機  具  橋   金 沢 市 湊 ３ 丁 目   0.8  1.0  1.1  1.20   

河 北 潟  

貯 木 場 （ 内 ） 金 沢 市 湊 １ 丁 目   0.9  1.1  1.2  1.30   

潟   端   津 幡 町 潟 端   0.9  1.1  1.2  1.30   

八   田   金 沢 市 八 田 町   0.9  1.1  1.2  1.30   

金 腐 川  
御 所 通 学 橋  金 沢 市 御 所 町   2.0  2.1  2.5  3.10   

金 腐 川 橋   金 沢 市 大 浦 町   2.8  3.1  3.3  3.74   

森 下 川  薬   師   金 沢 市 河 原 市 町   3.1  3.8  4.0  4.33   

      ① 下 菊 橋 に お い て 、 氾 濫 注 意 水 位 (2.5m)に 達 す る か 又 は 達 す る お そ れ が あ る 時  

      ② 示 野 橋 に お い て 、 氾 濫 注 意 水 位 (3.2m)に 達 す る か 又 は 達 す る お そ れ が あ る 時  

      ③ 犀 川 ダ ム の 60 分 雨 量 が 50mm 以 上 を 観 測 し た 時  

※ 2 浅 野 川 の 水 防 警 報 （ 準 備 ） に つ い て は 、 以 下 の 基 準 の い ず れ か で 発 表 さ れ る 。  

      ① 天 神 橋 に お い て 、 氾 濫 注 意 水 位 (1.7m)に 達 す る か 又 は 達 す る お そ れ が あ る 時  

      ② 芝 原 橋 が 氾 濫 注 意 水 位 (2.1m)に 達 し た 時  

      ③ 芝 原 橋 の 60 分 雨 量 が 50mm 以 上 を 観 測 し た 時  

 

エ  水 防法 第 13 条 第 2 項 に基 づ き 、知 事 は、県 管 理 で あ る 犀 川 水 系及 び 大 野 川 水 系

の 下 表 の 河 川 に お い て 、 避 難 判 断 水 位 等 へ の 水 位 の 到 達 情 報 を 通 知 及 び 周 知 す る

河 川 （ 水位 情 報 周 知 河 川 ） に指 定 し て い る 。  

水 位 情 報周 知 河 川 に お け る 水位 情 報 の 発 表 の 基 準は 、 次 の と お り で ある 。  

（ １ ） 氾濫 警 戒 情 報 （ 避 難 判断 水 位 到 達 情 報 ）  

対 象 水 位 観 測 所 の 水 位 が 避 難 判 断 水 位 に 達 し た と き に 、 当 該 水 位 を 管 内 に 有 す

る 土 木 総合 事 務 所 長 が 発 表 する 。  

（ ２ ） 氾濫 危 険 情 報 （ 氾 濫 危険 水 位 到 達 情 報 ）  

対 象 水 位 観 測 所 の 水 位 が 氾 濫 危 険 水 位 に 達 し た と き に 、 当 該 河 川 を 管 内 に 有 す

る 土 木 総合 事 務 所 が 発 表 す る。  

（ ３ ） 氾 濫 発 生 情 報  

氾 濫 が 発 生 し た と き に 、 当 該河 川 を 管 内 に 有 す る土 木 総 合 事 務 所 が 発表 す る 。  

表 ３ － ３－ ５  水 位 情 報 周 知河 川  

水 系

名  
河 川 名  観 測 所 名  所   在   地  

氾  濫  

注 意 水 位  

避 難 判 断  

水 位  

氾  濫  

危 険 水 位  

 

危 険  

水 位  

 

犀  川  高 橋 川  
四十万田橋 金沢市南四十万３丁目 0.4ｍ  0.5ｍ  0.6ｍ  0.80ｍ  

馬   替  金沢市馬替２丁目 1.4ｍ  1.6ｍ  1.8ｍ  2.14ｍ  

犀  川  
下  菊  橋  金 沢 市 清 川 町  2.5  2.6  2.8  3.20  

示  野  橋  金 沢 市 袋 畠 町  3.2  3.3  3.7  4.60  

伏 見 川  
山   科  金沢市山科３丁目 0.6  0.6  0.9  1.60  

米   泉  金 沢 市 米 泉 町  2.0  3.1  3.5  4.20  

安 原 川  
長   池  野 々 市 市 長 池  1.4 1.7  2.1  2.54  

安 原 大 橋  金 沢 市 中 屋 町  2.2  2.5  2.9  3.70  

大野川 浅 野 川  天  神  橋  金 沢 市 材 木 町  1.7  1.9  2.2  2.70  

大 野 川  機  具  橋  金 沢 市 湊 ３ 丁 目  0.8 1.0  1.1  1.20  

河 北 潟  

貯木場（内） 金 沢 市 湊 １ 丁 目  0.9 1.1  1.2  1.30  

潟   端  津 幡 町 潟 端  0.9 1.1  1.2  1.30  

八   田  金 沢 市 八 田 町  0.9 1.1  1.2  1.30  

金 腐 川  
御所通学橋 金 沢 市 御 所 町  2.0 2.1  2.5  3.10  

金 腐 川 橋  金 沢 市 大 浦 町  2.8 3.1  3.3  3.74  

森 下 川  薬   師  金 沢 市 河 原 市 町  3.1 3.8  4.0  4.33  
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森 本 大 橋   金 沢 市 北 森 本 町   2.8  2.9  3.6  4.90   

 

オ  手 取川 に つ い て 直 轄 管 理区 間 を 対 象 に 、 水 防法 第 10 条 第 2 項 及び 気 象 業 務 法 第

14 条の 第 2 項 の 既 定 に 基 づき 、 国 土 交 通 省 金 沢河 川 国 道 事 務 所 と 金沢 地 方 気 象 台

は 、 指 定河 川 洪 水 予 報 を 発 表す る 。  

ま た 、 国土 交 通 大 臣 は 、 直 轄管 理 区 間 を 対 象 に 水防 法 第 １ ０ 条 第 ３ 項の 規 定 に 基

づ き 、 当該 河 川 が 氾 濫 し た 場合 に 浸 水 が 想 定 さ れる 区 域 を 洪 水 浸 水 想定 区 域 と し て

指 定 す る。  

（ １ ） 指定 河 川  洪 水 予 報 の発 表 基 準  

河 川 の 増水 や 氾 濫 等 に 対 す る水 防 活 動 の 判 断 や 住民 の 避 難 行 動 の 参 考と な る よ う

に 、 あ らか じ め 指 定 し た 河 川に つ い て 、 区 間 を 決め て 水 位 又 は 流 量 を示 し て 発 表 さ

れ る 警 報等 及 び 注 意 報 で あ る。 手 取 川 ・ 梯 川 に つい て は 、 金 沢 河 川 国道 事 務 所 と 金

沢 地 方 気象 台 が 共 同 で 下 表 の標 題 に よ り 発 表 す る。 警 戒 レ ベ ル ２ 及 び３ ～ ５ に 相 当

す る 。  

指 定 河 川洪 水 予 報 の 名 称 と 概要  

名  称  概  要  

レ ベ ル ５  

氾 濫 特 別 警 報 ／

氾 濫 発 生情 報  

氾 濫 が 発 生 又 は 切 迫 し た と き 、 氾 濫 が 継 続 し て い る と き

に 発 表 され る 。  

新 た に 氾 濫 が 及 ぶ 区 域 の 住 民 の 避 難 誘 導 や 救 援 活 動 等 が

必 要 と な る 。 災 害 が す で に 発 生 し て い る 状 況 で 、 命 の 危

険 が あ り 直 ち に 身 の 安 全 を 確 保 す る 必 要 が あ る と さ れ る

警 戒 レ ベル ５ に 相 当 。  

レ ベ ル ４  

氾 濫 危 険警 報  

氾 濫 危 険 水 位 に 到 達 し た と き 、 氾 濫 危 険 水 位 を 超 え る 状

況 が 継 続 し て い る と き 、 ま た は 急 激 な 水 位 上 昇 に よ り ま

も な く 氾 濫 危 険 水 位 を 超 え 、 さ ら に 水 位 の 上 昇 が 見 込 ま

れ る と きに 発 表 さ れ る 。  

い つ 氾 濫 が 発 生 し て も お か し く な い 状 況 、 避 難 等 の 氾 濫

発 生 へ の 対 応 を 求 め る 段 階 で あ り 、 避 難 指 示 の 発 令 の 判

断 の 参 考 と す る 。 危 険 な 場 所 か ら 避 難 す る 必 要 が あ る と

さ れ る 警戒 レ ベ ル ４ に 相 当 。  

レ ベ ル ３  

氾 濫 警 報  

氾 濫 危 険 水 位 に 到 達 す る と 見 込 ま れ る と き 、 避 難 判 断 水

位 に 到 達 し 更 に 水 位 の 上 昇 が 見 込 ま れ る と き 、 氾 濫 危 険

情 報 を 発 表 中 に 氾 濫 危 険 水 位 を 下 回 っ た と き （ 避 難 判 断

水 位 を 下回 っ た 場 合 を 除 く）、避 難 判 断 水 位 を 超 える 状 況

森 本 大 橋  金 沢 市 北 森 本 町  2.8 2.9  3.6  4.90  
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５  消防法に定める火災警報及び火災気象通報   

ア  火 災警 報 は 、市 の 区 域 を対 象 と し て 市 長 が 、消 防 法第 22 条 の 規 定 に より 知 事

か ら 火 災 気 象 通 報 を 受 け た と き 、 又 は 気 象 の 状 況 が 火 災 の 予 防 上 危 険 で あ る と

き は 、 必要 に 応 じ て こ れ を 発す る 。  

イ  警 報を 発 す る 場 合 の 基 本的 基 準 は 、 地 域 的 特性 を 加 味 し て 市 が 定め る 。  

ウ  火 災気 象 通 報 は 、 金 沢 地方 気 象 台 が 行 う 。  

エ  金 沢地 方 気 象 台 が 知 事 に通 報 す る 火 災 気 象 通報 の 基 準 は 、次 の と お り で あ る。 

・  気 象 官署（ 金 沢 、輪 島 ）に お ける 実 効 湿 度が 65％ 以 下 で 、最 小 湿度 40％ 以 下

に な る 見込 み の と き 。  

・  気 象 官署（ 金 沢 、輪 島 ）に お ける 実 効 湿 度が 65％ 以 下 で 、最 小 湿度 45％ 以 下

に な り 最大 風 速 11m/s を超 え る 見 込 み の と き 。  

・  気 象官 署 （ 金 沢 、 輪 島 ）に お け る 平 均 風速 13m/s 以 上 の 風 が 1 時 間以 上 連 続

が 継 続 し て い る と き （ 水 位 の 上 昇 の 可 能 性 が な く な っ た

場 合 を 除く ） に 発 表 さ れ る 。  

高 齢 者 等 避 難 の 発 令 の 判 断 の 参 考 と す る 。 高 齢 者 等 が 危

険 な 場 所 か ら 避 難 す る 必 要 が あ る と さ れ る 警 戒 レ ベ ル ３

に 相 当 。  

レ ベ ル ２  

氾 濫 注 意報  

氾 濫 注 意 水 位 に 到 達 し 更 に 水 位 の 上 昇 が 見 込 ま れ る と

き 、 氾 濫 注 意 水 位 以 上 で か つ 避 難 判 断 水 位 未 満 の 状 況 が

継 続 し て い る と き 、 避 難 判 断 水 位 に 到 達 し た が 水 位 の 上

昇 が 見 込ま れ な い と き に 発 表さ れ る 。  

ハ ザ ー ド マ ッ プ に よ る 災 害 リ ス ク の 再 確 認 等 、 避 難 に 備

え 自 ら の避 難 行 動 の 確 認 が 必要 と さ れ る 警 戒 レ ベル ２ 。  

（ ２ ） 指定 河 川  洪 水 予 報 の発 表 基 準  

 

 

（ ３ ） 基準 点 と 基 準 水 位  

（ ４ ） 洪水 浸 水 想 定 区 域 の 指定  

 

 

５  消防法に定める火災警報及び火災気象通報   

ア  火 災警 報 は 、市 の 区 域 を対 象 と し て 市 長 が、消 防 法第 22 条 の 規 定 に より 知 事 か

ら 火 災 気象 通 報 を 受 け た と き 、又は 気 象 の 状 況 が火 災 の 予 防 上 危 険 であ る と き は 、

必 要 に 応じ て こ れ を 発 す る 。  

イ  警 報を 発 す る 場 合 の 基 本的 基 準 は 、 地 域 的 特性 を 加 味 し て 市 が 定め る 。  

ウ  火 災気 象 通 報 は 、 金 沢 地方 気 象 台 が 行 う 。  

エ  金 沢地 方 気 象 台 が 知 事 に通 報 す る 火 災 気 象 通報 の 基 準 は 、 次 の とお り で あ る 。  

・  気 象 官 署（ 金 沢 、輪 島 ）に おけ る 実 効 湿 度が 65％ 以 下 で、最 小 湿 度 40％以 下

に な る 見込 み の と き 。  

・  気 象 官 署（ 金 沢 、輪 島 ）に おけ る 実 効 湿 度が 65％ 以 下 で、最 小 湿 度 45％以 下

に な り 最大 風 速 11m/s を超 え る 見 込 み の と き 。  

・  気 象官 署 （ 金 沢 、 輪 島 ）に お け る 平 均 風 速 13m/s 以 上 の 風 が 1 時 間以 上 連 続

河  川  名  対  象  区  間 （  直  轄  管  理  区  間  ）  

手  取  川  
左 岸  石川 県 白 山 市 広 瀬 町 ルの 部 10 番 の ２ 地 先～ 海 ま で  

右 岸  石川 県 白 山 市 白 山 町タ 23 番 地 先 ～ 海 ま で  

河 川 名  基準地点名 
水 防 団 待 機

水 位  

氾 濫 注 意

水 位  

避 難 判 断

水 位  

氾 濫 危 険

水 位  

手 取 川  鶴  来  0.90ｍ  1.40ｍ  2.30ｍ  3.00ｍ  

河  川  名  氾 濫 し た場 合 に 浸 水 が 想 定 され る 区 域  

手  取  川  金 沢 市 、白 山 市 、 小 松 市 、 能美 市 、 野 々 市 市 、 川北 町  
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し て 吹 く見 込 み の と き 。  

・  た だし 、 降 雨 、 降 雪 を 伴う と き は 、 通 報 し ない こ と も あ る 。  

 

６  土砂災害警戒情報   

ア   大 雨 警報（ 土 砂 災 害 ）発 表 後 、命 に 危 険 を 及 ぼす 土 砂 災 害 が い つ 発生 し て も

お か し くな い 状 況 と な っ た とき に 、市 長 の 避 難 指示 や 住 民 の 自 主 避 難の 判 断 を

支 援 す るた め 、金 沢 市 を 特 定し て 警 戒 を 呼 び か ける 情 報 で 、石 川 県 と金 沢 地 方

気 象 台 から 共 同 で 発 表 さ れ る 。市 は 、土 砂 災 害 警戒 情 報 に 基 づ き 避 難指 示 等 必

要 な 措 置を 講 じ る 。（災 害 対 策 基 本 法第 51 条、第 55 条 、第 60 条、気 象 業 務 法  

第 11 条 、 第 13 条 、 第 15 条 及 び第 15 条 の 2）   

な お 、 市内 で 危 険 度 が 高 ま って い る 詳 細 な 領 域 は大 雨 警 報 （ 土 砂 災 害）

の 危 険 度分 布 （ 土 砂 災 害 警 戒判 定 メ ッ シ ュ 情 報 ）で 、 実 際 に 危 険 度 が高 ま

っ て い る場 所 を 確 認 す る こ とが で き る 。 避 難 が 必要 と さ れ る 警 戒 レ ベル ４

に 相 当 。  

イ  土 砂 災 害 警 戒 情 報 の 発 表対 象 、 発 表 基 準 は 次の と お り で あ る 。   

発 表 対 象  石 川 県 の 野 々 市 市 、 川 北 町 を 除 く 全 市 町 と し 、 発 表 単 位 は 市 町 毎 に

発 表 さ れ る 。   

発 表 基 準  大 雨 警 報 発 表 中 に お い て 、 気 象 庁 が 作 成 す る 降 雨 予 測 に 基 づ い て 、

石 川 県 監 視 基 準 に 達 し た 時 、 協 議 し て 発 表 す る 。   

ウ  地 震 等 発生 時 の 暫 定 基 準   

次 の 事 象 が 発 生 し た 場 合 、 石 川 県 と 金 沢 地 方 気 象 台 が 協 議 の 上 、 土 砂 災 害 警 戒

情 報 の 暫定 基 準 を 速 や か に 設定 す る こ と と す る 。   

・ 震 度 ５強 以 上 の 地 震 を 観 測し た 場 合   

・ そ の 他 、 通 常 基 準 よ り も 少 な い 雨 量 に よ り 対 象 と す る 土 砂 災 害 の 発 生 が 想 定

さ れ る 現 象 （ 土 石 流 や 泥 流 の 発 生 が 想 定 さ れ る 火 山 活 動 、 林 野 火 災 、 風 倒 木

等 ） が 発生 し た 場 合 。   

エ  詳 細 情 報に つ い て は 、 石 川 県砂 防 課 が 提 供 す る 「土 砂 災 害 情 報 シ ス テム 」 お

よ び 気 象庁 が 提 供 す る 「 防 災情 報 提 供 シ ス テ ム 」 (イ ン タ ー ネ ッ ト )か ら 確 認

す る も のと す る 。   

オ   土 砂 災害 警 戒 情 報 の 留 意 点と し て 、 土 砂 災 害 警戒 情 報 は 、 大 雨 に よる 土 砂

災 害 発 生の 危 険 度 を 、 降 雨 に基 づ い て 判 定 し 発 表す る も の で 、 個 々 の急 傾 斜

地 等 に おけ る 植 生 、 地 質 、 風化 の 程 度 等 の 特 性 や地 下 水 の 流 動 等 を 反映 し た

も の で はな い 。 し た が っ て 、土 砂 災 害 警 戒 情 報 の利 用 に あ た っ て は 、個 別 の

災 害 発 生箇 所 、 時 間 、 規 模 等を 特 定 す る も の で はな い 。   

ま た 、 土 砂 災 害 警 戒 情 報 の 発 表 対 象 と す る 土 砂 災 害 は 、 技 術 的 に 予 知 、 予 測

が 可 能 で あ る 表 層 崩 壊 等 に よ る 土 砂 災 害 の う ち 土 石 流 や 集 中 的 に 発 生 す る 急

傾 斜 地 の崩 壊 と し 、技 術 的 に予 知 、予 測 が 困 難 であ る 斜 面 の 深 層 崩 壊 、山体 崩

壊 、 地 すべ り 等 に つ い て は 対象 と し な い 。   

し て 吹 く見 込 み の と き 。  

・  た だし 、 降 雨 、 降 雪 を 伴う と き は 、 通 報 し ない こ と も あ る 。  

 

６  土砂災害警戒情報   

ア  市 長 の 避 難 指 示 や 住 民 の 自 主 避 難 の 判 断 を 支 援 す る た め 、 金 沢 市 を 特 定 し て 警

戒 を 呼 び か け る 情 報 で 、 石 川 県 と 金 沢 地 方 気 象 台 か ら 共 同 で 発 表 さ れ る 。 令 和 ８

年 ５ 月 から 、気 象 業 務 法第 13 条 第 １ 項 に 基 づ く土 砂 災 害 に 関 す る 情報 と 一 体 と し

て、「 レ ベ ル ４ 土砂 災 害 危 険経 緯 法 」の 名 称 を 用い て 通 知 等 が 行 わ れる 。市 は 、レ

ベ ル ３ 土 砂 災 害 警 報 に 基 づ き 避 難 所 開 設 の 準 備 を 開 始 し 、 レ ベ ル ４ 土 砂 災 害 危 険

警 報 に 基づ き 避 難 指 示 等 必 要な 措 置 を 講 じ る。（ 災 害 対 策基 本 法 第 51 条 、第 55 条、

第 60 条 、 気 象 業 務 法  第 11 条 、第 13 条 、第 15 条 及 び第 15 条の 2）  

な お 、 市 内 で 危 険 度 が 高 ま っ て い る 詳 細 な 領 域 は 土 砂 キ キ ク ル で 確 認 す る こ と

が で き る。 危 険 な 場 所 か ら の避 難 が 必 要 と さ れ る警 戒 レ ベ ル ４ に 相 当。  

 

イ  土 砂災 害 警 戒 情 報 の 発 表対 象 、 発 表 基 準 は 次の と お り で あ る 。  

発 表 対 象  石 川 県 の 野 々 市 市 、 川 北 町 を 除 く 全 市 町 と し 、 発 表 単 位 は 市 町
毎 に 発 表さ れ る 。  

発 表 基 準  土 砂 災 害 警 戒 情 報 の 発 表 は 、 レ ベ ル ４ 土 砂 災 害 危 険 警 報 の 発 表
と そ れ ぞれ 一 体 的 に 行 わ れ る。  

土 砂 災 害 警 戒 情 報 の 発 表 は 、 住 民 等 の 避 難 に 要 す る 時 間 を 考 慮
し 、 実 績 降 雨 量 に 気 象 庁 が 提 供 す る お お む ね ２ 時 間 先 の 予 測 降 雨
量 を 加 味し た 降 雨 量 が 、 危 険降 雨 量 に 達 し た と きに 行 わ れ る 。  

ウ  地 震等 発 生 時 の 暫 定 基 準  

次 の 事 象 が 発 生 し た 場 合 、 石 川 県 と 金 沢 地 方 気 象 台 が 協 議 の 上 、 土 砂 災 害 警 戒 情

報 の 暫 定基 準 を 速 や か に 設 定す る こ と と す る 。  

・ 震 度 ５強 以 上 の 地 震 を 観 測し た 場 合  

・ そ の 他 、 通 常 基 準 よ り も 少 な い 雨 量 に よ り 対 象 と す る 土 砂 災 害 の 発 生 が 想 定 さ

れ る 現 象 （ 土 石 流 や 泥 流 の 発 生 が 想 定 さ れ る 火 山 活 動 、 林 野 火 災 、 風 倒 木 等 ）

が 発 生 した 場 合 。  

エ  詳 細 情 報 に つ い て は 、 石 川 県 砂 防 課 が 提 供 す る 「 土 砂 災 害 情 報 シ ス テ ム 」 お よ

び 気 象 庁 が 提 供 す る 「 防 災 情 報 提 供 シ ス テ ム 」 (イ ン タ ー ネ ッ ト )か ら 確 認 す る も

の と す る。  

オ  土 砂 災 害 警 戒 情 報 の 留 意 点 と し て 、 土 砂 災 害 警 戒 情 報 は 、 大 雨 に よ る 土 砂 災 害

発 生 の 危 険 度 を 、 降 雨 に 基 づ い て 判 定 し 発 表 す る も の で 、 個 々 の 急 傾 斜 地 等 に お

け る 植 生、地 質、風 化 の 程 度等 の 特 性 や 地 下 水 の流 動 等 を 反 映 し た もの で は な い 。

し た が って 、土 砂 災 害 警 戒 情報 の 利 用 に あ た っ ては 、個 別 の 災 害 発 生箇 所 、時 間 、

規 模 等 を特 定 す る も の で は ない 。  

ま た 、 土 砂 災 害 警 戒 情 報 の 発 表 対 象 と す る 土 砂 災 害 は 、 技 術 的 に 予 知 、 予 測 が

可 能 で あ る 表 層 崩 壊 等 に よ る 土 砂 災 害 の う ち 土 石 流 や 集 中 的 に 発 生 す る 急 傾 斜 地

の 崩 壊 と し 、 技 術 的 に 予 知 、 予 測 が 困 難 で あ る 斜 面 の 深 層 崩 壊 、 山 体 崩 壊 、 地 す

べ り 等 につ い て は 対 象 と し ない 。  
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カ  国 又 は 県は 、 大 規 模 な 土 砂 災害 が 急 迫 し て い る 場合 、 土 砂 災 害 緊 急 情報 を 発

表 し 、 市が 適 切 に 住 民 の 避 難指 示 を 行 え る よ う 、必 要 な 緊 急 調 査 を 実施 し 、

土 砂 災 害が 想 定 さ れ る 地 区 及び 時 期 に 関 す る 情 報を 提 供 す る 。   

 

 

 

 

７  その他の警告等   

市 長 は 、 本 節 ３ か ら ６ 以 外 の 事 項 で 、 特 に 警 告 等 を 要 す る 状 態 が 発 生 又 は そ の お そ れ が

あ る 場 合は 、 関 係 者 に 対 し 所要 の 指 示 警 告 を 行 う。  

 

 

カ  国 又 は 県 は 、 大 規 模 な 土 砂 災 害 が 急 迫 し て い る 場 合 、 土 砂 災 害 緊 急 情 報 を 発 表

し 、 市 が 適 切 に 住 民 の 避 難 指 示 を 行 え る よ う 、 必 要 な 緊 急 調 査 を 実 施 し 、 土 砂 災

害 が 想 定さ れ る 地 区 及 び 時 期に 関 す る 情 報 を 提 供す る 。  

 

 

 

 

７  その他の警告等   

市 長 は 、 本 節 ３ か ら ６ 以 外 の 事 項 で 、 特 に 警 告 等 を 要 す る 状 態 が 発 生 又 は そ の お そ れ が

あ る 場 合は 、 関 係 者 に 対 し 所要 の 指 示 警 告 を 行 う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節  災害予警報の伝達体制 

所  管   □危機管理監、 市 民 局 … 防災 班  □ 都 市 政 策 局… 連 絡 調 整 班  
□ 総 務 局… 情 報 発 信 班  

 

 

※ 変 更 無し  
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第５節  災害予警報別の伝達 

所  管  □危機管理監、市 民 局 … 防 災班  □ 都 市 政 策 局 …連 絡 調 整 班  
□ 総 務 局… 情 報 発 信 班  

１  基本方針   

気 象 、 水 防 及 び 火 災 等 に 関 す る 警 報 等 に つ い て は 、 伝 達 系 統 ・ 手 段 等 の 周 知 徹 底 を 図 る

と と も に、 そ れ ぞ れ の 伝 達 体制 に 基 づ き 、 迅 速 かつ 的 確 に 情 報 伝 達 する 。  

２  気象警報等の伝達   

金 沢 地 方 気 象 台 等 は 、 図 ３ － ５ － １ 「 気 象 警 報 等 伝 達 系 統 図 」 に 示 す と お り 、 関 係 機 関

に 速 や かに 伝 達 す る 。  

ア  金 沢 地 方 気 象 台 は 、 警 報 等 を 発 表 し 、 又 は 解 除 し た 場 合 は 、 防 災 情 報 提 供 シ ス

テ ム に より 関 係 機 関 に 伝 達 する 。  

な お 、 異 常 災 害 時 に 平 常 時 の 加 入 電 話 又 は 防 災 情 報 提 供 シ ス テ ム が 途 絶 し た 場

合 の 気 象警 報 等 の 伝 達 は 、 緊急 連 絡 用 衛 星 電 話 を活 用 し て 行 わ れ る 。  

イ  県 は 、 石 川 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム 、 Ｆ Ａ Ｘ 通 信 網 に よ り 速 や か に 市 へ 伝 達 す

る 。  

市 は 、 本計 画 に 定 め る と こ ろに よ り 直 ち に 住 民 及び 関 係 機 関 へ 周 知 する 。  

ウ  海 上保 安 部 は 、 直 ち に 航海 中 及 び 入 港 中 の 船舶 に 伝 達 す る 。  

エ  西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 は 、 一 般 通 信 に 優 先 し 、 市 へ 電 話 回 線 を 使 用 し て 略 号

等 に よ り警 報 を 伝 達 す る 。  

表 ３ － ５－ １  警 報 の 種 類 及び 略 号 並 び に 警 報 解除 の 種 類 及 び 略 号  

警 報 の 種 類  同 略 号  警 報 解 除 の 種 類  同 略 号  

暴 風 警 報  ボ ウ フ ウ  暴 風 警 報 解 除  ボ ウ フ ウ カ イ ジ ョ  

暴 風 雪 警 報  ボ ウ フ ウ セ ツ  暴 風 雪 警 報 解 除  ボ ウ フ ウ セ ツ カ イ ジ ョ  

大 雨 警 報  オ オ ア メ  大 雨 警 報 解 除  オ オ ア メ カ イ ジ ョ  

大 雪 警 報  オ オ ユ キ  大 雪 警 報 解 除  オ オ ユ キ カ イ ジ ョ  

高 潮 警 報  タ カ シ オ  高 潮 警 報 解 除  タ カ シ オ カ イ ジ ョ  

波 浪 警 報  ハ ロ ウ  波 浪 警 報 解 除  ハ ロ ウ カ イ ジ ョ  

洪 水 警 報  コ ウ ズ イ  洪 水 警 報 解 除  コ ウ ズ イ カ イ ジ ョ  

 

オ  放 送 機 関 は 、 ラ ジ オ に あ っ て は 番 組 間 を 利 用 し 、 又 は 緊 急 の 場 合 は 番 組 を 中 断

し 、 テ レビ に あ っ て は 字 幕 等に よ り 放 送 し 、 公 衆に 周 知 す る よ う 協 力す る 。  

カ  そ の 他 の 機 関 は 、 そ れ ぞ れ の 災 害 担 当 業 務 に 応 じ て 所 要 の 機 関 等 に 周 知 、 伝 達

す る 。  

表 ３ － ５－ ２  金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 ケ ーブ ル (株 ) 南 町 2-1 224-1114 224-8300 

第５節  災害予警報別の伝達 

所  管  □危機管理監、市 民 局 … 防 災班  □ 都 市 政 策 局 …連 絡 調 整 班  
□ 総 務 局… 情 報 発 信 班  

１  基本方針   

気 象 、 水 防 及 び 火 災 等 に 関 す る 警 報 等 に つ い て は 、 伝 達 系 統 ・ 手 段 等 の 周 知 徹 底 を 図 る

と と も に、 そ れ ぞ れ の 伝 達 体制 に 基 づ き 、 迅 速 かつ 的 確 に 情 報 伝 達 する 。  

２  気象警報等の伝達   

金 沢 地 方 気 象 台 等 は 、 図 ３ － ５ － １ 「 気 象 警 報 等 伝 達 系 統 図 」 に 示 す と お り 、 関 係 機 関

に 速 や かに 伝 達 す る 。  

ア  金 沢 地 方 気 象 台 は 、 警 報 等 を 発 表 し 、 又 は 解 除 し た 場 合 は 、 防 災 情 報 提 供 シ ス

テ ム に より 関 係 機 関 に 伝 達 する 。  

な お 、 異 常 災 害 時 に 平 常 時 の 加 入 電 話 又 は 防 災 情 報 提 供 シ ス テ ム が 途 絶 し た 場

合 の 気 象警 報 等 の 伝 達 は 、 緊急 連 絡 用 衛 星 電 話 を活 用 し て 行 わ れ る 。  

イ  県 は 、 石 川 県 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム 、 Ｆ Ａ Ｘ 通 信 網 に よ り 速 や か に 市 へ 伝 達 す

る 。  

市 は 、 本計 画 に 定 め る と こ ろに よ り 直 ち に 住 民 及び 関 係 機 関 へ 周 知 する 。  

ウ  海 上保 安 部 は 、 直 ち に 航海 中 及 び 入 港 中 の 船舶 に 伝 達 す る 。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  放 送 機 関 は 、 ラ ジ オ に あ っ て は 番 組 間 を 利 用 し 、 又 は 緊 急 の 場 合 は 番 組 を 中 断

し 、 テ レビ に あ っ て は 字 幕 等に よ り 放 送 し 、 公 衆に 周 知 す る よ う 協 力す る 。  

オ  そ の 他 の 機 関 は 、 そ れ ぞ れ の 災 害 担 当 業 務 に 応 じ て 所 要 の 機 関 等 に 周 知 、 伝 達

す る 。  

表 ３ － ５－ １  金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 ケ ーブ ル (株 ) 南 町 2-1 224-1114 224-8300 
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(株 )ラ ジオ か な ざ わ  南 町 2-1 265-7800 265-7845 

 

〔 金 沢 地方 気 象 台 が 発 表 す る気 象 警 報 等 伝 達 系 統図 〕  

 

（ 注 ）イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し た 防 災 情 報 シ ス テ ム 。気 象 庁 が 石 川 県 、市 町 等 に 提 供 す る 補 助

的 な 伝 達 手 段 で あ る 。  

 

※  緊 急 速 報 メ ー ル は 、気 象 等（ 大 雨 、暴 風 、高 潮 、波 浪 、暴 風 雪 、大 雪 ）に 関 す る 特 別 警

報 が 対 象 市 町 に 初 め て 発 表 さ れ た と き に 、気 象 台 か ら 携 帯 電 話 事 業 者 を 通 じ て 関 係 す る

エ リ ア に 配 信 さ れ る 。  

 

 

 

(株 )ラ ジオ か な ざ わ  南 町 2-1 265-7800 265-7845 

 

〔 金 沢 地方 気 象 台 が 発 表 す る気 象 警 報 等 伝 達 系 統図 〕  

 

（ 注 ）イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し た 防 災 情 報 シ ス テ ム 。気 象 庁 が 石 川 県 、市 町 等 に 提 供 す る 補 助

的 な 伝 達 手 段 で あ る 。  

 

※  緊 急 速 報 メ ー ル は 、気 象 等（ 大 雨 、暴 風 、高 潮 、波 浪 、暴 風 雪 、大 雪 ）に 関 す る 特 別 警

報 が 対 象 市 町 に 初 め て 発 表 さ れ た と き に 、気 象 台 か ら 携 帯 電 話 事 業 者 を 通 じ て 関 係 す る

エ リ ア に 配 信 さ れ る 。  

 

 

 

 

 

県（危機対策課） 県 関 係 各 課

出　先　機　関

金沢市
（消防局）

総　務　省　消　防　庁

警　察　本　部 警　察　署 交番、駐在所

気　　　象　　　庁

東日本電信電話㈱又は
西日本電信電話㈱

（特別警報・警報）

能登海上保安署

関係出張所

携帯電話事業者※

一
般
住
民

国土交通省金沢河川国道事務所 北陸地方整備局

I R い し か わ 鉄 道

陸 上 自 衛 隊 金 沢 駐 屯 地

各 業 務 機 関

金
沢
地
方
気
象
台 日 本 放 送 協 会 金 沢 放 送 局

報　　　　道　　　　機　　　　関

北 陸 電 力（石川支店）

Ｊ Ｒ 西 日 本 金 沢 支 社

北　　陸　　鉄　　道

金沢海上保安部 七尾海上保安部



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-38 

〔 金 沢 、七 尾 海 上 保 安 部 を 中心 と す る 気 象 警 報 等伝 達 系 統 図 〕  

 

備 考  船 舶 所 有 者 （ 漁 業 協 同 組 合 を 含 む ） に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 伝 達 す る 。  

 

図 ３ － ５－ １  気 象 警 報 等 伝達 系 統 図  

３  水防警報等の伝達   

水 防 警 報の 伝 達 に つ い て は 、次 の と お り と す る 。  

ア  国 士交 通 省 金 沢 河 川 国 道事 務 所 及 び 県（ 関 係 土 木 事 務所 ）は 、水 防 警 報 を 発 し、

又 は 解 除 し た と き は 、 水 防 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り （ 国 土 交 通 省 金 沢 河 川 国 道

事 務 所 にあ っ て は 、県 を 通 じ）、一 般 の 通 信 施 設に よ り 関 係 水 防 管 理者（ 市 ）に 速

や か に 伝達 す る 。  

イ  県 は 、 自 ら 発 し 、 又 は 受 領 し た 水 防 警 報 に つ い て 金 沢 地 方 気 象 台 、 関 係 出 先 機

関 へ 伝 達し 、 必 要 が あ る と 認め る と き は 、 放 送 機関 に 放 送 を 要 請 す る。  

ウ  水 位 情 報 周 知 河 川 に つ い て は 、 県 は 、 水 防 警 報 と 同 様 に 、 氾 濫 危 険 水 位 （ 洪 水

特 別 警 戒水 位 ）の 氾 濫 危 険 情報（ 氾 濫 危 険 水 位 到達 情 報 ）を 関 係 機 関に 伝 達 す る 。

市 長 は 、こ の 到 達 情 報 を も って 、 避 難 指 示 の 発 令の 目 安 の ひ と つ と する 。  

エ  国 土 交 通 省 金 沢 河 川 国 道 事 務 所 又 は 県 が 水 防 警 報 を 発 し な い 中 小 河 川 の 予 防 予

知 に つ い て は 、 水 防 管 理 者 （ 市 ） が 行 い 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 警 報 に よ り 措 置 す

る 。  

オ  石 川県 水 防 計 画 第 10 章 第 ３ 節 ｢水 位 の 観 測 、通 報 及 び 公 表 ｣に 定 め る 通 報 が あ っ

た 場 合 は、 水 防 管 理 者 （ 市 ）は 直 ち に 危 機 管 理 課等 へ 通 報 す る 。  

 

〔 金 沢 、七 尾 海 上 保 安 部 を 中心 と す る 気 象 警 報 等伝 達 系 統 図 〕  

 

備 考  船 舶 所 有 者 （ 漁 業 協 同 組 合 を 含 む ） に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 伝 達 す る 。  

 

図 ３ － ５－ １  気 象 警 報 等 伝達 系 統 図  

３  水防警報等の伝達   

水 防 警 報の 伝 達 に つ い て は 、次 の と お り と す る 。  

ア  国 士交 通 省 金 沢 河 川 国 道事 務 所 及 び 県（ 関 係 土木 事 務 所 ）は 、水 防警 報 を 発 し、

又 は 解 除 し た と き は 、 水 防 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り （ 国 土 交 通 省 金 沢 河 川 国 道

事 務 所 にあ っ て は 、県 を 通 じ）、一 般の 通 信 施 設に よ り 関 係 水 防 管 理者（ 市 ）に 速

や か に 伝達 す る 。  

イ  県 は 、 自 ら 発 し 、 又 は 受 領 し た 水 防 警 報 に つ い て 金 沢 地 方 気 象 台 、 関 係 出 先 機

関 へ 伝 達し 、 必 要 が あ る と 認め る と き は 、 放 送 機関 に 放 送 を 要 請 す る。  

ウ  水 位 情 報 周 知 河 川 に つ い て は 、 県 は 、 水 防 警 報 と 同 様 に 、 氾 濫 危 険 水 位 （ 洪 水

特 別 警 戒水 位 ）の 氾 濫 危 険 情報（ 氾 濫 危 険 水 位 到達 情 報 ）を 関 係 機 関に 伝 達 す る 。

市 長 は 、こ の 到 達 情 報 を も って 、 避 難 指 示 の 発 令の 目 安 の ひ と つ と する 。  

エ  国 土 交 通 省 金 沢 河 川 国 道 事 務 所 又 は 県 が 水 防 警 報 を 発 し な い 中 小 河 川 の 予 防 予

知 に つ い て は 、 水 防 管 理 者 （ 市 ） が 行 い 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 警 報 に よ り 措 置 す

る 。  

オ  石 川県 水 防 計 画 第 10 章 第 ３ 節 ｢水 位 の 観 測 、通報 及 び 公 表 ｣に 定 め る 通 報 が あ っ

た 場 合 は、 水 防 管 理 者 （ 市 ）は 直 ち に 危 機 管 理 課等 へ 通 報 す る 。  
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図 ３ － ５－ ２  水 防 警 報 等 伝達 系 統 図 （ 石 川 県 ）  

４  火災警報の伝達   

市 は 、 火 災 警 報 を 発 し 、 又 は 解 除 し た 場 合 に は 、 半 鐘 、 サ イ レ ン 吹 鳴 、 そ の 他 本 計 画 の

定 め る とこ ろ に よ り 、 住 民 及び 関 係 機 関 に 周 知 徹底 し 、 県 宛 て に 通 報す る ｡ 

５  気象注意報等及び火災気象通報の伝達   

ア  金 沢 地 方 気 象 台 が 発 表 、 切 替 又 は 解 除 し た 注 意 報 及 び 情 報 の 伝 達 は 、 気 象 警 報

等 の 伝 達 体 制 に 準 ず る 。 た だ し 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 は 市 へ の 伝 達 を 行 わ な

い 。  

イ  県 か ら 市 へ の 伝 達 に つ い て は 、 災 害 状 況 等 に よ り 、 伝 達 す べ き 注 意 報 及 び 情 報

を 取 捨 選択 さ れ る こ と が あ り、 解 除 に つ い て は 、原 則 と し て 行 わ れ ない 。  

 

 

 

図 ３ － ５－ ２  水 防 警 報 等 伝達 系 統 図 （ 石 川 県 ）  

４  火災警報の伝達   

市 は 、火 災 警 報を 発 し 、又 は 解 除 した 場 合 に は 、半 鐘 、サ イ レ ン 吹 鳴 、そ の他 本 計 画 の 定

め る と ころ に よ り 、 住 民 及 び関 係 機 関 に 周 知 徹 底し 、 県 宛 て に 通 報 する ｡ 

５  気象注意報等及び火災気象通報の伝達   

ア  金 沢 地 方 気 象 台 が 発 表 、 切 替 又 は 解 除 し た 注 意 報 及 び 情 報 の 伝 達 は 、 気 象 警 報

等 の 伝 達 体 制 に 準 ず る 。 た だ し 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 は 市 へ の 伝 達 を 行 わ な

い 。  

イ  県 か ら 市 へ の 伝 達 に つ い て は 、 災 害 状 況 等 に よ り 、 伝 達 す べ き 注 意 報 及 び 情 報

を 取 捨 選択 さ れ る こ と が あ り、 解 除 に つ い て は 、原 則 と し て 行 わ れ ない 。  

※1

※1

石川県危機対策課

対象河川：

大聖寺川、動橋川、前川、犀川、安原

川、伏見川、浅野川、金腐川、森下川、

津幡川、宇ノ気川、羽咋川、子浦川、

御祓川、二宮川

七尾港湾事務所

金沢港湾事務所

内川ダム管理事務所

犀川ダム管理事務所

土木総合事務所長

土木事務所長

大聖寺川

ダム統合管理事務所

石川県河川課

金沢地方気象台

警察本部警備課

JR西日本金沢支社

金沢市

石川県港湾課

大聖寺川

御祓川

大野川、

河北潟（貯木場（内））

犀川、浅野川

犀川、浅野川

※ １  

※ １  

石 川 県 危 機 管 理 部  

対 象 河 川 ： 大 聖 寺 川 、 動 橋

川 、 前 川 、 犀 川 、 安 原 川 、

伏 見 川 、 浅 野 川 、  

金 腐 川 、 森 下 川 、 津 幡 川 、

七 尾 港 湾 事 務 所  

金 沢 港 湾 事 務 所  

内 川 ダ ム 管 理 事

犀 川 ダ ム 管 理 事

土 木 総 合 事 務 所

長  

大 聖 寺 川  

ダ ム 統 合 管 理 事

石 川 県 河 川 課  

金 沢 地 方 気 象 台  

警 察 本 部 警 備 課  

JR 西 日 本 金 沢 支

金 沢 市  

石 川 県 港 湾 課  

大 聖 寺

御 祓

大 野 川 、  

河 北 潟 （ 貯 木 場

（ 内 ））  

犀 川 、 浅 野 川  

犀 川 、 浅 野 川  
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６  土砂災害警戒情報の伝達   

金 沢 地 方 気 象 台 と 石 川 県 が 共 同 で 発 表 す る 土 砂 災 害 警 戒 情 報 は 、 次 の と お り 速 や か に 関

係 機 関 へ伝 達 さ れ る 。  
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金 沢 地 方 気 象 台 と 石 川 県 が 共 同 で 発 表 す る 土 砂 災 害 警 戒 情 報 は 、 次 の と お り 速 や か に 関

係 機 関 へ伝 達 さ れ る 。  
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７  市長及びその他の機関が行う警告等の伝達   

気 象 警 報 等 に よ り 予 想 さ れ る 災 害 に 対 処 す る た め 、 知 事 が 発 す る 通 知 又 は 要 請 の う ち 市

長 及 び 市を 通 じ て の 関 係 機 関へ の 伝 達 は 、 気 象 警報 の 伝 達 体 制 に 準 ずる こ と が で き る 。  

ま た 、 関係 機 関 へ 直 接 伝 達 する も の に つ い て は 、一 般 の 通 信 施 設 等 によ る 。  

市 長 が 予 測 さ れ る 災 害 に 対 処 す る た め 発 す る 警 告 の 伝 達 体 制 は 、 本 計 画 に 定 め る と こ ろ

に よ る （ 本 章 第 ７ 節 「 災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 」）。 市 長 が 発 す る 警 告 に つ い て 必 要 が あ る 場

合 は 、放 送 機 関に 放 送 を 要 請す る 。こ の 場 合 に おけ る 市 長 の 放 送 要 請は 、県 を 通 じ て 行 う。 

道 路 管 理者 は ， 降 雨 予 測 等 から 通 行 規 制 範 囲 を 広域 的 に 想 定 し て ， でき る だ け 早 く 通 行  

規 制 に 関 す る 情 報 を 発 表 す る 。 そ の 際 ， 当 該 情 報 が 入 手 し や す い よ う 多 様 な 広 報 媒 体 を 活

用 し ， 通行 規 制 に 関 す る 情 報を 広 報 す る 。  

 

 

 

７  市長及びその他の機関が行う警告等の伝達   

気 象 警 報 等 に よ り 予 想 さ れ る 災 害 に 対 処 す る た め 、 知 事 が 発 す る 通 知 又 は 要 請 の う ち 市

長 及 び 市を 通 じ て の 関 係 機 関へ の 伝 達 は 、 気 象 警報 の 伝 達 体 制 に 準 ずる こ と が で き る 。  

ま た 、 関係 機 関 へ 直 接 伝 達 する も の に つ い て は 、一 般 の 通 信 施 設 等 によ る 。  

市 長 が 予 測 さ れ る 災 害 に 対 処 す る た め 発 す る 警 告 の 伝 達 体 制 は 、 本 計 画 に 定 め る と こ ろ

に よ る （ 本 章 第 ７ 節 「 災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 」）。 市 長 が 発 す る 警 告 に つ い て 必 要 が あ る 場

合 は 、放送 機 関 に 放 送 を 要 請す る 。こ の 場 合 に おけ る 市 長 の 放 送 要 請は 、県 を 通 じ て 行 う。 

道 路 管 理者 は ， 降 雨 予 測 等 から 通 行 規 制 範 囲 を 広域 的 に 想 定 し て ， でき る だ け 早 く 通 行  

規 制 に 関 す る 情 報 を 発 表 す る 。 そ の 際 ， 当 該 情 報 が 入 手 し や す い よ う 多 様 な 広 報 媒 体 を 活

用 し ， 通行 規 制 に 関 す る 情 報を 広 報 す る 。  
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第６節  応援要請 

 所  管  
□危機管理監、市民 局…防災班  □総務 局…総務班、人事動 員班  

□都市政策局…連絡 調整班  □消防局… 消防班  □企業局… ライフライン班  

１  基本方針   

災 害 時 に お け る 広 域 的 な 後 方 支 援 体 制 を 確 保 す る た め 、 県 、 自 衛 隊 、 他 市 町 村 等 に 対し

て 応 援 要請 を 行 う と と も に 、海 外 か ら の 支 援 を 受入 れ る 。  

 

 

 

 

２  応援要請の担当局   

応 援 要 請 は 、 本 部 長 の 指 示 に 基 づ き 、 危 機 管 理 監 、 消 防 長 、 企 業 局 長 が 各 関 係 機 関 に対

し て 行 う。  

 

 

 

３  県知事に対する要請   

（ １ ） 要請 の 手 続  

県 知 事 に 応 援 要 請 又 は 応 急 措 置 を 要 請 す る 場 合 は 、 県 （ 危 機 管 理 監 室 危 機 対 策 課 ）に

対 し て 県防 災 行 政 無 線 又 は 電話 等 を も っ て 要 請 し、 後 日 速 や か に 文 書を 送 付 す る 。  

（ ２ ） 要請 の 事 項  

要 請 は 、次 の 事 項 を 明 ら か にし て 行 う （ 災 害 対 策基 本 法 第 68 条 ）。  

ア  災 害の 状 況  

イ  応 援を 要 す る 理 由  

ウ  応 援を 要 請 す る 区 域 及 び範 囲 又 は 内 容  

エ  応 援を 必 要 と す る 期 間  

オ  そ の他 必 要 な 事 項  

第６節  応援要請 

 所  管  
□危機管理監、市民 局…防災班  □総務 局…総務班、人事動 員班  

□都市政策局…連絡 調整班  □消防局… 消防班  □企業局… ライフライン班  

１  基本方針   

災 害 時 に お け る 広 域 的 な 後 方 支 援 体 制 を 確 保 す る た め 、 県 、 自 衛 隊 、 他 市 町 村 等 に 対し

て 応 援 要請 を 行 う と と も に 、海 外 か ら の 支 援 を 受入 れ る 。  

近 年 、 総 務 省 に よ る 応 急 対 策 職 員 派 遣 制 度 の 災 害 マ ネ ジ メ ン ト 総 括 支 援 員 （ GADM） や 対

口 支 援 （ 被 災 市 区 町 村 を １ 対 １ で 担 当 す る 団 体 が 、 自 己 完 結 的 に 支 援 を 行 う も の ） 及び防

災 関 係 機 関 に よ る 災 害 対 策 リ エ ゾ ン が 派 遣 さ れ る こ と か ら 、 円 滑 な 受 入 れ 、 情 報 共 有など

に 努 め る。  

２  応援要請の担当局   

応 援 要 請は 、本 部 長 の 指 示 に基 づ き 、危 機 管 理 監、消 防 長 、企 業 局 長が 各 関 係 機 関 に 対し

て 行 う 。ま た 、 支 援 の 受 入 れに お い て は 金 沢 災 害時 受 援 マ ニ ュ ア ル を活 用 す る 。  

ま た 、 各 種 協 力 団 体 と の 災 害 時 協 力 協 定 に つ い て 、 連 携 担 当 課 や 活 動 開 始 条 件 を 明 確化

す る な ど、 必 要 に 応 じ て 見 直し を 行 い 、 災 害 時 の連 携 体 制 の 強 化 を 図る 。  

３  県知事に対する要請   

（ １ ） 要請 の 手 続  

県 知 事 に 応 援 要 請 又 は 応 急 措 置 を 要 請 す る 場 合 は 、 県 （ 危 機 管 理 監 室 危 機 対 策 課 ）に

対 し て 県防 災 行 政 無 線 又 は 電話 等 を も っ て 要 請 し、 後 日 速 や か に 文 書を 送 付 す る 。  

（ ２ ） 要請 の 事 項  

要 請 は 、次 の 事 項 を 明 ら か にし て 行 う （ 災 害 対 策基 本 法 第 68 条 ）。  

ア  災 害の 状 況  

イ  応 援を 要 す る 理 由  

ウ  応 援を 要 請 す る 区 域 及 び範 囲 又 は 内 容  

エ  応 援を 必 要 と す る 期 間  

オ  そ の他 必 要 な 事 項  
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４  自衛隊の派遣要請の要求  （ 詳 細 は 本 章第 10 節 「 自 衛 隊 の災 害 派 遣 」 を 参 照 ）  

（ １ ） 派遣 要 求 の 手 続 き （ 災害 対 策 基 本 法 第 68 条 の 2）  

ア  本 部 長 は 、 応 急 措 置 を 実 施 す る た め 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 の 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 県知 事 に 対 し 自 衛 隊 の派 遣 の 要 請 を 求 め る。  

こ の 要 求 を す る 場 合 は 、 県 （ 危 機 管 理 監 室 危 機 対 策 課 ） に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 明 ら か に し て 県 防 災 行 政 無 線 又 は 電 話 等 を も っ て 要 求 し 、 後 日 速 や か に 文 書

を 送 付 する 。  

ⅰ  災 害の 状 況 及 び 派 遣 を 要請 す る 理 由  

ⅱ  派 遣を 希 望 す る 期 間  

ⅲ  派 遣を 希 望 す る 区 域 及 び活 動 内 容  

ⅳ  そ の他 参 考 と な る べ き 事項  

イ  本 部 長 は 、 前 号 の 県 知 事 へ の 要 求 が で き な い 場 合 に は 、 そ の 旨 及 び 災 害 の 状 況

等 を 指 定部 隊 等 の 長 に 通 知 する 。  

こ の 通 知を し た と き は 、 速 やか に そ の 旨 を 県 知 事に 通 知 す る 。  

表 ３ － ６－ １   連 絡 自 衛 隊 機関  

防 衛 大 臣 の 指 定 す る 者  有 線 電 話  連 絡 責 任 者  

陸 上 自 衛 隊   第 14 普 通 科 連 隊 長  076-24 1-2 171  第 3 科 長  

海 上 自 衛 隊   舞 鶴 地 方 総 監  0773-6 2-2 250  3 幕 僚 室 長  

航 空 自 衛 隊   第 6 航 空 団 司 令  0761-2 2-2 101  防 衛 班 長  

自 衛 隊  石 川 地 方 協 力 本 部 長  076-29 1-6 250  渉 外 ・ 広 報 室 長  

（ ２ ） 受入 措 置 等  

本 部 長 は 、 県 知 事 か ら 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 の 通 知 を 受 け た と き は 、 総 務 局 長 （ 総 務 情報

班 ） に 命じ て 、 次 の と お り 部隊 の 受 入 措 置 を 行 う。  

表 ３ － ６－ ２   受 入 措 置 等  

項 目  活 動 内 容  

  準 備  

応 援 を 求 め る 作 業 内 容 、 所 要 人 員 そ の 他 に つ い て 、 派 遣 部 隊 の 到

着 と 同 時 に 作 業 で き る よ う 計 画 を 立 て る と と も に 、 必 要 な 資 機 材 等

の 確 保 ・ 調 達 を 行 う 。  

派 遣 部 隊 の 宿 泊 所 、 車 両 、 資 機 材 等 の 保 管 場 所 及 び そ の 他 受 入 れ

の た め に 必 要 な 措 置 及 び 準 備 を 行 う 。  

  受 入 れ  

派 遣 部 隊 が 到 着 し た 場 合 は 、 職 員 を 派 遣 し 、 部 隊 を 目 的 地 へ 誘 導

す る 。 作 業 実 施 期 間 中 は 、 現 場 に 責 任 者 を 置 き 、 派 遣 部 隊 指 揮 官 と

作 業 計 画 等 に つ い て 協 議 ・ 調 整 の 上 、 作 業 の 推 進 を 図 る 。  

な お 、 派 遣 部 隊 の 仮 宿 泊 施 設 は 、 原 則 と し て 、 被 災 地 近 く の 公 共

空 地 を 準 備 す る 。  

  県 へ の 報 告  
防 災 班 、 総 務 情 報 班 は 、 派 遣 部 隊 の 到 着 後 及 び 必 要 に 応 じ て 、 所

定 の 事 項 に つ い て 、 県 （ 危 機 管 理 監 室 危 機 対 策 課 ） に 報 告 す る 。  

  派 遣 部 隊 の  

  撤 収 要 請  

派 遣 部 隊 の 撤 収 要 請 は 知 事 が 市 長 及 び 派 遣 部 隊 の 長 と 協 議 し て 行

う 。 市 長 は 災 害 派 遣 の 目 的 を 達 成 し た と き 、 又 は そ の 必 要 が な く な

４  自衛隊の派遣要請の要求  （ 詳 細 は 本 章第 10 節 「 自 衛 隊 の災 害 派 遣 」 を 参 照 ）  

（ １ ） 派遣 要 求 の 手 続 き （ 災害 対 策 基 本 法 第 68 条 の 2）  

ア  本 部 長 は 、 応 急 措 置 を 実 施 す る た め 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 の 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 県知 事 に 対 し 自 衛 隊 の派 遣 の 要 請 を 求 め る。  

こ の 要 求 を す る 場 合 は 、 県 （ 危 機 管 理 監 室 危 機 対 策 課 ） に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 明 ら か に し て 県 防 災 行 政 無 線 又 は 電 話 等 を も っ て 要 求 し 、 後 日 速 や か に 文 書

を 送 付 する 。  

ⅰ  災 害の 状 況 及 び 派 遣 を 要請 す る 理 由  

ⅱ  派 遣を 希 望 す る 期 間  

ⅲ  派 遣を 希 望 す る 区 域 及 び活 動 内 容  

ⅳ  そ の他 参 考 と な る べ き 事項  

イ  本 部 長 は 、 前 号 の 県 知 事 へ の 要 求 が で き な い 場 合 に は 、 そ の 旨 及 び 災 害 の 状 況

等 を 指 定部 隊 等 の 長 に 通 知 する 。  

こ の 通 知を し た と き は 、 速 やか に そ の 旨 を 県 知 事に 通 知 す る 。  

表 ３ － ６－ １   連 絡 自 衛 隊 機関  

防 衛 大 臣 の 指 定 す る 者  有 線 電 話  連 絡 責 任 者  

陸 上 自 衛 隊   第 14 普 通 科 連 隊 長  076-24 1-2 171  第 3 科 長  

海 上 自 衛 隊   舞 鶴 地 方 総 監  0773-6 2-2 250  3 幕 僚 室 長  

航 空 自 衛 隊   第 6 航 空 団 司 令  0761-2 2-2 101  防 衛 班 長  

自 衛 隊  石 川 地 方 協 力 本 部 長  076-29 1-6 250  渉 外 ・ 広 報 室 長  

（ ２ ） 受入 措 置 等  

本 部 長 は 、 県 知 事 か ら 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 の 通 知 を 受 け た と き は 、 総 務 局 長 （ 総 務 情報

班 ） に 命じ て 、 次 の と お り 部隊 の 受 入 措 置 を 行 う。  

表 ３ － ６－ ２   受 入 措 置 等  

項 目  活 動 内 容  

  準 備  

応 援 を 求 め る 作 業 内 容 、 所 要 人 員 そ の 他 に つ い て 、 派 遣 部 隊 の 到

着 と 同 時 に 作 業 で き る よ う 計 画 を 立 て る と と も に 、 必 要 な 資 機 材 等

の 確 保 ・ 調 達 を 行 う 。  

派 遣 部 隊 の 宿 泊 所 、 車 両 、 資 機 材 等 の 保 管 場 所 及 び そ の 他 受 入 れ

の た め に 必 要 な 措 置 及 び 準 備 を 行 う 。  

  受 入 れ  

派 遣 部 隊 が 到 着 し た 場 合 は 、 職 員 を 派 遣 し 、 部 隊 を 目 的 地 へ 誘 導

す る 。 作 業 実 施 期 間 中 は 、 現 場 に 責 任 者 を 置 き 、 派 遣 部 隊 指 揮 官 と

作 業 計 画 等 に つ い て 協 議 ・ 調 整 の 上 、 作 業 の 推 進 を 図 る 。  

な お 、 派 遣 部 隊 の 仮 宿 泊 施 設 は 、 原 則 と し て 、 被 災 地 近 く の 公 共

空 地 を 準 備 す る 。  

  県 へ の 報 告  
防 災 班 、 総 務 情 報 班 は 、 派 遣 部 隊 の 到 着 後 及 び 必 要 に 応 じ て 、 所

定 の 事 項 に つ い て 、 県 （ 危 機 管 理 監 室 危 機 対 策 課 ） に 報 告 す る 。  

  派 遣 部 隊 の  

  撤 収 要 請  

派 遣 部 隊 の 撤 収 要 請 は 知 事 が 市 長 及 び 派 遣 部 隊 の 長 と 協 議 し て 行

う 。 市 長 は 災 害 派 遣 の 目 的 を 達 成 し た と き 、 又 は そ の 必 要 が な く な
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っ た と き は 、 速 や か に 文 書 を も っ て 知 事 に 対 し そ の 旨 を 報 告 す る 。  

た だ し 、 文 書 に よ る 報 告 に 日 時 を 要 す る と き は 、 口 頭 又 は 電 話 等

を も っ て 連 絡 し 、 そ の 後 文 書 を 提 出 す る 。  

（ ３ ） 経費 の 負 担  

次 に 掲 げる も の を 除 き 、 部 隊の 派 遣 を 受 け た 場 合の 経 費 は 、 市 の 負 担と す る 。  

ア  部 隊の 輸 送 費 （ 民 間 の 輸送 力 を 利 用 す る 場 合及 び 有 料 道 路 の 通 過料 を 除 く ）  

イ  隊 員の 給 与  

ウ  隊 員の 食 糧 費  

エ  そ の他 部 隊 に 直 接 必 要 な経 費  

５  他市町長、指定地方公共機関等への要請   

（ １ ） 応援 協 定 締 結 市 長 等 への 要 請  

ア  本 部長 は 、必 要 と 認 め ると き は 、相 互 応 援 協定 に 基 づ き 、他 の 市 町 長 等 に 対 し、

応 援 要 請を 行 う 。  

表 ３ － ６－ ３  最 初 に 要 請 する 項 目  

人 的 応 援  

① 各 市 町の 災 害 対 策 本 部 担 当課 の 職 員  

② 建 築 ・土 木 担 当 職 員  

③ 福 祉 ・保 健 担 当 職 員  

物 的 応 援  

① 飲 料 水（ 給 水 車 ）  

② 食 料 （調 理 を 要 し な い も の）  

③ 毛 布  

④ 仮 設 トイ レ  

⑤ 燃 料  

 

イ  応 援 要 請 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し て 、 口 頭 又 は 文 書 に よ り 応 援 を 要 請

す る 。 基 本 的 に は 、 急 を 要 す る た め 電 話 、 フ ァ ッ ク ス な ど に よ る が 、 有 線 電 話 が

機 能 し な い 事 態 に お い て は 、 無 線 や イ ン タ ー ネ ッ ト 等 可 能 な 手 段 で 要 請 を 行 い 、

後 日 速 やか に 文 書 を 送 付 す る。  

ⅰ  災 害の 状 況 及 び 通 行 可 能経 路  

ⅱ  必 要と す る 食 料 、 資 材 、機 械 、 そ の 他 職 員 の派 遣 等 の 種 類 及 び 数量  

ⅲ  必 要と す る 期 間  

ⅳ  希 望す る 場 所  

ⅴ  連 絡先 及 び 担 当 者 氏 名  

ウ  災 害時 相 互 応 援 協 定 締 結市 町  

・  北陸 3 都 市 災 害 時 相 互 応援 協 定 （ 平 成 7 年 8 月 7 日 締 結 ）  

 富 山 市 （ 中 核 市 と 重 複）、 福 井 市  

・  石 川県 内 市 災 害 時 相 互 応援 協 定  

っ た と き は 、 速 や か に 文 書 を も っ て 知 事 に 対 し そ の 旨 を 報 告 す る 。  

た だ し 、 文 書 に よ る 報 告 に 日 時 を 要 す る と き は 、 口 頭 又 は 電 話 等

を も っ て 連 絡 し 、 そ の 後 文 書 を 提 出 す る 。  

（ ３ ） 経費 の 負 担  

次 に 掲 げる も の を 除 き 、 部 隊の 派 遣 を 受 け た 場 合の 経 費 は 、 市 の 負 担と す る 。  

ア  部 隊の 輸 送 費 （ 民 間 の 輸送 力 を 利 用 す る 場 合及 び 有 料 道 路 の 通 過料 を 除 く ）  

イ  隊 員の 給 与  

ウ  隊 員の 食 糧 費  

エ  そ の他 部 隊 に 直 接 必 要 な経 費  

５  他市町長、指定地方公共機関等への要請   

（ １ ） 応援 協 定 締 結 市 長 等 への 要 請  

ア  本 部長 は 、必 要 と 認 め ると き は 、相 互 応 援 協定 に 基 づ き 、他 の 市 町 長 等 に 対 し、

応 援 要 請を 行 う 。  

表 ３ － ６－ ３  最 初 に 要 請 する 項 目  

人 的 応 援  

① 各 市 町の 災 害 対 策 本 部 担 当課 の 職 員  

② 建 築 ・土 木 担 当 職 員  

③ 福 祉 ・保 健 担 当 職 員  

物 的 応 援  

① 飲 料 水（ 給 水 車 ）  

② 食 料 （調 理 を 要 し な い も の）  

③ 毛 布  

④ 仮 設 トイ レ  

⑤ 燃 料  

 

イ  応 援 要 請 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し て 、 口 頭 又 は 文 書 に よ り 応 援 を 要 請

す る 。 基 本 的 に は 、 急 を 要 す る た め 電 話 、 フ ァ ッ ク ス な ど に よ る が 、 有 線 電 話 が

機 能 し な い 事 態 に お い て は 、 無 線 や イ ン タ ー ネ ッ ト 等 可 能 な 手 段 で 要 請 を 行 い 、

後 日 速 やか に 文 書 を 送 付 す る。  

ⅰ  災 害の 状 況 及 び 通 行 可 能経 路  

ⅱ  必 要と す る 食 料 、 資 材 、機 械 、 そ の 他 職 員 の派 遣 等 の 種 類 及 び 数量  

ⅲ  必 要と す る 期 間  

ⅳ  希 望す る 場 所  

ⅴ  連 絡先 及 び 担 当 者 氏 名  

ウ  災 害時 相 互 応 援 協 定 締 結市 町  

・  北陸 3 都 市 災 害 時 相 互 応援 協 定 （ 平 成 7 年 8 月 7 日 締 結 ）  

 富 山 市 （ 中 核 市 と 重 複）、 福 井 市  

・  石 川県 内 市 災 害 時 相 互 応援 協 定  
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（ 平成 7 年 9 月 6 日 締 結、平 成 17 年 ８ 月 24 日 、平成 24 年 1 月 25 日 再 締 結） 

七 尾 市 、小 松 市 、輪 島 市 、珠洲 市 、加 賀 市 、羽 咋市 、白 山 市 、か ほ く市 、能

美 市 、 野々 市 市  

・  中 核市 災 害 相 互 応 援 協 定 （令和５年４月１日現在）  

ア  ［追加］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援チーム番号 中  核  市  名 （ 62 市 ）  

①   函館市、郡山市、宇都宮市、岡崎市、奈良市、松山市、長崎市、枚方市、鳥取市、甲府市 

②   いわき市、高崎市、柏市、長野市、大津市、福山市、大分市、八王子市、明石市、寝屋川市、一宮市  

③   青森市、横須賀市、岐阜市、豊橋市、尼崎市、倉敷市、那覇市、越谷市、八尾市、山形市、松本市 

④   旭川市、前橋市、豊田市、高槻市、姫路市、高知市、鹿児島市、呉市、福島市、福井市 

⑤   秋 田 市 、船 橋 市 、金 沢 市 、西 宮 市 、和 歌 山 市 、下 関 市 、宮 崎 市 、佐 世 保 市 、川 口 市 、吹 田

市  

⑥   盛 岡 市 、川 越 市 、富 山 市 、東 大 阪 市 、高 松 市 、久 留 米 市 、豊 中 市 、八 戸 市 、松 江 市 、水

戸 市  

・  そ の 他 市 町  

県 内  
内 灘 町 （金 沢 市 ・ 内 灘 町 災 害相 互 応 援 協 定  平成 17 年 8 月 18 日締 結 ）  

津 幡 町（ 金 沢 市・ 津 幡 町 災 害時 相 互 応 援 協 定  平成 20 年 1 月 18 日 締 結） 

県 外  

高 岡 市 （金 沢 市 ・ 高 岡 市 災 害時 相 互 応 援 協 定  

    平 成 8 年 3 月 4 日 締結  平 成 17 年 12 月 1 日 再 締 結 ）  

静 岡 市 （災 害 時 相 互 応 援 に 関す る 協 定 書  平成 8 年 5 月 31 日 締 結 ）  

小 矢 部 市（ 金 沢 市 ・ 小 矢 部 市災 害 時 相 互 応 援 協 定  

昭 和 57 年 8 月 12 日 締 結  平成 17 年 12 月 8 日 再締 結 ）  

（ 平成 7 年 9 月 6 日 締 結、平 成 17 年 ８ 月 24 日 、平成 24 年 1 月 25 日 再 締 結） 

七 尾 市 、小 松 市 、輪 島 市 、珠洲 市 、加 賀 市 、羽 咋市 、白 山 市 、か ほ く市 、能

美 市 、 野々 市 市  

・  中 核市 災 害 相 互 応 援 協 定 （令和７５年４月１日現在）  

ア  ブロック  

ブ ロ ッ ク 名

称  
地 方  構 成 市  

北 海 道 ・ 東

北 ・ 関 東 ブ

ロ ッ ク （ 28

市）  

北 海 道・東

北 地 方  

函 館 市 、 旭 川 市 、 青 森 市 、 秋 田 市 、 郡 山 市 、 い わ き 市 、 盛 岡

市 、 山 形市 、 八 戸 市 、 福 島 市  

関 東 地 方  宇 都 宮 市 、 川 越 市 、 船 橋 市 、 横 須 賀 市 、 八 王 子 市 、 柏 市 、 前

橋 市 、高 崎 市 、藤 沢 市 、越 谷 市 、川 口 市 、水 戸 市 、つ く ば 市 、

所 沢 市 、春 日 部 市 、 草 加 市 、市 川 市 、 町 田 市  

中 部 ブ ロ ッ

ク（ 13 市）  

北 陸・甲 信

越 地 方  
富 山 市 、 金 沢 市 、 長 野 市 、 福 井 市 、 甲 府 市 、 松 本 市  

東 海 地 方  岐 阜 市 、豊 橋 市 、 岡 崎 市 、 豊田 市 、 四 日 市 市 、 津市 、 一 宮 市  

近 畿 ・ 中 国

ブ ロ ッ ク

（ 20 市）  

近 畿 地 方  高 槻 市 、 東 大 阪 市 、 姫 路 市 、 奈 良 市 、 和 歌 山 市 、 大 津 市 、 枚

方 市 、西 宮 市 、尼 崎 市 、豊 中 市 、明 石 市 、八 尾 市 、寝 屋 川 市 、

吹 田 市  

中 国 地 方  倉 敷 市 、福 山 市 、 下 関 市 、 呉市 、 鳥 取 市 、 松 江 市  

四 国 ・ 九 州

ブ ロ ッ ク

（ 11 市）  

四 国 地 方  高 松 市 、松 山 市 、 高 知 市  

九 州 地 方  長 崎 市 、 大 分 市 、 宮 崎 市 、 鹿 児 島 市 、 久 留 米 市 、 那 覇 市 、 佐

世 保 市 、佐 賀 市  

 

イ  応 援チ ー ム  

応援チーム番号 中  核  市  名 （ 62 市 ）  

⑦   函館市、郡山市、宇都宮市、岡崎市、奈良市、松山市、長崎市、枚方市、鳥取市、甲府市 

⑧   いわき市、高崎市、柏市、長野市、大津市、福山市、大分市、八王子市、明石市、寝屋川市、一宮市  

⑨   青森市、横須賀市、岐阜市、豊橋市、尼崎市、倉敷市、那覇市、越谷市、八尾市、山形市、松本市 

⑩   旭川市、前橋市、豊田市、高槻市、姫路市、高知市、鹿児島市、呉市、福島市、福井市 

⑪   秋 田 市 、船 橋 市 、金 沢 市 、西 宮 市 、和 歌 山 市 、下 関 市 、宮 崎 市 、佐 世 保 市 、川 口 市 、吹 田

市  

⑫   盛 岡 市 、川 越 市 、富 山 市 、東 大 阪 市 、高 松 市 、久 留 米 市 、豊 中 市 、八 戸 市 、松 江 市 、水

戸 市  

・  そ の 他 市 町  

県 内  
内 灘 町 （金 沢 市 ・ 内 灘 町 災 害相 互 応 援 協 定  平成 17 年 8 月 18 日締 結 ）  

津 幡 町（ 金 沢 市・ 津 幡 町 災 害時 相 互 応 援 協 定  平成 20 年 1 月 18 日 締 結） 

県 外  

高 岡 市 （金 沢 市 ・ 高 岡 市 災 害時 相 互 応 援 協 定  

    平 成 8 年 3 月 4 日 締結  平 成 17 年 12 月 1 日 再 締 結 ）  

静 岡 市 （災 害 時 相 互 応 援 に 関す る 協 定 書  平成 8 年 5 月 31 日 締 結 ）  

小 矢 部 市（ 金 沢 市 ・ 小 矢 部 市災 害 時 相 互 応 援 協 定  

昭 和 57 年 8 月 12 日 締 結  平成 17 年 12 月 8 日 再締 結 ）  
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南 砺 市 （金 沢 市 ・ 南 砺 市 災 害時 相 互 応 援 協 定  平成 20 年 2 月 8 日 締結 ）  

砺 波 市 （金 沢 市 ・ 砺 波 市 災 害時 相 互 応 援 協 定  平成 20 年 2 月 8 日 締結 ）  

板 橋 区 （金 沢 市 ・ 板 橋 区 災 害時 相 互 応 援 協 定  令和  6 年 2 月 9 日 締結 ）  

（ ２ ） その 他 市 町 、 指 定 地 方公 共 機 関 等 へ の 要 請  

ア  そ の他 市 町 及 び 指 定 地 方公 共 機 関 等 へ の 要 請に つ い て は 、（ １ ） に 準 じ て 行 う。 

イ  郵 便局 と の 災 害 時 相 互 協力 協 定  

 金 沢 市内 78 局 （ 平 成 10 年 1 月 16 日 締 結 ）  

表 ３ － ６－ ４   金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

協 力 活 動  団  体  名  所  在  地  電  話  

郵 政 事 業 関 係 、 情 報

の 伝 達 ・ 提 供 、 医 療

救 護 活 動  

日 本 郵 便  (株 )北 陸 支 社  上 堤 町 1-15 220- 30 11  

 

（ ３ ） 受入 体 制  

他 市 町 及 び 指 定 地 方 公 共 機 関 等 の 応 援 の 受 入 れ に つ い て は 、 災 害 対 策 本 部 組 織 に 定め

る 市 民 局、総 務 局 、消 防 局、企 業 局 が 中 心 に 行 い、応 援 隊 な ど の 宿 泊場 所 、燃 料 の 確 保、

支 援 資 機 材 な ど の 集 結 場 所 そ の 他 応 援 を 受 け る た め に 必 要 な 受 入 体 制 に つ い て は 、 概ね

本 節 ４ （２ ）「 受 入 措 置 等 」に 準 じ て 行 う も の とす る 。  

６  指定行政機関等への職員の派遣要請   

ア  本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 災 害 対 策 基 本 法 の 規 定 に 基 づ き 、 県 知 事 に 対

し 、 指 定 地 方 行 政 機 関 の 職 員 の 派 遣 に つ い て あ っ せ ん を 求 め 、 ま た 指 定 地 方 行 政

機 関 の 長に 対 し 職 員 の 派 遣 を要 請 す る 。（ 災 害 対策 基 本 法 第 29 条 、 30 条）  

イ  本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 地 方 自 治 法 の 規 定 に 基 づ き 、 県 知 事 に 対 し 職

員 の 派 遣に つ い て あ っ せ ん を求 め る 。  

ウ  職 員の 派 遣 要 請 手 続 き 及び 受 入 体 制 に つ い ては 、概 ね 本 節 ４（ １ ）「 派 遣 要 求 の

手 続 き 」に 準 じ て 行 う も の とす る 。  

【 参 照 】資 料 22  防 災 関 係機 関 等 連 絡 一 覧 表  

７  他の都道府県消防機関に対する派遣要請   

本 章 第 ９節 「 消 防 ・ 救 急 活 動」 に 定 め る と こ ろ によ り 、 派 遣 要 請 を 行う 。  

８  経費の負担   

援 助 に 関 す る 経 費 は 、 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 に 伴 う 経 費 負 担 を 除 き 、 法 令 及 び 相 互 援 助 協定

の 定 め によ る も の の ほ か 、 原則 と し て 市 が 負 担 する 。  

南 砺 市 （金 沢 市 ・ 南 砺 市 災 害時 相 互 応 援 協 定  平成 20 年 2 月 8 日 締結 ）  

砺 波 市 （金 沢 市 ・ 砺 波 市 災 害時 相 互 応 援 協 定  平成 20 年 2 月 8 日 締結 ）  

板 橋 区 （金 沢 市 ・ 板 橋 区 災 害時 相 互 応 援 協 定  令和  6 年 2 月 9 日 締結 ）  

（ ２ ） その 他 市 町 、 指 定 地 方公 共 機 関 等 へ の 要 請  

ア  そ の他 市 町 及 び 指 定 地 方公 共 機 関 等 へ の 要 請に つ い て は 、（ １ ） に 準 じ て 行 う。 

イ  郵 便局 と の 災 害 時 相 互 協力 協 定  

 金 沢 市内 78 局 （ 平 成 10 年 1 月 16 日 締 結 ）  

表 ３ － ６－ ４   金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

協 力 活 動  団  体  名  所  在  地  電  話  

郵 政 事 業 関 係 、 情 報

の 伝 達 ・ 提 供 、 医 療

救 護 活 動  

日 本 郵 便  (株 )北 陸 支 社  上 堤 町 1-15 220- 30 11  

 

（ ３ ） 受入 体 制  

他 市 町 及 び 指 定 地 方 公 共 機 関 等 の 応 援 の 受 入 れ に つ い て は 、 災 害 対 策 本 部 組 織 に 定め

る 市 民 局、総 務 局 、消 防 局、企 業 局 が 中 心 に 行 い、応 援 隊 な ど の 宿 泊場 所 、燃 料 の 確 保、

支 援 資 機 材 な ど の 集 結 場 所 そ の 他 応 援 を 受 け る た め に 必 要 な 受 入 体 制 に つ い て は 、 概ね

本 節 ４ （２ ）「 受 入 措 置 等 」に 準 じ て 行 う も の とす る 。  

６  指定行政機関等への職員の派遣要請   

ア  本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 災 害 対 策 基 本 法 の 規 定 に 基 づ き 、 県 知 事 に 対

し 、 指 定 地 方 行 政 機 関 の 職 員 の 派 遣 に つ い て あ っ せ ん を 求 め 、 ま た 指 定 地 方 行 政

機 関 の 長に 対 し 職 員 の 派 遣 を要 請 す る 。（ 災 害 対策 基 本 法 第 29 条 、 30 条）  

イ  本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 地 方 自 治 法 の 規 定 に 基 づ き 、 県 知 事 に 対 し 職

員 の 派 遣に つ い て あ っ せ ん を求 め る 。  

ウ  職 員の 派 遣 要 請 手 続 き 及び 受 入 体 制 に つ い ては 、概 ね 本 節 ４（ １ ）「 派 遣 要 求 の

手 続 き 」に 準 じ て 行 う も の とす る 。  

【 参 照 】資 料 22  防 災 関 係機 関 等 連 絡 一 覧 表  

７  他の都道府県消防機関に対する派遣要請   

本 章 第 ９節 「 消 防 ・ 救 急 活 動」 に 定 め る と こ ろ によ り 、 派 遣 要 請 を 行う 。  

８  経費の負担   

援 助 に 関 す る 経 費 は 、 自 衛 隊 の 災 害 派 遣 に 伴 う 経 費 負 担 を 除 き 、 法 令 及 び 相 互 援 助 協定

の 定 め によ る も の の ほ か 、 原則 と し て 市 が 負 担 する 。  
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９  宿泊施設等の確保   

こ れ ら 応援 要 請 し た 職 員 等 を受 入 れ る 宿 泊 施 設 及び 駐 車 施 設 等 の 確 保に 努 め る 。  

10  広域応援協力体制の確立   

県 及 び 市 は 、 大 規 模 な 災 害 等 が 発 生 し 、 県 下 市 町 又 は 他 の 都 道 府 県 等 が 被 災 し た 場 合に

は 、 速 やか に 必 要 な 応 援 体 制を 確 立 す る 。  

ま た 市 は 、 他 の 市 町 村 か ら 応 援 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 災 害 応 急 対 策 の う ち 、 消 防 、 救助

等 人 命 に 関 わ る よ う な 災 害 発 生 直 後 の 緊 急 性 の 高 い 応 急 措 置 に つ い て は 、 正 当 な 理 由がな

い 限 り 、 応 援 を 行 う 。 災 害 応 急 対 策 の 実 施 に つ い て は 、 応 援 に 従 事 す る 者 は 、 被 災 市町の

指 揮 の 下に 行 動 す る 。  

11  海外支援の受入れ   

（ １ ） 支援 活 動 の 申 入 れ 、 受入 れ 決 定  

海 外 か ら の 支 援 は 、 外 交 ル ー ト を 通 じ て 外 務 省 か ら 県 、 市 に 対 し て 支 援 の 申 入 れ があ

る 場 合 と 、 Ｎ Ｇ Ｏ （ 非 政 府 組 織 ） 団 体 か ら 直 接 県 、 市 に 対 し て 支 援 の 申 入 れ が あ る 場合

が 想 定 され る 。  

災 害 対 策本 部 は 、海 外 支 援 の申 入 れ（ 支 援 国・団 体 、支 援 の 種 類・人 員 、到 着 日 時 等）

が あ っ た 場 合 は 、 災 害 の 状 況 や 対 策 活 動 の 必 要 性 等 を 総 合 的 に 判 断 し 、 支 援 の 申 入 れを

受 け 入 れる か ど う か を 決 定 し、 関 係 機 関 に 回 答 する 。  

な お 、 国 は 、 大 規 模 災 害 発 生 時 に お い て 、 実 際 に 海 外 か ら 支 援 の 申 入 れ が あ っ た 場合

に お け る迅 速 な 対 応 を 図 る こと を 目 的 に 、 平 成 10 年 1 月 20 日 関 係 省庁 連 絡 会 議 申 合 せ

に よ り 、支 援 受 入 れ 分 野 ご との 対 応 省 庁 等 を 定 めて い る 。  

【 参 照 】資 料 23  海 外 か らの 支 援 受 入 れ 可 能 性の あ る 分 野 の 対 応 省庁  

（ ２ ） 支援 部 隊 の 受 入 れ と 撤収  

海 外 支 援 部 隊 を 受 け 入 れ た と き に は 、 活 動 内 容 、 場 所 の 調 整 や 情 報 の 提 供 、 通 訳 の派

遣 等 を 行う ほ か 、宿 泊 場 所 の確 保 な ど 概 ね 本 節 ４（ ２ ）「 受 入 措 置 等」に 準 じ て 必 要 な 受

入 措 置 を行 う 。  

海 外 支 援 部 隊 の 活 動 が 終 了 し た と き 又 は 活 動 の 必 要 性 が な く な っ た と き に は 、 海 外支

援 部 隊 の責 任 者 や 県 と 協 議 のう え 、 撤 収 を 要 請 する 。  

 

９  宿泊施設等の確保   

こ れ ら 応援 要 請 し た 職 員 等 を受 入 れ る 宿 泊 施 設 及び 駐 車 施 設 等 の 確 保に 努 め る 。  

10  広域応援協力体制の確立   

県 及 び 市 は 、 大 規 模 な 災 害 等 が 発 生 し 、 県 下 市 町 又 は 他 の 都 道 府 県 等 が 被 災 し た 場 合に

は 、 速 やか に 必 要 な 応 援 体 制を 確 立 す る 。  

ま た 市 は 、 他 の 市 町 村 か ら 応 援 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 災 害 応 急 対 策 の う ち 、 消 防 、 救助

等 人 命 に 関 わ る よ う な 災 害 発 生 直 後 の 緊 急 性 の 高 い 応 急 措 置 に つ い て は 、 正 当 な 理 由がな

い 限 り 、 応 援 を 行 う 。 災 害 応 急 対 策 の 実 施 に つ い て は 、 応 援 に 従 事 す る 者 は 、 被 災 市町の

指 揮 の 下に 行 動 す る 。  

11  海外支援の受入れ   

（ １ ） 支援 活 動 の 申 入 れ 、 受入 れ 決 定  

海 外 か ら の 支 援 は 、 外 交 ル ー ト を 通 じ て 外 務 省 か ら 県 、 市 に 対 し て 支 援 の 申 入 れ があ

る 場 合 と 、 Ｎ Ｇ Ｏ （ 非 政 府 組 織 ） 団 体 か ら 直 接 県 、 市 に 対 し て 支 援 の 申 入 れ が あ る 場合

が 想 定 され る 。  

災 害 対 策本 部 は 、海 外 支 援 の申 入 れ（ 支 援 国・団 体 、支 援 の 種 類・人 員 、到 着 日 時 等）

が あ っ た 場 合 は 、 災 害 の 状 況 や 対 策 活 動 の 必 要 性 等 を 総 合 的 に 判 断 し 、 支 援 の 申 入 れを

受 け 入 れる か ど う か を 決 定 し、 関 係 機 関 に 回 答 する 。  

な お 、 国 は 、 大 規 模 災 害 発 生 時 に お い て 、 実 際 に 海 外 か ら 支 援 の 申 入 れ が あ っ た 場合

に お け る迅 速 な 対 応 を 図 る こと を 目 的 に 、 平 成 10 年 1 月 20 日 関 係 省庁 連 絡 会 議 申 合 せ

に よ り 、支 援 受 入 れ 分 野 ご との 対 応 省 庁 等 を 定 めて い る 。  

【 参 照 】資 料 23  海 外 か らの 支 援 受 入 れ 可 能 性の あ る 分 野 の 対 応 省庁  

（ ２ ） 支援 部 隊 の 受 入 れ と 撤収  

海 外 支 援 部 隊 を 受 け 入 れ た と き に は 、 活 動 内 容 、 場 所 の 調 整 や 情 報 の 提 供 、 通 訳 の派

遣 等 を 行う ほ か 、宿 泊 場 所 の確 保 な ど 概 ね 本 節 ４（ ２ ）「 受 入 措 置 等」に 準 じ て 必 要 な 受

入 措 置 を行 う 。  

海 外 支 援 部 隊 の 活 動 が 終 了 し た と き 又 は 活 動 の 必 要 性 が な く な っ た と き に は 、 海 外支

援 部 隊 の責 任 者 や 県 と 協 議 のう え 、 撤 収 を 要 請 する 。  
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第７節  災害情報の収集・伝達 

所  管  
□ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班  □ 都 市 政 策 局 …連 絡 調 整 班  

□ 総 務 局… 総 務 班 、 被 害 調 査班 、 情 報 発 信 班  

□ 消 防 局… 消 防 班  □ 企 業 局… ラ イ フ ラ イ ン 班  □ 地 区 支 部  

１  基本方針   

災 害 時 に お け る 情 報 の 収 集 、 伝 達 を 迅 速 か つ 的 確 に 行 い 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 と の 有 機

的 な 連 携を 図 る 。  

２  通信手段の確保   

（ １ ） 情報 活 動 の 緊 密 化  

情 報 の 収 集 及 び 伝 達 は 、 本 部 と 地 区 支 部 、 本 部 と 県 災 害 対 策 本 部 各 相 互 の ル ー ト を 基

本 と し て、 警 察 署 、 防 災 関 係機 関 及 び 報 道 機 関 の緊 密 な 連 携 の も と に行 う 。  

（ ２ ） 情報 収 集 伝 達 の 手 段  

情 報 の 収集 、伝 達 は 、あ ら ゆ る 手 段を 有 効 に 活 用し て 行 う 。電 源 喪 失に 至 っ た 場 合 は、

非 常 電 源設 備 に よ る 通 信 ・ 情報 施 設 の 機 能 確 保 を図 る 。  

 

 

 

 

①   無 線 シス テ ム  

ア  同 報防 災 無 線  

表 ３ － ７－ １  同 報 防 災 無 線の 設 置 状 況 （ 令 和 ６年 度 末 ）  

基 地 局  

  1 局  

     第 1 通 信 所     災 害 対 策 本 部 室  

     第 2 通 信 所     市 消 防 局  

中 継 局  
  1 局  

     医 王 山 中 継 局  

拡 声 子 局  199 局  

戸 別 受 信 機  422 台  

（ 注 ）・  拡 声 子 局 は 、 平 成 6～ 7 年 度 の 2 年 計 画 で 海 岸 地 域 に 計 画 整 備  

                    平 成 8～ 9 年 度 の 2 年 計 画 で 市 内 全 域 に 計 画 整 備  

                    平 成 10 年 度 山 間 部 の 不 感 地 区 用 と し て 中 継 局 及 び 拡 声

子 局 を 整 備  

                    平 成 11 年 度 浸 水 常 襲 地 域 に 整 備  

                    平 成 24～ 26 年 度 の ３ 年 計 画 で 、 デ ジ タ ル 化 及 び 拡 声 子

局 増 設  

第７節  災害情報の収集・伝達 

所  管  
□ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班  □ 都 市 政 策 局 …連 絡 調 整 班  

□ 総 務 局… 総 務 班 、 被 害 調 査班 、 情 報 発 信 班  

□ 消 防 局… 消 防 班  □ 企 業 局… ラ イ フ ラ イ ン 班  □ 地 区 支 部  

１  基本方針   

災 害 時 に お け る 情 報 の 収 集 、 伝 達 を 迅 速 か つ 的 確 に 行 い 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 と の 有 機

的 な 連 携を 図 る 。  

２  通信手段の確保   

（ １ ） 情報 活 動 の 緊 密 化  

情 報 の 収 集 及 び 伝 達 は 、 本 部 と 地 区 支 部 、 本 部 と 県 災 害 対 策 本 部 各 相 互 の ル ー ト を基

本 と し て、 警 察 署 、 防 災 関 係機 関 及 び 報 道 機 関 の緊 密 な 連 携 の も と に行 う 。  

（ ２ ） 情報 収 集 伝 達 の 手 段  

情 報 の 収集 、伝 達 は 、あ ら ゆる 手 段 を 有 効 に 活 用し て 行 う 。電 源 喪 失に 至 っ た 場 合 は、

非 常 電 源 設 備 に よ る 通 信 ・ 情 報 施 設 の 機 能 確 保 を 図 る 。 ま た 、 新 総 合 防 災 情 報 シ ス テ ム

（ SOBO-WEB） を 活 用 し 、 災 害 発 生 時 に 早 期 に 把 握 ・ 推 計 し 、 全 体 状 況 の 正 確 か つ 統 合 的

な 情 報 把 握 に 努 め る 。 ま た 、 多 角 的 な 被 災 情 報 の 収 集 と 分 析 手 法 の 検 討 、 時 系 列 ・ 項 目

の 整 理 な ど 、 効 果 的 な 情 報 発 信 を 行 う た め の 災 害 時 広 報 ・ 情 報 発 信 マ ニ ュ ア ル を 整 備 に

努 め る 。  

②   無 線 シス テ ム  

ア  同 報防 災 無 線  

表 ３ － ７－ １  同 報 防 災 無 線の 設 置 状 況 （ 令 和 ６年 度 末 ）  

基 地 局  

  1 局  

     第 1 通 信 所     災 害 対 策 本 部 室  

     第 2 通 信 所     市 消 防 局  

中 継 局  
  1 局  

     医 王 山 中 継 局  

拡 声 子 局  199 局  

戸 別 受 信 機  422 台  

（ 注 ）・  拡 声 子 局 は 、 平 成 6～ 7 年 度 の 2 年 計 画 で 海 岸 地 域 に 計 画 整 備  

                    平 成 8～ 9 年 度 の 2 年 計 画 で 市 内 全 域 に 計 画 整 備  

                    平 成 10 年 度 山 間 部 の 不 感 地 区 用 と し て 中 継 局 及 び 拡 声

子 局 を 整 備  

                    平 成 11 年 度 浸 水 常 襲 地 域 に 整 備  

                    平 成 24～ 26 年 度 の ３ 年 計 画 で 、 デ ジ タ ル 化 及 び 拡 声 子

局 増 設  
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・  戸 別 受 信 機 は 、小 中 学 校 、高 等 学 校 、大 学 、保 育 所 、幼 稚 園 、公 民 館 、

消 防 署 、 公 共 施 設 、 自 主 防 災 組 織 に 整 備  
 

【 参 照 】資 料 24  金 沢 市 同報 防 災 無 線 配 備 一 覧表  

 
 

イ   消 防無 線  

・  基 地局 8 局 (受 信 専 用 基地 局 3 局 含 む )、 車 載 型 移 動 局 169 台 (消 防 団 104 台 含

む )、 携 帯 型 移 動 局 97 台 、 可 搬 型移 動 局 8 台、 卓 上 型 移 動 局 13 台 （ 平 成 29 年 度

末 ）  

・  平成 26～ 27 年 度 ‥ 消 防救 急 デ ジ タ ル 無 線 整備  

    ・  平 成 28 年 度 ‥ ‥ ‥ 消防 救 急 デ ジ タル 無 線 正 式 運 用  

ウ  石 川県 防 災 行 政 無 線 （ 衛星 系 ）  

・  金 沢 市 局   危 機 管 理課 … TEL 外 線 1－ 201 FAX1－ 201 

・  金 沢市 消 防 局   情 報 指 令課 … TEL 外 線 1－ 451  FAX1－ 451 

エ  ア マチ ュ ア 無 線  

・  1 局   危 機管 理 課 … 呼 出符 号 Ｊ Ａ 9Ｚ Ｆ Ａ   金 沢 市 役 所 ハ ム ク ラブ  

②  情 報通 信 、 携 帯 電 話 シ ステ ム  

ア  災 害時 優 先 電 話  

・  市 災害 対 策 本 部   26 回 線  

・  市 庁舎 内 電 話   指 定 箇 所  4 回線  

・  市 施設   165 回 線  

    ・  分 団 等  13 回 線  

イ   衛 星電 話  

・  市 災害 対 策 本 部  8 台  

-  災 害対 策 本 部 室     半 固 定型 5 台  

-  移 動局          携 帯 型   3 台  

・   拠 点避 難 場 所 等  半 固 定型  106 台  

ウ  携 帯電 話  

・  市 災害 対 策 本 部   82 台 （ 全 て 災 害 時 優 先 登録 ）  

・  ほ かに 各 課 で 常 備  

エ   Ｆ ＡＸ  

    ・  市 所 有 の Ｆ Ａ Ｘの 活 用  

 

③  消 防監 視 カ メ ラ  

④  携 帯電 話 、 パ ソ コ ン を 通じ て 「 金 沢 ぼ う さ いド ッ ト コ ム 」 に よ る情 報 伝 達  

  ⑤  専 用 Web サ イ ト に 防災 行 政 無 線 で 放 送 した 内 容 を 音 声 と 文 字で 提 供  

・  戸 別 受 信 機 は 、小 中 学 校 、高 等 学 校 、大 学 、保 育 所 、幼 稚 園 、公 民 館 、

消 防 署 、 公 共 施 設 、 自 主 防 災 組 織 に 整 備  
 

【 参 照 】資 料 24  金 沢 市 同報 防 災 無 線 配 備 一 覧表  

 
 

イ   消 防無 線  

・  基 地 局 8 局 (受 信 専 用 基地 局 3 局 含 む )、 車 載 型 移 動 局 169 台 (消 防 団 104 台含

む )、 携 帯 型 移 動 局 97 台 、 可 搬 型 移 動 局 8 台 、 卓 上 型 移動 局 13 台（ 平 成 29 年 度

末 ）  

・  平成 26～ 27 年 度 ‥ 消 防救 急 デ ジ タ ル 無 線 整備  

    ・  平 成 28 年 度 ‥ ‥ ‥ 消防 救 急 デ ジ タル 無 線 正 式 運 用  

ウ  石 川県 防 災 行 政 無 線 （ 衛星 系 ）  

・  金 沢 市 局   危 機 管 理課 … TEL 外 線 1－ 201 FAX1－ 201 

・  金 沢市 消 防 局   情 報 指 令課 … TEL 外 線 1－ 451  FAX1－ 451 

エ  ア マチ ュ ア 無 線  

・  1 局   危 機管 理 課 … 呼 出符 号 Ｊ Ａ 9Ｚ Ｆ Ａ   金 沢 市 役 所 ハ ム ク ラブ  

②  情 報通 信 、 携 帯 電 話 シ ステ ム  

ア  災 害時 優 先 電 話  

・  市 災害 対 策 本 部   26 回 線  

・  市 庁舎 内 電 話   指 定 箇 所  4 回線  

・  市 施設   165 回 線  

    ・  分 団 等  13 回 線  

イ   衛 星電 話  

・  市 災害 対 策 本 部  8 台  

-  災 害対 策 本 部 室     半 固 定型 5 台  

-  移 動局          携 帯 型   3 台  

・   拠 点避 難 場 所 等  半 固 定型  106 台  

ウ  携 帯電 話  

・  市 災害 対 策 本 部   82 台 （ 全 て 災 害 時 優 先 登録 ）  

・  ほ かに 各 課 で 常 備  

エ   Ｆ ＡＸ  

    ・  市 所 有 の Ｆ Ａ Ｘの 活 用  

 

③  消 防監 視 カ メ ラ  

④  携 帯電 話 、 パ ソ コ ン を 通じ て 「 金 沢 ぼ う さ いド ッ ト コ ム 」 に よ る情 報 伝 達  

  ⑤  専 用 Web サ イ ト に 防災 行 政 無 線 で 放 送 した 内 容 を 音 声 と 文 字で 提 供  
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⑥  災 害時 情 報 収 集 代 表 電 話に よ る 情 報 収 集 （ 電話 番 号 ： 076-220-2112）  

⑦  広 報用 車 両 及 び 消 防 車 等に よ る 情 報 伝 達 （ 警鐘 、 サ イ レ ン を 含 む）  

⑧  報 道機 関 の 協 力 に よ る 情報 伝 達  

⑨  自 主防 災 組 織 等 を 通 じ た情 報 の 収 集 、 伝 達  

⑩  Ｎ ＴＴ 災 害 用 伝 言 ダ イ ヤル 「 171」 の 活 用  

⑪  携 帯電 話 災 害 用 伝 言 板 サー ビ ス の 活 用  

⑫  緊 急速 報 メ ー ル （ エ リ アメ ー ル ） に よ る 情 報伝 達  

⑬  ソ ーシ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キン グ サ ー ビ ス （ Ｓ ＮＳ ） に よ る 情 報 伝 達  

⑭  災 害情 報 共 有 シ ス テ ム （Ｌ ア ラ ー ト ） に よ る情 報 伝 達  

⑮  地 域活 動 発 信 ア プ リ （ 結ネ ッ ト ） に よ る 情 報伝 達  

⑯  ［ 追加 ］  

３  気象警報、災害情報等の受理、伝達   

（ １ ） 受理 ・ 伝 達 系 統  

①  気 象警 報 ・ 注 意 報 が 発 表さ れ た 場 合  

危 機 管 理 課 よ り 関 係 課 に Ｆ Ａ Ｘ 等 で 通 報 す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 庁 内 放 送 等 に よ

り 周 知 徹底 を 図 る 。  

②  大 規模 な 災 害 が 発 生 し 又は 発 生 す る お そ れ があ る 場 合  

消 防 局 、県 そ の 他の 防 災 機 関よ り 災 害 情 報 等 の 通報 が あ っ た と き は 、危 機 管 理監 を 通 じ て、

市 長 、 副市 長 に 報 告 す る と とも に 、 庁 内 放 送 等 によ り 関 係 局 課 長 及 び職 員 に 伝 達 す る 。  

 

 

図 ３ － ７－ １  気 象 警 報 、 災害 情 報 等 の 受 理 ・ 伝達 系 統  

（ ２ ） 受理 、 伝 達 の 方 法  

ア  県 災 害 対 策 本 部 か ら 通 知 さ れ る 気 象 情 報 、 警 報 等 の 受 理 は 、 災 害 対 策 本 部 （ 災

害 対 策 本部 準 備 室 、 危 機 管 理課 ） に お い て 受 理 する 。  

イ  本 部 の 各 局 長 は 、 重 要 情 報 を 受 理 し た と き は 、 危 機 管 理 監 を 通 じ 、 本 部 長 、 副

本 部 長 へ報 告 す る 。  

ウ  気 象情 報 、災 害 情 報 等 は 、同 報 防災 無 線 、広 報 用 車 両及 び 消 防 車等 を 活 用 し て 、

⑥  災 害時 情 報 収 集 代 表 電 話に よ る 情 報 収 集 （ 電話 番 号 ： 076-220-2112）  

⑦  広 報用 車 両 及 び 消 防 車 等に よ る 情 報 伝 達 （ 警鐘 、 サ イ レ ン を 含 む）  

⑧  報 道機 関 の 協 力 に よ る 情報 伝 達  

⑨  自 主防 災 組 織 等 を 通 じ た情 報 の 収 集 、 伝 達  

⑩  Ｎ ＴＴ 災 害 用 伝 言 ダ イ ヤル 「 171」 の 活 用  

⑪  携 帯電 話 災 害 用 伝 言 板 サー ビ ス の 活 用  

⑫  緊 急速 報 メ ー ル （ エ リ アメ ー ル ） に よ る 情 報伝 達  

⑬  ソ ーシ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キン グ サ ー ビ ス （ Ｓ ＮＳ ） に よ る 情 報 伝 達  

⑭  災 害情 報 共 有 シ ス テ ム （Ｌ ア ラ ー ト ） に よ る情 報 伝 達  

⑮  地 域活 動 発 信 ア プ リ （ 結ネ ッ ト ） に よ る 情 報伝 達  

⑯  衛 星通 信 ネ ッ ト ワ ー ク （ス タ ー リ ン ク ） の 活用  

３  気象警報、災害情報等の受理、伝達   

（ １ ） 受理 ・ 伝 達 系 統  

①  気 象警 報 ・ 注 意 報 が 発 表さ れ た 場 合  

危 機 管 理 課 よ り 関 係 課 に Ｆ Ａ Ｘ 等 で 通 報 す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 庁 内 放 送 等 に よ

り 周 知 徹底 を 図 る 。  

②  大 規模 な 災 害 が 発 生 し 又は 発 生 す る お そ れ があ る 場 合  

消 防 局 、県 そ の 他 の 防 災 機 関よ り 災 害 情 報 等 の 通報 が あ っ た と き は 、危 機 管 理 監 を 通 じ て、

市 長 、 副市 長 に 報 告 す る と とも に 、 庁 内 放 送 等 によ り 関 係 局 課 長 及 び職 員 に 伝 達 す る 。  

 

 

図 ３ － ７－ １  気 象 警 報 、 災害 情 報 等 の 受 理 ・ 伝達 系 統  

（ ２ ） 受理 、 伝 達 の 方 法  

ア  県 災 害 対 策 本 部 か ら 通 知 さ れ る 気 象 情 報 、 警 報 等 の 受 理 は 、 災 害 対 策 本 部 （ 災

害 対 策 本部 準 備 室 、 危 機 管 理課 ） に お い て 受 理 する 。  

イ  本 部 の 各 局 長 は 、 重 要 情 報 を 受 理 し た と き は 、 危 機 管 理 監 を 通 じ 、 本 部 長 、 副

本 部 長 へ報 告 す る 。  

ウ  気 象情 報 、災 害 情 報 等 は 、同 報 防 災 無 線 、広 報用 車 両 及 び 消 防 車等 を 活 用 し て、
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住 民 等 に対 し て 周 知 徹 底 を 図る 。  

４  災害発生直後の災害情報等の収集、伝達   

（ １ ） 情報 の 処 理  

ア  地 区 支 部 担 当 職 員 、 消 防 団 員 及 び 自 主 防 災 組 織 の 責 任 者 等 は 、 地 域 に お け る 災

害 の 状 況 及 び 災 害 応 急 対 策 に 必 要 な 情 報 等 を 迅 速 、 的 確 に 収 集 し 、 本 部 又 は 消 防

局 へ 通 報す る 。  

イ  本 部 担 当 職 員 は 、 自 宅 か ら 本 部 に 参 集 す る ル ー ト に お け る 災 害 の 状 況 及 び 災 害

応 急 活 動が 必 要 な 情 報 を 収 集し 、 本 部 及 び 消 防 局へ 通 報 す る 。  

ウ  本 部は 、有 線 、無 線 、ラジ オ 、テ レ ビ 等 あ らゆ る 手 段 を 通 じ て、災 害 の 状 況 及 び

災 害 応 急対 策 に 必 要 な 情 報 等を 収 集 、 伝 達 す る 。  

エ  本 部 は 、 災 害 対 策 本 部 の 設 置 に 当 た っ て 、 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 に 必 要 な 通 信 手 段

の 被 害 状況 把 握 、 確 保 を 図 る。  

オ  本 部 は 、 災 害 に 関 す る す べ て の 情 報 を 受 理 し 、 災 害 状 況 を 整 理 分 析 し 、 災 害 に

関 す る 全体 状 況 の 常 時 把 握 に努 め る 。  

   災 害情 報 種 別 に は 、消 防情 報 、警 察 情 報 、海上 保 安 情 報 、職 員 参集 時 情 報 、災 害

対 策 本 部 各 局 情 報 、 地 区 支 部 又 は 自 主 防 災 組 織 情 報 、 ボ ラ ン テ ィ ア 情 報 、 ラ イ フ

ラ イ ン 情 報 、 交 通 情 報 、 応 援 情 報 、 マ ス コ ミ ・ 市 民 そ の 他 か ら の 多 様 な 情 報 が あ

り 、 こ れ ら を 可 能 な 限 り 収 集 整 理 し 、 逐 次 現 況 等 を 確 認 し な が ら 、 正 確 か つ 総 合

的 な 情 報 把 握 に 努 め る 。 状 況 に 応 じ て 、 地 理 情 報 シ ス テ ム （ Ｇ Ｉ Ｓ ） も 活 用 し て

災 害 情 報を 整 理 し 、 関 係 機 関と の 情 報 共 有 を 図 る。  

カ  本 部 は 、 災 害 情 報 の う ち 緊 急 を 要 す る 事 項 は 直 ち に 関 係 部 局 に 連 絡 し 、 適 切 な

応 急 活 動を 実 施 す る 。  

（ ２ ） 収集 、 伝 達 す べ き 情 報  

ア  被 害状 況 （ 人 的 、 建 物 、公 共 施 設 等 ）  

イ  人 命危 険 、 救 助 情 報 及 び安 否 状 況  

ウ  火 災発 生 、 延 焼 拡 大 状 況  

エ  山 、が け 崩 れ 情 報  

オ  ガ ス、 危 険 物 漏 洩 そ の 他二 次 災 害 状 況  

カ  高 齢者 等 避 難 、 避 難 指 示、 緊 急 安 全 確 保 又 は警 戒 区 域 設 定 必 要 状況  

キ  医 療救 護 必 要 情 報 、 施 設設 置 状 況 及 び 活 動 状況  

ク  傷 病者 の 収 容 状 況  

ケ  遺 体検 案 、 遺 体 安 置 状 況  

コ  避 難情 報 、 避 難 状 況  

サ  避 難場 所 の 設 置 状 況 及 び避 難 生 活 状 況  

シ  応 急給 食 、 応 急 給 水 必 要情 報  

ス  生 活必 需 品 等 物 資 在 庫 及び 供 給 の 状 況  

住 民 等 に対 し て 周 知 徹 底 を 図る 。  

４  災害発生直後の災害情報等の収集、伝達   

（ １ ） 情報 の 処 理  

ア  地 区 支 部 担 当 職 員 、 消 防 団 員 及 び 自 主 防 災 組 織 の 責 任 者 等 は 、 地 域 に お け る 災

害 の 状 況 及 び 災 害 応 急 対 策 に 必 要 な 情 報 等 を 迅 速 、 的 確 に 収 集 し 、 本 部 又 は 消 防

局 へ 通 報す る 。  

イ  本 部 担 当 職 員 は 、 自 宅 か ら 本 部 に 参 集 す る ル ー ト に お け る 災 害 の 状 況 及 び 災 害

応 急 活 動が 必 要 な 情 報 を 収 集し 、 本 部 及 び 消 防 局へ 通 報 す る 。  

ウ  本 部は 、有 線 、無 線 、ラ ジ オ 、テ レ ビ 等 あ らゆ る 手 段 を 通 じ て 、災 害 の 状況 及 び

災 害 応 急対 策 に 必 要 な 情 報 等を 収 集 、 伝 達 す る 。  

エ  本 部 は 、 災 害 対 策 本 部 の 設 置 に 当 た っ て 、 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 に 必 要 な 通 信 手 段

の 被 害 状況 把 握 、 確 保 を 図 る。  

オ  本 部 は 、 災 害 に 関 す る す べ て の 情 報 を 受 理 し 、 災 害 状 況 を 整 理 分 析 し 、 災 害 に

関 す る 全体 状 況 の 常 時 把 握 に努 め る 。  

   災 害情 報 種 別 に は 、消 防 情 報 、警 察 情 報 、海 上 保 安 情報 、職 員 参 集 時 情 報 、災 害

対 策 本 部 各 局 情 報 、 地 区 支 部 又 は 自 主 防 災 組 織 情 報 、 ボ ラ ン テ ィ ア 情 報 、 ラ イ フ

ラ イ ン 情 報 、 交 通 情 報 、 応 援 情 報 、 マ ス コ ミ ・ 市 民 そ の 他 か ら の 多 様 な 情 報 が あ

り 、 こ れ ら を 可 能 な 限 り 収 集 整 理 し 、 逐 次 現 況 等 を 確 認 し な が ら 、 正 確 か つ 総 合

的 な 情 報 把 握 に 努 め る 。 状 況 に 応 じ て 、 地 理 情 報 シ ス テ ム （ Ｇ Ｉ Ｓ ） も 活 用 し て

災 害 情 報を 整 理 し 、 関 係 機 関と の 情 報 共 有 を 図 る。  

カ  本 部 は 、 災 害 情 報 の う ち 緊 急 を 要 す る 事 項 は 直 ち に 関 係 部 局 に 連 絡 し 、 適 切 な

応 急 活 動を 実 施 す る 。  

（ ２ ） 収集 、 伝 達 す べ き 情 報  

ア  被 害状 況 （ 人 的 、 建 物 、公 共 施 設 等 ）  

イ  人 命危 険 、 救 助 情 報 及 び安 否 状 況  

ウ  火 災発 生 、 延 焼 拡 大 状 況  

エ  山 、が け 崩 れ 情 報  

オ  ガ ス、 危 険 物 漏 洩 そ の 他二 次 災 害 状 況  

カ  高 齢者 等 避 難 、 避 難 指 示、 緊 急 安 全 確 保 又 は警 戒 区 域 設 定 必 要 状況  

キ  医 療救 護 必 要 情 報 、 施 設設 置 状 況 及 び 活 動 状況  

ク  傷 病者 の 収 容 状 況  

ケ  遺 体検 案 、 遺 体 安 置 状 況  

コ  避 難情 報 、 避 難 状 況  

サ  避 難場 所 の 設 置 状 況 及 び避 難 生 活 状 況  

シ  応 急給 食 、 応 急 給 水 必 要情 報  

ス  生 活必 需 品 等 物 資 在 庫 及び 供 給 の 状 況  
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セ  支 援物 資 状 況  

ソ  市 災害 対 策 本 部 、 地 区 支部 設 置 状 況  

タ  災 害応 急 対 策 実 施 状 況  

チ  自 衛隊 等 防 災 関 係 機 関 の支 援 、 展 開 状 況  

ツ  ボ ラン テ ィ ア 、 民 間 支 援団 体 等 の 状 況  

テ  緊 急道 路 、 鉄 道 等 の 被 害情 報 及 び 復 旧 状 況  

ト  交 通規 制 情 報  

ナ  ラ イフ ラ イ ン 施 設 の 被 害情 報 及 び 復 旧 状 況  

ニ  金 銭債 務 処 理 状 況 及 び 金融 の 動 向  

ヌ  物 資の 価 格 、 役 務 の 対 価状 況  

ネ  観 光客 等 の 状 況  

ノ  そ の他 必 要 な 情 報  

【 参 照 】資 料 25  金 沢 市 災害 情 報 緊 急 報 告 書  

資 料 26  金 沢 市 災 害 状 況 等報 告 書  

資 料 27  避 難 状 況 報 告 書  

 

 

 

セ  支 援物 資 状 況  

ソ  市 災害 対 策 本 部 、 地 区 支部 設 置 状 況  

タ  災 害応 急 対 策 実 施 状 況  

チ  自 衛隊 等 防 災 関 係 機 関 の支 援 、 展 開 状 況  

ツ  ボ ラン テ ィ ア 、 民 間 支 援団 体 等 の 状 況  

テ  緊 急道 路 、 鉄 道 等 の 被 害情 報 及 び 復 旧 状 況  

ト  交 通規 制 情 報  

ナ  ラ イフ ラ イ ン 施 設 の 被 害情 報 及 び 復 旧 状 況  

ニ  金 銭債 務 処 理 状 況 及 び 金融 の 動 向  

ヌ  物 資の 価 格 、 役 務 の 対 価状 況  

ネ  観 光客 等 の 状 況  

ノ  そ の他 必 要 な 情 報  

【 参 照 】資 料 25  金 沢 市 災害 情 報 緊 急 報 告 書  

資 料 26  金 沢 市 災 害 状 況 等報 告 書  

資 料 27  避 難 状 況 報 告 書  
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表 ３ － ７－ ２  時 系 列 ご と の収 集 、 伝 達 す べ き 状況  

 時   期  

警 戒 期 （ 発 災 前 ）  初 動 期 （ 発 災 〜 ３ 日 目 程 度 ）  収 拾 ・ 復 旧 期 （ ３ 日 後 〜 ）  

基

本

情

報 

・ 気 象 情 報  

・ 警 報 、 注 意 報 等 の 情 報  

・ 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指

示 等 の 情 報  

･警 戒 情 報  

・ 気 象 情 報  

・ 警 報 、 注 意 報 等 の 情 報  

・高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、緊

急 安 全 確 保 等 の 情 報  

･警 戒 情 報  

・ 気 象 情 報  

・ 警 報 、 注 意 報 等 の 情 報  

（ 二 次 災 害 に 備 え て ）  

被

害

情

報 

・ 他 地 域 の 被 害 情 報 全 般

（ テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等 の

情 報 ）  

 

・ 山 、 が け 崩 れ 情 報  

・ 被 害 状 況 (人 的 、 建 物 、 公 共

施 設 等 ) 

・人 命 危 険 、救 助 情 報 及 び 安 否

状 況  

・ 火 災 発 生 、 延 焼 拡 大 状 況  

・ガ ス 、危 険 物 漏 洩 そ の 他 二 次

災 害 情 報  

・被 害 状 況 (人 的 被 害 、建 物

被 害 、 公 共 施 設 等 ) 

・人 命 危 険 、救 助 情 報 及 び 安

否 状 況  

・ガ ス 、危 険 物 漏 洩 そ の 他 二

次 災 害 状 況  

避

難･

避

難

生

活

情

報 

 

・高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、緊

急 安 全 確 保 又 は 警 戒 区 域 設

定 必 要 状 況  

・医 療 救 護 必 要 情 報 、施 設 設 置

状 況 及 び 活 動 状 況  

・ 傷 病 者 の 収 容 状 況  

・ 遺 体 検 案 、 遺 体 安 置 状 況  

・ 避 難 情 報 、 避 難 状 況  

・ 避 難 所 の 設 置 状 況 及 び 避 難

生 活 状 況  

・応 急 給 食 、応 急 給 水 必 要 情 報  

・ 生 活 必 需 品 等 物 資 在 庫 及 び

供 給 の 状 況  

・高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、

緊 急 安 全 確 保 又 は 警 戒 区

域 設 定 必 要 状 況  

・医 療 救 護 必 要 情 報 、施 設 設

置 状 況 及 び 活 動 状 況  

・ 傷 病 者 の 収 容 状 況  

・ 遺 体 検 案 、 遺 体 安 置 状 況  

・ 避 難 情 報 、 避 難 状 況  

・ 避 難 所 の 設 置 状 況 及 び 避

難 生 活 状 況  

・ 応 急 給 食 、 応 急 給 水 状 況  

・ 生 活 必 需 品 等 物 資 在 庫 及

び 供 給 の 状 況  

・ 支 援 物 資 状 況  

体

制

確

保

情

報  

・市 災 害 対 策 本 部 、地 区 支 部 設

置 情 報  

・ 災 害 応 急 対 策 実 施 状 況  

・ 自 衛 隊 等 防 災 関 係 機 関 の 支

援 、 展 開 状 況  

・市 災 害 対 策 本 部 、地 区 支 部

設 置 情 報  

・ 災 害 応 急 対 策 実 施 状 況  

・ 自 衛 隊 等 防 災 関 係 機 関 の

支 援 、 展 開 状 況  

・ボ ラ ン テ ィ ア 、民 間 支 援 団

体 等 の 状 況  

道

路･

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

情

報 

 ・緊 急 道 路 、鉄 道 等 の 被 害 情 報

及 び 復 旧 状 況  

・ 交 通 規 制 状 況  

・ ラ イ フ ラ イ ン 施 設 の 被 害 情

報 及 び 復 旧 状 況  

・緊 急 道 路 、鉄 道 等 の 被 害 情

報 及 び 復 旧 状 況  

・ 交 通 規 制 状 況  

・ ラ イ フ ラ イ ン 施 設 の 被 害

情 報 及 び 復 旧 状 況  

そ

の

他

の

情

報 

  

・ 金 銭 債 務 処 理 状 況 及 び 金

融 の 動 向  

・物 資 の 価 格 、役 務 の 対 価 状

況  

・ 観 光 客 等 の 状 況  

・ そ の 他 必 要 な 情 報  

（ ３ ） 被害 状 況 の 調 査  

被 害 状 況の 調 査 は 、調 査 担 当員 を 現 地 に 派 遣 し 、各 自 主防 災 組 織（ 町 会）、農 林 漁 業 団

表 ３ － ７－ ２  時 系 列 ご と の収 集 、 伝 達 す べ き 状況  

 時   期  

警 戒 期 （ 発 災 前 ）  初 動 期 （ 発 災 〜 ３ 日 目 程 度 ）  収 拾 ・ 復 旧 期 （ ３ 日 後 〜 ）  

基

本

情

報 

・ 気 象 情 報  

・ 警 報 、 注 意 報 等 の 情 報  

・ 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指

示 等 の 情 報  

･警 戒 情 報  

・ 気 象 情 報  

・ 警 報 、 注 意 報 等 の 情 報  

・高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、緊

急 安 全 確 保 等 の 情 報  

･警 戒 情 報  

・ 気 象 情 報  

・ 警 報 、 注 意 報 等 の 情 報  

（ 二 次 災 害 に 備 え て ）  

被

害

情

報 

・ 他 地 域 の 被 害 情 報 全 般

（ テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等 の

情 報 ）  

 

・ 山 、 が け 崩 れ 情 報  

・ 被 害 状 況 (人 的 、 建 物 、 公 共

施 設 等 ) 

・人 命 危 険 、救 助 情 報 及 び 安 否

状 況  

・ 火 災 発 生 、 延 焼 拡 大 状 況  

・ガ ス 、危 険 物 漏 洩 そ の 他 二 次

災 害 情 報  

・被 害 状 況 (人 的 被 害 、建 物

被 害 、 公 共 施 設 等 ) 

・人 命 危 険 、救 助 情 報 及 び 安

否 状 況  

・ガ ス 、危 険 物 漏 洩 そ の 他 二

次 災 害 状 況  

避

難･

避

難

生

活

情

報 

 

・高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、緊

急 安 全 確 保 又 は 警 戒 区 域 設

定 必 要 状 況  

・医 療 救 護 必 要 情 報 、施 設 設 置

状 況 及 び 活 動 状 況  

・ 傷 病 者 の 収 容 状 況  

・ 遺 体 検 案 、 遺 体 安 置 状 況  

・ 避 難 情 報 、 避 難 状 況  

・ 避 難 所 の 設 置 状 況 及 び 避 難

生 活 状 況  

・応 急 給 食 、応 急 給 水 必 要 情 報  

・ 生 活 必 需 品 等 物 資 在 庫 及 び

供 給 の 状 況  

・高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、

緊 急 安 全 確 保 又 は 警 戒 区

域 設 定 必 要 状 況  

・医 療 救 護 必 要 情 報 、施 設 設

置 状 況 及 び 活 動 状 況  

・ 傷 病 者 の 収 容 状 況  

・ 遺 体 検 案 、 遺 体 安 置 状 況  

・ 避 難 情 報 、 避 難 状 況  

・ 避 難 所 の 設 置 状 況 及 び 避

難 生 活 状 況  

・ 応 急 給 食 、 応 急 給 水 状 況  

・ 生 活 必 需 品 等 物 資 在 庫 及

び 供 給 の 状 況  

・ 支 援 物 資 状 況  

体

制

確

保

情

報  

・市 災 害 対 策 本 部 、地 区 支 部 設

置 情 報  

・ 災 害 応 急 対 策 実 施 状 況  

・ 自 衛 隊 等 防 災 関 係 機 関 の 支

援 、 展 開 状 況  

・市 災 害 対 策 本 部 、地 区 支 部

設 置 情 報  

・ 災 害 応 急 対 策 実 施 状 況  

・ 自 衛 隊 等 防 災 関 係 機 関 の

支 援 、 展 開 状 況  

・ボ ラ ン テ ィ ア 、民 間 支 援 団

体 等 の 状 況  

道

路･

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

情

報 

 ・緊 急 道 路 、鉄 道 等 の 被 害 情 報

及 び 復 旧 状 況  

・ 交 通 規 制 状 況  

・ ラ イ フ ラ イ ン 施 設 の 被 害 情

報 及 び 復 旧 状 況  

・緊 急 道 路 、鉄 道 等 の 被 害 情

報 及 び 復 旧 状 況  

・ 交 通 規 制 状 況  

・ ラ イ フ ラ イ ン 施 設 の 被 害

情 報 及 び 復 旧 状 況  

そ

の

他

の

情

報 

  

・ 金 銭 債 務 処 理 状 況 及 び 金

融 の 動 向  

・物 資 の 価 格 、役 務 の 対 価 状

況  

・ 観 光 客 等 の 状 況  

・ そ の 他 必 要 な 情 報  

（ ３ ） 被害 状 況 の 調 査  

被 害 状 況の 調 査 は 、調 査 担 当員 を 現 地 に 派 遣 し 、各 自 主防 災 組 織（ 町 会）、農 林 漁 業 団
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体 、 商 工業 団 体 、 民 間 団 体 等の 協 力 を 得 て 、 迅 速か つ 正 確 な 調 査 の 実施 に 努 め る 。  

５  県、防災関係機関、報道機関との連携   

（ １ ） 県災 害 対 策 本 部 へ の 報告 及 び 要 請  

本 部 は 、 逐 次 災 害 状 況 を 取 り ま と め 、 速 や か に 県 災 害 対 策 本 部 に 対 し て 次 の 事 項 に つ

い て 報 告し 、 要 請 を 行 う 。  

な お 、県 災 害 対 策 本 部 へ の 報告 、要 請 が で き な い場 合 は 、直 ち に 消 防庁 へ 報 告 し 、要請

を 行 う 。  

ま た 、 119 番 通報 に 係 る 状 況の 情 報 を 把 握 し 、 直ち に 消 防 庁 及 び 県 に報 告 す る 。  

ア  被 害状 況  

イ  災 害応 急 対 策 実 施 状 況  

ウ  緊 急要 請 事 項  

（ ２ ） 防災 関 係 機 関 と の 連 携  

本 部 は 、 県 及 び 各 種 の 防 災 関 係 機 関 と 緊 密 な 連 携 の も と に 、 災 害 事 態 に つ い て の 認 識

を 一 致 させ 、迅 速 な 意 思 決 定を 行 う た め に 、相 互 で 連 絡す る 手 段 や 体制 を 確 保 し 、被 害 状

況 の 調 査 及 び 報 告 に 当 た っ て 緊 密 に 連 絡 を と る こ と 、 関 係 機 関 で 連 絡 調 整 の た め の 職 員

を 相 互 に 派 遣 す る こ と 、 災 害 対 策 本 部 長 の 求 め に 応 じ て 情 報 の 提 供 、 意 見 の 表 明 を 行 う

こ と な どに よ り 、 情 報 共 有 を図 る よ う 努 め る 。  

【 参 照 】資 料 22 防 災 関 係機 関 等 連 絡 一 覧 表  

（ ３ ） 報道 機 関 と の 連 携  

本 部 は 、広 範 囲の 住 民 に 情 報を 伝 達 す る 場 合 は 、報 道 機関 に 対 し て 情報 を 提 供 し 、ラ ジ

オ 、 テ レビ 等 に よ る 周 知 徹 底を 図 る 。  

６  通信・情報施設の応急対策   

（ １ ） 有線 ・ 無 線 通 信 施 設 等  

直 ち に 災 害 時 優 先 電 話 、 衛 星 電 話 、 同 報 防 災 無 線 等 の 重 要 通 信 設 備 の 状 況 を 点 検 調 査

し 、電 源 喪 失 に 至っ た 場 合 は 、非 常 電源 設 備 に よる 通 信・情 報 施 設 の機 能 確 保 を 図 る 。同

時 に 、あ ら かじ め 想 定 さ れ た多 様 な 情 報 伝 達・収 集 手段（ 無 線 、有 線 、衛 星ネ ッ ト ワ ー ク

な ど ）の 中 か ら 、即 時 可 能 な情 報 伝 達・収 集 手 段を 確 保 す る と と も に 、必 要 に応 じ て 北 陸

総 合 通 信 局 に 対 し 、 災 害 対 策 用 移 動 通 信 機 器 及 び 災 害 対 策 用 移 動 電 源 車 の 貸 出 要 請 を 行

う 。ま た 、通 信 設 備 に 障 害 を生 じ た 場 合 に は 、西 日 本 電 信電 話 株 式 会社 、携 帯 電 話 通 信 事

業 者 等 電 気 通 信 事 業 者 に 要 請 し 、 防 災 関 係 機 関 の 通 信 回 復 を 最 優 先 に 応 急 回 復 措 置 及 び

臨 時 代 替措 置 を 講 ず る 。  

体 、 商 工業 団 体 、 民 間 団 体 等の 協 力 を 得 て 、 迅 速か つ 正 確 な 調 査 の 実施 に 努 め る 。  

５  県、防災関係機関、報道機関との連携   

（ １ ） 県災 害 対 策 本 部 へ の 報告 及 び 要 請  

本 部 は 、 逐 次 災 害 状 況 を 取 り ま と め 、 速 や か に 県 災 害 対 策 本 部 に 対 し て 次 の 事 項 に つ

い て 報 告し 、 要 請 を 行 う 。  

な お 、県 災 害 対 策 本 部 へ の 報告 、要 請 が で き な い場 合 は 、直 ち に 消 防庁 へ 報 告 し 、要請

を 行 う 。  

ま た 、 119 番 通報 に 係 る 状 況の 情 報 を 把 握 し 、 直ち に 消 防 庁 及 び 県 に報 告 す る 。  

ア  被 害状 況  

イ  災 害応 急 対 策 実 施 状 況  

ウ  緊 急要 請 事 項  

（ ２ ） 防災 関 係 機 関 と の 連 携  

本 部 は 、 県 及 び 各 種 の 防 災 関 係 機 関 と 緊 密 な 連 携 の も と に 、 災 害 事 態 に つ い て の 認 識

を 一 致 させ 、迅 速 な 意 思 決 定を 行 う た め に 、相 互 で 連 絡す る 手 段 や 体制 を 確 保 し 、被 害 状

況 の 調 査 及 び 報 告 に 当 た っ て 緊 密 に 連 絡 を と る こ と 、 関 係 機 関 で 連 絡 調 整 の た め の 職 員

を 相 互 に 派 遣 す る こ と 、 災 害 対 策 本 部 長 の 求 め に 応 じ て 情 報 の 提 供 、 意 見 の 表 明 を 行 う

こ と な どに よ り 、 情 報 共 有 を図 る よ う 努 め る 。  

【 参 照 】資 料 22 防 災 関 係機 関 等 連 絡 一 覧 表  

（ ３ ） 報道 機 関 と の 連 携  

本 部 は 、広 範 囲の 住 民 に 情 報を 伝 達 す る 場 合 は 、報 道 機関 に 対 し て 情報 を 提 供 し 、ラ ジ

オ 、 テ レビ 等 に よ る 周 知 徹 底を 図 る 。  

６  通信・情報施設の応急対策   

（ １ ） 有線 ・ 無 線 通 信 施 設 等  

直 ち に 災 害 時 優 先 電 話 、 衛 星 電 話 、 同 報 防 災 無 線 等 の 重 要 通 信 設 備 の 状 況 を 点 検 調 査

し 、電 源 喪 失 に 至っ た 場 合 は 、非 常 電源 設 備 に よる 通 信・情 報 施 設 の機 能 確 保 を 図 る 。同

時 に 、あ ら かじ め 想 定 さ れ た多 様 な 情 報 伝 達・収 集 手段（ 無 線 、有 線 、衛 星ネ ッ ト ワ ー ク

な ど ）の 中 か ら 、即 時 可 能 な情 報 伝 達・収 集 手 段を 確 保 す る と と も に 、必 要 に応 じ て 北 陸

総 合 通 信 局 に 対 し 、 災 害 対 策 用 移 動 通 信 機 器 及 び 災 害 対 策 用 移 動 電 源 車 の 貸 出 要 請 を 行

う 。ま た 、通 信 設 備 に 障 害 を生 じ た 場 合 に は 、西 日 本 電 信電 話 株 式 会社 、携 帯 電 話 通 信 事

業 者 等 電 気 通 信 事 業 者 に 要 請 し 、 防 災 関 係 機 関 の 通 信 回 復 を 最 優 先 に 応 急 回 復 措 置 及 び

臨 時 代 替措 置 を 講 ず る 。  
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（ ２ ） コン ピ ュ ー タ ・ シ ス テム  

コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム 及 び ネ ッ ト ワ ー ク の 状 況 を 点 検 調 査 し 、 障 害 が 生 じ た 場 合 に

は 速 や かに 復 旧 対 策 を 講 じ 、運 用 の 再 開 を 図 る 。  

 

 

（ ２ ） コン ピ ュ ー タ ・ シ ス テム  

コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム 及 び ネ ッ ト ワ ー ク の 状 況 を 点 検 調 査 し 、 障 害 が 生 じ た 場 合 に

は 速 や かに 復 旧 対 策 を 講 じ 、運 用 の 再 開 を 図 る 。  
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第８節  災害広報 

所  管  
□ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班   

□ 総 務 局… 総 務 班 、 情 報 発 信班  □ 消 防 局 … 消 防班  

１  基本方針   

災 害 等 の 情 報 を 正 確 か つ 迅 速 に 提 供 し 、 民 心 の 安 定 を 図 る と と も に 、 市 民 が 的 確 な 災 害

応 急 対 策 を で き る よ う 、 防 災 関 係 機 関 の 協 力 を 得 て 、 必 要 な 広 報 を 行 う 。 市 と し て の 広 報

の 方 針 を 定 め 、 問 い 合 わ せ へ の 対 応 に 終 始 す る こ と な く 、 積 極 的 な 広 報 を 心 が け る こ と と

す る 。  

 

 

２  広報事項   

広 報 す べ き 事 項 は 、 そ の 文 案 及 び 優 先 順 位 を あ ら か じ め 定 め 、 市 民 生 活 に 密 接 に 関 係 あ

る 事 項 を中 心 に 適 切 か つ 迅 速な 広 報 を 行 う 。  

ア  災 害発 生 時 の 注 意 事 項 、被 害 の 防 止 に 関 す る注 意 事 項  

イ  気 象、 水 防 、 火 災 注 意 報、 警 報 情 報 等  

ウ  高 齢者 等 避 難 、 避 難 指 示、 緊 急 安 全 確 保 及 び警 戒 区 域 の 設 定  

エ  自 主防 災 組 織 等 に 対 す る防 災 活 動 実 施 要 請  

オ  民 心安 定 の た め の 市 民 に対 す る 呼 び か け  

カ  電 気、 ガ ス 、 上 下 水 道 、電 話 、 鉄 道 、 道 路 等の 被 害 状 況 及 び 復 旧状 況  

キ  防 災関 係 機 関 の 対 応 状 況  

ク  被 災者 の 安 否 情 報  

ケ  そ の他 生 活 情 報  

 

 

第８節  災害広報 

所  管  
□ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班   

□ 総 務 局… 総 務 班 、 情 報 発 信班  □ 消 防 局 … 消 防班  

１  基本方針   

地 震 災 害 等 の 情 報 を 正 確 か つ 迅 速 に 提 供 し 、 民 心 の 安 定 を 図 る と と も に 、 市 民 が 的 確 な

災 害 応 急 対 策 を で き る よ う 、 防 災 関 係 機 関 の 協 力 を 得 て 、 必 要 な 広 報 を 行 う 。 市 と し て の

効 果 的 な 緊 急 情 報 の 発 信 手 法 や 報 道 機 関 と の 調 整 事 項 な ど に つ い て 明 記 し た 災 害 時 広 報 マ

ニ ュ ア ル を 作 成 し 、 問 い 合 わ せ へ の 対 応 に 終 始 す る こ と な く 、 積 極 的 な 広 報 を 心 が け る こ

と と す る。  

 

２  広報事項   

広 報 す べ き 事 項 は 、 そ の 文 案 及 び 優 先 順 位 を あ ら か じ め 定 め 、 市 民 生 活 に 密 接 に 関 係 あ

る 事 項 を中 心 に 適 切 か つ 迅 速な 広 報 を 行 う 。  

ア  災 害発 生 時 の 注 意 事 項 、被 害 の 防 止 に 関 す る注 意 事 項  

イ  気 象、 水 防 、 火 災 注 意 報、 警 報 情 報 等  

ウ  高 齢者 等 避 難 、 避 難 指 示、 緊 急 安 全 確 保 及 び警 戒 区 域 の 設 定  

エ  自 主防 災 組 織 等 に 対 す る防 災 活 動 実 施 要 請  

オ  民 心安 定 の た め の 市 民 に対 す る 呼 び か け  

カ  電 気、 ガ ス 、 上 下 水 道 、電 話 、 鉄 道 、 道 路 等の 被 害 状 況 及 び 復 旧状 況  

キ  防 災関 係 機 関 の 対 応 状 況  

ク  被 災者 の 安 否 情 報  

ケ  そ の他 生 活 情 報  
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表 ３ － ８－ １   災 害 時 に 伝 達、 広 報 す る 主 要 情 報と 情 報 整 理  

主 要 情 報  情 報 整 理  

  1． 災 害 情 報 、 避 難 等 情 報  

     ① 気 象 情 報 、 災 害 情 報 、 避 難 時 注 意 情 報  

     ② 高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、緊 急 安 全 確 保 等 避 難 開

始 、 警 戒 区 域 設 定 情 報  

     ③ 二 次 災 害 防 止 情 報  

 

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 

 災 害 対 策 本 部  

  2． 救 援 活 動 情 報  

     ① 自 主 防 災 組 織 、 団 体 等 へ の 防 災 活 動 実 施 要 請  

     ② 救 援 活 動 情 報 、 防 災 関 係 機 関 の 対 応 状 況  

     ③ 民 心 安 定 の た め の 呼 び か け  

     ④ 市 長 か ら の メ ッ セ ー ジ 情 報  

     ⑤ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 要 請 情 報  

 

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 福 祉 健 康 局  

  3． 災 害 被 害 情 報  

     ① ラ イ フ ラ イ ン 被 害 、 復 旧 情 報  

     ② 公 共 交 通 機 関 の 被 害 、 代 替 情 報 、 復 旧 情 報  

     ③ 道 路 情 報 （ 被 害 状 況 、 交 通 規 制 、 通行止 め ）  

 

 企 業 局 、 関 係 機 関  

 交 通 関 係 機 関  

 警 察 、 土 木 局  

  4． 生 活 情 報  

     ① 被 災 者 の 安 否 情 報 、 遺 体 安 置 情 報  

 

     ② 避 難 所 等 情 報  

     ③ 水 、 食 料 、 生 活 必 需 物 資 配 給 情 報  

     ④ ご み 、 し 尿 処 理 情 報 、 仮 設 ト イ レ 情 報  

     ⑤ 生 鮮 食 料 品 そ の 他 物 資 情 報 、商 工 業 等 の 経 済 情 報  

     ⑥ 医 療 情 報  

     ⑦ 応 急 危 険 度 判 定 、 危 険 建 物 立 入 禁 止 等 情 報  

     ⑧ 教 育 情 報 （ 学 校 の 休 校 、 再 開 等 情 報 ）  

     ⑨ 各 種 相 談 窓 口 情 報  

     ⑩ そ の 他 生 活 情 報 、 行 政 サ ー ビ ス 情 報   

 

 警 察 、消 防 局 、市 民 局 、福 祉 健

康 局  

 危 機 管 理 課 、 市 民 局  

 危 機 管 理 課 、 市 民 局 、 経 済 局  

 経 済 局 、 環 境 局  

 経 済 局 、 農 林 水 産 局  

 福 祉 健 康 局  

 都 市 整 備 局  

 教 育 委 員 会  

各   局  

 各   局  

5． 行 政 施 策 情 報  

     ① 災 害 対 策 本 部 情 報  

     ② り 災 証 明  

     ③ 各 種 減 免 ・ 延 期 措 置 情 報  

     ④ 災 害 義 援 金 ・ 見 舞 金 ・ 弔 慰 金 等 情 報  

     ⑤ 経 済 活 動 支 援 情 報  

     ⑥ 各 種 融 資 制 度 ・ 災 害 対 策 そ の 他 の 情 報  

 

 災 害 対 策 本 部  

 総 務 局 、 消 防 局  

 総 務 局  

 福 祉 健 康 局 、 総 務 局 、 会 計 課  

 経 済 局  

 各   局  

３  実施方法   

（ １ ） 広報 の 手 段  

災 害 応 急 対 策 に 必 要 な 事 項 の 周 知 は 、 本 部 が 行 う 。 な お 、 豪 雨 時 等 に は 、 下 記 の 手 段

の う ち ア や オ は 聞 き 取 れ な い こ と が あ る こ と に 注 意 し 、 他 の 複 数 の 手 段 を 組 み 合 わ せ て

住 民 へ の伝 達 を 行 う 。  

な お 、同 報 防 災無 線 な ど が 、電 源 喪失 な ど に よ り利 用 で き な く な っ た場 合 は 、広 報 車，

職 員 に よ る 地 域 巡 回 や 報 道 機 関 の 活 用 な ど 、 そ の 他 の 取 り 得 る 代 替 手 段 を 用 い て 的 確 な

広 報 を 実 施 す る 。 ま た 、 被 災 者 の お か れ て い る 生 活 環 境 及 び 居 住 環 境 等 が 多 様 で あ る こ

と か ら 、 情 報 を 提 供 す る 際 に 活 用 す る 媒 体 に 配 慮 す る 。 特 に 、 避 難 場 所 に い る 被 災 者 は

表 ３ － ８－ １   災 害 時 に 伝 達、 広 報 す る 主 要 情 報と 情 報 整 理  

主 要 情 報  情 報 整 理  

  1． 災 害 情 報 、 避 難 等 情 報  

     ① 気 象 情 報 、 災 害 情 報 、 避 難 時 注 意 情 報  

     ② 高 齢 者 等 避 難 、避 難 指 示 、緊 急 安 全 確 保 等 避 難 開

始 、 警 戒 区 域 設 定 情 報  

     ③ 二 次 災 害 防 止 情 報  

 

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 

 災 害 対 策 本 部  

  2． 救 援 活 動 情 報  

     ① 自 主 防 災 組 織 、 団 体 等 へ の 防 災 活 動 実 施 要 請  

     ② 救 援 活 動 情 報 、 防 災 関 係 機 関 の 対 応 状 況  

     ③ 民 心 安 定 の た め の 呼 び か け  

     ④ 市 長 か ら の メ ッ セ ー ジ 情 報  

     ⑤ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 要 請 情 報  

 

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 災 害 対 策 本 部  

 福 祉 健 康 局  

  3． 災 害 被 害 情 報  

     ① ラ イ フ ラ イ ン 被 害 、 復 旧 情 報  

     ② 公 共 交 通 機 関 の 被 害 、 代 替 情 報 、 復 旧 情 報  

     ③ 道 路 情 報 （ 被 害 状 況 、 交 通 規 制 、 通行止 め ）  

 

 企 業 局 、 関 係 機 関  

 交 通 関 係 機 関  

 警 察 、 土 木 局  

  4． 生 活 情 報  

     ① 被 災 者 の 安 否 情 報 、 遺 体 安 置 情 報  

 

     ② 避 難 所 等 情 報  

     ③ 水 、 食 料 、 生 活 必 需 物 資 配 給 情 報  

     ④ ご み 、 し 尿 処 理 情 報 、 仮 設 ト イ レ 情 報  

     ⑤ 生 鮮 食 料 品 そ の 他 物 資 情 報 、商 工 業 等 の 経 済 情 報  

     ⑥ 医 療 情 報  

     ⑦ 応 急 危 険 度 判 定 、 危 険 建 物 立 入 禁 止 等 情 報  

     ⑧ 教 育 情 報 （ 学 校 の 休 校 、 再 開 等 情 報 ）  

     ⑨ 各 種 相 談 窓 口 情 報  

     ⑩ そ の 他 生 活 情 報 、 行 政 サ ー ビ ス 情 報   

 

 警 察 、消 防 局 、市 民 局 、福 祉 健

康 局  

 危 機 管 理 課 、 市 民 局  

 危 機 管 理 課 、 市 民 局 、 経 済 局  

 経 済 局 、 環 境 局  

 経 済 局 、 農 林 水 産 局  

 福 祉 健 康 局  

 都 市 整 備 局  

 教 育 委 員 会  

各   局  

 各   局  

5． 行 政 施 策 情 報  

     ① 災 害 対 策 本 部 情 報  

     ② り 災 証 明  

     ③ 各 種 減 免 ・ 延 期 措 置 情 報  

     ④ 災 害 義 援 金 ・ 見 舞 金 ・ 弔 慰 金 等 情 報  

     ⑤ 経 済 活 動 支 援 情 報  

     ⑥ 各 種 融 資 制 度 ・ 災 害 対 策 そ の 他 の 情 報  

 

 災 害 対 策 本 部  

 総 務 局 、 消 防 局  

 総 務 局  

 福 祉 健 康 局 、 総 務 局 、 会 計 課  

 経 済 局  

 各   局  

３  実施方法   

（ １ ） 広報 の 手 段  

災 害 応 急 対 策 に 必 要 な 事 項 の 周 知 は 、 本 部 が 行 う 。 な お 、 豪 雨 時 等 に は 、 下 記 の 手段

の う ち ア や オ は 聞 き 取 れ な い こ と が あ る こ と に 注 意 し 、 他 の 複 数 の 手 段 を 組 み 合 わ せ て

住 民 へ の伝 達 を 行 う 。  

な お 、同報 防 災 無 線 な ど が 、電 源 喪 失 な ど に よ り利 用 で き な く な っ た場 合 は 、広 報 車，

職 員 に よ る 地 域 巡 回 や 報 道 機 関 の 活 用 な ど 、 そ の 他 の 取 り 得 る 代 替 手 段 を 用 い て 的 確 な

広 報 を 実 施 す る 。 ま た 、 被 災 者 の お か れ て い る 生 活 環 境 及 び 居 住 環 境 等 が 多 様 で あ る こ

と か ら 、 情 報 を 提 供 す る 際 に 活 用 す る 媒 体 に 配 慮 す る 。 特 に 、 避 難 場 所 に い る 被 災 者 は
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情 報 を 得 る 手 段 が 限 ら れ て い る こ と か ら 、 被 災 者 生 活 支 援 に 関 す る 情 報 に つ い て は 紙 媒

体 で も 情 報 提 供 を 行 う な ど ， 適 切 に 情 報 提 供 が な さ れ る も の と す る 。 さ ら に 、 在 宅 被 災

者 な ど ，避 難 所 以 外 に 避 難 して い る 被 災 者 に 対 する 情 報 提 供 に も 努 める 。  

ア  同 報防 災 無 線 、 サ イ レ ン、 半 鐘  

イ  災 害緊 急 ラ ジ オ 放 送 設 備に よ る コ ミ ュ ニ テ ィＦ Ｍ 放 送 へ の 緊 急 割込 放 送  

ウ  ケ ーブ ル テ レ ビ を 利 用 した 緊 急 放 送  

エ  避 難所 や 自 主 防 災 組 織 を通 じ て の 連 絡  

オ  広 報用 車 両 、 消 防 車  

カ  ラ ジオ 、 テ レ ビ 、 新 聞 等に よ る 市 政 広 報  

キ  掲 示板 広 報 や 臨 時 災 害 対策 広 報 誌 の 発 行  

ク   紙 媒体 （ チ ラ シ の 張 り 出し 、 配 布 ） や FAX 

ケ  イ ンタ ー ネ ッ ト（ メ ー ル 、ホ ー ム ペ ー ジ 、フ ェ イ ス ブ ッ ク や X（ エ ッ ク ス ）な ど

の ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キ ン グ サ ー ビ ス （ Ｓ Ｎ Ｓ ））、 電 光 情 報 表 示 シ ス テ ム 、 災

害 情 報 共有 シ ス テ ム （ Ｌ ア ラー ト ） な ど を 活 用 した 情 報 の 提 供  

    

表 ３ － ８－ ２  金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 ケ ーブ ル  (株 ) 南 町 2-1 224-1152 224-8300 

(株 )ラ ジオ か な ざ わ  南 町 2-1 265-7800 265-7845 

 

（ ２ ） 報道 機 関 の 協 力 に よ る広 報  

報 道 機 関 担 当 広 報 職 員 を 配 置 し 、 報 道 機 関 と 緊 密 な 連 携 協 力 体 制 を と り 、 ラ ジ オ 、 テ

レ ビ 、 新聞 等 に よ る 呼 び 掛 けや 被 災 者 へ の 生 活 情報 等 を 提 供 す る 。  

な お 、 報 道 機 関 に 対 し て は 、 災 害 対 策 本 部 職 員 に 対 す る 個 別 の 取 材 ・ 照 会 等 は 避 け る

よ う 要 請 す る と と も に 、 定 時 の 記 者 会 見 、 情 報 を 貼 付 す る 専 用 ボ ー ド の 設 置 等 を 行 い 、

災 害 応 急対 策 業 務 の 実 施 と 報道 機 関 へ の 情 報 提 供を 両 立 さ せ る 。  

（ ３ ） 要配 慮 者 へ の 広 報  

被 災 外 国 人 や 聴 覚 、 視 覚 等 の 障 害 の あ る 人 に 対 し て は 、 各 種 国 際 交 流 団 体 、 障 害 者 団

体（ ボ ラ ン テ ィア 含 む。）や マ ス コ ミ 等 の 連 携 協力 を 得 て 、外 国 語 によ る 情 報 提 供 、外 国

語 放 送 、文 字 情 報 、 点 字 広 報、 手 話 通 訳 に よ る 放送 な ど の 情 報 提 供 に努 め る 。  

（ ４ ） 観光 客 や 帰 宅 困 難 者 への 広 報  

市 は 、 市 内 中 心 部 な ど に お い て 災 害 に 遭 遇 し た 観 光 客 等 の 外 来 者 や 帰 宅 困 難 者 に 対 し

て 、一 時 的 に 観光 施 設 や 駅 ，設 定 され た 避 難 場 所な ど に と ど ま り、「 む や み に 移 動 を 開 始

し な い 」と い う 基 本 原 則 の 広報 を 行 い 、 一 斉 帰 宅の 抑 制 を 図 る 。  

 

 

 

情 報 を 得 る 手 段 が 限 ら れ て い る こ と か ら 、 被 災 者 生 活 支 援 に 関 す る 情 報 に つ い て は 紙 媒

体 で も 情 報 提 供 を 行 う な ど ， 適 切 に 情 報 提 供 が な さ れ る も の と す る 。 さ ら に 、 在 宅 被 災

者 な ど ，避 難 所 以 外 に 避 難 して い る 被 災 者 に 対 する 情 報 提 供 に も 努 める 。  

ア  同 報防 災 無 線 、 サ イ レ ン、 半 鐘  

イ  災 害緊 急 ラ ジ オ 放 送 設 備に よ る コ ミ ュ ニ テ ィＦ Ｍ 放 送 へ の 緊 急 割込 放 送  

ウ  ケ ーブ ル テ レ ビ を 利 用 した 緊 急 放 送  

エ  避 難所 や 自 主 防 災 組 織 を通 じ て の 連 絡  

オ  広 報用 車 両 、 消 防 車  

カ  ラ ジオ 、 テ レ ビ 、 新 聞 等に よ る 市 政 広 報  

キ  掲 示板 広 報 や 臨 時 災 害 対策 広 報 誌 の 発 行  

ク   紙 媒体 （ チ ラ シ の 張 り 出し 、 配 布 ） や FAX 

ケ  イ ンタ ー ネ ッ ト（ メ ール 、ホ ー ム ペ ー ジ 、フ ェ イ ス ブ ッ ク や X（ エ ック ス ）な ど

の ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キ ン グ サ ー ビ ス （ Ｓ Ｎ Ｓ ））、 電 光 情 報 表 示 シ ス テ ム 、 災

害 情 報 共有 シ ス テ ム （ Ｌ ア ラー ト ） な ど を 活 用 した 情 報 の 提 供  

    

表 ３ － ８－ ２  金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 ケ ーブ ル  (株 ) 南 町 2-1 224-1152 224-8300 

(株 )ラ ジオ か な ざ わ  南 町 2-1 265-7800 265-7845 

 

（ ２ ） 報道 機 関 の 協 力 に よ る広 報  

報 道 機 関 担 当 広 報 職 員 を 配 置 し 、 報 道 機 関 と 緊 密 な 連 携 協 力 体 制 を と り 、 ラ ジ オ 、テ

レ ビ 、 新聞 等 に よ る 呼 び 掛 けや 被 災 者 へ の 生 活 情報 等 を 提 供 す る 。  

な お 、 報 道 機 関 に 対 し て は 、 災 害 対 策 本 部 職 員 に 対 す る 個 別 の 取 材 ・ 照 会 等 は 避 ける

よ う 要 請 す る と と も に 、 定 時 の 記 者 会 見 、 情 報 を 貼 付 す る 専 用 ボ ー ド の 設 置 等 を 行 い 、

災 害 応 急対 策 業 務 の 実 施 と 報道 機 関 へ の 情 報 提 供を 両 立 さ せ る 。  

（ ３ ） 要配 慮 者 へ の 広 報  

被 災 外 国 人 や 聴 覚 、 視 覚 等 の 障 害 の あ る 人 に 対 し て は 、 各 種 国 際 交 流 団 体 、 障 害 者団

体（ボ ラ ン テ ィ ア 含 む。）や マ ス コミ 等 の 連 携 協力 を 得 て 、外 国 語 によ る 情 報 提 供 、外 国

語 放 送 、文 字 情 報 、 点 字 広 報、 手 話 通 訳 に よ る 放送 な ど の 情 報 提 供 に努 め る 。  

（ ４ ） 観光 客 や 帰 宅 困 難 者 への 広 報  

市 は 、 市 内 中 心 部 な ど に お い て 災 害 に 遭 遇 し た 観 光 客 等 の 外 来 者 や 帰 宅 困 難 者 に 対し

て 、一 時的 に 観 光 施 設 や 駅 ，設 定 さ れ た 避 難 場 所な ど に と ど ま り、「 む や み に 移 動 を 開 始

し な い 」と い う 基 本 原 則 の 広報 を 行 い 、 一 斉 帰 宅の 抑 制 を 図 る 。  
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表 ３ － ８－ ３  金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 市 旅館 ホ テ ル 協 同 組 合  本 多町 3-10-26 221-1147 264-8433 

金 沢 ホ テル 懇 話 会  南 町 4-1 233-1311 233-1591 

湯 涌 温 泉観 光 協 会  湯 涌 町 イ -1 235-1040 235-1233 

石 川 県 バス 協 会 加 盟 金 沢 地 区

貸 切 バ ス事 業 者  
入 江 3-160 291-0197 292-1624 

湖 南 学 院  上 中 町ロ 11-1 229-1077  

（ ５ ） 県に 対 す る 広 報 要 請  

災 害 応 急対 策 上 必 要 に 応 じ て県 に 要 請 す る 。  

（ ６ ） 災害 に 関 す る 記 録  

広 報 活 動 や 情 報 活 動 等 を 通 じ て 、 災 害 の 救 援 ・ 復 旧 ・ 復 興 に 関 す る 資 料 を 収 集 、 整 理

し 、 災 害活 動 に 関 す る 総 合 的な 記 録 整 理 を 行 う 。  

４  地域住民が災害応急活動上必要な情報を入手する方法   

ア  ラ ジオ 、 テ レ ビ  

気 象 情 報、 警 報 、 交 通 機 関 運行 状 況 等  

イ  同 報防 災 無 線 、 広 報 用 車輌 、 消 防 車  

主 と し て市 域 内 の 情 報 、 指 示、 指 導 等  

ウ  自 主防 災 組 織 を 通 じ て の連 絡  

主 と し て市 か ら の 指 示 、 指 導、 救 助 措 置 等  

エ  サ イレ ン 、 半 鐘  

火 災 等 が発 生 し 、 又 は お そ れが あ る こ と の 伝 達  

オ  イ ンタ ー ネ ッ ト（ ホ ーム ペ ー ジ 、金 沢 ぼ う さい ド ッ ト コ ム 、緊急 速 報 メ ー ル 等）、

コ ミ ュ ニテ ィ Ｆ Ｍ 放 送 等  

気 象 情 報、警 報 、高 齢 者 等 避難 、避 難 指 示 、緊急 安 全 確 保 、避 難 所 情報 、災 害 時

生 活 支 援情 報 等  

５  社会秩序維持活動   

社 会 の 混 乱 を 鎮 め 、 市 民 生 活 を 安 定 し 、 社 会 秩 序 を 維 持 す る た め 、 警 察 等 関 係 機 関 と 連

携 し て 社会 秩 序 を 維 持 す る ため の 活 動 を 行 う 。  

ア  災 害に 関 す る 流 言 飛 語 の動 向 調 査 と 正 確 な 災害 情 報 の 広 報  

イ  社 会秩 序 維 持 の た め の 自主 防 災 活 動 の 要 請  

ウ  生 活物 資 の 需 給 な ど 生 活情 報 の 提 供  

エ  道 路、 避 難 、 買 出 し 、 電話 の 混 乱 状 況 の 把 握と 復 旧 情 報 等 の 提 供  

表 ３ － ８－ ３  金 沢 市 災 害 時防 災 活 動 協 力 協 定 締結 団 体  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  
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オ  県 知事 委 任 に 基 づ く 権 限の 行 使 又 は 強 制 措 置  

カ  県 及び 警 察 等 関 係 機 関 に対 す る 応 急 措 置 等 の実 施 の 要 請  

キ  犯 罪情 勢 及 び 予 防 対 策 の広 報  

６  被災地域の相談・要望等の対応   

市 は 、 臨 時 相 談 窓 口 を 設 置 し て 住 民 の 相 談 に 応 じ る 等 の 広 聴 活 動 を 展 開 し 、 被 災 地 住 民

の 動 向 と相 談 、 苦 情 及 び 要 望等 の 把 握 に 努 め 、 対策 を 講 ず る 。  

ま た 、 その 対 策 を 積 極 的 に 広報 す る 。  

７  ライフライン情報の提供等   

電 気 事 業 者 は 、 停 電 時 に イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を 使 用 で き な い 被 災 者 に 対 す る 被 害 情 報 等 の

伝 達 に 係る 体 制 の 整 備 に 努 める 。  

ま た 、 電 気 通 信 事 業 者 は 、 通 信 の 仕 組 み や 代 替 通 信 手 段 の 提 供 等 に つ い て 利 用 者 へ の 周

知 に 努 め る と と も に 、 通 信 障 害 が 発 生 し た 場 合 の 被 災 者 に 対 す る 情 報 提 供 体 制 の 整 備 を 図

る も の とす る 。  

県 、 市 及 び ラ イ フ ラ イ ン 事 業 者 は 、 住 民 等 か ら の 問 い 合 わ せ 等 に 対 応 す る 体 制 に つ い て 、

あ ら か じめ 計 画 し て お く も のと す る 。  
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知 に 努 め る と と も に 、 通 信 障 害 が 発 生 し た 場 合 の 被 災 者 に 対 す る 情 報 提 供 体 制 の 整 備 を 図
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あ ら か じめ 計 画 し て お く も のと す る 。  

 

 

第９節  消防・救急活動 
所  管  □ 消 防 局… 消 防 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 10 節  自衛隊の災害派遣 
所  管  □危機管理監、市民 局… 防 災 班   

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 11 節  救出・救助活動 
 所  管   □ 消 防 局 … 消 防 班  □ 福 祉健 康 局 … 保 健 救 護 班  

 

 

※ 変 更 無し  
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第 12 節 行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬 

 所  管  
 □消 防 局 … 消 防 班  □福 祉 健 康 局 … 福 祉 班  

 □市 民 局 … 避 難 所 支 援 班  □ 地 区 支 部  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 13 節 災害警備 
 所  管   □危 機 管 理 監 、 市 民 局 … 防災 班  □県警 □海上保安部 

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 14 節  交通確保・緊急輸送 
所  管  □ 土 木 局… 道 路 対 策 班  

 

 

※ 変 更 無し  
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第 15 節  避難誘導 

所  管  
□ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班 、 避 難 所 支 援 班  □ 消 防 局 ･･･消 防 班  

□ 福 祉 健康 局 … 災 害 時 要 援 護者 支 援 班  □ 地 区 支部 要 員 … （ 避 難 所 協力 ）  

□ 教 育 委員 会 … 学 校 教 育 班 、社 会 教 育 班 （ 避 難 所協 力 ）  

１  基本方針   

災 害 が 発 生 し 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 市 民 の 生 命 の 安 全 を 確 保 す る

た め 、市 民の 迅 速 な 避 難 の 誘導 を 行 う 。住 民 等 が情 報 の 意 味 を 直 感 的に 理 解 で き る よ う、

防 災 情 報を ５ 段 階 の 警 戒 レ ベル に よ り 提 供 す る 。  

２  警戒レベルを用いた防災情報の発信   

避 難 指 示 を 行 う 場 合 は 、 危 険 が 切 迫 す る ま え に 十 分 な 余 裕 を 持 っ て 行 う も の と し 、 時 間

経 過 に 伴い 、【 警 戒 レ ベ ル ３】高 齢 者 等 避 難、【 警 戒 レ ベ ル ４ 】避難 指 示【 警 戒 レ ベ ル ５】緊

急 安 全 確 保 と 段 階 的 な 情 報 提 供 に 考 慮 し 、 住 民 が 自 主 的 に 家 屋 損 害 に 対 す る 対 策 、 衣 類 や

食 料 品 の 準 備 等 、 最 低 限 の 措 置 を 講 じ て 避 難 所 に 向 か う こ と が で き る よ う 努 め る 。 ま た 、

夜 間 や 豪雨 時 の 避 難 を 避 け 明る い 時 間 帯 の 早 期 避難 、局 所 的 な 豪 雨 によ る 河 川 の 水 位 上 昇、

地 盤 災 害へ の 対 応 な ど 、 状 況に 即 し た 早 期 発 令 に努 め る 。  

な お、【 警 戒 レ ベ ル １ 】早期 注 意 情 報 及 び【 警戒 レ ベ ル ２ 】注 意 報 は、気 象 庁 が 発 表 す る。 

（ １ ） 市長 の 避 難 の 指 示 等  

①  【 警戒 レ ベ ル ３ 】 高 齢 者等 避 難 の 発 令  

市 長 は 、 洪 水 や 土 砂 災 害 等 に よ り 、 人 的 被 害 の 発 生 す る 可 能 性 が あ る と 認 め た と

き は 、 要 配 慮 者 等 、 避 難 に 時 間 を 要 す る 人 が 円 滑 に 避 難 で き る よ う 高 齢 者 等 避 難 を

発 令 す るこ と が で き る 。  

②  【 警戒 レ ベ ル ４ 】 避 難 指示 の 発 令  

市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 人 の 生 命 又 は

身 体 を 災 害 か ら 保 護 し 、 そ の 他 災 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 必 要 と 認 め る 地 域 の 居 住 者 等 に 対 し 、 避 難 の た め の 立 退 き を 指 示 す る と と

も に 、必 要が あ る と 認 め る とき は 、そ の 立 退 き 先を 指 示 す る 。（ 災 害 対 策 基 本 法 第 60

条）。  

市 長 は 、 避 難 の た め の 立 ち 退 き を 指 示 し 、 又 は 「 緊 急 安 全 確 保 」 を 指 示 し よ う と

す る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 指 定 地 方 行 政 機 関 の 長 ま た は 知 事 に

対 し 当 該指 示 に 関 す る 事 項 につ い て 、 助 言 を 求 める こ と が で き る 。  

③  【 警戒 レ ベ ル ５ 】 緊 急 安全 確 保 の 発 令  

    市 長 は 、 災 害 が 発 生し 、 又 は ま さ に 発 生し よ う と し て い る 場合 に お い て 、 避 難 の  

   ため の 立 退 き を 行 う こと に よ り か え っ て 人の 生 命 又 は 身 体 に 危険 が 及 ぶ お そ れ が あ  

り 、 か つ、 事 態 に 照 ら し 緊 急を 要 す る と 認 め る とき は 、 必 要 と 認 め る地 域 の 居 住 者  
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防 災 情 報を ５ 段 階 の 警 戒 レ ベル に よ り 提 供 す る 。  
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避 難 指 示 を 行 う 場 合 は 、 危 険 が 切 迫 す る ま え に 十 分 な 余 裕 を 持 っ て 行 う も の と し 、 時 間

経 過 に 伴い 、【 警 戒 レ ベ ル ３ 】高 齢者 等 避 難、【 警 戒 レ ベ ル ４ 】避 難 指 示【 警 戒 レ ベ ル ５ 】緊

急 安 全 確 保 と 段 階 的 な 情 報 提 供 に 考 慮 し 、 住 民 が 自 主 的 に 家 屋 損 害 に 対 す る 対 策 、 衣 類 や

食 料 品 の 準 備 等 、 最 低 限 の 措 置 を 講 じ て 避 難 所 に 向 か う こ と が で き る よ う 努 め る 。 ま た 、

夜 間 や 豪雨 時 の 避 難 を 避 け 明る い 時 間 帯 の 早 期 避難 、局 所 的 な 豪 雨 によ る 河 川 の 水 位 上 昇、

地 盤 災 害へ の 対 応 な ど 、 状 況に 即 し た 早 期 発 令 に努 め る 。  

な お、【 警 戒 レ ベ ル １ 】早 期 注 意 情報 及 び【 警 戒 レ ベ ル２ 】注 意 報 は 、気 象庁 が 発 表 す る。 

（ １ ） 市長 の 避 難 の 指 示 等  

①  【 警戒 レ ベ ル ３ 】 高 齢 者等 避 難 の 発 令  

市 長 は 、 洪 水 や 土 砂 災 害 等 に よ り 、 人 的 被 害 の 発 生 す る 可 能 性 が あ る と 認 め た と

き は 、 要 配 慮 者 等 、 避 難 に 時 間 を 要 す る 人 が 円 滑 に 避 難 で き る よ う 高 齢 者 等 避 難 を

発 令 す るこ と が で き る 。  

②  【 警戒 レ ベ ル ４ 】 避 難 指示 の 発 令  

市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 人 の 生 命 又 は

身 体 を 災 害 か ら 保 護 し 、 そ の 他 災 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 必 要 と 認 め る 地 域 の 居 住 者 等 に 対 し 、 避 難 の た め の 立 退 き を 指 示 す る と と

も に、必 要 が あ る と 認 め る とき は 、そ の 立 退 き 先を 指 示 す る 。（ 災 害 対 策 基 本法 第 60

条）。  

市 長 は 、 避 難 の た め の 立 ち 退 き を 指 示 し 、 又 は 「 緊 急 安 全 確 保 」 を 指 示 し よ う と

す る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 指 定 地 方 行 政 機 関 の 長 ま た は 知 事 に

対 し 当 該指 示 に 関 す る 事 項 につ い て 、 助 言 を 求 める こ と が で き る 。  

③  【 警戒 レ ベ ル ５ 】 緊 急 安全 確 保 の 発 令  

    市 長 は 、 災 害 が 発 生し 、 又 は ま さ に 発 生し よ う と し て い る 場合 に お い て 、 避 難 の  

   ため の 立 退 き を 行 う こと に よ り か え っ て 人の 生 命 又 は 身 体 に 危険 が 及 ぶ お そ れ が あ  

り 、 か つ、 事 態 に 照 ら し 緊 急を 要 す る と 認 め る とき は 、 必 要 と 認 め る地 域 の 居 住 者  
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等 に 対 し、「 緊 急 安 全 確 保 措 置 」を 指 示す る こ と がで き る 。（ 災 害 対 策 基本 法 第 60 条）。 

災 害 の 発 生 に よ り 、 市 長 が 実 施 す べ き 避 難 の 指 示 等 を 実 施 で き な く な っ た 場 合 、

知 事 は 、 市 長 に 代 わ っ て 、 地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 避 難 の 指 示 等 を 実 施

す る 。  

表 ３ － １ ５ － １  高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保 の 発 令 の 基 準  

種   別  発 令 の 基 準  住 民 に 求 め る 行 動  
市 の 避 難 誘 導 活

動  

【 警 戒 レ ベ ル ３ 】  

高 齢 者 等 避 難  
（令 和 3 年 5 月  内閣府 ）  

要 配 慮 者 等 、 避 難 に 時 間 を

要 す る 人 が 避 難 を 開 始 す る

時 点  

人 的 被 害 の 発 生 す る 可 能 性

が 高 ま っ た 段 階  

危 険 な 場 所 か ら 高 齢 者

等 は 避 難  

高 齢 者 等 以 外 の 人 も 、

必 要 に 応 じ 、 普 段 の 行

動 を 見 合 わ せ 始 め た

り 、 避 難 の 準 備 を し た

り 、 自 主 的 に 避 難 す る  

必 要 な 避 難 所

の 開 設 を 完 了

し て 避 難 者 の

受 入 を 開 始  

【 警 戒 レ ベ ル ４ 】  

避  難  指  示  
災 害 対 策 基 本 法  第 60 条  

通 常 の 避 難 行 動 が で き る 者

が 避 難 を 開 始 す る 時 点  

具 体 的 に 人 的 被 害 が 発 生 す

る 前 兆 が 差 し 迫 っ た 時 点  

危 険 な 場 所 か ら 全 員 避

難  

 

警 戒 レ ベ ル 4 ま で に 必

ず 避 難  

避 難 誘 導 活 動  

対 象 区 域 の 拡

大 を 検 討  

避 難 所 の 増 設

を 検 討  

【 警 戒 レ ベ ル ５ 】  

緊 急 安 全 確 保  
災 害 対 策 基 本 法  第 60 条  

人 的 被 害 が 発 生 す る 危 険 性

が 非 常 に 高 い 段 階  

決 壊 や 越 水 ・ 溢 水 が 発 生 し

た 場 合  

災 害 が 実 際 に 発 生 し て い る

段 階  

命 の 危 険  

直 ち に 安 全 確 保 ！  

い ま い る 場 所 よ り も 安

全 な 場 所 へ 直 ち に 移 動

等 す る  

 

※ 高 齢 者 等 避 難 に つ い て は 「 避 難 情 報 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 に よ る 。  
 

④  水 位周 知 河 川 の 避 難 行 動の 基 準  

水 防 法 の 改 正 に よ り 、 県 が 水 位 情 報 周 知 河 川 の 避 難 判 断 水 位 を 指 定 し た こ と に 伴

う 避 難 行動 の 基 準 に つ い て は、 次 の と お り と す る。  

表 ３ － １５ － ２  水 位 情 報 周知 河 川 の 避 難 行 動 の基 準  

平 時 か ら 設 定  

さ れ て い る  

河 川 の 危 険 水 位  

水 位  
増 水 時 に 左 記 項 目 か

ら 知 事 が 発 す る 警 報  
判 断 の 時 期  避 難 所 の 目 安  

水 防 団 待 機 水 位  低  水 防 警 報 （ 準 備 ）   
避 難 所  

開 設 準 備  

氾 濫 注 意 水 位  
 

水 防 警 報 （ 出 動 ）   
避 難 所 開 設  
(自 主 避 難 に 対

応 ) 

避 難 判 断 水 位    
【 警 戒 レ ベ ル ３ 】  

高 齢 者 等 避 難   発 令  
 

氾 濫 危 険 水 位    
【 警 戒 レ ベ ル ４ 】  

 避 難 指 示   発 令  
 

氾 濫 の 発 生  高   
【 警 戒 レ ベ ル ５ 】  

緊 急 安 全 確 保  発 令  
 

 

※ 上 記 判 断 目 安 を 基 に 、降 雨 、水 位 等 の 状 況 判 断 を 加 味 し て 迅 速 に 決 定 す る も の 。ま た 、局

等 に 対 し、「 緊 急 安 全 確 保 措 置 」を 指 示 す る こ と がで き る 。（ 災 害 対 策 基本 法 第 60 条）。 

災 害 の 発 生 に よ り 、 市 長 が 実 施 す べ き 避 難 の 指 示 等 を 実 施 で き な く な っ た 場 合 、

知 事 は 、 市 長 に 代 わ っ て 、 地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 避 難 の 指 示 等 を 実 施

す る 。  

表 ３ － １ ５ － １  高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保 の 発 令 の 基 準  

種   別  発 令 の 基 準  住 民 に 求 め る 行 動  
市 の 避 難 誘 導 活

動  

【 警 戒 レ ベ ル ３ 】  

高 齢 者 等 避 難  
（令 和 3 年 5 月  内閣府 ）  

要 配 慮 者 等 、 避 難 に 時 間 を

要 す る 人 が 避 難 を 開 始 す る

時 点  

人 的 被 害 の 発 生 す る 可 能 性

が 高 ま っ た 段 階  

危 険 な 場 所 か ら 高 齢 者

等 は 避 難  

高 齢 者 等 以 外 の 人 も 、

必 要 に 応 じ 、 普 段 の 行

動 を 見 合 わ せ 始 め た

り 、 避 難 の 準 備 を し た

り 、 自 主 的 に 避 難 す る  

必 要 な 避 難 所

の 開 設 を 完 了

し て 避 難 者 の

受 入 を 開 始  

【 警 戒 レ ベ ル ４ 】  

避  難  指  示  
災 害 対 策 基 本 法  第 60 条  

通 常 の 避 難 行 動 が で き る 者

が 避 難 を 開 始 す る 時 点  

具 体 的 に 人 的 被 害 が 発 生 す

る 前 兆 が 差 し 迫 っ た 時 点  

危 険 な 場 所 か ら 全 員 避

難  

 

警 戒 レ ベ ル 4 ま で に 必

ず 避 難  

避 難 誘 導 活 動  

対 象 区 域 の 拡

大 を 検 討  

避 難 所 の 増 設

を 検 討  

【 警 戒 レ ベ ル ５ 】  

緊 急 安 全 確 保  
災 害 対 策 基 本 法  第 60 条  

人 的 被 害 が 発 生 す る 危 険 性

が 非 常 に 高 い 段 階  

決 壊 や 越 水 ・ 溢 水 が 発 生 し

た 場 合  

災 害 が 実 際 に 発 生 し て い る

段 階  

命 の 危 険  

直 ち に 安 全 確 保 ！  

い ま い る 場 所 よ り も 安

全 な 場 所 へ 直 ち に 移 動

等 す る  

 

※ 高 齢 者 等 避 難 に つ い て は 「 避 難 情 報 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 に よ る 。  
 

④  水 位周 知 河 川 の 避 難 行 動の 基 準  

水 防 法 の 改 正 に よ り 、 県 が 水 位 情 報 周 知 河 川 の 避 難 判 断 水 位 を 指 定 し た こ と に 伴

う 避 難 行動 の 基 準 に つ い て は、 次 の と お り と す る。  

表 ３ － １５ － ２  水 位 情 報 周知 河 川 の 避 難 行 動 の基 準  

平 時 か ら 設 定  

さ れ て い る  

河 川 の 危 険 水 位  

水 位  
増 水 時 に 左 記 項 目 か

ら 知 事 が 発 す る 警 報  
判 断 の 時 期  避 難 所 の 目 安  

水 防 団 待 機 水 位  低  水 防 警 報 （ 準 備 ）   
避 難 所  

開 設 準 備  

氾 濫 注 意 水 位  
 

水 防 警 報 （ 出 動 ）   
避 難 所 開 設  
(自 主 避 難 に 対

応 ) 

避 難 判 断 水 位    
【 警 戒 レ ベ ル ３ 】  

高 齢 者 等 避 難   発 令  
 

氾 濫 危 険 水 位    
【 警 戒 レ ベ ル ４ 】  

 避 難 指 示   発 令  
 

氾 濫 の 発 生  高   
【 警 戒 レ ベ ル ５ 】  

緊 急 安 全 確 保  発 令  
 

 

※ 上 記 判 断 目 安 を 基 に 、降 雨 、水 位 等 の 状 況 判 断 を 加 味 し て 迅 速 に 決 定 す る も の 。ま た 、局
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所 的 な 豪 雨 に よ る 急 激 な 河 川 の 水 位 上 昇 に 対 応 す る た め 、上 流 地 点 の 雨 量 、水 位 等 も 勘 案

す る も の と す る 。  

※ 水 位 周 知 河 川 … 本 章 第 ３ 節 表 ３ － ３ － ５ を 参 照 。  

 

 

⑤  [追 記 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  [追 記 ] 

 

 
 

⑤  土 砂災 害 に お け る 避 難 行動 の 基 準  

土 砂 災 害 防 止 法 に 基 づ き 指 定 さ れ た 土 砂 災 害 警 戒 区 域 （ 未 指 定 の 場 合 は 土 砂 災 害

危 険 箇 所・区 域 ）に お け る 避難 行 動 の 基 準 に つ いて は 、次 の と お り とす る が 、気 象・

降 雨 状 況 や 現 地 で の 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 客 観 的 に 判 断 し て 早 い 段 階 で 災 害 が

発 生 す る と 認 め ら れ る 地 域 内 居 住 者 の 避 難 を 優 先 す る よ う 努 め 、 夜 間 や 豪 雨 時 の 避

難 を な る べ く 避 け 、 明 る い 時 間 に 避 難 で き る よ う 、 早 め の 情 報 提 供 に 努 め る と と も

に 、 迅 速か つ 適 切 な 対 応 を とる も の と す る 。  

ま た 、 土 砂 災 害 に お い て は 早 期 警 戒 、 早 期 避 難 が 重 要 で あ る こ と 、 市 内 全 て の 土

砂 災 害 危 険 箇 所 の 監 視 は 困 難 で あ る こ と か ら 、 住 民 に 対 し 、 前 兆 現 象 や 降 雨 状 況 を

捉 え 、 住民 の 自 主 的 判 断 に より 速 や か に 避 難 す るこ と を あ ら か じ め 周知 す る 。  

表 ３ － １５ － ３  土 砂 災 害 の避 難 行 動 の 基 準  

避 難 情 報  
土 砂 災 害 に  

関 す る 情 報  
避 難 所 状 況  

県 土 砂 災 害 情 報 ｼｽﾃ ﾑ  

【 SABO ア イ 】  
前 兆 現 象 等  

【 警 戒 レ ベ ル ３ 】 

 

高 齢 者 等 避 難 発

令  

大 雨 警 報 (土 砂

災 害 )発 表  

避 難 所 開 設  

準 備  
［ 追 加 ］  

 

 

 避 難 所 開 設   近 隣 で 湧 き 水 ・ 地 下 水 の

濁 り 、 量 の 変 化 等 の 確 認  

【 警 戒 レ ベ ル ４ 】 

避 難 指 示 発 令  

土 砂 災 害 警 戒  

情 報 発 表  

 ２ 時 間 後 予 測 雨 量 が

土 砂 災 害 発 生 危 険 基

準 線 を 超 え た と き 。  

近 隣 で 斜 面 の は ら み 、 擁

壁 ・ 道 路 等 に ク ラ ッ ク 発

生 等 の 確 認  

【 警 戒 レ ベ ル ５ 】 

緊 急 安 全 確 保 発

令  

大 雨 特 別 警 報  

(土 砂 災 害 ) 

発 表  

 

実 況 雨 量 が 土 砂 災 害

発 生 基 準 線 を 超 え た

と き 。  

近 隣 で 土 砂 災 害 の 発 生 、

山 鳴 り 、流 木 の 流 出 、斜 面

の 亀 裂 等 の 確 認  

所 的 な 豪 雨 に よ る 急 激 な 河 川 の 水 位 上 昇 に 対 応 す る た め 、上 流 地 点 の 雨 量 、水 位 等 も 勘 案

す る も の と す る 。  

※ 水 位 周 知 河 川 … 本 章 第 ３ 節 表 ３ － ３ － ５ を 参 照 。  

 

⑤  水 位周 知 河 川 以 外 の ２ 級河 川 の 避 難 行 動 の 基準  

    河 川 管 理 者 が 設 置 す る 危 機 管 理 型 水 位 計 に お い て 、 氾 濫 の 目 安 と な る 水 位 や 氾 濫

の お そ れの あ る 水 位 等 が 定 めら れ て お り 、 避 難 行動 の 基 準 は 、 次 の とお り と す る 。  

 表 ３ － １ ５ － ３  水 位 情 報周 知 河 川 以 外 の ２ 級河 川 の 避 難 行 動 の 基準  

平 時 か ら 設 定  

さ れ て い る  

河 川 の 危 険 水 位  

水 位  判 断 の 時 期  避 難 所 の 目 安  

観 測 開 始 水 位  低  
【 警 戒 レ ベ ル ３ 】  

高 齢 者 等 避 難   発 令  
避 難 所 開 設  

(自 主 避 難 に 対 応 )  

危 険 水 位  
 【 警 戒 レ ベ ル ４ 】  

 避 難 指 示   発 令  
 

氾 濫 開 始 水 位  高  
【 警 戒 レ ベ ル ５ 】  

緊 急 安 全 確 保  発 令  
 

 

⑥  内 水氾 濫 の 避 難 行 動 の 基準  

    気 象 庁 が 発 表 す る 防災 気 象 情 報（ レ ベ ル ３大 雨 警 報 、レ ベ ル ４大 雨 危 険 警 報 等 ）等

に 基 づ き、 避 難 所 開 設 、 避 難指 示 等 の 発 令 を 判 断す る 。  

 

⑦  土 砂災 害 に お け る 避 難 行動 の 基 準  

土 砂 災 害 防 止 法 に 基 づ き 指 定 さ れ た 土 砂 災 害 警 戒 区 域 （ 未 指 定 の 場 合 は 土 砂 災 害

危 険 箇 所・区 域）に お け る 避難 行 動 の 基 準 に つ いて は 、次 の と お り とす る が 、気 象・

降 雨 状 況 や 現 地 で の 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 客 観 的 に 判 断 し て 早 い 段 階 で 災 害 が

発 生 す る と 認 め ら れ る 地 域 内 居 住 者 の 避 難 を 優 先 す る よ う 努 め 、 夜 間 や 豪 雨 時 の 避

難 を な る べ く 避 け 、 明 る い 時 間 に 避 難 で き る よ う 、 早 め の 情 報 提 供 に 努 め る と と も

に 、 迅 速か つ 適 切 な 対 応 を とる も の と す る 。  

ま た 、 土 砂 災 害 に お い て は 早 期 警 戒 、 早 期 避 難 が 重 要 で あ る こ と 、 市 内 全 て の 土

砂 災 害 危 険 箇 所 の 監 視 は 困 難 で あ る こ と か ら 、 住 民 に 対 し 、 前 兆 現 象 や 降 雨 状 況 を

捉 え 、 住民 の 自 主 的 判 断 に より 速 や か に 避 難 す るこ と を あ ら か じ め 周知 す る 。  

表 ３ － １５ － ４  土 砂 災 害 の避 難 行 動 の 基 準  

避 難 情 報  
土 砂 災 害 に  

関 す る 情 報  
避 難 所 状 況  

県 土 砂 災 害 情 報 ｼｽﾃ ﾑ  

【 SABO ア イ 】  
前 兆 現 象 等  

【 警 戒 レ ベ ル ３ 】 

 

高 齢 者 等 避 難 発

令  

レ ベ ル ３ 土 砂

災 害 警 報 発 表  

避 難 所 開 設  

準 備  

３ 時 間 後 予 測 雨 量 が

土 砂 災 害 発 生 危 険 基

準 線 を 超 え た と き 。  

 

 避 難 所 開 設   近 隣 で 湧 き 水 ・ 地 下 水 の

濁 り 、 量 の 変 化 等 の 確 認  

【 警 戒 レ ベ ル ４ 】 

避 難 指 示 発 令  

レ ベ ル ４ 土 砂

災 害 危 険 警 報

発 表  

 ２ 時 間 後 予 測 雨 量 が

土 砂 災 害 発 生 危 険 基

準 線 を 超 え た と き 。  

近 隣 で 斜 面 の は ら み 、 擁

壁 ・ 道 路 等 に ク ラ ッ ク 発

生 等 の 確 認  

【 警 戒 レ ベ ル ５ 】 

緊 急 安 全 確 保 発

令  

レ ベ ル ５ 土 砂

災 害 特 別 警 報  

発 表  

 

実 況 雨 量 が 土 砂 災 害

発 生 基 準 線 を 超 え た

と き 。  

近 隣 で 土 砂 災 害 の 発 生 、

山 鳴 り 、流 木 の 流 出 、斜 面

の 亀 裂 等 の 確 認  
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⑥  孤 立集 落 の 集 団 避 難   

災 害 に よ り 孤 立 し た 集 落 に つ い て は 、 人 的 被 害 の 発 生 状 況 、 家 屋 の 被 災 状 況 、 備

蓄 の 状 況 等 の 情 報 に 基 づ い て 、 自 立 可 能 か ど う か を 判 断 し た 上 で 、 必 要 に 応 じ た 集

団 避 難 を指 示 す る 。  

 

⑦  浸 水想 定 区 域 内 に あ る 地下 街 等 へ の 情 報 伝 達等 （ 水 防 法 第 15 条 ）  

ア  浸 水 想 定 区 域 内 に あ る 地 下 街 等 で 、 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 の 避 難 を 確 保 す る 必

要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 洪 水 時 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 が 図 ら れ る よ う 、

該 当 施 設 に 対 し 、 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 又 は 緊 急 安 全 確 保 に 関 す る 情 報 を 、 電

子 メ ー ル（ 金 沢 ぼ う さ い ド ット コ ム ） 等 に よ り 伝達 す る 。  

  ま た 、 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 洪 水 等 に 関 す る 情 報 を 入 手 す る よ う 努

め な け れば な ら な い 。  

イ  地 下街 等 の 範 囲 に つ い ては 、 次 の と お り と する 。  

 

表 ３ － １５ － ４  地 下 街 等 の範 囲  

地 下 街 等  

の 範 囲  

１  延 べ面 積 が 1,000 ㎡以 上 の 地 下 街  

２  地 階の 床 面 積 の 合 計が 5,000 ㎡ 以 上 の 防 火 対象 物  

３  そ の他 、 市 長 が 必 要 と 認め る も の  

 

ウ  地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 単 独 又 は 共 同 し て 、 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 が

洪 水 時 に 円 滑 か つ 迅 速 に 避 難 が で き る よ う 避 難 確 保 計 画 を 作 成 し 、 そ の 的 確 か つ

円 滑 な 実 施 を 推 進 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 避 難 確 保 計 画 を 作 成 又 は 変 更 し た

と き は 、市 長 に 報 告 す る と とも に 自 ら 公 表 し な けれ ば な ら な い 。  

     な お 、 内 水 整 備 課 は 、 避 難 確 保 計 画 の 作 成 に 必 要 な 指 導 を 行 い 、 地 下 街 等 の 届

出 ・ 申 請等 を 把 握 し た 課 は 、内 水 整 備 課 に 連 絡 しな け れ ば な ら な い 。  

 

表 ３ － １５ － ５  地 下 街 等 把握 フ ロ ー  

 

 

 

 

 

⑧  浸 水想 定 区 域 内 に あ る 要配 慮 者 関 連 施 設 へ の情 報 伝 達 等 （ 水 防 法第 15 条 ）  

ア  浸 水 想 定 区 域 内 に あ る 高 齢 者 、 障 害 の あ る 人 、 乳 幼 児 そ の 他 の 特 に 防 災 上 の 配

慮 を 有 す る 者 が 利 用 す る 要 配 慮 者 関 連 施 設 で 、 当 該 施 設 の 利 用 者 の 避 難 を 確 保 す

る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 洪 水 時 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 が 図 ら れ る よ

う 、 該 当 施 設 に 対 し 、 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 又 は 緊 急 安 全 確 保 に 関 す る 情 報

を 、 電 話又 は FAX、 電 子 メ ール （ 金 沢 ぼ う さ い ドッ ト コ ム ） 等 に よ り伝 達 す る 。  

  ま た 、 要 配 慮 者 関 連 施 設 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 洪 水 等 に 関 す る 情 報 を 入 手 す

る よ う 努め な け れ ば な ら な い。  

⑧  孤 立集 落 の 集 団 避 難   

災 害 に よ り 孤 立 し た 集 落 に つ い て は 、 人 的 被 害 の 発 生 状 況 、 家 屋 の 被 災 状 況 、 備

蓄 の 状 況 等 の 情 報 に 基 づ い て 、 自 立 可 能 か ど う か を 判 断 し た 上 で 、 必 要 に 応 じ た 集

団 避 難 を指 示 す る 。  

 

⑨  浸 水想 定 区 域 内 に あ る 地下 街 等 へ の 情 報 伝 達等 （ 水 防 法 第 15 条 ）  

ア  浸 水 想 定 区 域 内 に あ る 地 下 街 等 で 、 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 の 避 難 を 確 保 す る 必

要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 洪 水 時 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 が 図 ら れ る よ う 、

該 当 施 設 に 対 し 、 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 又 は 緊 急 安 全 確 保 に 関 す る 情 報 を 、 電

子 メ ー ル（ 金 沢 ぼ う さ い ド ット コ ム ） 等 に よ り 伝達 す る 。  

  ま た 、 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 洪 水 等 に 関 す る 情 報 を 入 手 す る よ う 努

め な け れば な ら な い 。  

イ  地 下街 等 の 範 囲 に つ い ては 、 次 の と お り と する 。  

 

表 ３ － １５ － ５  地 下 街 等 の範 囲  

地 下 街 等  

の 範 囲  

１  延 べ面 積 が 1,000 ㎡以 上 の 地 下 街  

２  地 階の 床 面 積 の 合 計が 5,000 ㎡ 以 上 の 防 火 対象 物  

３  そ の他 、 市 長 が 必 要 と 認め る も の  

 

ウ  地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 単 独 又 は 共 同 し て 、 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 が

洪 水 時 に 円 滑 か つ 迅 速 に 避 難 が で き る よ う 避 難 確 保 計 画 を 作 成 し 、 そ の 的 確 か つ

円 滑 な 実 施 を 推 進 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 避 難 確 保 計 画 を 作 成 又 は 変 更 し た

と き は 、市 長 に 報 告 す る と とも に 自 ら 公 表 し な けれ ば な ら な い 。  

     な お 、 内 水 整 備 課 は 、 避 難 確 保 計 画 の 作 成 に 必 要 な 指 導 を 行 い 、 地 下 街 等 の 届

出 ・ 申 請等 を 把 握 し た 課 は 、内 水 整 備 課 に 連 絡 しな け れ ば な ら な い 。  

 

表 ３ － １５ － ６  地 下 街 等 把握 フ ロ ー  

 

 

 

 

 

⑩  浸 水想 定 区 域 内 に あ る 要配 慮 者 関 連 施 設 へ の情 報 伝 達 等 （ 水 防 法第 15 条 ）  

ア  浸 水 想 定 区 域 内 に あ る 高 齢 者 、 障 害 の あ る 人 、 乳 幼 児 そ の 他 の 特 に 防 災 上 の 配

慮 を 有 す る 者 が 利 用 す る 要 配 慮 者 関 連 施 設 で 、 当 該 施 設 の 利 用 者 の 避 難 を 確 保 す

る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 洪 水 時 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 が 図 ら れ る よ

う 、 該 当 施 設 に 対 し 、 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 又 は 緊 急 安 全 確 保 に 関 す る 情 報

を 、 電 話又 は FAX、 電 子 メ ール （ 金 沢 ぼ う さ い ドッ ト コ ム ） 等 に よ り伝 達 す る 。  

  ま た 、 要 配 慮 者 関 連 施 設 の 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 洪 水 等 に 関 す る 情 報 を 入 手 す

る よ う 努め な け れ ば な ら な い。  

ま ち づ くり 条 例 の 届 出  

開 発 計 画の 申 請 等  

地 下 街 等に  

該 当 す る  

対 象 物  

河 川  

水 防 課  

審 査  

関 係 課  連 絡  
申 請 等  

ま ち づ くり 条 例 の 届 出  

開 発 計 画の 申 請 等  

地 下 街 等に  

該 当 す る  

対 象 物  

河 川  

水 防 課  

審 査  

関 係 課  連 絡  
申 請 等  
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イ  要 配慮 者 関 連 施 設 の 範 囲に つ い て は 、 次 の とお り と す る 。  

 

表 ３ － １５ － ６  要 配 慮 者 関連 施 設 の 範 囲  

分   類  施   設  所  管  課  

高 齢 者 施設  

老 人 デ イサ ー ビ ス セ ン タ ー 、老 人 短 期 入 所 施 設 、養 護

老 人 ホ ーム 、 特 別 養 護 老 人 ホー ム （ 介 護 老 人 福 祉施

設 ） 、 軽費 老 人 ホ ー ム （ ケ アハ ウ ス 等 ） 、 有 料 老人 ホ

ー ム 、 サー ビ ス 付 き 高 齢 者 向け 住 宅 、 高 齢 者 生 活福 祉

セ ン タ ー（ 生 活 支 援 ハ ウ ス ）、 通 所 介 護 施 設 、 通所 リ

ハ ビ リ テー シ ョ ン 施 設 、 短 期入 所 生 活 介 護 施 設 、短 期

入 所 療 養介 護 施 設 、 特 定 施 設入 居 者 生 活 介 護 施 設、 認

知 症 対 応型 共 同 生 活 介 護 施 設、 認 知 症 対 応 型 通 所介 護

施 設 、 小規 模 多 機 能 型 居 宅 介護 施 設 、 看 護 小 規 模多 機

能 型 居 宅介 護 施 設 、 地 域 密 着型 介 護 老 人 福 祉 施 設、 介

護 老 人 保健 施 設 、 介 護 療 養 型医 療 施 設  

・ 福 祉 政策 課  

・ 介 護 保険 課  

障 害 児 ・者

施 設 等  

障 害 児 通所 支 援 事 業 所 、 障 害児 入 所 施 設 、 児 童 発達 支

援 セ ン ター 、 情 緒 障 害 児 短 期治 療 施 設 、 障 害 者 支援 施

設 、 障 害福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所、 身 体 障 害 者 福 祉 セン タ

ー 、 補 装具 製 作 施 設 、 盲 導 犬訓 練 施 設 、 視 聴 覚 障害 者

情 報 提 供施 設 、 福 祉 ホ ー ム 、地 域 活 動 支 援 セ ン ター 等  

・ 障 害 福祉 課  

・ こ ど も  

 相 談 ｾﾝﾀｰ 

乳 幼 児 施設  

助 産 施 設、 乳 児 院 、 母 子 生 活支 援 施 設 、 保 育 所 、児 童

厚 生 施 設（ 児 童 館 等 ） 、 児 童養 護 施 設 、 児 童 自 立支 援

施 設 、 児童 家 庭 支 援 セ ン タ ー、 放 課 後 児 童 ク ラ ブ、 シ

ョ ー ト ステ イ 、 ト ワ イ ラ イ トス テ イ 、 病 児 保 育 実施 医

療 機 関 、子 育 て 広 場 、 フ ァ ミリ ー サ ポ ー ト セ ン ター 、

無 認 可 保育 （ ベ ビ ー ホ テ ル に限 る ） 、 一 時 保 護 所、 幼

児 相 談 所、 幼 稚 園 等  

・ こ ど も 相 談  

セ ン タ ー  

・ 子 育 て 支 援 課  

・ 保 育 幼 稚 園 課     

・ 教 育 総務 課  

そ の 他  
救 護 施 設、更 生 施 設 、医 療 保 護 施 設、授 産 施 設、宿 所 提

供 施 設、病 院 、診 療 所（有 床 に 限 る ）、特 別 支 援学 校 等   

・ 生 活 支援 課  

・ 地 域 保健 課  

・ 教 育 総務 課  

【 参 照 】資 料 58  浸 水 想 定区 域 内 の 災 害 時 要 配慮 者 関 連 施 設 一 覧 表  

 

⑨  土 砂災 害 警 戒 区 域 内 に ある 要 配 慮 者 関 連 施 設へ の 情 報 伝 達 等  

（ 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 土 砂 災 害

防 止 法 ）第 ７ 条 ）  

     土 砂 災 害 警 戒 区 域 内 に あ る 要 配 慮 者 関 連 施 設 で 、 当 該 施 設 の 利 用 者 の 避 難 を 確

保 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 土 砂 災 害 時 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 が 図

ら れ る よ う 、 該 当 施 設 に 対 し 、 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 又 は 緊 急 安 全 確 保 に 関 す

る 情 報 を 、電 話又 は FAX、電 子 メ ー ル（ 金 沢 ぼ う さい ド ッ ト コ ム ）等 に よ り 伝達 す

 

イ  要 配慮 者 関 連 施 設 の 範 囲に つ い て は 、 次 の とお り と す る 。  

 

表 ３ － １５ － ７  要 配 慮 者 関連 施 設 の 範 囲  

分   類  施   設  所  管  課  

高 齢 者 施設  

老 人 デ イサ ー ビ ス セ ン タ ー 、老 人 短 期 入 所 施 設 、養 護

老 人 ホ ーム 、 特 別 養 護 老 人 ホー ム （ 介 護 老 人 福 祉施

設 ） 、 軽費 老 人 ホ ー ム （ ケ アハ ウ ス 等 ） 、 有 料 老人 ホ

ー ム 、 サー ビ ス 付 き 高 齢 者 向け 住 宅 、 高 齢 者 生 活福 祉

セ ン タ ー（ 生 活 支 援 ハ ウ ス ）、 通 所 介 護 施 設 、 通所 リ

ハ ビ リ テー シ ョ ン 施 設 、 短 期入 所 生 活 介 護 施 設 、短 期

入 所 療 養介 護 施 設 、 特 定 施 設入 居 者 生 活 介 護 施 設、 認

知 症 対 応型 共 同 生 活 介 護 施 設、 認 知 症 対 応 型 通 所介 護

施 設 、 小規 模 多 機 能 型 居 宅 介護 施 設 、 看 護 小 規 模多 機

能 型 居 宅介 護 施 設 、 地 域 密 着型 介 護 老 人 福 祉 施 設、 介

護 老 人 保健 施 設 、 介 護 療 養 型医 療 施 設  

・ 福 祉 政策 課  

・ 介 護 保険 課  

障 害 児 ・者

施 設 等  

障 害 児 通所 支 援 事 業 所 、 障 害児 入 所 施 設 、 児 童 発達 支

援 セ ン ター 、 情 緒 障 害 児 短 期治 療 施 設 、 障 害 者 支援 施

設 、 障 害福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所、 身 体 障 害 者 福 祉 セン タ

ー 、 補 装具 製 作 施 設 、 盲 導 犬訓 練 施 設 、 視 聴 覚 障害 者

情 報 提 供施 設 、 福 祉 ホ ー ム 、地 域 活 動 支 援 セ ン ター 等  

・ 障 害 福祉 課  

・ こ ど も  

 相 談 ｾﾝﾀｰ 

乳 幼 児 施設  

助 産 施 設、 乳 児 院 、 母 子 生 活支 援 施 設 、 保 育 所 、児 童

厚 生 施 設（ 児 童 館 等 ） 、 児 童養 護 施 設 、 児 童 自 立支 援

施 設 、 児童 家 庭 支 援 セ ン タ ー、 放 課 後 児 童 ク ラ ブ、 シ

ョ ー ト ステ イ 、 ト ワ イ ラ イ トス テ イ 、 病 児 保 育 実施 医

療 機 関 、子 育 て 広 場 、 フ ァ ミリ ー サ ポ ー ト セ ン ター 、

無 認 可 保育 （ ベ ビ ー ホ テ ル に限 る ） 、 一 時 保 護 所、 幼

児 相 談 所、 幼 稚 園 等  

・ こ ど も 相 談  

セ ン タ ー  

・ 子 育 て 支 援 課  

・ 保 育 幼 稚 園 課     

・ 教 育 総務 課  

そ の 他  
救 護 施 設、更 生 施 設 、医 療 保 護 施 設、授 産 施 設、宿 所 提

供 施 設、病 院 、診 療 所（有 床 に 限 る ）、特 別 支 援学 校 等   

・ 生 活 支援 課  

・ 地 域 保健 課  

・ 教 育 総務 課  

【 参 照 】資 料 58  浸 水 想 定区 域 内 の 災 害 時 要 配慮 者 関 連 施 設 一 覧 表  

 

⑪  土 砂災 害 警 戒 区 域 内 に ある 要 配 慮 者 関 連 施 設へ の 情 報 伝 達 等  

（ 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 土 砂 災 害

防 止 法 ）第 ７ 条 ）  

     土 砂 災 害 警 戒 区 域 内 に あ る 要 配 慮 者 関 連 施 設 で 、 当 該 施 設 の 利 用 者 の 避 難 を 確

保 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 土 砂 災 害 時 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 が 図

ら れ る よ う 、 該 当 施 設 に 対 し 、 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 又 は 緊 急 安 全 確 保 に 関 す

る 情 報 を、電 話 又 は FAX、電 子 メ ール（ 金 沢 ぼ う さい ド ッ ト コ ム ）等 に よ り 伝 達 す
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る 。  

  ま た 、 施 設 関 係 者 は 、 土 砂 災 害 等 に 関 す る 情 報 を 入 手 す る よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。  

（ ２ ） その 他 の 避 難 の 指 示 等  

そ の ほ か 、 関 係 法 令 に 基 づ き 避 難 の 指 示 を 行 う 者 と そ の 措 置 は 、 概 ね 次 の と お り で あ

る 。  

ア  知 事及 び そ の 命 を 受 け た職 員 … 立 ち 退 き の 指示（ 水 防 法 第 29 条 、地 す べ り 等 防

止 法第 25 条 ）  

イ  水 防管 理 者 （ 市 長 ） … 立ち 退 き の 指 示 （ 水 防法 第 29 条 ）  

ウ  警 察官 … 避 難 の 指 示 、警 告 、避 難 等 の 措 置（ 災 害 対策 基 本 法第 61 条 、警 察 官 職

務 執 行 法第 4 条 ）  

エ  海 上保 安 官 … 立 ち 退 き の指 示 （ 災 害 対 策 基 本法 第 61 条 ）  

オ  自 衛官 … 避 難 等 の 措 置 （自 衛 隊 法 第 94 条 ）  

カ  消 防 吏 員 又 は 消 防 団 員 … 消 防 ・ 水 防 警 戒 区 域 か ら の 退 去 、 立 入 り の 禁 止 又 は 制

限 （ 消 防法 第 28 条 第 1 項 、水 防 法 第 21 条 ）  

キ  消 防 長 又 は 消 防 署 長 … 火 災 警 戒 区 域 か ら の 退 去 、 立 入 り の 禁 止 又 は 制 限 （ 消 防

法 第 23 条 の 2）  

（ ３ ） 避難 指 示 等 の 発 令 方 法  

  避 難 指 示 等 の 発 令 に 当 た っ て は 、 住 民 が 生 命 に 係 わ る 危 険 な 状 況 で あ る こ と を 認 識 で

き る よ う に 、 危 険 の 切 迫 性 に 応 じ て 避 難 指 示 等 の 伝 達 文 の 内 容 を 工 夫 す る こ と 、 そ の 対

象 者 を 明 確 に す る こ と 、 対 象 者 ご と に と る べ き 避 難 行 動 が わ か る よ う に 伝 達 す る こ と な

ど 、 具 体的 で わ か り や す い 内容 で 発 令 す る よ う 努め る 。  

な お 、 避難 指 示 等 の 解 除 に 当た っ て は 、 十 分 に 安全 性 の 確 認 に 努 め る。  

（ ４ ） 避難 指 示 の 内 容  

  避 難の 指 示 を す る 場 合 、次 の 内 容 を 明 示 す る。  

   

 

 

 

 

 

 

（ ５ ） 避難 指 示 の 時 期  

避 難 の 指 示 を 行 う 場 合 は 、 危 険 が 切 迫 す る ま え に 十 分 な 余 裕 を 持 っ て 行 う も の と し 、

住  

民 が 自 主的 に 家 屋 被 害 に 対 する 対 策 、衣 類 や 食 料品 の 準 備 等 、最 低限 の 措 置 を 講 じ て 避

難 場 所 等へ 向 か う こ と が で きる よ う 努 め る 。なお 、局 所 的 な 豪 雨 に よる 急 激 な 河 川 の 水

る 。  

  ま た 、 施 設 関 係 者 は 、 土 砂 災 害 等 に 関 す る 情 報 を 入 手 す る よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。  

（ ２ ） その 他 の 避 難 の 指 示 等  

そ の ほ か 、 関 係 法 令 に 基 づ き 避 難 の 指 示 を 行 う 者 と そ の 措 置 は 、 概 ね 次 の と お り であ

る 。  

ア  知 事及 び そ の 命 を 受 け た職 員 … 立 ち 退 き の 指示（ 水 防 法 第 29 条 、地 す べ り 等 防

止 法第 25 条 ）  

イ  水 防管 理 者 （ 市 長 ） … 立ち 退 き の 指 示 （ 水 防法 第 29 条 ）  

ウ  警 察官 … 避 難 の 指 示、警 告 、避 難 等 の 措 置（ 災 害 対 策 基 本 法第 61 条 、警察 官 職

務 執 行 法第 4 条 ）  

エ  海 上保 安 官 … 立 ち 退 き の指 示 （ 災 害 対 策 基 本法 第 61 条 ）  

オ  自 衛官 … 避 難 等 の 措 置 （自 衛 隊 法 第 94 条 ）  

カ  消 防 吏 員 又 は 消 防 団 員 … 消 防 ・ 水 防 警 戒 区 域 か ら の 退 去 、 立 入 り の 禁 止 又 は 制

限 （ 消 防法 第 28 条 第 1 項 、水 防 法 第 21 条 ）  

キ  消 防 長 又 は 消 防 署 長 … 火 災 警 戒 区 域 か ら の 退 去 、 立 入 り の 禁 止 又 は 制 限 （ 消 防

法 第 23 条 の 2）  

（ ３ ） 避難 指 示 等 の 発 令 方 法  

  避 難 指 示 等 の 発 令 に 当 た っ て は 、 住 民 が 生 命 に 係 わ る 危 険 な 状 況 で あ る こ と を 認 識 で

き る よ う に 、 危 険 の 切 迫 性 に 応 じ て 避 難 指 示 等 の 伝 達 文 の 内 容 を 工 夫 す る こ と 、 そ の 対

象 者 を 明 確 に す る こ と 、 対 象 者 ご と に と る べ き 避 難 行 動 が わ か る よ う に 伝 達 す る こ と な

ど 、 具 体的 で わ か り や す い 内容 で 発 令 す る よ う 努め る 。  

な お 、 避難 指 示 等 の 解 除 に 当た っ て は 、 十 分 に 安全 性 の 確 認 に 努 め る。  

（ ４ ） 避難 指 示 の 内 容  

  避 難の 指 示 を す る 場 合 、次 の 内 容 を 明 示 す る。  

   

 

 

 

 

 

 

（ ５ ） 避難 指 示 の 時 期  

避 難 の 指 示 を 行 う 場 合 は 、 危 険 が 切 迫 す る ま え に 十 分 な 余 裕 を 持 っ て 行 う も の と し 、

住  

民 が 自 主的 に 家 屋 被 害 に 対 する 対 策 、衣 類 や 食 料品 の 準 備 等 、最 低限 の 措 置 を 講 じ て 避

難 場 所 等へ 向 か う こ と が で きる よ う 努 め る 。なお 、局 所 的 な 豪 雨 に よる 急 激 な 河 川 の 水
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位 上 昇 への 対 応 な ど 、 状 況 に即 し た 早 期 発 令 に 努め る 。  

ま た 、避 難 指 示 の 発 令 の 際 には 、避 難 場 所 を 開 放し て い る こ と が 望 まし い が 、避 難 のた  

め の 時 間が 少 な い 局 地 的 か つ短 時 間 の 豪 雨 の 場 合は 、躊 躇 な く 避 難 指示 を 発 令 す る 。ま  

た 、 そ のよ う な 事 態 が 生 じ 得る こ と を 住 民 に も 周知 す る 。  

（ ６ ） 避難 指 示 の 伝 達 方 法  

ア  避 難 対 象 地 区 の 住 民 等 に 対 し 、 同 報 防 災 無 線 （ 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム （ J-

ALERT））、 L ア ラ ー ト 、広 報 車 、サ イ レ ン 、ケ ー ブ ル テ レ ビ 、イン タ ー ネ ッ ト 、携

帯 電 話 等多 様 な 伝 達 方 法 に より 避 難 指 示 を 行 う 。  

イ  警 察 、 海 上 保 安 部 及 び 報 道 機 関 に 対 し 、 避 難 指 示 の 周 知 徹 底 に つ い て 、 協 力 を

要 請 す る。  

   ウ  危 険 の 切 迫 性 に 応 じ て 避 難 指 示 等 の 伝 達 文 の 内 容 を 工 夫 す る こ と 、 そ の 対 象 者

を 明 確 に す る こ と 、 避 難 指 示 等 に 対 応 す る 警 戒 レ ベ ル を 明 確 に し て 対 象 者 ご と に

警 戒 レ ベ ル に 対 応 し た と る べ き 避 難 行 動 が わ か る よ う に 伝 達 す る こ と な ど に よ

り 、 住 民の 積 極 的 な 避 難 行 動の 喚 起 に 努 め る も のと す る 。  

エ  発 災時（ 災 害 が 発 生 す るお そ れ が あ る 場 合 を含 む 。）に は 、必 要 に 応 じ 、高 齢 者  

等 避 難 の発 令 等 と あ わ せ て 指定 緊 急 避 難 場 所 等 を開 放 し 、 住 民 等 に 対し 周 知 徹 底  

を 図 る 。  

   オ  避 難 指 示 等 が 発 令さ れ た 場 合 の 安 全 確保 措 置 と し て は 、 指定 緊 急 避 難 場 所 へ の  

移 動 を 原則 と す る も の の 、 避難 時 の 周 囲 の 状 況 等に よ り 、 指 定 緊 急 避難 場 所 へ の  

移 動 を 行う こ と が か え っ て 危険 を 伴 う 場 合 等 や むを 得 な い と 住 民 等 自身 が 判 断 す  

る 場 合 は、「 緊 急 安 全 確 保 」を 行う べ き こ と に つい て 、住 民 等 へ の 周知 徹 底 に 努 め  

る 。  

カ  台 風に よ る 大 雨 発 生 な ど事 前 に 予 測 が 可 能 な場 合 に お い て は 、 大雨 発 生 が 予 測  

さ れ て から 災 害 の お そ れ が なく な る ま で 、 住 民 に対 し て 分 か り や す く適 切 に 状 況  

を 伝 達 する こ と に 努 め る 。  

（ ７ ） 知事 へ の 報 告 等  

ア  市 長は 、 避 難 指 示 を 行 った 場 合 、 そ の 旨 を 知事 に 報 告 す る 。  

イ  市 長 は 、 避 難 の 必 要 が な く な っ た 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 同 報 防 災 無 線 、 広

報 車 等 によ り 公 表 す る と と もに 、 知 事 に 報 告 す る（ 災 害 対 策 基 本 法第 60 条）。  

３  警戒区域の設定   

（ １ ） 警戒 区 域 設 定 権 等 （ 災害 対 策 基 本 法 第 63 条 ）  

ア  市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 又 は ま さ に 発 生 し よ う と し て い る 場 合 に お い て 、 住 民 等

の 生 命 、 身 体 に 対 す る 危 険 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 警 戒

区 域 を 設定 す る 。  

イ  警 察官 又 は 海 上 保 安 官 は、市 長 (権 限 の 委 任を 受 け た 市 の 職 員 を含 む 。) が 現 場

位 上 昇 への 対 応 な ど 、 状 況 に即 し た 早 期 発 令 に 努め る 。  

ま た 、避 難 指示 の 発 令 の 際 には 、避 難 場 所 を 開 放し て い る こ と が 望 まし い が 、避 難 の た  

め の 時 間が 少 な い 局 地 的 か つ短 時 間 の 豪 雨 の 場 合は 、躊 躇 な く 避 難 指示 を 発 令 す る 。ま  

た 、 そ のよ う な 事 態 が 生 じ 得る こ と を 住 民 に も 周知 す る 。  

（ ６ ） 避難 指 示 の 伝 達 方 法  

ア  避 難 対 象 地 区 の 住 民 等 に 対 し 、 同 報 防 災 無 線 （ 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム （ J-

ALERT））、 L ア ラ ー ト 、広 報 車 、サイ レ ン 、ケ ー ブ ルテ レ ビ 、イ ン タ ー ネッ ト 、携

帯 電 話 等多 様 な 伝 達 方 法 に より 避 難 指 示 を 行 う 。  

イ  警 察 、 海 上 保 安 部 及 び 報 道 機 関 に 対 し 、 避 難 指 示 の 周 知 徹 底 に つ い て 、 協 力 を

要 請 す る。  

   ウ  危 険 の 切 迫 性 に 応 じ て 避 難 指 示 等 の 伝 達 文 の 内 容 を 工 夫 す る こ と 、 そ の 対 象 者

を 明 確 に す る こ と 、 避 難 指 示 等 に 対 応 す る 警 戒 レ ベ ル を 明 確 に し て 対 象 者 ご と に

警 戒 レ ベ ル に 対 応 し た と る べ き 避 難 行 動 が わ か る よ う に 伝 達 す る こ と な ど に よ

り 、 住 民の 積 極 的 な 避 難 行 動の 喚 起 に 努 め る も のと す る 。  

エ  発 災時（ 災 害 が 発 生 す るお そ れ が あ る 場 合 を含 む 。）に は 、必 要 に 応 じ 、高 齢 者  

等 避 難 の発 令 等 と あ わ せ て 指定 緊 急 避 難 場 所 等 を開 放 し 、 住 民 等 に 対し 周 知 徹 底  

を 図 る 。  

   オ  避 難 指 示 等 が 発 令さ れ た 場 合 の 安 全 確保 措 置 と し て は 、 指定 緊 急 避 難 場 所 へ の  

移 動 を 原則 と す る も の の 、 避難 時 の 周 囲 の 状 況 等に よ り 、 指 定 緊 急 避難 場 所 へ の  

移 動 を 行う こ と が か え っ て 危険 を 伴 う 場 合 等 や むを 得 な い と 住 民 等 自身 が 判 断 す  

る 場 合 は、「 緊 急 安 全 確 保」を 行 う べ き こ と に つい て 、住 民 等 へ の 周知 徹 底 に 努 め  

る 。  

カ  台 風に よ る 大 雨 発 生 な ど事 前 に 予 測 が 可 能 な場 合 に お い て は 、 大雨 発 生 が 予 測  

さ れ て から 災 害 の お そ れ が なく な る ま で 、 住 民 に対 し て 分 か り や す く適 切 に 状 況  

を 伝 達 する こ と に 努 め る 。  

（ ７ ） 知事 へ の 報 告 等  

ア  市 長は 、 避 難 指 示 を 行 った 場 合 、 そ の 旨 を 知事 に 報 告 す る 。  

イ  市 長 は 、 避 難 の 必 要 が な く な っ た 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 同 報 防 災 無 線 、 広

報 車 等 によ り 公 表 す る と と もに 、 知 事 に 報 告 す る（ 災 害 対 策 基 本 法第 60 条）。  

３  警戒区域の設定   

（ １ ） 警戒 区 域 設 定 権 等 （ 災害 対 策 基 本 法 第 63 条 ）  

ア  市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 又 は ま さ に 発 生 し よ う と し て い る 場 合 に お い て 、 住 民 等

の 生 命 、 身 体 に 対 す る 危 険 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 警 戒

区 域 を 設定 す る 。  

イ  警 察官 又 は 海 上 保 安 官 は、市 長 (権 限 の 委 任を 受 け た 市 の 職 員 を含 む 。) が 現 場
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に い な いと き 、 又 は 市 長 か ら要 求 が あ っ た と き は、 警 戒 区 域 を 設 定 する 。  

（ ２ ） 規制 の 内 容 及 び 実 施 方法  

ア  市 長 、 警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、 警 戒 区 域 を 設 定 し た と き は 、 当 該 区 域 へ の 立

入 り 制 限、 禁 止 又 は そ の 区 域か ら の 退 去 の 措 置 を講 ず る 。  

イ  市 長 、 警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、 協 力 し 住 民 等 の 退 去 の 確 認 を 行 う と と も に 、

可 能 な 限り 防 犯 ・ 防 火 の た めの パ ト ロ ー ル を 実 施す る 。  

４  一時避難場所及び指定避難場所   

（ １ ） 一時 避 難 場 所  

家 庭 や 自 主 防 災 組 織 、 職 場 な ど で あ ら か じ め 話 し 合 っ て い た 近 く の 公 園 や 空 地 、 幼 稚

園 、 保 育 所 、 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー な ど の 一 時 避 難 場 所 に 、 災 害 発 生 時 は 自 主 的 か つ 一

時 的 に 避難 す る 。  

（ ２ ） 指定 避 難 場 所 ［ 指 定 緊急 避 難 場 所 （ 災 害 対策 基 本 法 第 49 条 の 4）］  

火 災 等 の二 次 災 害 に よ り 一 時避 難 場 所 に 危 険 が 迫っ て き た と き に は 、学 校 や 公 共 施 設、

公 園 な ど 市 が 指 定 す る 指 定 避 難 場 所 に 避 難 す る 。 な お 、 石 川 県 に よ る 地 震 被 害 想 定 の 見

直 し や 各 施 設 の 状 況 変 化 な ど を 踏 ま え 、 随 時 見 直 し を 行 う も の と し 、 ホ テ ル や 旅 館 等 の

民 間 施 設も 活 用 す る 。  

【 参 照 】資 料 12  金 沢 市 指定 避 難 場 所 一 覧 表 （指 定 緊 急 避 難 場 所 ）  

（ ３ ） 避難 所 ［ 指 定 避 難 所 （災 害 対 策 基 本 法第 49 条 の 7）］  

本 部 長 は 、 被 災 者 で 住 宅 な ど を 失 っ て 引 き 続 き 避 難 生 活 が 必 要 な 住 民 を 収 容 す る 施 設

（ 以 下 「避 難 所 」 と い う。） が 必 要 と 認 め た 場 合、 又 は 広 域 的 な 災 害の 発 生 が 予 測 さ れ、

事 前 避 難 が 必 要 と 認 め た 場 合 に 、 指 定 避 難 場 所 の 中 か ら 屋 内 施 設 を 優 先 に 避 難 所 を 指 定

す る 。  

た だ し 、 や む を 得 ず 屋 外 施 設 を 避 難 所 に 指 定 す る 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て テ ン ト 、 仮 設

ト イ レ の設 置 な ど 必 要 な 措 置を 講 ず る も の と す る。  

【 参 照 】資 料 32   校 下 別 屋内 施 設 一 覧 表 （ 指 定避 難 所 ）  

（ ４ ） 拠点 避 難 所  

避 難 所 の う ち 、 小 学 校 な ど 地 域 に お い て 地 区 支 部 や 自 主 防 災 組 織 の 拠 点 と な る 施 設 を

市 が 指 定し 、 情 報 の 収 集 伝 達や 医 療 救 護 、 救 援 活動 等 を 行 う 。  

（ ５ ） 福祉 避 難 所  

本 部 長 は 、 避 難 所 に お い て 日 常 生 活 を 送 る こ と が 困 難 と 認 め ら れ る 高 齢 者 な ど 要 介 護

者 を 収 容 す る 施 設 と し て 、 次 の 福 祉 避 難 所 を 指 定 す る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ーム な ど 社 会 福 祉 施 設に 協 力 を 要 請 す る もの と す る 。  

に い な いと き 、 又 は 市 長 か ら要 求 が あ っ た と き は、 警 戒 区 域 を 設 定 する 。  

（ ２ ） 規制 の 内 容 及 び 実 施 方法  

ア  市 長 、 警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、 警 戒 区 域 を 設 定 し た と き は 、 当 該 区 域 へ の 立

入 り 制 限、 禁 止 又 は そ の 区 域か ら の 退 去 の 措 置 を講 ず る 。  

イ  市 長 、 警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、 協 力 し 住 民 等 の 退 去 の 確 認 を 行 う と と も に 、

可 能 な 限り 防 犯 ・ 防 火 の た めの パ ト ロ ー ル を 実 施す る 。  

４  一時避難場所及び指定避難場所   

（ １ ） 一時 避 難 場 所  

家 庭 や 自 主 防 災 組 織 、 職 場 な ど で あ ら か じ め 話 し 合 っ て い た 近 く の 公 園 や 空 地 、 幼稚

園 、 保 育 所 、 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー な ど の 一 時 避 難 場 所 に 、 災 害 発 生 時 は 自 主 的 か つ 一

時 的 に 避難 す る 。  

（ ２ ） 指定 避 難 場 所 ［ 指 定 緊急 避 難 場 所 （ 災 害 対策 基 本 法 第 49 条 の 4）］  

火 災 等 の二 次 災 害 に よ り 一 時避 難 場 所 に 危 険 が 迫っ て き た と き に は 、学校 や 公 共 施 設、

公 園 な ど 市 が 指 定 す る 指 定 避 難 場 所 に 避 難 す る 。 な お 、 石 川 県 に よ る 地 震 被 害 想 定 の 見

直 し や 各 施 設 の 状 況 変 化 な ど を 踏 ま え 、 随 時 見 直 し を 行 う も の と し 、 ホ テ ル や 旅 館 等 の

民 間 施 設も 活 用 す る 。  

【 参 照 】資 料 12  金 沢 市 指定 避 難 場 所 一 覧 表 （指 定 緊 急 避 難 場 所 ）  

（ ３ ） 避難 所 ［ 指 定 避 難 所 （災 害 対 策 基 本 法第 49 条 の 7）］  

本 部 長 は 、 被 災 者 で 住 宅 な ど を 失 っ て 引 き 続 き 避 難 生 活 が 必 要 な 住 民 を 収 容 す る 施設

（ 以 下 「避 難 所 」 と い う。） が 必 要 と 認 め た 場 合、 又 は 広 域 的 な 災 害の 発 生 が 予 測 さ れ 、

事 前 避 難 が 必 要 と 認 め た 場 合 に 、 指 定 避 難 場 所 の 中 か ら 屋 内 施 設 を 優 先 に 避 難 所 を 指 定

す る 。  

た だ し 、 や む を 得 ず 屋 外 施 設 を 避 難 所 に 指 定 す る 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て テ ン ト 、 仮設

ト イ レ の設 置 な ど 必 要 な 措 置を 講 ず る も の と す る。  

【 参 照 】資 料 32   校 下 別 屋内 施 設 一 覧 表 （ 指 定避 難 所 ）  

（ ４ ） 拠点 避 難 所  

避 難 所 の う ち 、 小 学 校 な ど 地 域 に お い て 地 区 支 部 や 自 主 防 災 組 織 の 拠 点 と な る 施 設を

市 が 指 定し 、 情 報 の 収 集 伝 達や 医 療 救 護 、 救 援 活動 等 を 行 う 。  

（ ５ ） 福祉 避 難 所  

本 部 長 は 、 避 難 所 に お い て 日 常 生 活 を 送 る こ と が 困 難 と 認 め ら れ る 高 齢 者 な ど 要 介護

者 を 収 容 す る 施 設 と し て 、 次 の 福 祉 避 難 所 を 指 定 す る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ーム な ど 社 会 福 祉 施 設に 協 力 を 要 請 す る もの と す る 。  
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表 ３ － １５ － ７  福 祉 避 難 所（ 市 有 施 設 ）  

収 容 施 設 名  所 在 地  電  話 ＦＡＸ 備  考 

老人福祉センター松寿荘 
金石北 

3-3-33 
268-6757 同左 

大広間・和室等利用 

要介護高齢者等対象      〃        万寿苑 
大桑町 

ヤ 1ー4 
244-6745 同左 

     〃        鶴寿園 額谷町ヌ 1 298-9355 同左 

卯 辰 山 公 園 健 康 交 流 セ ン タ ー  

千 寿 閣  

東 長 江 町

辺 2-1 
222-0008 同左 

大広間・和室等利用 

要介護高齢者等対象 

金 沢 市 障 碍 者 高 齢 者 体 育 館  

（ 駅 西 む つ み 体 育 館 ）  

駅西本町 

2-3-27 
221-9065 同左 

体 育 館・ホ ー ル 等 利 用  

障 害 の あ る 人 等 対 象  

金 沢 市 障 害 児 通 園 施 設  

ひ ま わ り 教 室  

十一屋町 

4-34 
243-6786 同左 

遊 戯 室 等 利 用  

障 害 の あ る 人 等 対 象  

 

（ ６ ）  ［ 追 加 ］  

 

 

 

 

（ ７ ）  ［ 追 加 ］  

 

 

 

 

 

 

 

５  避難の方法・留意点   

災 害 の 状況 に よ り 異 な る が、原 則 と し て 図 ３ － １５ － １「 洪 水、土 砂 災 害 な ど の 兆 候 性

災 害 時 にお け る 避 難 方 法 等 」に よる 。ま た 、避 難 の 留意 点 を 以 下 に まと め る が 、自 然 現 象

の た め 不 測 の 事 態 も 想 定 さ れ る こ と か ら 、 事 態 の 進 行 や 状 況 に 応 じ て 自 ら の 命 を 守 る 適

切 な 避 難行 動 を と る こ と が 必要 で あ る 。  

 

ア  避 難 は 原 則 的 に 徒 歩 に よ り 行 う が 、 要 配 慮 者 の 存 在 、 指 定 避 難 場 所 ま で の 距 離 、 道

路 状 況 （ 冠 水 等 の お そ れ が な い こ と ） な ど 、 事 情 に よ っ て は 自 動 車 の 使 用 を 認 め る こ

と と し 、あ ら か じ め 自 動 車 によ る 避 難 を 予 定 す る住 民 を 把 握 し て お くこ と と す る 。  

イ  避 難 時 が 、夜 間 で あ っ たり 、す で に 浸 水 が 始ま り 避 難 が 困 難 に なっ て し ま っ た と き に

は 、 自 宅 や 隣 接 建 物 の ２ 階 に 垂 直 避 難 す る な ど 、 屋 内 退 避 等 に よ る 安 全 確 保 を 図 る こ

と も 考 慮 す る 。 ま た 、 避 難 に あ た っ て は 、 日 頃 よ り 避 難 場 所 に た ど り つ け な い 場 合 を

 

表 ３ － １５ － ７  福 祉 避 難 所（ 市 有 施 設 ）  

収 容 施 設 名  所 在 地  電  話 ＦＡＸ 備  考 

老人福祉センター松寿荘 
金石北 

3-3-33 
268-6757 同左 

大広間・和室等利用 

要介護高齢者等対象      〃        万寿苑 
大桑町 

ヤ 1ー4 
244-6745 同左 

     〃        鶴寿園 額谷町ヌ 1 298-9355 同左 

卯 辰 山 公 園 健 康 交 流 セ ン タ ー  

千 寿 閣  

東 長 江 町

辺 2-1 
222-0008 同左 

大広間・和室等利用 

要介護高齢者等対象 

金 沢 市 障 碍 者 高 齢 者 体 育 館  

（ 駅 西 む つ み 体 育 館 ）  

駅西本町 

2-3-27 
221-9065 同左 

体 育 館・ホ ー ル 等 利 用  

障 害 の あ る 人 等 対 象  

金 沢 市 障 害 児 通 園 施 設  

ひ ま わ り 教 室  

十一屋町 

4-34 
243-6786 同左 

遊 戯 室 等 利 用  

障 害 の あ る 人 等 対 象  

（ ６ ） 届出 避 難 所  

地 震 発 生 時 は 、 町 会 等 の 申 請 に よ る 地 域 の 集 会 所 や 民 間 施 設 等 を 事 前 登 録 し た 「 届出

避 難 所 」 に 、 必 要 に 応 じ て 避 難 す る 。 届 出 避 難 所 の 開 設 や 運 営 に つ い て は 、 町 会 や 自 主

防 災 組 織に よ る 自 主 的 な も のと し 、 物 資 支 援 等 は市 が 支 援 す る 。  

 

（ ７ ） 避難 者  

市 は 以 下の（ ア ）～（ ウ ）の 全 て の 方 に 対 し 、必 要 な 支 援物 資 や 情 報の 提 供 に 努 め る。

ま た 、 避難 は 要 し な い が 必 要物 資 等 の 支 援 を 受 ける 方 に も 、 同 様 の 提供 を 実 施 す る 。  

（ ア ） 指定 避 難 場 所 の 避 難 者   （ イ ） 避 難 所 外避 難 者  

（ ウ ） 帰宅 困 難 者  

地 震 発 生 時 に 外 出 し て い る 方 の う ち 、 近 距 離 を 徒 歩 で 帰 宅 す る 方 を 除 き 自 宅 が

遠 距 離 にあ る こ と 等 に よ り 、帰 宅 で き な い 方 及 び遠 距 離 を 徒 歩 で 帰 宅す る 方 。  

（ 参 考 ：金 沢 市 帰 宅 困 難 者 対応 マ ニ ュ ア ル ）  

５  避難の方法・留意点   

災 害 の 状況 に よ り 異 な る が 、原 則 とし て 図 ３ － １５ － １「 洪 水 、土 砂 災 害 など の 兆 候 性

災 害 時 にお け る 避 難 方 法 等」に よ る 。ま た 、避 難 の 留 意 点 を 以 下 に まと め る が 、自 然 現象

の た め 不 測 の 事 態 も 想 定 さ れ る こ と か ら 、 事 態 の 進 行 や 状 況 に 応 じ て 自 ら の 命 を 守 る 適

切 な 避 難行 動 を と る こ と が 必要 で あ る 。  

 

ア  避 難 は 原 則 的 に 徒 歩 に よ り 行 う が 、 要 配 慮 者 の 存 在 、 指 定 避 難 場 所 ま で の 距 離 、 道

路 状 況 （ 冠 水 等 の お そ れ が な い こ と ） な ど 、 事 情 に よ っ て は 自 動 車 の 使 用 を 認 め るこ

と と し 、あ ら か じ め 自 動 車 によ る 避 難 を 予 定 す る住 民 を 把 握 し て お くこ と と す る 。  

イ  避 難 時 が 、夜 間 で あ っ たり 、す で に 浸 水 が 始ま り 避 難 が 困 難 に なっ て し ま っ た と き に

は 、 自 宅 や 隣 接 建 物 の ２ 階 に 垂 直 避 難 す る な ど 、 屋 内 退 避 等 に よ る 安 全 確 保 を 図 るこ

と も 考 慮 す る 。 ま た 、 避 難 に あ た っ て は 、 日 頃 よ り 避 難 場 所 に た ど り つ け な い 場 合を
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想 定 し た、 近 隣 で の 一 時 避 難先 を 決 め て お く こ とが 求 め ら れ る 。  

ウ  避 難 途 中 に 浸 水 等 に よ り 、 進 む こ と や 指 定 さ れ た 避 難 場 所 へ の 避 難 が 困 難 に な っ て

し ま っ た と き に は 、 近 く の 丈 夫 な 高 い 建 物 に 緊 急 避 難 を 行 う な ど 、 高 く 安 全 な 場 所 に

身 を お く。  

 

想 定 し た、 近 隣 で の 一 時 避 難先 を 決 め て お く こ とが 求 め ら れ る 。  

ウ  避 難 途 中 に 浸 水 等 に よ り 、 進 む こ と や 指 定 さ れ た 避 難 場 所 へ の 避 難 が 困 難 に な っ て

し ま っ た と き に は 、 近 く の 丈 夫 な 高 い 建 物 に 緊 急 避 難 を 行 う な ど 、 高 く 安 全 な 場 所に

身 を お く。  
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図 ３ － １５ － １   洪 水 、 土 砂災 害 な ど の 兆 候 性 災害 時 に お け る 避 難 方法 等  

 

 

 

 

 

図 ３ － １５ － １   洪 水 、 土 砂災 害 な ど の 兆 候 性 災害 時 に お け る 避 難 方法 等  

 

 

 危険

レベル ①情報収集

<気象情報>気象全般の情報 <水防警報>河川警戒の情報

平時

小 ②高齢者等避難・・・・・・・・・

<広　報>住民への迅速な周知

③最初の避難開始

<留意点>高齢者等避難での避難行動

　　速やかに行動 　　２人以上で行動 　　健常者は徒歩で行動

中 ④避難指示・・・・・・・・・・・・

<広　報>住民への迅速な周知

<避　難>迅速な行動

大 ⑤緊急安全確保・・・・・・・・・・

<広　報>住民への迅速な周知

・場合によっては、該当地域への戸別広報と避難誘導を併行して実施にあたる

<避　難>住民のみの避難行動は避ける

<発　令>

高齢者等避難の意思決定

・大雨、洪水、強風、高潮、大雪　などの気象情報を収集する
・市は河川洪水に対して厳重警戒に入り、発令時は住民への

広報に努める

・住民も自ら積極的に情報を取りにいく姿勢が重要である
・特に、河川流域の住民は基本的な知識と情報を取りにいく

姿勢が重要である

高齢の方や障害のある方など「災害時要配慮者」の

方から避難を開始する重要な避難情報

・河川水位や今後の気象情報などから判断し発表する
・河川の場合は、特に短時間での避難となるため迅速に周知

を図る

・河川が避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が予想される場合や

土砂災害警戒情報発令を目安とする

・土砂災害の場合は、その特殊性からむやみな外出や遠距離

避難を避け、市指定避難場所を含めた近隣の安全な場所へ

の避難を呼び掛ける

・発表前に避難所解錠要員などにより避難所開設を完了させておく

・既に災害が発生する兆候があるため、健常者も迅速な避難が必要である

・同情報は災害対策本部設置前段階の発表を原則とする

・高齢者等の災害時要援護者が避難開始する目安情報であることから、地域各種団体や企業協力による迅速な避難誘導体制が重要である

・消防、警察などに対して、その他災害、事件等の発生状況に応じて、可・ﾈ限りの誘導協力を要請する

　　　時間経過は危険性が増大する 　　　近隣同士、声を掛け単独行動は避ける 　　　高齢者など以外は車両を避ける

人的被害の可能性が明らかに高まった場合

<発　令>避難指示の意思決定
・堤防の亀裂や小規模な土砂災害など具体的な災害発生の兆候を覚知した場合、迅速に発表する

・河川が氾濫危険水位に達し、さらに水位の上昇が予想される場合や、１時間後予測雨量が土砂災害発生基準線を超えたときを目安とする

・基本的には避難準備 情報・高齢者等避難開始に準ずるが、対象者は全住民となる

・既に災害が発生しており、住民のみでの外出は原則として禁止する

・行政機関による誘導のもとで避難を実施する

・消防のみならず、警察、自衛隊などの関係機関による誘導の必要性についても迅速な意思決定を図る

突発的な兆候発生により高齢者等避難が発表されていない場合や高齢者等避難の段階で避難を開始していない災害時要配慮者について、誘

導にあたる行政機関、地域団体は留意する

人的被害の可能性が極めて高くすぐ に災害の前兆が発生している

避難情報

<発　令>緊急安全確保の意思決定
・既に人名危険度が高い災害が発生した状況の場合、即時に発表する

・河川が危険水位に達し、さらに水位の上昇が予想される場合や、実況雨量が土砂災害発生基準線を超えたときを目安とする

・緊急性が極めて高く、サイ レン音を使用するなど、関係機関の協力を得て迅速に実施する

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 情報収集 
〈気象情報〉気象全般の情報 〈水防警報〉河川警戒の情報 

・河川氾濫、大雨、土砂災害、強風、高潮、大雪などの気象情報 
を収集する  

 
・住民も自ら積極的に情報を取りに行く姿勢が重要である  

・市は河川洪水に対して厳重警戒に入り、発令時は住民への広
報に努める 
・特に、河川流域の住民は基本的な知識と情報を取りに行く姿
勢が重要である 

① 高齢者等避難・・・・・・・・・    高齢の方や障害のある方など「災害時要配慮者」の 
方から避難を開始する重要な避難情報 

〈発 令〉高齢者等避難の意思決定 〈広 報〉住民への迅速な周知 
・河川水位や今後の気象情報などから判断し発表する 

 
・河川が避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が予想される場 
合やレベル３土砂災害警報を目安とする 

 
・発表前に避難所解錠要員などにより避難所開設を完了させてお 
く 
・同情報は災害対策本部設置前段階の発表を原則とする 

・河川の場合は、特に短時間での避難となるため迅速に周知を
図る 
・土砂災害の場合は、その特殊性からむやみな外出や遠距離避
難を避け、市指定避難場所を含めた近隣の安全な場所への避難
を呼び掛ける 

④ 最初の避難開始 
〈留意点〉高齢者等避難での避難行動 

・高齢者等の災害時要援護者が避難開始する目安情報であることから、地域各種団体や企業協力による迅速な避難誘導体制が重要である 
・消防、警察などに対して、その他災害、事件等の発生状況に応じて可能な限りの誘導協力を要請する 

 

 

② 避難指示・・・・・・・・・・・・   人的被害の可能性が明らかに高まった場合 

〈発 令〉避難指示の意思決定 
・堤防の亀裂や小規模な土砂災害など具体的な災害発生の兆候を覚知した場合、迅速に発表する 
・河川が氾濫危険水位に達し、さらに水位の上昇が予想される場合や、レベル４大雨危険警報、レベル４土砂災害危険警報を目安とする 

〈広 報〉住民への迅速な周知 
・基本的には避難準備情報・高齢者等避難開始に準ずるが、対象者は全住民となる 

〈避 難〉迅速な行動 
・既に災害が発生する兆候があるため、健常者も迅速な非難が必要である 
突発的な兆候発生により高齢者等避難が発表されていない場合や高齢者等避難の段階で避難を開始していない災害時要配慮者につい 
て、誘導にあたる行政機関、地域団体は留意する 

 

③ 緊急安全確保・・・・・・・・・・  人的被害の可能性が極めて高くすぐに災害の前兆が発生している 

避難情報 

〈発 令〉緊急安全確保の意思決定 
・既に人命危険度が高い災害が発生した状況の場合、即時に発表する 
・河川が危険水位に達し、さらに水位の上昇が予想される場合や、レベル５大雨特別警報、レベル５土砂災害特別警報を目安とする 

〈広 報〉住民への迅速な周知 
・緊急性が極めて高く、サイレン音を使用するなど、関係機関の協力を得て迅速に実施する 
・場合によっては、該当地域への戸別広報と避難誘導を併行して実施にあたる 

〈避 難〉住民のみの避難行動はさける 
・既に災害が発生しており、住民のみでの外出は原則として禁止する 
・行政機関による誘導のもとで避難を実施する 
・消防のみならず、警察、自衛隊などの関係機関による誘導の必要性についても迅速な意思決定を図る 

 

速やかに行動 
時間経過は危険性が増大する 

速やかに行動 
近隣同士、声掛け単独行動は避ける 

健常者は徒歩で行動 
高齢者など以外は車両を避ける 

危険 

レベル 

平時 

小 

中 

大 
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６  避難誘導   

避 難 の 誘導 は 、 避 難 行 動 要 支援 者 名 簿 等 を 活 用 し、 次 の 点 に 留 意 し て行 う 。  

ア  発 災 初 動 期 は 、 住 民 は パ ニ ッ ク 状 態 に な る こ と が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 自 主 防

災 組 織 や警 察 官 、 消 防 団 員 など の 誘 導 に よ り 迅 速に 避 難 を 行 う 。  

イ  避 難の 誘 導 に 当 た っ て は、高 齢 者 、障 害 の ある 人 、傷 病 者 、幼 児、外 国 人 な ど の

要 配 慮 者を 優 先 す る 。こ の と き ､避 難 支 援 従 事 者 の安 全 を 確 保 し な が ら避 難 誘 導 を

行 う 。  

ウ  要 配慮 者 の 避 難 に あ た って 、市 の み で は 対 処が で き な い 場 合 に は 、DMAT 等 の 派

遣 要 請 を検 討 す る 。  

表 ３ － １５ － ８  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 情 報 収 集・ 避 難 誘 導 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

(公 社 )隊友 会 石 川 県 隊 友 会  額 乙 丸 町ロ 96 090-3888-4489 298-8957 

    

   エ  避 難 誘 導 に 当 た っ て は ， 避 難 場 所 及 び 避 難 路 や 避 難 先 ， 災 害 危 険 箇 所 等 （ 浸 水

想 定 区 域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 ） の 所 在 、 災 害 の 概 要 そ の 他 の 避 難 に 資 す る 情 報

の 提 供 に努 め る 。  

ま た 、 地域 住 民 も 可 能 な 限 り積 極 的 に 協 力 す る 。  

   オ  県 及 び 市 は 、 災 害の 実 態 に 応 じ て 、 飼養 者 に よ る ペ ッ ト 動物 と の 同 行 避 難 を 呼  

び か け る。  

７  避難状況報告   

自 主 防 災 組 織 の 長 及 び 地 区 支 部 担 当 職 員 等 は 、 随 時 本 部 に 対 し 避 難 状 況 に つ い て 報 告

す る。そ の 際、指 定 避 難 場 所及 び 避 難 所 だ け で なく 、自 家 用 車 等 に 避難 し て い る 住 民 の 存

在 に も 留意 す る 。  

【 参 照 】資 料 27  避 難 状 況報 告 書  

８   避難所における救護及び生活の確保   

避 難 所 に派 遣 す る 地 区 支 部 担当 職 員 は 、自 主 防 災組 織 等 の 協 力 を 得 て 、次 の 事項 を 実 施

す る 。  

ア  火 災等 の 危 険 状 況 の 把 握及 び 避 難 し た 者 へ の情 報 伝 達  

イ  地 区内 の 避 難 者 の 掌 握  

ウ  必 要な 応 急 救 護  

エ  状 況に 応 じ 、 避 難 し た 者へ の 帰 宅 指 示 、 保 護者 へ の 引 渡 し 、 避 難所 へ の 収 容  

オ  給 食、 給 水 等 生 活 の 確 保  

カ  そ の他 避 難 所 の 運 営 に 関す る 事 項  

６  避難誘導   

避 難 の 誘導 は 、 避 難 行 動 要 支援 者 名 簿 等 を 活 用 し、 次 の 点 に 留 意 し て行 う 。  

ア  発 災 初 動 期 は 、 住 民 は パ ニ ッ ク 状 態 に な る こ と が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 自 主 防

災 組 織 や警 察 官 、 消 防 団 員 など の 誘 導 に よ り 迅 速に 避 難 を 行 う 。  

イ  避 難の 誘 導 に 当 た っ て は 、高 齢 者 、障 害 の ある 人 、傷 病 者 、幼 児 、外 国 人 な ど の

要 配 慮 者を 優 先 す る 。こ の と き ､避 難 支 援 従 事 者 の安 全 を 確 保 し な が ら避 難 誘 導 を

行 う 。  

ウ  要 配慮 者 の 避 難 に あ た って 、市 の み で は 対 処が で き な い 場 合 に は 、DMAT 等 の 派

遣 要 請 を検 討 す る 。  

表 ３ － １５ － ８  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 情 報 収 集・ 避 難 誘 導 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

(公 社 )隊友 会 石 川 県 隊 友 会  額 乙 丸 町ロ 96 090-3888-4489 298-8957 

    

   エ  避 難 誘 導 に 当 た っ て は ， 避 難 場 所 及 び 避 難 路 や 避 難 先 ， 災 害 危 険 箇 所 等 （ 浸 水

想 定 区 域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 ） の 所 在 、 災 害 の 概 要 そ の 他 の 避 難 に 資 す る 情 報

の 提 供 に努 め る 。  

ま た 、 地域 住 民 も 可 能 な 限 り積 極 的 に 協 力 す る 。  

   オ  県 及 び 市 は 、 災 害の 実 態 に 応 じ て 、 飼養 者 に よ る ペ ッ ト 動物 と の 同 行 避 難 を 呼  

び か け る。  

７  避難状況報告   

自 主 防 災 組 織 の 長 及 び 地 区 支 部 担 当 職 員 等 は 、 随 時 本 部 に 対 し 避 難 状 況 に つ い て 報 告

す る 。そ の 際 、指 定 避 難 場 所及 び 避 難 所 だ け で なく 、自 家 用 車 等 に 避難 し て い る 住 民 の 存

在 に も 留意 す る 。  

【 参 照 】資 料 27  避 難 状 況報 告 書  

８   避難所における救護及び生活の確保   

避 難 所 に派 遣 す る 地 区 支 部 担当 職 員 は 、自 主 防 災組 織 等 の 協 力 を 得 て 、次 の 事 項 を 実 施

す る 。  

ア  火 災等 の 危 険 状 況 の 把 握及 び 避 難 し た 者 へ の情 報 伝 達  

イ  地 区内 の 避 難 者 の 掌 握  

ウ  必 要な 応 急 救 護  

エ  状 況に 応 じ 、 避 難 し た 者へ の 帰 宅 指 示 、 保 護者 へ の 引 渡 し 、 避 難所 へ の 収 容  

オ  給 食、 給 水 等 生 活 の 確 保  

カ  そ の他 避 難 所 の 運 営 に 関す る 事 項  
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９  避難所の開設   

（ １ ） 開設 の 指 示  

①  避 難所 の 開 設  

ア  避 難 所 解 錠 要 員 は 、 市 長 の 指 示 に 従 い 、 指 定 さ れ た 避 難 所 の 施 設 の 解 錠 を 行 う

と と も に、 初 期 の 避 難 者 の 受入 れ を 行 う 。  

イ  本 部 長 は 、 被 災 者 の う ち 家 屋 の 倒 壊 や 焼 失 に よ り 生 活 拠 点 を 失 っ て い る 住 民 が

多 数 発 生 し て い る と 判 断 し た と き は 、 浸 水 等 の 二 次 災 害 の 危 険 が な い こ と 等 、 あ

ら か じ め施 設 の 安 全 を 確 認 した 上 で 避 難 所 を 指 定し 、 開 設 す る 。  

ウ  本 部 は 、 避 難 所 運 営 要 員 と し て 地 区 支 部 担 当 職 員 を 配 置 す る 。 な お 、 職 員 を 配

置 で き ない 場 合 は 、 市 は そ の代 理 者 を 定 め 避 難 所の 責 任 体 制 を 明 確 にす る 。  

エ  地 区 支 部 担 当 職 員 は 建 物 の 点 検 を 実 施 し 、 著 し い 損 傷 が な く 使 用 可 能 と 判 断 さ

れ た 場 合 に 開 設 す る 。 使 用 不 能 と 判 断 さ れ た 場 合 、 そ の 旨 を 本 部 に 報 告 す る 。 本

部 は 代 替 施 設 の 検 討 を 実 施 す る 。 ま た 、 避 難 所 の ラ イ フ ラ イ ン の 回 復 に 時 間 を 要

す る と 見 込 ま れ る 場 合 や 、 道 路 の 途 絶 に よ る 孤 立 が 続 く と 見 込 ま れ る 場 合 は 、 当

該 施 設 に避 難 所 を 設 置 維 持 する こ と の 適 否 を 検 討す る 。  

オ  本 部 長 は 、 市 の み で 対 応 が 困 難 な と き に は 、 公 共 宿 泊 施 設 、 民 間 施 設 の 管 理 者

な ど 関 係 機 関 へ の 要 請 、 屋 外 避 難 所 の 設 置 、 県 及 び 応 援 協 定 締 結 自 治 体 等 に 応 援

を 要 請 する 。  

カ  複 数 の 避 難 者 が 、 や む を 得 ず 指 定 さ れ た 避 難 所 以 外 の 施 設 に 避 難 し た 場 合 で 、

そ の 施 設を 長 期 に わ た り 使 用す る 場 合 は 、市 は そ の施 設 管 理 者 と の 協議 に 基 づ き 、

臨 時 に 設置 す る 避 難 所 と し て追 認 、 登 録 し 、 必 要な 公 的 支 援 を 実 施 する 。  

   キ  指 定 避 難 所 に お け る 各 種 感 染 症 を 含 む 感 染 症 対 策 の た め 、 避 難 者 の 健 康 管 理 や

避 難 所 の 衛 生 管 理 、 十 分 な 避 難 ス ペ ー ス の 確 保 、 適 切 な 避 難 所 の レ イ ア ウ ト 等 の

必 要 な 措置 を 講 じ る よ う 努 める も の と す る 。  

②  避 難所 開 設 の 報 告  

本 部 は 、 避 難 所 を 開 設 し た と き は 、 次 の 事 項 を 県 へ 報 告 す る と と も に 、 管 轄 警 察

署 、 消 防署 等 の 関 係 機 関 に 連絡 す る 。  

ア  避 難所 開 設 状 況 報 告 （ 開設 後 直 ち に ）  

・  避 難所 の 名 称  

・  開 設の 日 時 、 場 所  

・  世 帯 数 及 び 人 員 （ 避 難 所 で 生 活 せ ず 食 事 の み 受 取 り に 来 て い る 被 災 者 も 含 め

る。）  

・  開 設期 間 の 見 込 み  

・  必 要な 救 助 ・ 救 援 の 内 容  

イ  避 難所 収 容 状 況 報 告 （ 日報 ）  

・  収 容人 員 （ 避 難 所 別 ）  

③  避 難等 の 状 況 把 握  

９  避 難 所 の 開 設等   

（ １ ） 開設 の 指 示  

①  避 難所 の 開 設  

ア  避 難 所 解 錠 要 員 は 、 市 長 の 指 示 に 従 い 、 指 定 さ れ た 避 難 所 の 施 設 の 解 錠 を 行 う

と と も に、 初 期 の 避 難 者 の 受入 れ を 行 う 。  

イ  本 部 長 は 、 被 災 者 の う ち 家 屋 の 倒 壊 や 焼 失 に よ り 生 活 拠 点 を 失 っ て い る 住 民 が

多 数 発 生 し て い る と 判 断 し た と き は 、 浸 水 等 の 二 次 災 害 の 危 険 が な い こ と 等 、 あ

ら か じ め施 設 の 安 全 を 確 認 した 上 で 避 難 所 を 指 定し 、 開 設 す る 。  

ウ  本 部 は 、 避 難 所 運 営 要 員 と し て 地 区 支 部 担 当 職 員 を 配 置 す る 。 な お 、 職 員 を 配

置 で き ない 場 合 は 、 市 は そ の代 理 者 を 定 め 避 難 所の 責 任 体 制 を 明 確 にす る 。  

エ  地 区 支 部 担 当 職 員 は 建 物 の 点 検 を 実 施 し 、 著 し い 損 傷 が な く 使 用 可 能 と 判 断 さ

れ た 場 合 に 開 設 す る 。 使 用 不 能 と 判 断 さ れ た 場 合 、 そ の 旨 を 本 部 に 報 告 す る 。 本

部 は 代 替 施 設 の 検 討 を 実 施 す る 。 ま た 、 避 難 所 の ラ イ フ ラ イ ン の 回 復 に 時 間 を 要

す る と 見 込 ま れ る 場 合 や 、 道 路 の 途 絶 に よ る 孤 立 が 続 く と 見 込 ま れ る 場 合 は 、 当

該 施 設 に避 難 所 を 設 置 維 持 する こ と の 適 否 を 検 討す る 。  

オ  本 部 長 は 、 市 の み で 対 応 が 困 難 な と き に は 、 公 共 宿 泊 施 設 、 民 間 施 設 の 管 理 者

な ど 関 係 機 関 へ の 要 請 、 屋 外 避 難 所 の 設 置 、 県 及 び 応 援 協 定 締 結 自 治 体 等 に 応 援

を 要 請 する 。  

カ  複 数 の 避 難 者 が 、 や む を 得 ず 指 定 さ れ た 避 難 所 以 外 の 施 設 に 避 難 し た 場 合 で 、

そ の 施 設を 長 期 に わ た り 使 用す る 場 合 は 、市 は そ の 施設 管 理 者 と の 協議 に 基 づ き 、

臨 時 に 設置 す る 避 難 所 と し て追 認 、 登 録 し 、 必 要な 公 的 支 援 を 実 施 する 。  

   キ  指 定 避 難 所 に お け る 各 種 感 染 症 を 含 む 感 染 症 対 策 の た め 、 避 難 者 の 健 康 管 理 や

避 難 所 の 衛 生 管 理 、 十 分 な 避 難 ス ペ ー ス の 確 保 、 適 切 な 避 難 所 の レ イ ア ウ ト 等 の

必 要 な 措置 を 講 じ る よ う 努 める も の と す る 。  

②  避 難所 開 設 の 報 告  

本 部 は 、 避 難 所 を 開 設 し た と き は 、 次 の 事 項 を 県 へ 報 告 す る と と も に 、 管 轄 警 察

署 、 消 防署 等 の 関 係 機 関 に 連絡 す る 。  

ア  避 難所 開 設 状 況 報 告 （ 開設 後 直 ち に ）  

・  避 難所 の 名 称  

・  開 設の 日 時 、 場 所  

・  世 帯 数 及 び 人 員 （ 避 難 所 で 生 活 せ ず 食 事 の み 受 取 り に 来 て い る 被 災 者 も 含 め

る。）  

・  開 設期 間 の 見 込 み  

・  必 要な 救 助 ・ 救 援 の 内 容  

イ  避 難所 収 容 状 況 報 告 （ 日報 ）  

・  収 容人 員 （ 避 難 所 別 ）  

③  避 難等 の 状 況 把 握  
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市 は 、 避 難 等 の 措 置 を 講 じ た 場 合 に は 、 実 施 状 況 を 取 り ま と め る 。 状 況 把 握 に あ

た っ て は 、避 難 所で の 受 付 や開 設 状 況 等 の デ ー タの DX 化 に よ り 、情 報 の 収 集・集 約

を 迅 速 化 す る と と も に 、 多 様 な ツ ー ル を 利 用 し て 市 民 等 へ 避 難 情 報 を 発 信 す る 。 ま

た、警 察 等 関 係 機 関 と 情 報 を共 有 し つ つ 、避 難 所 等 に お け る 避 難 者 の把 握 に 努 め る。 

④   ［追 加 ］  

④  避 難所 閉 鎖 報 告 （ 閉 鎖 後直 ち に ）  

 

 

（ ２ ） 避難 所 生 活  

屋 内 避 難生 活 を 原 則 と し 、 避難 所 の 指 定 及 び 生 活方 法 は 次 の と お り とす る 。  

①  指 定  

ア  市 の指 定 す る 避 難 場 所 にあ る 建 物 を 優 先 し て指 定 す る 。  

イ  学 校の 場 合 の 使 用 順 位 は、 体 育 館 、 校 舎 の 順と す る 。  

ウ  建 物 使 用 可 否 区 分 を 明 示 す る （ 避 難 生 活 ス ペ ー ス 、 相 談 所 、 物 資 集 積 所 、 共 有

部 分 、 使用 禁 止 部 分 等）。  

エ  避 難生 活 ス ペ ー ス は 、 1 人 概ね 3 ㎡ と す る 。  

②  避 難所 の 運 営  

ア  避 難 所 の 運 営 は 、 避 難 住 民 に よ る 自 主 防 災 組 織 役 員 及 び 学 校 等 施 設 管 理 者 、 市

派 遣 職 員 等 に よ る 協 力 体 制 に よ り 円 滑 な 運 営 を 行 う 。 運 営 に 当 た っ て は 各 主 体 の

役 割 分 担 を 明 確 化 し 、 被 災 者 に 過 度 の 負 担 が か か ら な い よ う 配 慮 し つ つ 、 被 災 者

が 相 互 に 助 け 合 う 自 治 的 な 組 織 が 主 体 的 に 関 与 す る 運 営 に 早 期 に 移 行 で き る よ

う 、 そ の立 ち 上 げ を 支 援 す る。  

イ  避 難 所 の 安 全 確 保 と 秩 序 維 持 の た め 、 防 犯 活 動 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、

警 察 等 の 協 力 を 得 て 避 難 生 活 の 安 定 化 に 関 す る 対 応 を と る と と も に 、 必 要 に 応 じ

て 自 主 防犯 組 織 に 対 し て も 協力 を 求 め 連 携 を 図 る。  

ウ  避 難 所 に 被 災 者 等 に 対 する 相 談 所 を 設 置 し、ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 協力 を 得 て 、人 心

の 安 定 に努 め る 。  

エ  被 災 者 の ニ ー ズ を 十 分 把 握 し 、 災 害 の 状 況 、 二 次 災 害 の 危 険 性 に 関 す る 情 報 、

安 否 情 報 、 ラ イ フ ラ イ ン や 交 通 施 設 等 の 公 共 施 設 等 の 復 旧 状 況 、 医 療 機 関 等 の 生

活 関 連 情 報 、 そ れ ぞ れ の 機 関 が 講 じ て い る 施 策 に 関 す る 情 報 、 交 通 規 制 、 犯 罪 情

勢 や 予 防 対 策 等 防 犯 情 報 、 被 災 者 生 活 支 援 に 関 す る 情 報 等 、 被 災 者 等 に 役 立 つ 正

確 か つ き め 細 や か な 情 報 を 適 切 に 提 供 す る 。 な お 、 そ の 際 、 要 配 慮 者 、 在 宅 で の

避 難 者 、 応 急 仮 設 住 宅 と し て 供 与 さ れ る 賃 貸 住 宅 へ の 避 難 者 、 所 在 を 把 握 で き る

広 域 避 難者 に 配 慮 し た 伝 達 を行 う 。  

オ  在 宅 避 難 者 な ど の 避 難 所 外 避 難 者 に 対 す る 食 糧 等 の 必 要 物 資 の 配 布 及 び 情 報 収

集 に 努 める 。ま た 、車 中 泊 等に よ る 避 難 者 に 対 して は 、巡 回 健 康 診 断を 行 う な ど 、

エ コ ノ ミー ク ラ ス 症 候 群 の 予防 対 策 に 努 め る 。  

③  仮 設ト イ レ の 設 置  

避 難 所 の 状 況 に よ り 仮 設 ト イ レ や 簡 易 型 ト イ レ を 設 置 管 理 す る 。 ま た 、 女 性 用

の 仮 設 ト イ レ や 高 齢 者 向 け の 洋 式 ト イ レ の 設 置 な ど 、 女 性 や 高 齢 者 、 障 害 の あ る

市 は 、 避 難 等 の 措 置 を 講 じ た 場 合 に は 、 実 施 状 況 を 取 り ま と め る 。 状 況 把 握 に あ

た っ て は 、避 難 所 で の 受 付 や開 設 状 況 等 の デ ー タの DX 化 に よ り 、情 報の 収 集・集 約

を 迅 速 化 す る と と も に 、 多 様 な ツ ー ル を 利 用 し て 市 民 等 へ 避 難 情 報 を 発 信 す る 。 ま

た、警 察 等 関 係 機 関 と 情 報 を共 有 し つ つ 、避 難 所 等 に お け る 避 難 者 の把 握 に 努 め る。 

④  避 難所 退 所 者 及 び 在 宅 避難 者 の 状 況 把 握  

家 庭 環 境 や 避 難 所 環 境 に よ り 、 や む を 得 ず 避 難 所 を 退 所 す る 場 合 が あ り 、 退 所 後

の 健 康 状態 や 生 活 再 建 支 援 に留 意 す る 。  

⑤  避 難所 閉 鎖 報 告 （ 閉 鎖 後直 ち に ）  

（ ２ ） 避難 所 生 活  

屋 内 避 難生 活 を 原 則 と し 、 避難 所 の 指 定 及 び 生 活方 法 は 次 の と お り とす る 。  

①  指 定  

ア  市 の指 定 す る 避 難 場 所 にあ る 建 物 を 優 先 し て指 定 す る 。  

イ  学 校の 場 合 の 使 用 順 位 は、 体 育 館 、 校 舎 の 順と す る 。  

ウ  建 物 使 用 可 否 区 分 を 明 示 す る （ 避 難 生 活 ス ペ ー ス 、 相 談 所 、 物 資 集 積 所 、 共 有

部 分 、 使用 禁 止 部 分 等）。  

エ  避 難生 活 ス ペ ー ス は 、 スフ ィ ア 基 準 に あ わせ 1 人 概 ね 3.5 ㎡と す る 。  

②  避 難所 の 運 営  

ア  避 難 所 の 運 営 は 、 避 難 住 民 に よ る 自 主 防 災 組 織 役 員 及 び 学 校 等 施 設 管 理 者 、 市

派 遣 職 員 等 に よ る 協 力 体 制 に よ り 円 滑 な 運 営 を 行 う 。 運 営 に 当 た っ て は 各 主 体 の

役 割 分 担 を 明 確 化 し 、 被 災 者 に 過 度 の 負 担 が か か ら な い よ う 配 慮 し つ つ 、 被 災 者

が 相 互 に 助 け 合 う 自 治 的 な 組 織 が 主 体 的 に 関 与 す る 運 営 に 早 期 に 移 行 で き る よ

う 、 そ の立 ち 上 げ を 支 援 す る。  

イ  避 難 所 の 安 全 確 保 と 秩 序 維 持 の た め 、 防 犯 活 動 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、

警 察 等 の 協 力 を 得 て 避 難 生 活 の 安 定 化 に 関 す る 対 応 を と る と と も に 、 必 要 に 応 じ

て 自 主 防犯 組 織 に 対 し て も 協力 を 求 め 連 携 を 図 る。  

ウ  避 難 所 に 被 災 者 等 に 対 する 相 談 所 を 設 置 し、ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 協力 を 得 て 、人 心

の 安 定 に努 め る 。  

エ  被 災 者 の ニ ー ズ を 十 分 把 握 し 、 災 害 の 状 況 、 二 次 災 害 の 危 険 性 に 関 す る 情 報 、

安 否 情 報 、 ラ イ フ ラ イ ン や 交 通 施 設 等 の 公 共 施 設 等 の 復 旧 状 況 、 医 療 機 関 等 の 生

活 関 連 情 報 、 そ れ ぞ れ の 機 関 が 講 じ て い る 施 策 に 関 す る 情 報 、 交 通 規 制 、 犯 罪 情

勢 や 予 防 対 策 等 防 犯 情 報 、 被 災 者 生 活 支 援 に 関 す る 情 報 等 、 被 災 者 等 に 役 立 つ 正

確 か つ き め 細 や か な 情 報 を 適 切 に 提 供 す る 。 な お 、 そ の 際 、 要 配 慮 者 、 在 宅 で の

避 難 者 、 応 急 仮 設 住 宅 と し て 供 与 さ れ る 賃 貸 住 宅 へ の 避 難 者 、 所 在 を 把 握 で き る

広 域 避 難者 に 配 慮 し た 伝 達 を行 う 。  

オ  在 宅 避 難 者 な ど の 避 難 所 外 避 難 者 に 対 す る 食 糧 等 の 必 要 物 資 の 配 布 及 び 情 報 収

集 に 努 める 。ま た 、車 中 泊 等に よ る 避 難 者 に 対 して は 、巡 回 健 康 診 断を 行 う な ど 、

エ コ ノ ミー ク ラ ス 症 候 群 の 予防 対 策 に 努 め る 。  

③  仮 設ト イ レ の 設 置  

避 難 所 の 状 況 に よ り 仮 設 ト イ レ や 簡 易 型 ト イ レ を 設 置 管 理 す る 。 ま た 、 女 性 用

の 仮 設 ト イ レ や 高 齢 者 向 け の 洋 式 ト イ レ の 設 置 な ど 、 女 性 や 高 齢 者 、 障 害 の あ る
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人 等 の 利 用 に 配 慮 し た 避 難 所 運 営 に 努 め る 。 な お 、 ト イ レ の 日 常 管 理 は 、 避 難 所

の 既 設 ト イ レ も 含 め て 、 避 難 者 や ボ ラ ン テ ィ ア が 自 主 的 な 管 理 運 営 を 行 う よ う ル

ー ル づ く り を 指 導 す る 。 ま た 、 ト イ レ 不 足 に 関 す る 初 動 期 や 局 所 的 措 置 と し て 、

移 動 型 トイ レ 車 両 を 配 備 す るよ う 努 め る 。  

④  男 女共 同 参 画 と 多 様 性 配慮 の 視 点 の 取 り 入 れ  

運 営 に 当 た っ て は 、 男 女 双 方 が リ ー ダ ー と し て 参 画 し 、 男 女 共 同 参 画 や 性 的 マ

イ ノ リ テ ィ の 視 点 に 立 っ た 運 営 を 行 い 、 多 様 な ニ ー ズ の 違 い に 応 じ た 支 援 を 行 う

よ う 心 掛け 、 次 の 事 項 に つ いて 配 慮 す る 。  

・  プ ラ イ バ シ ー の 確 保 な ど 、 男 女 の ニ ー ズ の 違 い 、 性 別 に 配 慮 し た 避 難 所 の レ

イ ア ウ ト設 計（ 男 女 別 の 更 衣室・ト イ レ・浴 室 、授 乳 室 、女 性 専 用 エリ ア 、女 性

専 用 の 物干 し 場 等 の 設 置 ）  

・  女 性ス タ ッ フ の 配 置  

・  女 性の た め の ク リ ニ ッ ク、 生 活 支 援 相 談 窓 口の 設 置  

・  女 性向 け 物 資 の 備 蓄 （ 生理 用 品 ・ 女 性 用 下 着の 女 性 に よ る 配 布 ）  

・  そ の 他 、 避 難 所 に お け る 夜 間 照 明 の 設 置 等 に よ る 安 全 性 の 確 保 な ど 、 女 性 や

子 育 て 家庭 の ニ ー ズ に 配 慮 した 避 難 所 の 運 営  

⑤  要 配慮 者 等 に 対 す る 配 慮  

ア   市 は 、避 難 所 に 要 配 慮 者が い る と 確 認 し た 場合 は 、 民 生 ・ 児 童 委員 、 自 主 防

災 組 織 、ボ ラ ン テ ィ ア な ど の協 力 を 得 て 、 速 や かに 適 切 な 措 置 を 講 ずる 。  

イ   市 は 、環 境 変 化 等 か ら 生じ る 避 難 住 民 の 健 康不 安 又 は 体 調 の 変 化を 早 期 発 見

す る た め 、 関 係 機 関 と 協 力 し て 、 精 神 保 健 医 療 対 策 を 講 じ 、 精 神 的 不 調 の 早 期

治 療 や 不 安 の 軽 減 を 図 る 。 ま た 、 生 活 不 活 発 病 の 発 症 予 防 対 策 を 講 ず る な ど 、

要 配 慮 者等 の 健 康 管 理 に 努 める 。  

な お 、 避 難 所 で 生 活 せ ず 食 事 の み 受 取 に 来 て い る 自 宅 避 難 者 を 含 め た 地 区 全

体 の 健 康管 理 に 努 め る 。  

ウ   市 は 、避 難 所 で の 要 配 慮者 の 状 況 に 応 じ 、 福祉 避 難 所 へ の 避 難 や、 社 会 福 祉

施 設 へ の 緊 急 入 所 等 を 行 う 。 ま た 、 福 祉 避 難 所 へ の 避 難 後 も 、 在 宅 で 受 け て い

た 福 祉 サ ー ビ ス 等 が 継 続 し て 提 供 さ れ る よ う 、 必 要 な 手 続 き や 関 係 機 関 と の 調

整 等 を 行 う 。 二 次 避 難 が 必 要 な 要 配 慮 者 の 受 入 先 や 介 助 員 と な る 専 門 的 人 材 の

確 保 に つい て 、 必 要 に 応 じ 、広 域 的 な 調 整 を 県 に要 請 す る 。  

エ  市 は在 宅 避 難 者 に 対 し 、適 切 な 支 援 が 届 く よう 市 社 会 福 祉 協 議 会や NPO 法 人

と 連 携 して 措 置 を 講 ず る 。  

⑥  収 容施 設 の 確 保  

市 は 、災 害 の 規 模 、避 難 者 の避 難 及 び 収 容 状 況、避 難 の 長 期 化 に 鑑 み、旅 館 、ホ

テ ル 等 への 移 動 を 避 難 者 に 促す 。  

表 ３ － １５ － ９  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 収 容 施 設・ 輸 送 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 市 旅館 ホ テ ル 協 同 組 合  本 多町 3-10-26 221-1147 264-8433 

金 沢 ホ テル 懇 話 会  南 町 4-1 233-1311 233-1591 

湯 涌 温 泉観 光 協 会  湯 涌 町 イ -1 235-1040 235-1233 

人 等 の 利 用 に 配 慮 し た 避 難 所 運 営 に 努 め る 。 な お 、 ト イ レ の 日 常 管 理 は 、 避 難 所

の 既 設 ト イ レ も 含 め て 、 避 難 者 や ボ ラ ン テ ィ ア が 自 主 的 な 管 理 運 営 を 行 う よ う ル

ー ル づ く り を 指 導 す る 。 ま た 、 ト イ レ 不 足 に 関 す る 初 動 期 や 局 所 的 措 置 と し て 、

移 動 型 トイ レ 車 両 を 配 備 す るよ う 努 め る 。  

④  男 女共 同 参 画 と 多 様 性 配慮 の 視 点 の 取 り 入 れ  

運 営 に 当 た っ て は 、 男 女 双 方 が リ ー ダ ー と し て 参 画 し 、 男 女 共 同 参 画 や 性 的 マ

イ ノ リ テ ィ の 視 点 に 立 っ た 運 営 を 行 い 、 多 様 な ニ ー ズ の 違 い に 応 じ た 支 援 を 行 う

よ う 心 掛け 、 次 の 事 項 に つ いて 配 慮 す る 。  

・  プ ラ イ バ シ ー の 確 保 な ど 、 男 女 の ニ ー ズ の 違 い 、 性 別 に 配 慮 し た 避 難 所 の レ

イ ア ウ ト設 計（ 男 女 別 の 更 衣室・トイ レ・浴 室 、授 乳 室 、女 性 専 用 エリ ア 、女 性

専 用 の 物干 し 場 等 の 設 置 ）  

・  女 性ス タ ッ フ の 配 置  

・  女 性の た め の ク リ ニ ッ ク、 生 活 支 援 相 談 窓 口の 設 置  

・  女 性向 け 物 資 の 備 蓄 （ 生理 用 品 ・ 女 性 用 下 着の 女 性 に よ る 配 布 ）  

・  そ の 他 、 避 難 所 に お け る 夜 間 照 明 の 設 置 等 に よ る 安 全 性 の 確 保 な ど 、 女 性 や

子 育 て 家庭 の ニ ー ズ に 配 慮 した 避 難 所 の 運 営  

⑤  要 配慮 者 等 に 対 す る 配 慮  

ア   市 は 、 避難 所 に 要 配 慮 者が い る と 確 認 し た 場合 は 、 民 生 ・ 児 童 委員 、 自 主 防

災 組 織 、ボ ラ ン テ ィ ア な ど の協 力 を 得 て 、 速 や かに 適 切 な 措 置 を 講 ずる 。  

イ   市 は 、 環境 変 化 等 か ら 生じ る 避 難 住 民 の 健 康不 安 又 は 体 調 の 変 化を 早 期 発 見

す る た め 、 関 係 機 関 と 協 力 し て 、 精 神 保 健 医 療 対 策 を 講 じ 、 精 神 的 不 調 の 早 期

治 療 や 不 安 の 軽 減 を 図 る 。 ま た 、 生 活 不 活 発 病 の 発 症 予 防 対 策 を 講 ず る な ど 、

要 配 慮 者等 の 健 康 管 理 に 努 める 。  

な お 、 避 難 所 で 生 活 せ ず 食 事 の み 受 取 に 来 て い る 自 宅 避 難 者 を 含 め た 地 区 全

体 の 健 康管 理 に 努 め る 。  

ウ   市 は 、 避難 所 で の 要 配 慮者 の 状 況 に 応 じ 、 福祉 避 難 所 へ の 避 難 や、 社 会 福 祉

施 設 へ の 緊 急 入 所 等 を 行 う 。 ま た 、 福 祉 避 難 所 へ の 避 難 後 も 、 在 宅 で 受 け て い

た 福 祉 サ ー ビ ス 等 が 継 続 し て 提 供 さ れ る よ う 、 必 要 な 手 続 き や 関 係 機 関 と の 調

整 等 を 行 う 。 二 次 避 難 が 必 要 な 要 配 慮 者 の 受 入 先 や 介 助 員 と な る 専 門 的 人 材 の

確 保 に つい て 、 必 要 に 応 じ 、広 域 的 な 調 整 を 県 に要 請 す る 。  

エ  市 は在 宅 避 難 者 に 対 し 、適 切 な 支 援 が 届 く よう 市 社 会 福 祉 協 議 会や NPO 法 人

と 連 携 して 措 置 を 講 ず る 。  

⑥  収 容施 設 の 確 保  

市 は 、災 害 の 規模 、避 難 者 の避 難 及 び 収 容 状 況 、避 難 の長 期 化 に 鑑 み 、旅 館 、ホ

テ ル 等 への 移 動 を 避 難 者 に 促す 。  

表 ３ － １５ － ９  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 収 容 施 設・ 輸 送 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

金 沢 市 旅館 ホ テ ル 協 同 組 合  本 多町 3-10-26 221-1147 264-8433 

金 沢 ホ テル 懇 話 会  南 町 4-1 233-1311 233-1591 

湯 涌 温 泉観 光 協 会  湯 涌 町 イ -1 235-1040 235-1233 
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湖 南 学 院  上 中 町ロ 11-1 229-1077  

金 沢 少 年鑑 別 所  小 立野 5-2-14 231-1603  

石 川 県 バス 協 会 加 盟 金 沢 地 区

貸 切 バ ス事 業 者  
入 江 3-160 291-0197 292-1624 

⑦  避 難者 の 住 生 活 の 早 期 確保  

市 は 、 避 難 者 の 健 全 な 住 生 活 の 早 期 確 保 の た め に 、 必 要 に 応 じ 、 応 急 仮 設 住 宅

の 迅 速 な 提 供 、 公 営 住 宅 や 民 間 賃 貸 住 宅 、 空 家 等 利 用 可 能 な 既 存 住 宅 の あ っ せ ん

等 に よ り避 難 所 の 早 期 解 消 に努 め る 。  

 

⑧  生 活基 本 計 画  

避 難 所 生活 基 本 計 画 に よ る 。  

【 参 照 】資 料 33 避 難 所 生活 基 本 計 画  

資 料 34  避 難 所 に お け る 基本 組 織 図  

 

 

表 ３ － １５ － １ ０   時 期 別 活動 内 容  

時  期  活 動 内 容  

緊 急 避 難 期  

(警戒期〜発災～

2 日目） 

・ 被 害 状 況 の 把 握 ・ 点 検  

・ 施 設 の 安 全 確 認 と 応 急 措 置 の 実 施  

・ 避 難 所 の 開 設  

・ 避 難 所 の 暫 定 運 営 体 制 の 構 築 （ 役 割 分 担 等 ）  

・ 救 出 、 救 護 活 動  

・ 情 報 の 収 集 、 関 係 機 関 へ の 連 絡 、 初 期 情 報 の 提 供  

・ 安 否 情 報 、 り 災 世 帯 情 報  

・ 避 難 者 数 の 把 握 、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・ 食 料 、 水 、 生 活 必 需 物 資 の 確 保 、 分 配  

・ 遺 体 の 安 置 等 (遺 族 対 応 ) 

・ 施 設 使 用 区 分 の 明 確 化 (男 女 別 の 配 慮 ) 

 (生 活 ス ペ ー ス 、 物 資 集 積 所 、 ト イ レ の 場 所 、 ゴ ミ 集 積 所 等 ) な ど  

湖 南 学 院  上 中 町ロ 11-1 229-1077  

金 沢 少 年鑑 別 所  小 立野 5-2-14 231-1603  

石 川 県 バス 協 会 加 盟 金 沢 地 区

貸 切 バ ス事 業 者  
入 江 3-160 291-0197 292-1624 

⑦  避 難者 の 住 生 活 の 早 期 確保  

市 は 、 避 難 者 の 健 全 な 住 生 活 の 早 期 確 保 の た め に 、 必 要 に 応 じ 、 応 急 仮 設 住 宅

の 迅 速 な 提 供 、 公 営 住 宅 や 民 間 賃 貸 住 宅 、 空 家 等 利 用 可 能 な 既 存 住 宅 の あ っ せ ん

等 に よ り避 難 所 の 早 期 解 消 に努 め る 。  

 

⑧  生 活基 本 計 画  

避 難 所 生活 基 本 計 画 に よ る 。  

【 参 照 】資 料 33 避 難 所 生活 基 本 計 画  

資 料 34  避 難 所 に お け る 基本 組 織 図  

 

 

表 ３ － １５ － １ ０   時 期 別 活動 内 容  

時  期  活 動 内 容  

緊 急 避 難 期  

(警戒期〜発災～

2 日目） 

・ 被 害 状 況 の 把 握 ・ 点 検  

・ 施 設 の 安 全 確 認 と 応 急 措 置 の 実 施  

・ 避 難 所 の 開 設  

・ 避 難 所 の 暫 定 運 営 体 制 の 構 築 （ 役 割 分 担 等 ）  

・ 救 出 、 救 護 活 動  

・ 情 報 の 収 集 、 関 係 機 関 へ の 連 絡 、 初 期 情 報 の 提 供  

・ 安 否 情 報 、 り 災 世 帯 情 報  

・ 避 難 者 数 の 把 握 、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・ 食 料 、 水 、 生 活 必 需 物 資 の 確 保 、 分 配  

・ 遺 体 の 安 置 等 (遺 族 対 応 ) 

・ 施 設 使 用 区 分 の 明 確 化 (男 女 別 の 配 慮 ) 

 (生 活 ス ペ ー ス 、 物 資 集 積 所 、 ト イ レ の 場 所 、 ゴ ミ 集 積 所 等 ) な ど  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-78 

避 難 期 ・ 救 護 期  

（ ３ 日 〜 1 カ 月

程 度 ）  

・ 救 出 、 救 護 活 動  

・ 情 報 の 収 集 、 関 係 機 関 へ の 連 絡 、 初 期 情 報 の 提 供  

・ 安 否 情 報 、 り 災 世 帯 情 報  

・ 避 難 者 数 の 把 握 、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・ 食 料 、 水 、 生 活 必 需 物 資 の 確 保 、 分 配  

・ 遺 体 の 安 置 等 (遺 族 対 応 ) 

・ 施 設 使 用 区 分 の 明 確 化 (男 女 別 の 配 慮 ) 

 (生 活 ス ペ ー ス 、物 資 集 積 所 、相 談 所 、共 有 部 分 、使 用 禁 止 部 分 、ト イ

レ の 場 所 、 ゴ ミ 集 積 所 等 ) 

・ 仮 設 風 呂 、 シ ャ ワ ー 、 洗 濯 設 備 、 炊 事 設 備 、 駐 車 ス ペ ー ス 等 の 確 保    

・ 避 難 所 自 治 組 織 づ く り   

・ 避 難 所 自 治 組 織 活 動 の 実 施 、 自 主 防 災 組 織 等 と の 協 力 体 制 確 立  

 (集 団 生 活 に お け る 役 割 分 担 等 ) 

・ 安 否 情 報 、 り 災 世 帯 情 報 、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・ 健 康 管 理 、 高 齢 者 等 要 配 慮 者 の 介 護  

・ 給 食 、 給 水 、 生 活 必 需 物 資 の 確 保 、 分 配  

・ 施 設 使 用 区 分 の 明 確 化 (男 女 別 の 配 慮 ) 

 (生 活 ス ペ ー ス 、 物 資 集 積 所 、 相 談 所 、 共 有 部 分 、 使 用 禁 止  

  部 分 、 ト イ レ 場 所 、 ゴ ミ 集 積 所 等 ) 

・ 人 間 関 係 、 プ ラ イ バ シ ー 保 護 へ の 配 慮  

・ 居 住 環 境 の 整 備 (掃 除 、 ゴ ミ 、 ト イ レ 、 防 疫 、 寒 暑 対 策 等 ) 

・ 復 旧 情 報 、 生 活 情 報 等 の 提 供  

・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 と の 支 援 調 整  

・ 各 種 の 苦 情 、 相 談 へ の 対 応  な ど  

安 定 期  

（ 1 カ 月 以 降 ）  

・ 避 難 所 自 治 組 織 活 動 の 実 施 、 自 主 防 災 組 織 等 と の 協 力  

 (避 難 生 活 集 団 か ら 避 難 生 活 者 個 々 へ 視 点 を 移 す ) 

・ 避 難 者 名 簿 の 管 理  

・ 避 難 所 使 用 箇 所 の 縮 小 、 統 廃 合  

・ 被 災 者 の 自 立 支 援 、 仮 設 住 宅 移 転 等  

・ 健 康 管 理 、 メ ン タ ル ヘ ル ス 、 高 齢 者 等 要 配 慮 者 の 介 護  

・ 給 食 、 居 住 環 境 整 備 等 生 活 活 動  

・ 復 旧 情 報 、 生 活 情 報 等 の 提 供  

・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 と の 支 援 調 整  

・ 各 種 の 苦 情 、 相 談 へ の 対 応  な ど  

 

 

⑨  ペ ッ ト 動 物 の 飼 育 場 所 の 確 保 等  

     避 難 所 で は ペ ッ ト動 物 を 屋 外 で 飼 育 する「 同 行 避 難」を 原 則 と し、市 は、必 要 に

応 じ て 、ペ ッ ト動 物 の た め の避 難 ス ペ ー ス の 確 保等 に 努 め る 。ま た 、避 難 所 運 営 や

ペ ッ ト の 一 時 預 か り 等 必 要 な 支 援 を 獣 医 師 会 や 動 物 取 扱 業 者 、 専 門 の Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

等 か ら 受け ら れ る よ う 、 連 携に 努 め る 。  

     さ ら に 、 災 害 発 生 時 に お け る 被 災 者 及 び 感 染 症 の ま ん 延 に よ る 感 染 症 罹 患 者 等

か ら 犬 及び 猫 を 一 時 的 に 預 かる た め に 動 物 収 容 設備 を 整 備 す る 。  

 

表 ３ － １５ － １ １   ［ 追 加］  

 

 

 

 

避 難 期 ・ 救 護 期  

（ ３ 日 〜 1 カ 月

程 度 ）  

・ 救 出 、 救 護 活 動  

・ 情 報 の 収 集 、 関 係 機 関 へ の 連 絡 、 初 期 情 報 の 提 供  

・ 安 否 情 報 、 り 災 世 帯 情 報  

・ 避 難 者 数 の 把 握 、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・ 食 料 、 水 、 生 活 必 需 物 資 の 確 保 、 分 配  

・ 遺 体 の 安 置 等 (遺 族 対 応 ) 

・ 施 設 使 用 区 分 の 明 確 化 (男 女 別 の 配 慮 ) 

 (生 活 ス ペ ー ス 、物 資 集 積 所 、相 談 所 、共 有 部 分 、使 用 禁 止 部 分 、ト イ

レ の 場 所 、 ゴ ミ 集 積 所 等 ) 

・ 仮 設 風 呂 、 シ ャ ワ ー 、 洗 濯 設 備 、 炊 事 設 備 、 駐 車 ス ペ ー ス 等 の 確 保    

・ 避 難 所 自 治 組 織 づ く り   

・ 避 難 所 自 治 組 織 活 動 の 実 施 、 自 主 防 災 組 織 等 と の 協 力 体 制 確 立  

 (集 団 生 活 に お け る 役 割 分 担 等 ) 

・ 安 否 情 報 、 り 災 世 帯 情 報 、 避 難 者 名 簿 の 作 成  

・ 健 康 管 理 、 高 齢 者 等 要 配 慮 者 の 介 護  

・ 給 食 、 給 水 、 生 活 必 需 物 資 の 確 保 、 分 配  

・ 施 設 使 用 区 分 の 明 確 化 (男 女 別 の 配 慮 ) 

 (生 活 ス ペ ー ス 、 物 資 集 積 所 、 相 談 所 、 共 有 部 分 、 使 用 禁 止  

  部 分 、 ト イ レ 場 所 、 ゴ ミ 集 積 所 等 ) 

・ 人 間 関 係 、 プ ラ イ バ シ ー 保 護 へ の 配 慮  

・ 居 住 環 境 の 整 備 (掃 除 、 ゴ ミ 、 ト イ レ 、 防 疫 、 寒 暑 対 策 等 ) 

・ 復 旧 情 報 、 生 活 情 報 等 の 提 供  

・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 と の 支 援 調 整  

・ 各 種 の 苦 情 、 相 談 へ の 対 応  な ど  

安 定 期  

（ 1 カ 月 以 降 ）  

・ 避 難 所 自 治 組 織 活 動 の 実 施 、 自 主 防 災 組 織 等 と の 協 力  

 (避 難 生 活 集 団 か ら 避 難 生 活 者 個 々 へ 視 点 を 移 す ) 

・ 避 難 者 名 簿 の 管 理  

・ 避 難 所 使 用 箇 所 の 縮 小 、 統 廃 合  

・ 被 災 者 の 自 立 支 援 、 仮 設 住 宅 移 転 等  

・ 健 康 管 理 、 メ ン タ ル ヘ ル ス 、 高 齢 者 等 要 配 慮 者 の 介 護  

・ 給 食 、 居 住 環 境 整 備 等 生 活 活 動  

・ 復 旧 情 報 、 生 活 情 報 等 の 提 供  

・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 と の 支 援 調 整  

・ 各 種 の 苦 情 、 相 談 へ の 対 応  な ど  

 

 

⑨  ペ ッ ト 動 物 の 飼 育 場 所 の 確 保 等  

     避 難 所 で は ペ ッ ト動 物 を 屋 外 で 飼 育 する「 同 行 避 難 」を 原 則 とし 、市 は、

必 要 に 応じ て 、ペ ッ ト 動 物 のた め の 避 難 ス ペ ー スの 確 保 等 に 努 め る。ま た 、避 難 所 運

営 や ペ ット の 一 時 預 か り 等 必要 な 支 援 を 獣 医 師 会や 動 物 取 扱 業 者、専 門 の Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

及 び 相 互応 援 協 定 団 体 等 か ら受 け ら れ る よ う 、 連携 に 努 め る 。  

さ ら に 、 災 害 発 生 時 に お け る 被 災 者 及 び 感 染 症 の ま ん 延 に よ る 感 染 症 罹 患 者 等 か

ら 犬 及 び猫 を 一 時 的 に 預 か るた め に 動 物 収 容 設 備を 整 備 す る 。  

表 ３ － １５ － １ １  金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 災 害 時ペ ッ ト 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  FAX 

学 校 法 人国 際 ビ ジ ネ ス 学 院  白 山 市 横江 町 5250 275-6873 
 

 



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-79 

10  広域避難対策   

ア  被 災 地 区 の 避 難 所 に 被 災 者 が 入 所 で き な い と き は 、 市 は 、 被 災 者 を 被 害 の な い

若 し く は被 害 の 少 な い 近 隣 市町 又 は 隣 接 県 へ の 移送 に つ い て 県 に 要 請す る 。  

イ  市 が 被 災 者 の 他 地 区 へ の 移 送 を 要 請 し た と き は 、 所 属 職 員 の 中 か ら 避 難 所 管 理

者 を 定 め、移 送 先 の 市 町 に 派遣 す る と と も に、移 送 に 当 た り 引 率 者 を添 乗 さ せ る 。 

ウ  移 送 さ れ た 被 災 者 の 避 難 所 の 運 営 は 市 が 行 い 、 被 災 者 を 受 入 れ た 市 町 は 協 力 す

る 。  

エ  被 災 者 の 移 送 は 市 の 輸 送 能 力 を も っ て 実 施 す る 。 市 の 輸 送 能 力 が 不 足 の 場 合 、

県 に バ ス、 貨 物 自 動 車 等 の 輸送 手 段 の 調 達 ・ 確 保を 要 請 す る 。  

オ  市 長 は 、 広 域 の 避 難 路 を 確 保 す る 必 要 が あ る と き は 、 知 事 を 通 じ て 、 自 衛 隊 、

警 察 、 建設 業 者 等 に 対 し 、 避難 路 確 保 を 要 請 す る。  

カ  市 が 、 県 か ら 他 市 町 村 の 被 災 者 の 受 入 れ を 指 示 さ れ た と き は 、 直 ち に 避 難 所 を

開 設 し 、受 入 体 制 を 整 備 す る。  

キ  広 域 一 時 滞 在  

市 は 、災 害 の 規 模 、被 災 者 の避 難・収 容 状 況 、避 難 の 長 期 化 等 に 鑑 み、市 区 域 外

へ の 広 域 的 な 避 難 及 び 応 急 仮 設 住 宅 等 へ の 収 容 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 場 合 は 、

県 内 の 他 市 町 へ の 受 入 れ に つ い て は 当 該 市 町 に 直 接 協 議 し 、 他 の 都 道 府 県 の 受 入

れ に つ いて は 県 に 対 し 協 議 を求 め る 。  

ま た 市 は 、 避 難 場 所 を 指 定 す る 際 に 併 せ て 広 域 一 時 滞 在 の 用 に も 供 す る こ と に

つ い て も 定 め る な ど 、 他 の 市 町 村 か ら の 被 災 者 を 受 け 入 れ る こ と が で き る 施 設 等

を あ ら かじ め 決 定 し て お く よう 努 め る 。  

11  帰宅困難者対策   

本 市 に は 、通 勤・通 学 、出 張 、買い 物 、観 光 等 で 、日 中 多 く 人 々 が 流入 し て お り 、災 害 が

発 生 し て 鉄 道 や 道 路 の 被 害 に よ っ て 列 車 運 行 や 道 路 通 行 が 不 可 能 と な っ た 場 合 、 多 く の 帰

宅 困 難 者及 び 徒 歩 帰 宅 者 の 発生 が 予 測 さ れ る 。  

（ １ ） 基本 ス タ ン ス  

市 は 、大 規 模 災害 時 に よ り 交通 が 途 絶 し た と き は、「 む や み に 移 動 しな い 」と い う 基 本

原 則 に よ り 、 一 斉 帰 宅 の 抑 制 を 図 る と と も に 、 公 共 ・ 商 業 ・ 交 通 施 設 な ど の 事 前 に 指 定

し た 帰 宅 困 難 者 用 の 一 時 滞 在 施 設 を 迅 速 に 開 設 し 、 円 滑 な 管 理 運 営 を 行 う と と も に 観 光

案 内 所 等 に お け る デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ に よ る 帰 宅 困 難 者 等 へ 開 設 状 況 の 広 報 や 、 県 ・ 鉄

道 事 業 者へ の 情 報 伝 達 を 行 う。  

（ ２ ） 混乱 の 防 止  

市 は 、 金 沢 駅 等 に お け る 混 乱 を 防 止 す る た め 、 帰 宅 困 難 者 対 応 の 職 員 を 派 遣 す る と と

も に 、 鉄 道 事 業 者 、 駅 周 辺 事 業 者 等 と 連 携 し て 、 災 害 情 報 等 の 広 報 及 び 、 そ れ ぞ れ の 機

10  広域避難対策   

ア  被 災 地 区 の 避 難 所 に 被 災 者 が 入 所 で き な い と き は 、 市 は 、 被 災 者 を 被 害 の な い

若 し く は被 害 の 少 な い 近 隣 市町 又 は 隣 接 県 へ の 移送 に つ い て 県 に 要 請す る 。  

イ  市 が 被 災 者 の 他 地 区 へ の 移 送 を 要 請 し た と き は 、 所 属 職 員 の 中 か ら 避 難 所 管 理

者 を 定 め、移 送 先 の 市 町 に 派遣 す る と と も に、移 送 に 当 た り 引 率 者 を添 乗 さ せ る 。 

ウ  移 送 さ れ た 被 災 者 の 避 難 所 の 運 営 は 市 が 行 い 、 被 災 者 を 受 入 れ た 市 町 は 協 力 す

る 。  

エ  被 災 者 の 移 送 は 市 の 輸 送 能 力 を も っ て 実 施 す る 。 市 の 輸 送 能 力 が 不 足 の 場 合 、

県 に バ ス、 貨 物 自 動 車 等 の 輸送 手 段 の 調 達 ・ 確 保を 要 請 す る 。  

オ  市 長 は 、 広 域 の 避 難 路 を 確 保 す る 必 要 が あ る と き は 、 知 事 を 通 じ て 、 自 衛 隊 、

警 察 、 建設 業 者 等 に 対 し 、 避難 路 確 保 を 要 請 す る。  

カ  市 が 、 県 か ら 他 市 町 村 の 被 災 者 の 受 入 れ を 指 示 さ れ た と き は 、 直 ち に 避 難 所 を

開 設 し 、受 入 体 制 を 整 備 す る。  

キ  広 域 一 時 滞 在  

市 は 、災 害 の 規模 、被 災 者 の避 難・収 容 状 況 、避 難 の 長期 化 等 に 鑑 み 、市 区域 外

へ の 広 域 的 な 避 難 及 び 応 急 仮 設 住 宅 等 へ の 収 容 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 場 合 は 、

県 内 の 他 市 町 へ の 受 入 れ に つ い て は 当 該 市 町 に 直 接 協 議 し 、 他 の 都 道 府 県 の 受 入

れ に つ いて は 県 に 対 し 協 議 を求 め る 。  

ま た 市 は 、 避 難 場 所 を 指 定 す る 際 に 併 せ て 広 域 一 時 滞 在 の 用 に も 供 す る こ とに

つ い て も 定 め る な ど 、 他 の 市 町 村 か ら の 被 災 者 を 受 け 入 れ る こ と が で き る 施 設 等

を あ ら かじ め 決 定 し て お く よう 努 め る 。  

11  帰宅困難者対策   

本 市 に は 、通 勤・通 学 、出 張 、買 い 物 、観 光 等 で 、外 国人 を 含 む 日 中多 く の 人 々 が 流 入 し

て お り 、 災 害 が 発 生 し て 、 鉄 道 や 道 路 の 被 害 に よ っ て 列 車 運 行 や 道 路 通 行 が 不 可 能 と な っ

た 場 合 、多 く の 帰 宅 困 難 者 及び 徒 歩 帰 宅 者 の 発 生が 予 測 さ れ る 。  

（ １ ） 基本 ス タ ン ス  

市 は 、大規 模 災 害 時 に よ り 交通 が 途 絶 し た と き は、「 む や み に 移 動 しな い 」と い う 基 本

原 則 に よ り 、 一 斉 帰 宅 の 抑 制 を 図 る と と も に 、 公 共 ・ 商 業 ・ 交 通 施 設 な ど の 事 前 に 指 定

し た 帰 宅 困 難 者 用 の 一 時 滞 在 施 設 を 迅 速 に 開 設 し 、 円 滑 な 管 理 運 営 を 行 う と と も に 観 光

案 内 所 等 に お け る 大 型 ビ ジ ョ ン や デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ に よ る 一 時 滞 在 施 設 の 開 設 状 況 等

の 広 報 や、 県 ・ 鉄 道 事 業 者 への 情 報 伝 達 を 行 う 。  

（ ２ ） 混乱 の 防 止  

市 は 、 金 沢 駅 等 に お け る 混 乱 を 防 止 す る た め 、 帰 宅 困 難 者 対 応 の 職 員 を 派 遣 す る とと

も に 、 鉄 道 事 業 者 、 駅 周 辺 事 業 者 等 と 連 携 し て 、 災 害 情 報 等 の 広 報 及 び 、 そ れ ぞ れ の 機
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関 の 施 設 に 加 え て 、 駅 周 辺 の 民 間 施 設 が 有 す る 機 能 を 十 分 活 用 す る と と も に 、 必 要 に 応

じ て あ ら か じ め 定 め ら れ た 地 域 の 避 難 所 に 避 難 誘 導 を 実 施 す る 。 ひ が し 茶 屋 街 な ど の 主

要 な 観 光 地 に お い て も 、 観 光 客 等 の 帰 宅 困 難 者 に 対 し て 円 滑 な 避 難 誘 導 を 行 う 。 な お 、

要 配 慮 者に 対 し て は 、 十 分 な配 慮 を 行 い ､対 応 す る よ う 努 め る 。  

（ ３ ） 事業 所 等 に お け る 対 応  

事 業 所 や 学 校 な ど の 組 織 的 対 応 が 可 能 な 場 所 で は 、 発 災 時 に は 組 織 の 責 任 に お い て 、

安 否 確 認や 交 通 情 報 等 の 収 集を 行 い 、従 業 員 ､訪 問 者 ･利 用 者 の 無 理 な帰 宅 の 抑 制 を 図 り、

在 留 者 に対 す る 食 料 や 飲 料 水 ､就 寝 環 境 の 提 供 を行 う 。そ の 後 の 災 害の 状 況 を 十 分 に 見 極

め た 上 で 、 従 業 員 、 顧 客 等 の 扱 い を 検 討 し 、 帰 宅 す る 者 の 安 全 確 保 の 観 点 に 留 意 し て 、

順 次 帰 宅さ せ る も の と す る 。  

（ ４ ） 学校 ､幼 稚 園 等 に お ける 対 応  

学 校 、 幼 稚 園 等 で は 、 発 災 時 に は 児 童 ・ 生 徒 、 園 児 等 の 安 全 確 保 、 保 護 に 万 全 を 期 す

と と も に 、保 護 者 の 引 き 取 りや 児 童・生 徒 の 帰 宅が 困 難 な 場 合 や ､そ の 間 の 危 険 性 に 備え

て 、一 定 期 間 校舎 内 に 留 め る対 策 を 講 ず る 。こ の た め 、食 料 や 飲 料 水 ､就 寝 環 境 の 確 保 を

図 り 、災 害 時 に お け る 学 校 、幼 稚 園 等 と 保 護 者 との 連 絡 方 法 ､対 応 な ど を あ ら か じ め ルー

ル 化 し 、共 有 化 を 図 る 。  

 

（ ５ ） 徒歩 帰 宅 者 へ の 支 援  

市 は 、徒歩 帰 宅 者 の 支 援 拠 点（ 水 、ト イ レ 、災 害関 連 情 報 の 提 供 ）とし て 、ガ ソ リ ン ス

タ ン ド や コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア に 協 力 を 要 請 し 、 事 前 に 指 定 し た 幹 線 道 路 沿 い の 公 共 施

設 等 を 支援 拠 点 と し て 開 設 する 。  

表 ３ － １５ － １ １  金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 徒 歩 帰宅 者 支 援 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

石 川 県 石油 販 売 協 同 組 合 金 沢支 部  鞍 月 5-177 256-5330 238-3330 

 

（ ６ ） 帰宅 困 難 者 へ の 支 援  

市 は 、 必 要 に 応 じ 、 観 光 客 等 の 帰 宅 困 難 者 の た め の 一 時 宿 泊 場 所 及 び 一 時 滞 在 施 設 等

を 開 設 し 、 水 、 食 料 、 災 害 関 連 情 報 等 の 提 供 を 行 う 。 ホ テ ル ・ 旅 館 等 の 宿 泊 施 設 が 利 用

可 能 の 場 合 は 、 観 光 客 等 の 受 入 れ 、 宿 泊 を 要 請 す る 。 な お 、 観 光 施 設 等 で 災 害 が 起 き た

場 合 は 、 施 設 管 理 者 は 市 と と も に 、 災 害 の 状 況 を 見 極 め た 上 で 、 観 光 客 な ど の 施 設 利 用

者 の 現 地滞 在 、 一 時 避 難 所 への 誘 導 を 判 断 し 、 安全 に 留 意 し 避 難 誘 導を 行 う 。  

 

 

 

 

 

関 の 施 設 に 加 え て 、 駅 周 辺 の 民 間 施 設 が 有 す る 機 能 を 十 分 活 用 す る と と も に 、 必 要 に 応

じ て あ ら か じ め 定 め ら れ た 一 時 滞 在 施 設 や ホ テ ル ・ 旅 館 等 の 宿 泊 施 設 に 避 難 誘 導 を 実 施

す る 。 ひ が し 茶 屋 街 な ど の 主 要 な 観 光 地 に お い て も 、 観 光 客 等 の 帰 宅 困 難 者 に 対 し て 円

滑 な 避 難誘 導 を 行 う 。なお、要配慮者に対しては、十分な配慮を行い､対応するよう努める。 

（ ３ ） 事業 所 等 に お け る 対 応  

事 業 所 や 学 校 な ど の 組 織 的 対 応 が 可 能 な 場 所 で は 、 発 災 時 に は 組 織 の 責 任 に お い て、

安 否 確 認や 交 通 情 報 等 の 収 集を 行 い 、従 業 員 ､訪 問 者 ･利 用 者 の 無 理 な帰 宅 の 抑 制 を 図 り、

在 留 者 に対 す る 食 料 や 飲 料 水 ､就 寝 環 境 の 提 供 を行 う 。そ の 後 の 災 害の 状 況 を 十 分 に 見 極

め た 上 で 、 従 業 員 、 顧 客 等 の 扱 い を 検 討 し 、 帰 宅 す る 者 の 安 全 確 保 の 観 点 に 留 意 し て 、

順 次 帰 宅さ せ る も の と す る 。  

（ ４ ） 学校 ､幼 稚 園 等 に お ける 対 応  

学 校 、幼 稚 園 等で は 、発 災 時 に は 児童・生 徒 、園 児 等 の安 全 確 保 、保 護 に 万全 を 期 す と

と も に、保 護 者 の 引 き 取 り や児 童・生 徒 の 帰 宅 が困 難 な 場 合 や ､そ の 間 の 危 険 性 に 備 え て、

一 定 期 間校 舎 内 に 留 め る 対 策を 講 ず る 。こ の た め、食 料 や 飲 料 水 ､就 寝 環 境 の 確 保 を 図 り、

災 害 時 に お け る 学 校 、 幼 稚 園 等 と 保 護 者 と の 連 絡 方 法 ､対 応 な ど を あ ら か じ め ル ー ル 化

し 、 共 有化 を 図 る 。  

 

（ ５ ） 徒歩 帰 宅 者 へ の 支 援  

市 は 、徒 歩 帰 宅者 の 支 援 拠 点（ 水 、ト イ レ 、災 害 関 連 情報 の 提 供 ）と し て 、ガ ソ リ ン ス

タ ン ド や コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア に 協 力 を 要 請 し 、 事 前 に 指 定 し た 幹 線 道 路 沿 い の 公 共 施

設 等 を 支援 拠 点 と し て 開 設 する 。  

表 ３ － １５ － １ ２  金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 徒 歩 帰宅 者 支 援 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

石 川 県 石油 販 売 協 同 組 合 金 沢支 部  鞍 月 5-177 256-5330 238-3330 

 

（ ６ ） 帰宅 困 難 者 へ の 支 援  

市 は 、 必 要 に 応 じ 、 観 光 客 等 の 帰 宅 困 難 者 の た め の 一 時 宿 泊 場 所 及 び 一 時 滞 在 施 設等

を 開 設 し 、水 、食 料 、災 害 関 連 情 報等 の 提 供 を 行う 。ホ テ ル・旅 館 等 の 宿 泊施 設 が 利 用 可

能 の 場 合 は 、 観 光 客 等 の 受 入 れ 、 宿 泊 を 要 請 す る 。 な お 、 観 光 施 設 等 で 災 害 が 起 き た 場

合 は 、 施 設 管 理 者 は 市 と と も に 、 災 害 の 状 況 を 見 極 め た 上 で 、 観 光 客 な ど の 施 設 利 用 者

の 現 地 滞在 、 一 時 避 難 所 へ の誘 導 を 判 断 し 、 安 全に 留 意 し 避 難 誘 導 を行 う 。  
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表 ３ － １５ － １ ２   金 沢 市災 害 時 防 災 活 動 協 力協 定 締 結 団 体 （ 帰 宅困 難 者 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

ユ ニ ー (株 ) 

ア ピ タ 金沢 店  

ピ ア ゴ 金沢 ベ イ 店  

広 岡 3-3-77 

中 村町 10-20 

無 量寺 4-56 

235-3512 

226-3111 

225-2511 

235-3519 

226-3119 

225-2518 

北 陸 コ カ・ コ ー ラ ボ ト リ ン グ

(株 ) 

東 蚊 爪町 1-33-

1 
239-2350 239-9177 

ｺｰｼﾝｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株 ) 野 々 市 市押 野

2-219 
248-8850 248-5297 

石 川 県 生活 協 同 組 合 連 合 会  

生 活 協 同組 合 コ ー プ い し か わ  

古 府 2-189 

白 山 市 行町 西 1 

259-5262 

275-9854 

259-5963 

275-9951 

金 沢 市 旅館 ホ テ ル 協 同 組 合  本 多町 3-10-26 221-1147 264-8433 

金 沢 ホ テル 懇 話 会  南 町 4-1 233-1311 233-1591 

湯 涌 温 泉観 光 協 会  湯 涌 町 イ -1 235-1040 235-1233 

湖 南 学 院  上 中 町ロ 11-1 229-1077  

金 沢 少 年鑑 別 所  小 立野 5-2-14 231-1603  

 

（ ７ ） 代替 交 通 機 関 の 確 保  

必 要 に 応じ 、 鉄 道 が 運 行 し てい る 駅 等 ま で の バ ス等 の 代 替 交 通 機 関 を確 保 す る 。  

表 ３ － １５ － １ ３  金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 交 通 輸送 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

石 川 県 バ ス 協 会 加 盟 金 沢 地 区

貸 切 バ ス事 業 者  
入 江 3-160 291-0197 292-1624 

 

 

 

 

表 ３ － １５ － １ ３   金 沢 市災 害 時 防 災 活 動 協 力協 定 締 結 団 体 （ 帰 宅困 難 者 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

ユ ニ ー (株 ) 

ア ピ タ 金沢 店  

ピ ア ゴ 金沢 ベ イ 店  

広 岡 3-3-77 

中 村町 10-20 

無 量寺 4-56 

235-3512 

226-3111 

225-2511 

235-3519 

226-3119 

225-2518 

北 陸 コ カ・ コ ー ラ ボ ト リ ン グ

(株 ) 

東 蚊 爪町 1-33-

1 
239-2350 239-9177 

ｺｰｼﾝｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株 ) 野 々 市 市押 野

2-219 
248-8850 248-5297 

石 川 県 生活 協 同 組 合 連 合 会  

生 活 協 同組 合 コ ー プ い し か わ  

古 府 2-189 

白 山 市 行町 西 1 

259-5262 

275-9854 

259-5963 

275-9951 

金 沢 市 旅館 ホ テ ル 協 同 組 合  本 多町 3-10-26 221-1147 264-8433 

金 沢 ホ テル 懇 話 会  南 町 4-1 233-1311 233-1591 

湯 涌 温 泉観 光 協 会  湯 涌 町 イ -1 235-1040 235-1233 

湖 南 学 院  上 中 町ロ 11-1 229-1077  

金 沢 少 年鑑 別 所  小 立野 5-2-14 231-1603  

 

（ ７ ） 代替 交 通 機 関 の 確 保  

必 要 に 応じ 、 鉄 道 が 運 行 し てい る 駅 等 ま で の バ ス等 の 代 替 交 通 機 関 を確 保 す る 。  

表 ３ － １５ － １ ４  金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 交 通 輸送 関 係 ）  

団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

石 川 県 バ ス 協 会 加 盟 金 沢 地 区

貸 切 バ ス事 業 者  
入 江 3-160 291-0197 292-1624 
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第 16 節  飲料・食料品・生活必需物資の供給 

所  管  
□ 総 務 局… 総 務 班  □ 市 民 局… 避 難 所 支 援 班  □経 済 局 … 経 済 対 策 班  

□ 農 林 水産 局 … 農 林 ・ 市 場 対策 班  □ 教 育 委 員 会… 学 校 教 育 班 、 社 会教 育 班  

１  基本方針   

災 害 時 にお け る 食 料 及 び 生 活必 需 品 等 の 供 給 に つい て 定 め る 。  

市 は 過 去 の 大 災 害 に お け る 課 題 を 踏 ま え 、 今 後 の 備 蓄 の あ り 方 等 に 関 す る 基 本 的 な 方

針 を 示 す 「 金 沢 市 防 災 備 蓄 計 画 」 を 策 定 し 、 公 的 な 備 蓄 の ほ か 、 市 民 に よ る 日 頃 か ら の

家 庭 内 備 蓄 及 び 自 主 防 災 組 織 を 含 め た 地 域 で の 備 蓄 や 、 ロ ー リ ン グ ス ト ッ ク の 実 施 な ど

を 規 定 し、 大 規 模 災 害 に も 対応 可 能 な 備 蓄 体 制 の構 築 に 努 め る 。  

２  食料の供給   

（ １ ） 実施 体 制  

ア  市 は 、 必 要 に 応 じ て 被 災 者 等 に 対 し 食 料 を 調 達 し 、 炊 き 出 し 等 で 給 食 の 供 給 を

実 施 す る。 な お 、 要 配 慮 者 への 配 慮 及 び 食 料 の 質の 確 保 に 留 意 す る 。  

イ  市 は、 必 要 に 応 じ て 県 に対 し 食 料 の 調 達 及 び輸 送 の 手 配 を 要 請 する 。  

ウ  市 は、 必 要 に 応 じ て 食 料の 確 保 状 況 等 の 情 報を 市 民 に 対 し 提 供 する 。  

（ ２ ） 食料 の 確 保 （ 詳 細 は 、第 １ 編 「 震 災 対 策 計画 」 第 13 節 を 参 照）  

①  供 給す る 食 料 の 品 目  

ア  給 与す る 食 料 は 、災 害 発生 当 初 は ア ル フ ァ 米又 は 米 飯 の 炊 き 出 しを 原 則 と す る。

ま た 、 必要 に 応 じ て 梅 干 、 佃煮 等 の 副 食 及 び 調 味料 を 支 給 す る 。  

イ  流 通 輸 送 が 可 能 に な れ ば 、 米 飯 の 炊 き 出 し の ほ か 、 給 食 業 者 等 か ら の 調 達 に よ

る お に ぎり 、 弁 当 、 パ ン 等 によ り 行 う 。  

②  調 達先  

市 が 給 与 す る 食 料 は 、 市 の 備 蓄 品 、 支 援 物 資 の ほ か 、 指 名 業 者 等 か ら 調 達 す る 。

こ れ に よっ て 調 達 で き な い とき は 、 他 の 業 者 又 は市 域 外 の 業 者 か ら 調達 す る 。  

市 限 り で 確 保 で き な い 場 合 は 、 近 接 市 町 、 相 互 支 援 協 定 締 結 市 場 、 応 援 協 定 締 結

地 方 公 共団 体 、 県 、 国 そ の 他関 係 機 関 に 対 し て 協力 を 求 め る 。  

 

 

 

 

 

 

第 16 節  飲料・食料品・生活必需物資の供給 

所  管  
□ 総 務 局… 総 務 班  □ 市 民 局… 避 難 所 支 援 班  □経 済 局 … 経 済 対 策 班  

□ 農 林 水産 局 … 農 林 ・ 市 場 対策 班  □ 教 育 委 員 会… 学 校 教 育 班 、 社 会教 育 班  

１  基本方針   

災 害 時 にお け る 食 料 及 び 生 活必 需 品 等 の 供 給 に つい て 定 め る 。  

市 は 過 去 の 大 災 害 に お け る 課 題 を 踏 ま え る と と も に 、 国 指 針 に よ る 備 蓄 品 目 の 必 要量

の 確 保 に 向 け て 、 今 後 の 備 蓄 の あ り 方 等 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 を 示 す 「 金 沢 市 防 災 備 蓄

計 画 」 を 改 定 し 、 公 的 な 備 蓄 の ほ か 、 市 民 に よ る 日 頃 か ら の 家 庭 内 備 蓄 及 び 自 主 防 災 組

織 を 含 め た 地 域 で の 備 蓄 や 、 ロ ー リ ン グ ス ト ッ ク の 実 施 な ど を 規 定 し 、 大 規 模 災 害 に も

対 応 可 能な 備 蓄 体 制 の 構 築 に努 め る 。  

２  食料の供給   

（ １ ） 実施 体 制  

ア  市 は 、 必 要 に 応 じ て 被 災 者 等 に 対 し 食 料 を 調 達 し 、 炊 き 出 し 等 で 給 食 の 供 給 を

実 施 す る。 な お 、 要 配 慮 者 への 配 慮 及 び 食 料 の 質の 確 保 に 留 意 す る 。  

イ  市 は、 必 要 に 応 じ て 県 に対 し 食 料 の 調 達 及 び輸 送 の 手 配 を 要 請 する 。  

ウ  市 は、 必 要 に 応 じ て 食 料の 確 保 状 況 等 の 情 報を 市 民 に 対 し 提 供 する 。  

（ ２ ） 食料 の 確 保 （ 詳 細 は 、第 １ 編 「 震 災 対 策 計画 」 第 13 節 を 参 照）  

①  供 給す る 食 料 の 品 目  

ア  給 与す る 食 料 は 、災 害 発 生当 初 は ア ル フ ァ 米又 は 米 飯 の 炊 き 出 しを 原 則 と す る。

ま た 、 必要 に 応 じ て 梅 干 、 佃煮 等 の 副 食 及 び 調 味料 を 支 給 す る 。  

イ  流 通 輸 送 が 可 能 に な れ ば 、 米 飯 の 炊 き 出 し の ほ か 、 給 食 業 者 等 か ら の 調 達 に よ

る お に ぎり 、 弁 当 、 パ ン 等 によ り 行 う 。  

②  調 達先  

市 が 給 与 す る 食 料 は 、 市 の 備 蓄 品 、 支 援 物 資 の ほ か 、 指 名 業 者 等 か ら 調 達 す る 。

こ れ に よっ て 調 達 で き な い とき は 、 他 の 業 者 又 は市 域 外 の 業 者 か ら 調達 す る 。  

市 限 り で 確 保 で き な い 場 合 は 、 近 接 市 町 、 相 互 支 援 協 定 締 結 市 場 、 応 援 協 定 締 結

地 方 公 共団 体 、 県 、 国 そ の 他関 係 機 関 に 対 し て 協力 を 求 め る 。  
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表 ３ － １６ － １    金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 食 料 等の 供 給 ）  

（ 表 ２ －９ － ２ 再 掲 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

飲 料・食 料・生

活 必 需 物 資 供

給 計 画  

金 沢 市 農 業 協 同 組 合  松 寺 町 末 59-1 237- 00 02  237- 22 09  

金 沢 中 央 農 業 協 同 組 合  入 江 1-1 291- 50 00  291- 41 11  

(一社)金沢市中央市場運営協会  西 念 4-7-1 220- 27 17  222- 29 03  

(社 )石 川 県 パ ン 協 同 組 合  武 蔵 町 8-2 221- 16 53  同 左  

石 川 県 製 麺 工 業 協 同 組 合  増 泉 5-10-24  247- 33 05  247- 33 06  

(一 社 ) 石 川 県 食 品 協 会  鞍 月 2-20 268- 24 00  268- 60 82  

協 同 組 合 金 沢 問 屋 セ ン タ ー  問 屋 町 2-61 237- 85 85  237- 52 40  

石 川 県 生 活 協 同 組 合 連 合 会  

生 活 協 同 組 合 コ ー プ い し か わ  

古 府 2-189 

白 山 市 行 町 西 1 

259-52 62  

275- 98 54  

259- 59 63  

275- 99 51  

ユ ニ ー (株 ) 

ア ピ タ 金 沢 店  

ピ ア ゴ 金 沢 ベ イ 店  

広 岡 3-3-77 

中 村 町 10-20 

無 量 寺 4-56 

235- 35 12  

226- 31 11  

225- 25 11  

235- 35 19  

226- 31 19  

225- 25 18  

北 陸 コ カ ・ コ ー ラ ボ ト リ ン グ (株 )  東 蚊 爪 町 1-33-1 239- 23 50  239- 91 77  

ｺｰｼﾝ ｻﾝ ﾄﾘｰ ﾋﾞﾊ ﾞﾚｯ ｼﾞ ｻｰ ﾋﾞｽ(株 ) 野 々 市 市 押 野 2- 2 1 9  248- 88 50  248- 52 97  

 行  ［ 追 加 ］     

 

 

 

 

 

 

③  供 給場 所 、 方 法 及 び 輸 送  

災 害 発 生当 初 は 、「 拠 点 避 難所 」(小 学 校 等 )を 供 給 拠 点 と し て 、各 避 難 所 に配 分 す

る 。  

④  中 央卸 売 市 場  

中 央 卸 売市 場 は 、 生 鮮 食 料 品の 安 定 的 な 供 給 を 図る た め 、 業 界 の 協 力を 得 る 。  

ア  市 場機 能 の 早 期 回 復 に 努め る 。  

イ  本 市場 へ の 優 先 配 送 を 国、 産 地 、 相 互 支 援 協定 締 結 市 場 等 へ 要 請す る 。  

（ ３ ） 炊き 出 し の 実 施  

ア  食 料 の 炊 き 出 し は 、 避 難 所 及 び 共 同 調 理 場 な ど 炊 事 設 備 を 有 す る 施 設 に お い て

実 施 す る。  

イ  避 難 所 を 開 設 し た 場 合 、 開 設 の ３ 時 間 後 に 、 食 材 、 水 、 燃 料 及 び 資 機 材 の 確 保

等 、 炊 き 出 し の 準 備 を 始 め 、 ６ 時 間 後 に は 実 施 態 勢 を 整 え て 、 必 要 に 応 じ て 炊 き

ウ  炊 き 出 し は 、 自 主 防 災 組 織 及 び ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 を 得 て 行 う と と も に 、 必

要 に 応 じ て 民 間 の 給 食 業 者 等 へ 米 穀 を 支 給 し て 依 頼 す る 。 ま た 、 必 要 な 場 合 、 自

衛 隊 に 対し て 炊 き 出 し 活 動 を要 請 す る 。  

 

 

 

表 ３ － １６ － １    金 沢 市 災害 時 防 災 活 動 協 力 協定 締 結 団 体 （ 食 料 等の 供 給 ）  

（ 表 ２ －９ － ２ 再 掲 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

飲 料・食 料・生

活 必 需 物 資 供

給 計 画  

金 沢 市 農 業 協 同 組 合  松 寺 町 末 59-1 237- 00 02  237- 22 09  

金 沢 中 央 農 業 協 同 組 合  入 江 1-1 291- 50 00  291- 41 11  

(一社)金沢市中央市場運営協会  西 念 4-7-1 220- 27 17  222- 29 03  

(社 )石 川 県 パ ン 協 同 組 合  武 蔵 町 8-2 221- 16 53  同 左  

石 川 県 製 麺 工 業 協 同 組 合  増 泉 5-10-24  247- 33 05  247- 33 06  

(一 社 ) 石 川 県 食 品 協 会  鞍 月 2-20 268- 24 00  268- 60 82  

協 同 組 合 金 沢 問 屋 セ ン タ ー  問 屋 町 2-61 237- 85 85  237- 52 40  

石 川 県 生 活 協 同 組 合 連 合 会  

生 活 協 同 組 合 コ ー プ い し か わ  

古 府 2-189 

白 山 市 行 町 西 1 

259-52 62  

275- 98 54  

259- 59 63  

275- 99 51  

ユ ニ ー (株 ) 

ア ピ タ 金 沢 店  

ピ ア ゴ 金 沢 ベ イ 店  

広 岡 3-3-77 

中 村 町 10-20 

無 量 寺 4-56 

235- 35 12  

226- 31 11  

225- 25 11  

235- 35 19  

226- 31 19  

225- 25 18  

北 陸 コ カ ・ コ ー ラ ボ ト リ ン グ (株 )  東 蚊 爪 町 1-33-1 239- 23 50  239- 91 77  

サ ン ト リ ー ビ バ レ ッ ジ ソ リ ュ ー シ ョ

ン (株 )  
野 々 市 市 押 野 2- 2 1 9  248- 88 50  248- 52 97  

ス ギ ホ ール デ ィ ン グ ス ㈱  
愛 知 県 大 府 市 横

根 町 新 江 62-1  

0562 -4 5-

2700  

0562 -4 5-

2702  

 

 

③  供 給場 所 、 方 法 及 び 輸 送  

災 害 発 生当 初 は 、「 拠 点 避 難所 」(小 学 校 等 )を 供 給 拠 点 と し て 、各 避難 所 に 配 分 す

る 。  

④  中 央卸 売 市 場  

中 央 卸 売市 場 は 、 生 鮮 食 料 品の 安 定 的 な 供 給 を 図る た め 、 業 界 の 協 力を 得 る 。  

ア  市 場機 能 の 早 期 回 復 に 努め る 。  

イ  本 市場 へ の 優 先 配 送 を 国、 産 地 、 相 互 支 援 協定 締 結 市 場 等 へ 要 請す る 。  

（ ３ ） 炊き 出 し の 実 施  

ア  食 料 の 炊 き 出 し は 、 避 難 所 及 び 共 同 調 理 場 な ど 炊 事 設 備 を 有 す る 施 設 に お い て

実 施 す る。  

イ  避 難 所 を 開 設 し た 場 合 、 開 設 の ３ 時 間 後 に 、 食 材 、 水 、 燃 料 及 び 資 機 材 の 確 保

等 、 炊 き 出 し の 準 備 を 始 め 、 ６ 時 間 後 に は 実 施 態 勢 を 整 え て 、 必 要 に 応 じ て 炊 き

出 し を 開始 す る 。  

ウ  炊 き 出 し は 、 自 主 防 災 組 織 及 び ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 を 得 て 行 う と と も に 、 必 要

に 応 じ て 民 間 の 給 食 業 者 等 へ 米 穀 を 支 給 し て 依 頼 す る 。 ま た 、 必 要 な 場 合 、 自 衛

隊 に 対 して 炊 き 出 し 活 動 を 要請 す る 。  
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表 ３ － １６ － ２  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 食 料 等 の供 給 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

Ｌ Ｐ ガ ス の 供 給  
石 川 県 エ ル ピ ー ガ ス 協 会  

金 沢 支 部  
古 府 3-16 249- 23 00  249- 23 20  

（ ４ ） 災害 救 助 法 に よ る 炊 き出 し そ の 他 に よ る 食品 の 給 与  

災 害 救 助法 が 適 用 さ れ た 場 合の 供 給 基 準 は 、 次 のと お り で あ る （ 同 法及 び 運 用 方 針）。 

①  対 象者  

ア  避 難所 に 入 所 し た 住 民  

イ  住 家が 全 焼 、 全 壊 、 流 失、 床 上 浸 水 の た め 炊事 が で き な い 者  

ウ  住 家に 被 害 を 受 け 、 一 時縁 故 地 へ 避 難 す る 必要 の あ る 者  

エ  旅 行者 、 滞 在 者 、 通 勤 通学 者 等 で 他 に 食 品 を得 る 手 段 の な い 者  

②  実 施期 間  

災 害 発 生の 日 か ら ７ 日 以 内 とす る 。た だ し、内 閣 総 理 大 臣 の 承 認 を 受け た と き は 、

承 認 を 受け た 期 間 と す る 。  

 

表 ３ － １６ － ３   小 ・ 中 学 校及 び 共 同 調 理 場 の 使用 熱 源  

小 学 校  都 市 ガ ス (併 用 含 む )  39 校  Ｌ Ｐ ガ ス (併 用 含 む )  16 校  

中 学 校  都 市 ガ ス (併 用 含 む )  19 校  Ｌ Ｐ ガ ス (併 用 含 む )   6 校  

調 理 場  都 市 ガ ス (併 用 含 む )   9 場  Ｌ Ｐ ガ ス (併 用 含 む )   8 場  

※  炊 事 設 備 を 有 す る 施 設  

ふ れ あ い の 里 、 保 健 所 、 長 町 研 修 館 、 女 性 セ ン タ ー  

老 人 福 祉 セ ン タ ー 、 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 地 区 公 民 館  

 

 

 

図 ３ － １６ － １   支 給 系 統  

 

 

 

 

表 ３ － １６ － ２  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 食 料 等 の供 給 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

Ｌ Ｐ ガ ス の 供 給  
石 川 県 エ ル ピ ー ガ ス 協 会  

金 沢 支 部  
古 府 3-16 249- 23 00  249- 23 20  

（ ４ ） 災害 救 助 法 に よ る 炊 き出 し そ の 他 に よ る 食品 の 給 与  

災 害 救 助法 が 適 用 さ れ た 場 合の 供 給 基 準 は 、 次 のと お り で あ る （ 同 法及 び 運 用 方 針）。 

①  対 象者  

ア  避 難所 に 入 所 し た 住 民  

イ  住 家が 全 焼 、 全 壊 、 流 失、 床 上 浸 水 の た め 炊事 が で き な い 者  

ウ  住 家に 被 害 を 受 け 、 一 時縁 故 地 へ 避 難 す る 必要 の あ る 者  

エ  旅 行者 、 滞 在 者 、 通 勤 通学 者 等 で 他 に 食 品 を得 る 手 段 の な い 者  

②  実 施期 間  

災 害 発 生の 日 か ら ７ 日 以 内 とす る 。た だ し、内 閣 総 理 大 臣 の 承 認 を 受け た と き は 、

承 認 を 受け た 期 間 と す る 。  

 

表 ３ － １６ － ３   小 ・ 中 学 校及 び 共 同 調 理 場 の 使用 熱 源  

小 学 校  都 市 ガ ス (併 用 含 む )  39 校  Ｌ Ｐ ガ ス (併 用 含 む )  16 校  

中 学 校  都 市 ガ ス (併 用 含 む )  19 校  Ｌ Ｐ ガ ス (併 用 含 む )   6 校  

調 理 場  都 市 ガ ス (併 用 含 む )   9 場  Ｌ Ｐ ガ ス (併 用 含 む )   8 場  

※  炊 事 設 備 を 有 す る 施 設  

ふ れ あ い の 里 、 保 健 所 、 長 町 研 修 館 、 女 性 セ ン タ ー  

老 人 福 祉 セ ン タ ー 、 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 地 区 公 民 館  
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３  生活必需品等の供給   

（ １ ） 実施 体 制  

ア  市 は、 被 災 者 に 対 し 生 活必 需 品 等 の 供 給 を 実施 す る 。  

イ  市 限り で 対 応 で き な い 場合 は 、近 隣 市 町 、県 、国 そ の 他 関 係 機 関の 応 援 を 得 て 実

施 す る 。な お 、被 災 者 の 中 でも 交 通 及 び 通 信 の 途絶 に よ り 孤 立 状 態 にあ る 被 災 者 に

対 し て は 、孤 立状 態 の 解 消 に努 め る と と も に 、食 料 、飲 料 水 及 び 生 活必 需 品 等 の 円

滑 な 供 給に 十 分 配 慮 す る 。  

ま た 、在 宅で の 避 難 者 、応 急 仮設 住 宅 と し て 供 与さ れ る 賃 貸 住 宅 へ の避 難 者 、所

在 が 把 握で き る 広 域 避 難 者 に対 し て も 物 資 等 が 提供 さ れ る よ う 努 め る。  

ウ  市 は、 必 要 に 応 じ て 生 活必 需 品 等 の 確 保 状 況等 の 情 報 を 市 民 に 対し 提 供 す る 。  

（ ２ ） 生活 必 需 品 等 の 確 保  

市 が 給 与す る 生 活 必 需 品 等 は、市 の 備 蓄 品 、支 援 物 資 の ほ か 、指名 業 者 等 か ら 調 達 す る。

な お 、被 災 地で 求 め ら れ る 物資 は 、時 間 の 経 過 とと も に 変 化 す る こ とを 踏 ま え 、時 宜 を 得

た 物 資 の調 達 に 留 意 す る も のと す る 。ま た、夏 季 に は 扇 風 機 等、冬 季 に は 暖 房 器 具、燃 料

等 も 含 める な ど 被 災 地 の 実 情を 考 慮 す る と と も に 、要 配慮 者 等 の ニ ーズ や 、男 女 の ニ ー ズ

の 違 い に配 慮 す る 。  

県 及 び 市は 、大 規 模 な 災 害 発生 の お そ れ が あ る 場合 、事 前 に 物 資 調 達・輸送 調 整 等 支 援

シ ス テ ム を 用 い て 備 蓄 状 況 の 確 認 を 行 う ほ か 、 被 害 に 対 応 し た 必 要 物 資 を 迅 速 に 供 給 す

る よ う 、物 資調 達・輸 送 調 整等 支 援 シ ス テ ム を 活用 し 情 報 共 有 を 図 り 、必要 な 品 目 ご と に

必 要 量 を把 握 す る と と も に 、調達 、確 保 先 と の 連絡 方 法 、輸 送 手 段 、輸送 先（ 場 所 ）に つ

い て 明 確に し 、 確 保 す る 。  

（ ３ ） 災害 救 助 法 に よ る 供 給  

災 害 救 助法 が 適 用 さ れ た 場 合の 供 給 基 準 は 、 次 のと お り で あ る 。  

①  対 象者  

 住 家 の全 壊 、全 焼 、流 失 、半 壊 、半 焼 又 は 床 上浸 水（ 土 砂 の た い 積等 に よ り 一 時 的

に 居 住 する こ と が で き な い 状態 と な っ た も の を 含む 。）、船 舶 の 遭 難 等に よ り 、生 活 上

必 要 な 被服 、寝 具 そ の 他 日 用品 等 を 喪 失 又 は 損 傷し 、直 ち に 日 常 生 活を 営 む こ と が 困

難 な 者 。  

②  給 与又 は 貸 与 す る 品 目  

ア  被 服、 寝 具 及 び 身 回 り 品  

イ  日 用品  

ウ  炊 事用 具 及 び 食 器  

エ  光 熱材 料  

③  給 与又 は 貸 与 の 方 法  

県 知 事 から 委 任 を 受 け る 市 長が 一 括 購 入 し 、 又 は備 蓄 物 資 か ら 放 出 し、 配 分 す る 。 

３  生活必需品等の供給   

（ １ ） 実施 体 制  

ア  市 は、 被 災 者 に 対 し 生 活必 需 品 等 の 供 給 を 実施 す る 。  

イ  市 限り で 対 応 で き な い 場合 は 、近 隣 市 町 、県 、国 そ の 他 関 係 機 関の 応 援 を 得 て 実

施 す る 。な お 、被 災 者 の 中 でも 交 通 及 び 通 信 の 途絶 に よ り 孤 立 状 態 にあ る 被 災 者 に

対 し て は 、孤 立状 態 の 解 消 に努 め る と と も に 、食 料 、飲 料 水 及 び 生 活必 需 品 等 の 円

滑 な 供 給に 十 分 配 慮 す る 。  

ま た 、在 宅で の 避 難 者 、応 急 仮設 住 宅 と し て 供 与さ れ る 賃 貸 住 宅 へ の避 難 者 、所

在 が 把 握で き る 広 域 避 難 者 に対 し て も 物 資 等 が 提供 さ れ る よ う 努 め る。  

ウ  市 は、 必 要 に 応 じ て 生 活必 需 品 等 の 確 保 状 況等 の 情 報 を 市 民 に 対し 提 供 す る 。  

（ ２ ） 生活 必 需 品 等 の 確 保  

市 が 給 与す る 生 活 必 需 品 等 は、市 の 備 蓄 品 、支 援 物 資 の ほ か 、指名 業 者 等 か ら 調 達 す る。

な お 、被 災 地で 求 め ら れ る 物資 は 、時 間 の 経 過 とと も に 変 化 す る こ とを 踏 ま え 、時 宜 を 得

た 物 資 の調 達 に 留 意 す る も のと す る 。ま た、夏 季 に は 扇 風 機 等、冬 季 に は 暖 房 器 具、燃 料

等 も 含 める な ど 被 災 地 の 実 情を 考 慮 す る と と も に 、要 配慮 者 等 の ニ ーズ や 、男 女 の ニ ー ズ

の 違 い に配 慮 す る 。  

県 及 び 市は 、大 規 模 な 災 害 発生 の お そ れ が あ る 場合 、事 前 に 物 資 調 達・輸送 調 整 等 支 援

シ ス テ ム を 用 い て 備 蓄 状 況 の 確 認 を 行 う ほ か 、 被 害 に 対 応 し た 必 要 物 資 を 迅 速 に 供 給 す

る よ う 、物 資調 達・輸 送 調 整等 支 援 シ ス テ ム を 活用 し 情 報 共 有 を 図 り 、必要 な 品 目 ご と に

必 要 量 を把 握 す る と と も に 、調達 、確 保 先 と の 連絡 方 法 、輸 送 手 段 、輸送 先（ 場 所 ）に つ

い て 明 確に し 、 確 保 す る 。  

（ ３ ） 災害 救 助 法 に よ る 供 給  

災 害 救 助法 が 適 用 さ れ た 場 合の 供 給 基 準 は 、 次 のと お り で あ る 。  

①  対 象者  

 住 家 の全 壊 、全 焼 、流 失 、半 壊 、半 焼 又 は 床 上浸 水（ 土 砂 の た い 積等 に よ り 一 時 的

に 居 住 する こ と が で き な い 状態 と な っ た も の を 含む 。）、船 舶 の 遭 難 等に よ り 、生 活 上

必 要 な 被服 、寝 具 そ の 他 日 用品 等 を 喪 失 又 は 損 傷し 、直 ち に 日 常 生 活を 営 む こ と が 困

難 な 者 。  

②  給 与又 は 貸 与 す る 品 目  

ア  被 服、 寝 具 及 び 身 回 り 品  

イ  日 用品  

ウ  炊 事用 具 及 び 食 器  

エ  光 熱材 料  

③  給 与又 は 貸 与 の 方 法  

県 知 事 から 委 任 を 受 け る 市 長が 一 括 購 入 し 、 又 は備 蓄 物 資 か ら 放 出 し、 配 分 す る 。 
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④  給 与又 は 貸 与 の 期 間  

災 害 発 生の 日 か ら 10 日 以 内 。 た だ し、 特 別 の 事情 が あ る と き は 、 内閣 総 理 大 臣 の

承 認 に より 延 長 す る こ と が でき る 。  

（ ４ ） 緊急 車 両 等 の 燃 料 の 供給 ・ 確 保  

市 は 、 災 害 時 に 応 急 対 策 活 動 を 行 う 緊 急 車 両 等 の 燃 料 を 調 達 す る 必 要 が あ る と 認 め る

と き に は 、石川 県 石 油 販 売 協同 組 合・石 川 県 石 油販 売 協 同 組 合 金 沢 支部 に 対 し 、緊 急 車 両

等 の 燃 料の 供 給・確 保 に つ いて 、協 力 を 要 請 し、組 合 は 可 能 な 限 り の協 力 を 行 う 。優 先 給

油 を 必 要と す る 車 両 に 対 し、「 災 害 時 優 先 給 油 標章 」 を 交 付 す る も のと す る 。  

表 ３ － １６ － ４  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 緊 急 車 両等 燃 料 供 給 活 動 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電   話  ＦＡＸ  

緊急車両等燃料  

供給活動  

石川県石油販売協同組合  

石川県石油販売協同組合

金沢支部  

鞍 月 5-177 256- 53 30  238- 33 30  

４  支援物資の受入れ   

（ １ ） 支援 物 資 の 要 請  

災 害 発 生に よ り 食 料 、水 、生 活 必 需 物資 が 不 足 する と 判 断 し た 場 合 には 、被 災 後 の 時 間

経 過 に よっ て 変 化 す る 物 資 のニ ー ズ を 的 確 に 捉 え 、県 、国 、他 の 自 治体 等 に 応 援 を 要 請 す

る ほ か 、新 聞 、 ラ ジ オ 、 テ レビ 等 報 道 機 関 を 通 じて 全 国 へ 支 援 物 資 の要 請 を 行 う 。  

支 援 物 資 の 要 請 を 行 う 場 合 は 、 受 入 れ を 希 望 す る も の 、 希 望 し な い も の を 早 期 に 把 握

し、必 要 と す る 物 資 の 内 容、量 、送 付方 法 等 に つい て 適 時 的 確 に 情 報を 提 供 す る と と も に、

受 付 窓 口の 開 設 な ど 適 切 な 広報 活 動 を 行 う 。  

ま た 、物 資 が充 足 し た 時 点 で 、要請 の 打 切 り を 決定 し 、報 道 機 関 を 通じ て 全 国 へ 公 表 す

る 。  

（ ２ ） 支援 物 資 の 受 付  

ア  経 済対 策 班（ 医 薬 品 に つい て は 保 健 救 護 班）は 、支 援の 申 出 を 受け た と き は 、申

出 者 、受 付 時 間 、受 付 担 当 者 、物 資 の内 容 、物 資 の 量 、輸 送 手 段 、同 行 人 員 、出 発

時 間、到 着 時 間 、集 積 拠 点、配 送 先 な ど の 受 付 リス ト を 作 成 し、申 出 者 及 び 配 送 先

担 当 者 に確 認 、 伝 達 す る 。  

イ  支 援物 資 の う ち 、被 災 者 ニ ーズ に 合 わ な い もの 、仕 分 け 作 業 困 難な も の 、長 期 保

存 困 難 なも の な ど は 受 入 れ ない こ と と す る 。  

ウ  経 済対 策 班（ 医 薬 品 に つい て は 保 健 救 護 班 ）は 、避 難 所（ 地 区 支 部 ）や 医 療 機 関

等 か ら の需 要 （ ニ ー ズ ） 情 報及 び 支 援 物 資 の 受 付・ 集 積 ・ 配 分 情 報 を集 中 管 理 し 、

支 援 物 資の 迅 速 か つ 効 率 的 な管 理 、 配 分 を 行 う 。  

 

④  給 与又 は 貸 与 の 期 間  

災 害 発 生の 日 か ら 10 日 以 内 。 た だ し、 特 別 の 事情 が あ る と き は 、 内閣 総 理 大 臣 の

承 認 に より 延 長 す る こ と が でき る 。  

（ ４ ） 緊急 車 両 等 の 燃 料 の 供給 ・ 確 保  

市 は 、 災 害 時 に 応 急 対 策 活 動 を 行 う 緊 急 車 両 等 の 燃 料 を 調 達 す る 必 要 が あ る と 認 め る

と き に は 、石川 県 石 油 販 売 協同 組 合・石 川 県 石 油販 売 協 同 組 合 金 沢 支部 に 対 し 、緊 急 車 両

等 の 燃 料の 供 給・確 保 に つ いて 、協 力 を 要 請 し、組 合 は 可 能 な 限 り の協 力 を 行 う 。優 先 給

油 を 必 要と す る 車 両 に 対 し、「 災 害 時 優 先 給 油 標章 」 を 交 付 す る も のと す る 。  

表 ３ － １６ － ４  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 緊 急 車 両等 燃 料 供 給 活 動 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電   話  ＦＡＸ  

緊急車両等燃料  

供給活動  

石川県石油販売協同組合  

石川県石油販売協同組合

金沢支部  

鞍 月 5-177 256- 53 30  238- 33 30  

４  支援物資の受入れ   

（ １ ） 支援 物 資 の 要 請  

災 害 発 生に よ り 食 料 、水 、生 活 必 需 物資 が 不 足 する と 判 断 し た 場 合 には 、被 災 後 の 時 間

経 過 に よっ て 変 化 す る 物 資 のニ ー ズ を 的 確 に 捉 え 、県 、国 、他 の 自 治体 等 に 応 援 を 要 請 す

る ほ か 、新 聞 、 ラ ジ オ 、 テ レビ 等 報 道 機 関 を 通 じて 全 国 へ 支 援 物 資 の要 請 を 行 う 。  

支 援 物 資 の 要 請 を 行 う 場 合 は 、 受 入 れ を 希 望 す る も の 、 希 望 し な い も の を 早 期 に 把 握

し、必 要 と す る 物 資 の 内 容、量 、送 付方 法 等 に つい て 適 時 的 確 に 情 報を 提 供 す る と と も に、

受 付 窓 口の 開 設 な ど 適 切 な 広報 活 動 を 行 う 。  

ま た 、物 資 が充 足 し た 時 点 で 、要請 の 打 切 り を 決定 し 、報 道 機 関 を 通じ て 全 国 へ 公 表 す

る 。  

（ ２ ） 支援 物 資 の 受 付  

ア  経 済対 策 班（ 医 薬 品 に つい て は 保 健 救 護 班）は 、支 援の 申 出 を 受け た と き は 、申

出 者 、受 付 時 間 、受 付 担 当 者 、物 資 の内 容 、物 資 の 量 、輸 送 手 段 、同 行 人 員 、出 発

時 間、到 着 時 間 、集 積 拠 点、配 送 先 な ど の 受 付 リス ト を 作 成 し、申 出 者 及 び 配 送 先

担 当 者 に確 認 、 伝 達 す る 。  

イ  支 援物 資 の う ち 、被 災 者 ニ ーズ に 合 わ な い もの 、仕 分 け 作 業 困 難な も の 、長 期 保

存 困 難 なも の な ど は 受 入 れ ない こ と と す る 。  

ウ  経 済対 策 班（ 医 薬 品 に つい て は 保 健 救 護 班 ）は 、避 難 所（ 地 区 支 部 ）や 医 療 機 関

等 か ら の需 要 （ ニ ー ズ ） 情 報及 び 支 援 物 資 の 受 付・ 集 積 ・ 配 分 情 報 を集 中 管 理 し 、

支 援 物 資の 迅 速 か つ 効 率 的 な管 理 、 配 分 を 行 う 。  

 



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-87 

（ ３ ） 支援 物 資 の 集 積 ・ 配 分  

ア  支 援物 資 の 集 積 拠 点 （ 救援 物 資 集 配 セ ン タ ー）  

・ 支 援 物資 の 集 積 拠 点 は 、陸上 、海 上 、航 空 輸 送手 段 を 考 慮 し 、次 の集 積 拠 点 候

補 地 の うち か ら 、 災 害 状 況 に応 じ て 指 定 す る 。  

 

表 ３ － １６ － ５   支 援 物 資 集積 拠 点 （ 救 援 物 資 集配 セ ン タ ー ） 候 補 地  

地 区 等  集 積 拠 点 候 補 地  所 在 地  航 空 手 段 (臨 時 ﾍﾘﾎﾟｰﾄ) 
海上手

段 
そ の 他  

西   部  県 産 業 展 示 館  袋 畠 町 南  県 西 部 緑 地 公 園 駐 車 場   県と共同 

北   部  城 北 市 民 運 動 公 園  磯 部 町 ニ 45 城北市民運動公園金沢ｽﾀｼﾞｱﾑ   

中   央  市 民 芸 術 村  大 和 町 1-1 大 和 町 防 災 拠 点 広 場    

南   部  泉 本 町 防 災 拠 点 施 設  泉 本 町 5･7 丁 目  南総合運動公園市営陸上競技場   

東 部  大 桑 防 災 拠 点 広 場  大 桑 3-80 大 桑 防 災 拠 点 広 場    

湊  湊 簡 易 グ ラ ウ ン ド  湊 3 丁 目  湊 簡 易 グ ラ ウ ン ド  金 沢 港   

医 薬 品  金 沢 市 保 健 所  西 念 3-4-25 姉 妹 都 市 公 園    

 

イ  自 治体 、民 間 か ら の 支 援物 資 に つ い て は 、救 援 物資 集 配 セ ン タ ーで 仕 分 け し 、受

入・搬 出 数 量 等 を 管 理 し、避 難 所（ 地区 支 部）や 医 療 機 関 等 か ら の 情報 に 応 じ て 配

分 す る。な お 、災 害 状 況 及 び支 援 物 資 の 内 容 等 に応 じ て 、輸 送 可 能 な場 合 は 、直 接、

避 難 所 （地 区 支 部 ） や 医 療 機関 等 へ の 配 送 を 指 示す る こ と が で き る 。  

ウ  大 量 の ト ラ ッ ク 配 送 が 想 定 さ れ る 国 か ら の プ ッ シ ュ 型 支 援 物 資 の 受 入 れ に つ い

て は 、 上記 の 集 積 拠 点 候 補 地以 外 に 民 間 倉 庫 を 活用 す る 。  

エ  支 援物 資 に は 、現 金・金 券 、腐 敗 物 な ど が 混載 さ れ て い る 可 能 性が あ る こ と か ら、

早 急 に 義援 金 と し て の 処 理 や物 資 の 仕 分 け 作 業 を行 う 。  

オ  支 援物 資 の 内 容 の 確 認 、仕 分け 等 に は 市 職 員を 動 員 す る ほ か 、物 流 の専 門 家・企

業 等 の 協 力 を 得 て 効 率 的 な 作 業 を 行 い 、 さ ら に 航 空 輸 送 の 自 衛 隊 の 協 力 や ボ ラ ン

テ ィ ア の支 援 を 得 る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 支援 物 資 の 集 積 ・ 配 分  

ア  支 援物 資 の 集 積 拠 点 （ 救援 物 資 集 配 セ ン タ ー）  

・ 支 援 物資 の 集 積 拠 点 は 、陸上 、海 上 、航 空 輸 送手 段 を 考 慮 し 、次 の集 積 拠 点 候

補 地 の うち か ら 、 災 害 状 況 に応 じ て 指 定 す る 。  

 

表 ３ － １６ － ５   支 援 物 資 集積 拠 点 （ 救 援 物 資 集配 セ ン タ ー ） 候 補 地  

地 区 等  集 積 拠 点 候 補 地  所 在 地  航 空 手 段 (臨 時 ﾍﾘﾎﾟｰﾄ) 
海上手

段 
そ の 他  

西   部  県 産 業 展 示 館  袋 畠 町 南  県 西 部 緑 地 公 園 駐 車 場   県と共同 

北   部  城 北 市 民 運 動 公 園  磯 部 町 ニ 45 城北市民運動公園金沢ｽﾀｼﾞｱﾑ   

中   央  市 民 芸 術 村  大 和 町 1-1 大 和 町 防 災 拠 点 広 場    

南   部  泉 本 町 防 災 拠 点 施 設  泉 本 町 5･7 丁 目  南総合運動公園市営陸上競技場   

東 部  大 桑 防 災 拠 点 広 場  大 桑 3-80 大 桑 防 災 拠 点 広 場    

湊  湊 簡 易 グ ラ ウ ン ド  湊 3 丁 目  湊 簡 易 グ ラ ウ ン ド  金 沢 港   

医 薬 品  金 沢 市 保 健 所  西 念 3-4-25 姉 妹 都 市 公 園    

 

イ  自 治体 、民 間 か ら の 支 援物 資 に つ い て は 、救 援 物資 集 配 セ ン タ ーで 仕 分 け し 、受

入・搬 出 数 量 等 を 管 理 し、避 難 所（ 地区 支 部）や 医 療 機 関 等 か ら の 情報 に 応 じ て 配

分 す る。な お 、災 害 状 況 及 び支 援 物 資 の 内 容 等 に応 じ て 、輸 送 可 能 な場 合 は 、直 接、

避 難 所 （地 区 支 部 ） や 医 療 機関 等 へ の 配 送 を 指 示す る こ と が で き る 。  

ウ  大 量 の ト ラ ッ ク 配 送 が 想 定 さ れ る 国 か ら の プ ッ シ ュ 型 支 援 物 資 の 受 入 れ に つ い

て は 、 上記 の 集 積 拠 点 候 補 地以 外 に 民 間 倉 庫 を 活用 す る 。  

エ  支 援物 資 に は 、現 金・金 券 、腐 敗 物 な ど が 混載 さ れ て い る 可 能 性が あ る こ と か ら、

早 急 に 義援 金 と し て の 処 理 や物 資 の 仕 分 け 作 業 を行 う 。  

オ  支 援物 資 の 内 容 の 確 認 、仕 分け 等 に は 市 職 員を 動 員 す る ほ か 、物 流 の専 門 家・企

業 等 の 協 力 を 得 て 効 率 的 な 作 業 を 行 い 、 さ ら に 航 空 輸 送 の 自 衛 隊 の 協 力 や ボ ラ ン

テ ィ ア の支 援 を 得 る 。  
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（ ４ ） 配送  

本 部 が 所 管 す る 車 両 で 対 応 す る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、 民 間 が 所 有 す る 車 両 に よ る 配

送 協 力 を要 請 す る 。  

ア  運 送業 者 、 宅 配 業 者 等 との 協 力 協 定 の 締 結 の推 進  

イ  自 主防 災 組 織 及 び ボ ラ ンテ ィ ア の 協 力  

 

 

 

表 ３ － １６ － ６  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 支 援 物 資の 配 送 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電   話  ＦＡＸ  

支援物資の配送  

（ 一 社 ）石 川 県 ト ラ ッ ク 協 会  粟 崎 町 4-84-10  239- 25 11  239- 22 87  

佐 川 急 便 株 式 会 社  
木 越 町 ﾄ 80 

(北 陸 支 店 ) 

0570-5 5-

0163  
 

 

 

 

（ ４ ） 配送  

本 部 が 所 管 す る 車 両 で 対 応 す る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、 民 間 が 所 有 す る 車 両 に よ る 配

送 協 力 を要 請 す る 。  

ア  運 送業 者 、 宅 配 業 者 等 との 協 力 協 定 の 締 結 の推 進  

イ  自 主防 災 組 織 及 び ボ ラ ンテ ィ ア の 協 力  

 

 

 

表 ３ － １６ － ６  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 支 援 物 資の 配 送 ）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電   話  ＦＡＸ  

支援物資の配送  

（ 一 社 ）石 川 県 ト ラ ッ ク 協 会  粟 崎 町 4-84-10  239- 25 11  239- 22 87  

佐 川 急 便 株 式 会 社  
木 越 町 ﾄ 80 

(北 陸 支 店 ) 

0570-5 5-

0163  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援物資

支援物資集積拠点

避難所、医療機関等

災害対策本部

申 出 者

地区支部・医療機関等

陸 路 海 路 空 路

金沢港 臨時ヘリポート

①支援
申出

②支援
受入

③配分
要請

④配分
情報
伝達

⑤配分指示

物 資 配 送

支援物資

支援物資集積拠点

避難所、医療機関等

災害対策本部

申 出 者

地区支部・医療機関等

陸 路 海 路 空 路

金沢港 臨時ヘリポート

①支援
申出

②支援
受入

③配分
要請

④配分
情報
伝達

⑤配分指示

物 資 配 送
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第 17 節  給水活動 
 所  管  □ 企 業 局… ラ イ フ ラ イ ン 班  

１  基本方針   

災 害 の 発生 に よ り 水 道 施 設 が被 害 を 受 け た 場 合 に 、市 民 生活 に 必 要 な水 を 確 保 し 、飲 料

水 を 得 るこ と が で き な い 市 民に 対 し て 速 や か に 応急 給 水 を 行 う 。  

詳 細 は 、別 に 定 め る 「 企 業 局総 合 防 災 計 画 」 に よる が 、 以 下 に 概 要 を掲 げ る 。  

２  飲料水の確保方針   

（ １ ） 一人 一 日 必 要 水 量  

ア  生 命維 持 に 必 要 な 水 量        3 ㍑ ／ 日  

イ  飲 料、 炊 事 、 洗 面 等 に 必要 な 水 量     20 ㍑ ／ 日  

ウ  飲 料、 ト イ レ 、 炊 事 、 洗面 、 最 小 限 の 浴 用 等に 必 要 な 水 量  100 ㍑ ／ 日  

エ  ほ ぼ通 常 の 生 活 水 量      250 ㍑ ／ 日  

（ ２ ） 必要 水 量 の 確 保 策  

必 要 水 量 は 、 次 の 手 段 に よ り 総 合 的 に 確 保 す る 。 な お 、 飲 料 用 水 に 必 要 な 水 量 は 、 主

と し て 水道 水 で 確 保 す る 。  

①  水 道水  

ア  浄 水場 の 浄 水 池 、 配 水 池  

イ  大 口径 耐 震 管 路 、 耐 震 性貯 水 槽  

   ウ  周 辺 市 町 と の 水 道連 絡 管  

②  水 道水 以 外 の 水  

ア  小 学校 防 災 井 戸 の 使 用  

イ  防 災消 雪 井 戸 の 使 用  

ウ  災 害時 協 力 井 戸 の 活 用  

エ  ペ ット ボ ト ル  

オ  プ ール の 貯 留 水 、 河 川 水、 用 水 、 わ き 水 等 の利 用  

表 ３ － １７ － １  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 定 締 結団 体 （ 応 急 給 水 関 係）   

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

応 急 給 水

活 動  

石 川 県 さく 井 協 会  示 野 町西 7 267-3262 267-3271 

北 陸 コ カ・ コ ー ラ  

ボ ト リ ング (株 ) 

東 蚊 爪町 1-33-

1 
239-2350 239-9177 

ｺｰｼﾝｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞ

ｽ(株 ) 

野 々 市 市押 野

2-219 
248-8850 248-5297 

第 17 節  給水活動 
 所  管  □ 企 業 局… ラ イ フ ラ イ ン 班  

１  基本方針   

災 害 の 発生 に よ り 水 道 施 設 が被 害 を 受 け た 場 合 に 、市 民 生 活 に 必 要 な水 を 確 保 し 、飲 料

水 を 得 るこ と が で き な い 市 民に 対 し て 速 や か に 応急 給 水 を 行 う 。  

詳 細 は 、別 に 定 め る 「 企 業 局総 合 防 災 計 画 」 に よる が 、 以 下 に 概 要 を掲 げ る 。  

２  飲料水の確保方針   

（ １ ） 一人 一 日 必 要 水 量  

ア  生 命維 持 に 必 要 な 水 量        3 ㍑ ／ 日  

イ  飲 料、 炊 事 、 洗 面 等 に 必要 な 水 量     20 ㍑ ／ 日  

ウ  飲 料、 ト イ レ 、 炊 事 、 洗面 、 最 小 限 の 浴 用 等に 必 要 な 水 量  100 ㍑ ／ 日  

エ  ほ ぼ通 常 の 生 活 水 量      250 ㍑ ／ 日  

（ ２ ） 必要 水 量 の 確 保 策  

必 要 水 量 は 、 次 の 手 段 に よ り 総 合 的 に 確 保 す る 。 な お 、 飲 料 用 水 に 必 要 な 水 量 は 、主

と し て 水道 水 で 確 保 す る とともに、個人 備蓄と公的備蓄の 拡充によりこれを 補完する。 

①  水 道水  

ア  浄 水場 の 浄 水 池 、 配 水 池  

イ  大 口径 耐 震 管 路 、 耐 震 性貯 水 槽  

   ウ  周 辺 市 町 と の 水 道連 絡 管  

②  水 道水 以 外 の 水  

ア  小 学校 防 災 井 戸 の 使 用  

イ  防 災消 雪 井 戸 の 使 用  

ウ  災 害時 協 力 井 戸 の 活 用  

エ  ペ ット ボ ト ル  

オ  プ ール の 貯 留 水 、 河 川 水、 用 水 、 わ き 水 等 の利 用  

表 ３ － １７ － １  金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 定 締 結団 体 （ 応 急 給 水 関 係）   

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

応 急 給 水

活 動  

石 川 県 さく 井 協 会  示 野 町西 7 267-3262 267-3271 

北 陸 コ カ・ コ ー ラ  

ボ ト リ ング (株 ) 

東 蚊 爪町 1-33-

1 
239-2350 239-9177 

サ ン ト リ ー ビ バ レ ッ ジ ソ リ ュ

ー シ ョ ン （ 株 ）  

野 々 市 市押 野

2-219 
248-8850 248-5297 
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③  そ の他  

ア  家 庭内 で の 備 蓄 （ 飲 料 水の ほ か 、 風 呂 の 溜 め水 な ど ）  

イ  船 、タ ン ク ロ ー リ ー な どの 手 段 に よ る 浄 水 の輸 送  

（ ３ ） 応急 給 水 用 資 機 材 等  

応 急 給 水に 必 要 な 資 材 等 を 逐次 備 蓄 整 備 す る 。  

（ 例 ）   給 水 車 、 給 水 及 び 貯水 タ ン ク 、 仮 設 給 水栓 、 浄 水 機 な ど  

３  応急給水活動   

市（ 水 道 事 業 者）は 、緊 急 な 対 策 が 必 要 と 認 め たと き に は 、企 業 局 長を 長 と す る「企 業

局 災 害 対策 本 部 」を 設 置 し、情 報 収 集・連 絡 及 び応 急 給 水 活 動 並 び に施 設 の 応 急 復 旧 活 動

を 敏 速 かつ 効 率 的 に 実 施 す る。  

（ １ ） 要員 等 の 配 備 体 制  

ア  あ らか じ め 定 め ら れ て いる 動 員 計 画 に 基 づ き対 策 要 員 を 配 置 す る。  

イ  装 備し て い る 給 水 車 等 の応 急 給 水 用 資 機 材 を配 備 す る 。  

ウ  あ ら か じ め 指 定 し て い る 水 道 工 事 等 関 係 業 者 に 、 必 要 な 人 員 及 び 資 機 材 の 協 力

要 請 を 行う 。  

   エ  単 独 で 給 水 作 業 がで き な い 場 合 は 、 他の 水 道 事 業 者 に 応 援要 請 を 行 う 。  

（ ２ ） 情報 の 収 集 及 び 連 絡  

あ ら か じ め 定 め ら れ て い る 実 施 要 領 に 基 づ き 、 水 道 施 設 の 被 害 状 況 の 把 握 な ど 情 報 を

正 確 か つ迅 速 に 収 集 、 伝 達 する 。  

【 参 照 】資 料 35  金 沢 市 企業 局 Ｍ Ｃ Ａ 無 線 配 備一 覧 表  

（ ３ ） 応急 給 水 活 動  

ア  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 水 道 施 設 の 応 急 復 旧 事 業 に あ わ せ て 、 本 節 ４ 「 給 水 の 方

法 」 に 定め る と こ ろ に よ り 、応 急 給 水 活 動 を 実 施す る 。  

イ  市 は 、 応 急 給 水 活 動 の 実 施 状 況 （ 給 水 の 時 間 帯 ・ 場 所 等 ） 及 び 衛 生 上 の 注 意 等

に つ い て 報 道 機 関 、 広 報 紙 、 広 報 車 、 掲 示 板 等 を 活 用 し 、 市 民 に 対 し て 確 実 に 広

報 を 行 う。  

（ ４ ） 施設 応 急 復 旧 活 動  

ア  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 住 民 か ら の 通 報 や 職 員 の 施 設 巡 回 に よ り 被 害 状 況 を 把 握

し 、 二 次 災 害 を 防 止 す る と と も に 、 施 設 の 機 能 を 保 持 す る た め の バ ル ブ 操 作 等 を

的 確 に 実施 し 、 緊 急 措 置 後 の応 急 復 旧 の た め の 情報 収 集 を 実 施 す る 。  

イ  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 収 集 し た 被 害 状 況 情 報 を も と に 、 本 節 ５ 「 応 急 復 旧 の 方

法 」 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 施 設 応 急 復 旧 計 画 を 策 定 し 、 応 急 復 旧 活 動 を 実 施 す

る 。  

③  そ の他  

ア  家 庭内 で の 備 蓄 （ 飲 料 水の ほ か 、 風 呂 の 溜 め水 な ど ）  

イ  船 、タ ン ク ロ ー リ ー な どの 手 段 に よ る 浄 水 の輸 送  

（ ３ ） 応急 給 水 用 資 機 材 等  

応 急 給 水に 必 要 な 資 材 等 を 逐次 備 蓄 整 備 す る 。  

（ 例 ）   給 水 車 、 給 水 及 び 貯水 タ ン ク 、 仮 設 給 水栓 、 浄 水 機 な ど  

３  応急給水活動   

市（ 水 道事 業 者 ）は 、緊 急 な対 策 が 必 要 と 認 め たと き に は 、企 業 局 長を 長 と す る「 企 業

局 災 害 対策 本 部 」を 設 置 し 、情 報 収集・連 絡 及 び応 急 給 水 活 動 並 び に施 設 の 応 急 復 旧 活 動

を 敏 速 かつ 効 率 的 に 実 施 す る。  

（ １ ） 要員 等 の 配 備 体 制  

ア  あ らか じ め 定 め ら れ て いる 動 員 計 画 に 基 づ き対 策 要 員 を 配 置 す る。  

イ  装 備し て い る 給 水 車 等 の応 急 給 水 用 資 機 材 を配 備 す る 。  

ウ  あ ら か じ め 指 定 し て い る 水 道 工 事 等 関 係 業 者 に 、 必 要 な 人 員 及 び 資 機 材 の 協 力

要 請 を 行う 。  

   エ  単 独 で 給 水 作 業 がで き な い 場 合 は 、 他の 水 道 事 業 者 に 応 援要 請 を 行 う 。  

（ ２ ） 情報 の 収 集 及 び 連 絡  

あ ら か じ め 定 め ら れ て い る 実 施 要 領 に 基 づ き 、 水 道 施 設 の 被 害 状 況 の 把 握 な ど 情 報を

正 確 か つ迅 速 に 収 集 、 伝 達 する 。  

【 参 照 】資 料 35  金 沢 市 企業 局 Ｍ Ｃ Ａ 無 線 配 備一 覧 表  

（ ３ ） 応急 給 水 活 動  

ア  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 水 道 施 設 の 応 急 復 旧 事 業 に あ わ せ て 、 本 節 ４ 「 給 水 の 方

法 」 に 定め る と こ ろ に よ り 、応 急 給 水 活 動 を 実 施す る 。  

イ  市 は 、 応 急 給 水 活 動 の 実 施 状 況 （ 給 水 の 時 間 帯 ・ 場 所 等 ） 及 び 衛 生 上 の 注 意 等

に つ い て 報 道 機 関 、 広 報 紙 、 広 報 車 、 掲 示 板 等 を 活 用 し 、 市 民 に 対 し て 確 実 に 広

報 を 行 う。  

（ ４ ） 施設 応 急 復 旧 活 動  

ア  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 住 民 か ら の 通 報 や 職 員 の 施 設 巡 回 に よ り 被 害 状 況 を 把 握

し 、 二 次 災 害 を 防 止 す る と と も に 、 施 設 の 機 能 を 保 持 す る た め の バ ル ブ 操 作 等 を

的 確 に 実施 し 、 緊 急 措 置 後 の応 急 復 旧 の た め の 情報 収 集 を 実 施 す る 。  

イ  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 収 集 し た 被 害 状 況 情 報 を も と に 、 本 節 ５ 「 応 急 復 旧 の 方

法 」 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 施 設 応 急 復 旧 計 画 を 策 定 し 、 応 急 復 旧 活 動 を 実 施 す

る 。  
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ウ  市（水 道 事 業 者 ）は 、応 急 復 旧 活 動 の 実 施 状況（ 断 水 区 域 、復 旧見 通 し ）に つ い

て 市 民 に対 し 適 切 な 広 報 に 努め る 。  

（ ５ ） 応援 の 要 請  

ア  市（ 水 道 事 業者 ）は 、単 独 で 給 水 活 動 や 施 設応 急 復 旧 活 動 が で きな い と き に は、

県 及 び 日本 水 道 協 会（ 地 方 自 治 体）、相 互 応 援 協定 締 結 自 治 体 、自 衛 隊 、海 上 保 安

庁 に 対 して 、 次 の 事 項 を 示 して 応 援 を 要 請 す る 。  

ⅰ  給 水、 応 急 復 旧 作 業 に 必要 と す る 人 員 数  

ⅱ  給 水、 応 急 復 旧 作 業 を 必要 と す る 期 間 及 び 給水 量  

ⅲ  給 水す る 場 所 、 応 急 復 旧作 業 場 所  

ⅳ  必 要 な 給 水 車 両 、 給 水 器 具 、 薬 品 、 資 材 等 水 道 用 資 機 材 の 品 目 別 数 量 、 応 急

復 旧 に 必要 な 管 、 弁 類 等 資 機材 の 品 目 別 数 量  

イ  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 必 要 に 応 じ て 民 間 企 業 ・ 団 体 に 対 し て 給 水 活 動 等 の 応 援

協 力 を 要請 す る 。ま た 、応 援 部 隊 を含 め 、給 水 車 等 の 燃料 の 供 給・確 保 に つい て 、

石 川 県 石油 販 売 協 同 組 合・石 川県 石 油 販 売 協 同 組合 金 沢 支 部 に 対 し 協力 を 要 請 し 、

組 合 は 可能 な 限 り の 協 力 を 行う 。  

表 ３ － １７ － ２   金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 水 道 関 係）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電   話  Ｆ Ａ Ｘ  

救 出 、水 道 ･下 水 道

等 応 急 土 木 活 動  
石 川 県 管 工 事 協 同 組 合  西 泉 5-93 243- 51 21  243- 51 23  

緊 急 輸 送 活 動  
（ 一 社 ） 石 川 県 ト ラ ッ ク

協 会  

粟 崎 町 4-84-

10  
239- 25 11  239- 22 87  

 

４  給水の方法   

（ １ ） 給水 拠 点  

ア  応 急 給 水 活 動 は 、 小 中 学 校 な ど の 拠 点 避 難 所 及 び 病 院 ・ 医 療 施 設 、 防 災 関 係 機

関 、給 食 施 設 、老 人 保 健・福 祉 施 設等 の 重 要 拠 点へ 緊 急 給 水 を 中 心 に行 う 。特 に 、

人 命 に か か わ る 医 療 施 設 を 最 優 先 と し 、 地 域 の 基 幹 病 院 や 人 工 透 析 を 行 う 病 院 な

ど 、 大 量の 水 を 必 要 と す る 施設 へ は 、 治 療 に 支 障が な い よ う に 配 慮 する 。  

イ  拠 点 へ の 給 水 は 、 給 水 車 等 に よ る 運 搬 給 水 を 主 体 に 、 給 水 需 要 に 応 じ て 効 率 的

な 応 急 給水 を 行 う 。  

   ウ  小 中 学 校 な ど の 拠点 避 難 所 に は 、 応 急給 水 タ ン ク を 設 置 する 。  

（ ２ ） 運搬 給 水 の 方 法  

運 搬 給 水 の 水 源 は 、 主 要 配 水 場 及 び 応 急 復 旧 し た 送 配 水 管 路 と し 、 地 域 ご と に 定 め た

給 水 拠 点（ 避 難 所 等 ） に 給 水車 等 で 運 搬 す る 。  

 

 

ウ  市（ 水 道 事業 者 ）は 、応 急 復 旧 活 動 の 実 施 状況（ 断 水 区 域 、復 旧 見 通 し ）に つ い

て 市 民 に対 し 適 切 な 広 報 に 努め る 。  

（ ５ ） 応援 の 要 請  

ア  市（ 水道 事 業 者 ）は 、単 独で 給 水 活 動 や 施 設応 急 復 旧 活 動 が で きな い と き に は、

県 及 び 日本 水 道 協 会（ 地方 自 治 体 ）、相 互 応 援 協定 締 結 自 治 体 、自 衛 隊 、海 上 保 安

庁 に 対 して 、 次 の 事 項 を 示 して 応 援 を 要 請 す る 。  

ⅰ  給 水、 応 急 復 旧 作 業 に 必要 と す る 人 員 数  

ⅱ  給 水、 応 急 復 旧 作 業 を 必要 と す る 期 間 及 び 給水 量  

ⅲ  給 水す る 場 所 、 応 急 復 旧作 業 場 所  

ⅳ  必 要 な 給 水 車 両 、 給 水 器 具 、 薬 品 、 資 材 等 水 道 用 資 機 材 の 品 目 別 数 量 、 応 急

復 旧 に 必要 な 管 、 弁 類 等 資 機材 の 品 目 別 数 量  

イ  市 （ 水 道 事 業 者 ） は 、 必 要 に 応 じ て 民 間 企 業 ・ 団 体 に 対 し て 給 水 活 動 等 の 応 援

協 力 を 要請 す る 。ま た 、応 援 部 隊 を 含 め 、給水 車 等 の 燃 料 の 供 給・確 保 に つ い て 、

石 川 県 石油 販 売 協 同 組 合・石 川 県石 油 販 売 協 同 組合 金 沢 支 部 に 対 し 協力 を 要 請 し 、

組 合 は 可能 な 限 り の 協 力 を 行う 。  

表 ３ － １７ － ２   金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体 （ 水 道 関 係）  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電   話  Ｆ Ａ Ｘ  

救 出 、水 道 ･下 水 道

等 応 急 土 木 活 動  
石 川 県 管 工 事 協 同 組 合  西 泉 5-93 243- 51 21  243- 51 23  

緊 急 輸 送 活 動  
（ 一 社 ） 石 川 県 ト ラ ッ ク

協 会  

粟 崎 町 4-84-

10  
239- 25 11  239- 22 87  

 

４  給水の方法   

（ １ ） 給水 拠 点  

ア  応 急 給 水 活 動 は 、 小 中 学 校 な ど の 拠 点 避 難 所 及 び 病 院 ・ 医 療 施 設 、 防 災 関 係 機

関 、給 食 施 設 、老 人 保 健・福 祉 施 設 等 の 重 要 拠 点へ 緊 急 給 水 を 中 心 に行 う 。特 に 、

人 命 に か か わ る 医 療 施 設 を 最 優 先 と し 、 地 域 の 基 幹 病 院 や 人 工 透 析 を 行 う 病 院 な

ど 、 大 量の 水 を 必 要 と す る 施設 へ は 、 治 療 に 支 障が な い よ う に 配 慮 する 。  

イ  拠 点 へ の 給 水 は 、 給 水 車 等 に よ る 運 搬 給 水 を 主 体 に 、 給 水 需 要 に 応 じ て 効 率 的

な 応 急 給水 を 行 う 。  

   ウ  小 中 学 校 な ど の 拠点 避 難 所 に は 、 応 急給 水 タ ン ク を 設 置 する 。  

（ ２ ） 運搬 給 水 の 方 法  

運 搬 給 水 の 水 源 は 、 主 要 配 水 場 及 び 応 急 復 旧 し た 送 配 水 管 路 と し 、 地 域 ご と に 定 めた

給 水 拠 点（ 避 難 所 等 ） に 給 水車 等 で 運 搬 す る 。  

 

 



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-92 

表 ３ － １７ － ３  主 要 配 水 池容 量 と 災 害 時 の 確 保水 量  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） その 他 の 拠 点 給 水 の 方法  

運 搬 給 水と 平 行 し 、 地 域 の 状況 に 応 じ て 次 の 方 法に よ り 給 水 を 行 う 。  

ア  防 災拠 点 広 場 給 水 基 地 （大 和 町 防 災 拠 点 広 場）  

表 ３ － １７ － ４  防 災 拠 点 広場 給 水 基 地  

名    称  位   置  内   容  

大 和 町 防 災 拠 点 広 場  大 和 町 1-1 給 水 井 戸 2 カ 所  

大 桑 防 災 拠 点 広 場  大 桑 3-80 防 災 井 戸 ・ 耐 震 性 貯 水 槽  

イ  小 学校 防 災 井 戸  

ウ  防 災消 雪 用 井 戸  

エ  災 害時 協 力 井 戸  

オ  プ ール 貯 留 水 、 河 川 水 、用 水 、 わ き 水 等 の 生活 用 水 使 用 及 び 浄 水処 理 使 用  

【 参 照 】資 料 36 小 学 校 防災 井 戸 一 覧 表  

資 料 37 防 災 消 雪 井 戸 一 覧表  

資 料 38 災 害 時 協 力 井 戸 登録 一 覧 表  

（ ４ ） 仮設 給 水 の 方 法  

水 道 施 設 の 応 急 復 旧 に 努 め 、 応 急 復 旧 し た 配 水 管 に 仮 設 給 水 栓 を 順 次 設 置 し 、 給 水 を

行 う 。  

 

５  応急復旧の方法   

応 急 復 旧は 、被 害 施 設 を 早 期に 復 旧 す る た め 、以 下 の 方 法に よ り 効 率的 な 復 旧 作 業 に 努

給 水 基 地  
容 量  

 (㎥ ) 

確 保 水 量  

(ｍ 3)  
水  源  緊 急 遮 断 弁

末 浄 水 場  10,400   10,4 00  末 浄 水 場   

犀 川 浄 水 場  3,690  3,69 0  犀 川 浄 水 場   

四 十 万 中 配 水 場  26,000  有 効 容 量 の 50％  13,000  県 水  ○  

大 乗 寺 丘 陵 配 水 場  15,000  〃  7,500  末 浄 水 場  ○  

大 桑 配 水 場  5,000 〃  2,500  〃  ○  

館 山 配 水 場  2,640 〃  1,320  〃  ○  

浅 川 配 水 場  2,200  350  〃  ○  

犀 川 配 水 場（ 計 画 ） 22,000   8,00 0  犀 川 浄 水 場  ○  

若 松 配 水 場  20,000  有 効 容 量 の 50％  10,000  〃  ○  

浅 野 配 水 制 御 所   配 水 本 管  - 県 水 ・ 犀 川   

西 念 配 水 制 御 所   大 口 径 耐 震 管 路  
20,000  

県 水   

八 日 市 配 水 制 御 所   〃  〃   

犀 川 緑 地 内   送 水 管  400 末 浄 水 場   

計  106,99 0   77,1 90   
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（ ３ ） その 他 の 拠 点 給 水 の 方法  

運 搬 給 水と 平 行 し 、 地 域 の 状況 に 応 じ て 次 の 方 法に よ り 給 水 を 行 う 。  

ア  防 災拠 点 広 場 給 水 基 地 （大 和 町 防 災 拠 点 広 場）  

表 ３ － １７ － ４  防 災 拠 点 広場 給 水 基 地  

名    称  位   置  内   容  

大 和 町 防 災 拠 点 広 場  大 和 町 1-1 給 水 井 戸 2 カ 所  

大 桑 防 災 拠 点 広 場  大 桑 3-80 防 災 井 戸 ・ 耐 震 性 貯 水 槽  

イ  小 学校 防 災 井 戸  

ウ  防 災消 雪 用 井 戸  

エ  災 害時 協 力 井 戸  

オ  プ ール 貯 留 水 、 河 川 水 、用 水 、 わ き 水 等 の 生活 用 水 使 用 及 び 浄 水処 理 使 用  

【 参 照 】資 料 36 小 学 校 防災 井 戸 一 覧 表  

資 料 37 防 災 消 雪 井 戸 一 覧表  

資 料 38 災 害 時 協 力 井 戸 登録 一 覧 表  

（ ４ ） 仮設 給 水 の 方 法  

水 道 施 設 の 応 急 復 旧 に 努 め 、 応 急 復 旧 し た 配 水 管 に 仮 設 給 水 栓 を 順 次 設 置 し 、 給 水を

行 う 。  

 

５  応急復旧の方法   

応 急 復 旧は 、被 害 施 設 を 早 期に 復 旧 す る た め 、以 下 の 方 法 に よ り 効 率的 な 復 旧 作 業 に 努

給 水 基 地  
容 量  

 (㎥ ) 

確 保 水 量  

(ｍ 3)  
水  源  緊 急 遮 断 弁

末 浄 水 場  10,400   10,4 00  末 浄 水 場   

犀 川 浄 水 場  3,690  3,69 0  犀 川 浄 水 場   

四 十 万 中 配 水 場  26,000  有 効 容 量 の 50％  13,000  県 水  ○  

大 乗 寺 丘 陵 配 水 場  15,000  〃  7,500  末 浄 水 場  ○  

大 桑 配 水 場  5,000 〃  2,500  〃  ○  

館 山 配 水 場  2,640 〃  1,320  〃  ○  

浅 川 配 水 場  2,200  350  〃  ○  

犀 川 配 水 場（ 計 画 ） 22,000   8,00 0  犀 川 浄 水 場  ○  

若 松 配 水 場  20,000  有 効 容 量 の 50％  10,000  〃  ○  

浅 野 配 水 制 御 所   配 水 本 管  - 県 水 ・ 犀 川   

西 念 配 水 制 御 所   大 口 径 耐 震 管 路  
20,000  

県 水   

八 日 市 配 水 制 御 所   〃  〃   

犀 川 緑 地 内   送 水 管  400 末 浄 水 場   

計  106,99 0   77,1 90   
 



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-93 

め る 。  

（ １ ） 復旧 の 優 先 順 位  

ア  取 水 、 導 水 、 浄 水 機 能 の 確 保 を 図 る 。 浄 水 場 が 被 災 し 機 能 が 失 わ れ た 場 合 は 、

応 急 復 旧 に よ る 浄 水 機 能 の 回 復 ま で の 間 、 相 互 連 絡 管 な ど に よ り 他 系 統 か ら 振 替

送 水 な どに よ り 給 水 を 補 完 する 。  

イ  配 水場 の 貯 留 機 能 を 確 保し 、 浄 水 場 か ら の 送水 管 路 を 復 旧 す る 。  

ウ  主 要 配 水 管 路 及 び 避 難 所 、 救 護 病 院 な ど の 重 要 な 給 水 拠 点 に 至 る 管 路 の 配 水 調

整 を 行 いな が ら 、 管 路 等 の 被害 が 軽 微 な 路 線 を 選定 、 復 旧 す る 。  

エ  そ の他 の 配 水 管 及 び 給 水管 を 復 旧 し 、 段 階 的に 断 水 区 域 を 解 消 する 。  

（ ２ ） 早期 給 水 措 置  

早 期 の 給水 を 図 る た め 、 次 の処 置 を 講 ず る 。  

ア  主 要 送 配 水 管 路 の 復 旧 に あ わ せ 、 消 火 栓 等 を 使 用 し 、 一 定 の 間 隔 で 仮 設 給 水 栓

を 設 置 する 。  

イ  配 水 管 の 被 害 が 著 し く 、 漏 水 量 が 多 い と き は 、 一 定 区 間 を バ ル ブ 等 に よ り 断 水

し 、 路 上 又 は 浅 い 土 被 り に よ る 応 急 配 管 を 行 い 、 適 当 な 間 隔 で 仮 設 給 水 栓 を 設 置

す る 。  

ウ  他 系統 か ら の バ ッ ク ア ップ 給 水 を 検 討 し 、 断水 区 域 へ の 早 期 給 水を 行 う 。  

（ ３ ） 応急 復 旧 用 資 機 材  

応 急 復 旧 用 資 機 材 は 、 緊 急 用 保 管 修 繕 材 料 及 び 水 道 工 事 関 係 業 者 の 保 有 資 材 を 使 用 す

る 。  

応 急 復 旧用 資 機 材 が 不 足 す ると き は 、 メ ー カ ー 及び 他 都 市 よ り 調 達 する 。  

６  市民及び自主防災組織等との連携   

ア  災 害発 生 直 後 は 、 家 庭 での 備 蓄 飲 料 水 を も って 充 て る 。  

イ  地 域内 の 井 戸 等 に よ っ て飲 料 水 を 確 保 す る 。  

・  災 害 時 に 民 間 所 有 井 戸 を 市 民 に 開 放 す る 「 災 害 時 協 力 井 戸 登 録 制 度 」 を 平 成

9 年 度 に 導 入 。  

ウ  井 戸等 の 水 を 飲 用 に 使 用す る 場 合 は 、煮 沸 や消 毒 す る な ど 衛 生 上の 注 意 を 払 う。 

エ  市 の実 施 す る 応 急 給 水 活動 に 対 し て 、 運 搬 、配 給 等 に 協 力 す る 。  

オ  ボ ラン テ ィ ア と の 活 動 の連 携 に 努 め る 。  

【 参 照 】資 料 38 災 害 時 協力 井 戸 登 録 一 覧 表  

め る 。  

（ １ ） 復旧 の 優 先 順 位  

ア  取 水 、 導 水 、 浄 水 機 能 の 確 保 を 図 る 。 浄 水 場 が 被 災 し 機 能 が 失 わ れ た 場 合 は 、

応 急 復 旧 に よ る 浄 水 機 能 の 回 復 ま で の 間 、 相 互 連 絡 管 な ど に よ り 他 系 統 か ら 振 替

送 水 な どに よ り 給 水 を 補 完 する 。  

イ  配 水場 の 貯 留 機 能 を 確 保し 、 浄 水 場 か ら の 送水 管 路 を 復 旧 す る 。  

ウ  主 要 配 水 管 路 及 び 避 難 所 、 救 護 病 院 な ど の 重 要 な 給 水 拠 点 に 至 る 管 路 の 配 水 調

整 を 行 いな が ら 、 管 路 等 の 被害 が 軽 微 な 路 線 を 選定 、 復 旧 す る 。  

エ  そ の他 の 配 水 管 及 び 給 水管 を 復 旧 し 、 段 階 的に 断 水 区 域 を 解 消 する 。  

（ ２ ） 早期 給 水 措 置  

早 期 の 給水 を 図 る た め 、 次 の処 置 を 講 ず る 。  

ア  主 要 送 配 水 管 路 の 復 旧 に あ わ せ 、 消 火 栓 等 を 使 用 し 、 一 定 の 間 隔 で 仮 設 給 水 栓

を 設 置 する 。  

イ  配 水 管 の 被 害 が 著 し く 、 漏 水 量 が 多 い と き は 、 一 定 区 間 を バ ル ブ 等 に よ り 断 水

し 、 路 上 又 は 浅 い 土 被 り に よ る 応 急 配 管 を 行 い 、 適 当 な 間 隔 で 仮 設 給 水 栓 を 設 置

す る 。  

ウ  他 系統 か ら の バ ッ ク ア ップ 給 水 を 検 討 し 、 断水 区 域 へ の 早 期 給 水を 行 う 。  

（ ３ ） 応急 復 旧 用 資 機 材  

応 急 復 旧 用 資 機 材 は 、 緊 急 用 保 管 修 繕 材 料 及 び 水 道 工 事 関 係 業 者 の 保 有 資 材 を 使 用す

る 。  

応 急 復 旧用 資 機 材 が 不 足 す ると き は 、 メ ー カ ー 及び 他 都 市 よ り 調 達 する 。  

６  市民及び自主防災組織等との連携   

ア  災 害発 生 直 後 は 、 家 庭 での 備 蓄 飲 料 水 を も って 充 て る 。  

イ  地 域内 の 井 戸 等 に よ っ て飲 料 水 を 確 保 す る 。  

・  災 害 時 に 民 間 所 有 井 戸 を 市 民 に 開 放 す る 「 災 害 時 協 力 井 戸 登 録 制 度 」 を 平 成

9 年 度 に 導 入 。  

ウ  井 戸等 の 水 を 飲 用 に 使 用す る 場 合 は 、煮 沸 や 消毒 す る な ど 衛 生 上の 注 意 を 払 う。 

エ  市 の実 施 す る 応 急 給 水 活動 に 対 し て 、 運 搬 、配 給 等 に 協 力 す る 。  

オ  ボ ラン テ ィ ア と の 活 動 の連 携 に 努 め る 。  

【 参 照 】資 料 38 災 害 時 協力 井 戸 登 録 一 覧 表  

  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-94 

第 18 節  災害医療及び救急医療 
 所  管  □ 福 祉 健康 局 … 保 健 救 護 班  □ 市 立 病 院 … 病 院 救護 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 19 節  防疫・保健衛生活動 
 所  管  □ 福 祉 健康 局 … 保 健 救 護 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 20 節 要配慮者の安全確保 
 所  管  □ 福 祉 健康 局 … 要 配 慮 者 支 援班 、 福 祉 班  □ 市 民局 … 避 難 所 支 援 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 21 節 ごみ、し尿の処理 
所  管  □ 環 境 局… 災 害 環 境 対 策 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 22 節  自主防災活動 
 所  管  □ 危 機 管理 監 … 防 災 班  □ 市民 局 … 避 難 所 支 援 班    

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 23 節 ボランティア活動の支援 
 所  管  □福 祉 健 康 局… 福 祉 班 、 保 健救 護 班  □関 係 各 局  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

 

  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-95 

第 23 節 ボランティア活動の支援 
 所  管  □福 祉 健 康 局… 福 祉 班 、 保 健救 護 班  □関 係 各 局  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 24 節 作業要員の確保 
 所  管  □総 務 局 … 人事 動 員 班  □関 係 各局  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 25 節 応急教育 
 所  管  □教 育 委 員 会… 学 校 教 育 班 、社 会 教 育 班  □ 文 化 ス ポー ツ 局 … 施 設 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 26 節 建築物対策、住宅の応急対策 
 所  管  □都 市整 備 局 … 建 築 住 宅 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 27 節 公共土木施設等の応急対策 

 所 管 

□都 市 整 備 局 … 公 園 等 施 設 対策 班 、建 築 住 宅 班  □土 木 局 … 河 川・が け地 対 策

班 、 道 路対 策 班  □農林水産局 … 農 林 ・ 市 場 対 策班  

□企 業 局 … ライフライン班  □総 務 局 … 総 務 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 28 節 障害物の除去 
 所 管  □ 土 木 局… 河 川 ・ が け 地 対 策班 、 道 路 対 策 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第２編_風水害等災害対策計画_第３章_災害応急対策計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

3-96 

第 29 節 防災関係機関の対策 
 所  管  □ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 30 節 水防計画 

 所  管  
□土 木 局 … 河 川 ・ が け 地 対 策班  □ 企 業 局 … ラ イフ ラ イ ン 班  

□農 林 水 産 局 … 農 林 ・ 市 場 対策 班  □消 防 局 … 消防 班  

□ 危 機 管理 監 、 市 民 局 … 防 災班 、 □総 務 局 … 情 報発 信 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 31 節 除雪・雪害対策計画 

 所  管  
□ 土 木 局… 河 川 ・ が け 地 対 策班  □ 危機 管理監、市民局…防災班  

□都市政策局… 広報班  □ 関係 各 局  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 32 節 木材流出防止対策 
 所  管  □石川県 □危機管理監、市民局…防災班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

第 33 節 農林水産物災害応急対策 
所  管   □ 農 林 水 産 局 … 農 林 ・ 市 場対 策 班  □ 福 祉 健 康局 … 保 健 救 護 班  

 

 

※ 変 更 無し  

 

 

 

 

 

 


